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秋
田
藩
天
保
国
絵
図
の
作
成
過
程
と
そ
の
特
質

一

は
　
じ
　
め
　
に

江
戸
幕
府
は
、
慶
長
以
来
、
正
保
、
元
禄
、
天
保
と
数
次
に
わ
た
り
、
全
国

の
主
な
大
名
に
命
じ
て
国
絵
図
を
調
進
さ
せ
て
い
る
。
全
国
規
模
で
実
施
さ
れ

た
国
絵
図
作
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
江
戸
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
清
絵
図
を
は
じ

め
、
各
地
に
現
存
す
る
控
絵
図
や
関
連
資
料
に
基
づ
き
、
各
時
期
の
国
絵
図
作

成
過
程
や
各
絵
図
の
特
質
な
ど
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
検
討
が
加
え

ら
れ
て
い
る

（
１
）

。

秋
田
藩
主
佐
竹
氏
は
絵
図
元
を
担
っ
た
一
大
名
と
し
て
、
正
保
四
年
（
一
六

四
七
）
に
出
羽
十
二
郡
の
広
範
囲
に
及
ぶ
大
絵
図
を
提
出
し
た
の
を
は
じ
め
、

元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
と
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
出

羽
国
の
う
ち
秋
田
領
六
郡
と
由
利
郡
を
あ
わ
せ
た
出
羽
七
郡
の
絵
図
を
幕
府
に

提
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
幕
命
に
よ
る
三
度
の
国
絵
図
作
成
の
ほ
か
に
、
秋
田

藩
で
は
享
保
年
間
に
も
独
自
に
国
絵
図
改
訂
が
進
め
ら
れ
た
。
秋
田
藩
の
国
絵

図
作
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
秋
田
県
公
文
書
館
を
は
じ
め
各
所
蔵
機
関
に
控
図

や
下
図
、
縁
絵
図
な
ど
の
関
連
資
料
が
数
多
く
現
存
す
る
た
め
、
国
絵
図
の
作

成
過
程
の
ほ
か
、
絵
図
内
容
の
分
析
や
秋
田
藩
の
絵
図
認
識
の
考
察
な
ど
、

様
々
な
研
究
が
み
ら
れ
る

(

２)

。
し
か
し
、
天
保
期
に
つ
い
て
は
、
国
絵
図
に
先
立

っ
て
作
成
さ
れ
た
郷
帳
の
作
成
過
程
に
関
す
る
言
及
が
わ
ず
か
に
あ
る
の
み

で
、
国
絵
図
作
成
過
程
は
こ
れ
ま
で
全
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

全
国
の
事
例
に
目
を
向
け
る
と
、
天
保
国
絵
図
に
関
し
て
は
、
各
地
に
残
る

関
連
資
料
や
幕
府
側
の
資
料
に
基
づ
き
、
国
絵
図
の
作
成
過
程
や
当
時
の
政
治

的
背
景
が
考
察
さ
れ
る
ほ
か

（
３
）

、
各
地
域
に
お
け
る
実
地
調
査
に
つ
い
て
の
個
別

事
例

(

４)

や
、
絵
図
記
載
を
比
較
検
証
し
た
事
例

(

５)

な
ど
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て

い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
学
び
な
が
ら
、
秋
田
藩
の
天
保
国

絵
図
作
成
過
程
を
確
認
し
、
ま
た
秋
田
藩
の
天
保
国
絵
図
の
特
質
や
そ
の
国
絵

図
認
識
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

一
　
秋
田
藩
の
天
保
郷
帳
提
出

天
保
国
絵
図
作
成
事
業
で
は
、
国
絵
図
の
提
出
に
先
行
し
て
郷
帳
の
提
出
が

命
じ
ら
れ
て
い
る
。
表
高
を
記
載
し
た
従
来
の
郷
帳
と
異
な
り
、
実
高
の
記
載

秋
田
藩
天
保
国
絵
図
の
作
成
過
程
と
そ
の
特
質
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秋
田
藩
天
保
国
絵
図
の
作
成
過
程
と
そ
の
特
質

二

を
求
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
天
保
期
の
秋
田
藩
の
郷
帳
提
出
に
関
し
て
は
、

川
村
博
忠
氏
が
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
郷
村
高
帳
御
書
上
記
録
」
に
基
づ
き
、

そ
の
経
緯
を
一
部
明
ら
か
に
し
て
い
る

（
６
）

。
秋
田
県
公
文
書
館
に
も
、
幕
府
提
出

時
の
秋
田
藩
側
の
控
文
書
と
考
え
ら
れ
る
同
資
料
名
の
「
郷
村
高
帳
御
書
上
記

録
（
７
）

」（
以
下
「
郷
帳
記
録
」
と
略
称
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
こ
の

秋
田
藩
側
に
残
る
資
料
に
拠
り
、あ
ら
た
め
て
郷
帳
提
出
の
経
緯
を
確
認
す
る
。

な
お
、
本
章
に
お
け
る
資
料
引
用
は
す
べ
て
「
郷
帳
記
録
」
で
あ
る
。

郷
帳
提
出
に
関
す
る
通
達
は
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
十
一
月
晦
日
に
老

中
水
野
出
羽
守
に
よ
り
申
し
渡
さ
れ
、
十
二
月
三
日
に
幕
臣
・
幕
府
代
官
・
諸

藩
に
、
四
日
に
寺
社
に
触
れ
ら
れ
、
こ
れ
に
基
づ
く
石
高
書
上
の
案
文
が
十
二

月
八
日
と
九
日
に
勘
定
所
か
ら
指
示
さ
れ
る

（
８
）

。「
郷
帳
記
録
」
の
書
き
出
し
は
、

十
二
月
八
日
の
勘
定
所
に
よ
る
留
守
居
呼
出
に
応
じ
て
、
留
守
居
手
代
御
献
上

方
伊
沢
継
助
が
出
頭
し
、
組
頭
小
山
太
郎
左
衛
門
、
吟
味
方
飯
田
庫
三
郎
、
御

勘
定
大
竹
庄
九
郎
・
岩
田
鍬
三
郎
・
市
野
茂
三
郎
列
席
の
も
と
で
申
達
を
受

け
、
案
文
帳
面
の
写
一
冊
を
渡
さ
れ
た
記
載
か
ら
は
じ
ま
る
。
次
に
天
保
三
年

四
月
廿
四
日
と
八
月
三
日
に
大
目
付
触
で
到
来
し
た
老
中
水
野
よ
り
の
再
度
の

提
出
要
請
が
記
載
さ
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
翌
天
保
四
年
九
月
晦
日
に
松
平
大
隅

守
留
守
居
か
ら
の
同
席
触
で
到
来
し
た
勘
定
奉
行
明
楽
飛
騨
守
、
御
目
付
牧
野

中
務
、
御
勘
定
吟
味
役
柑
本
兵
五
郎
か
ら
の
申
達
が
記
載
さ
れ
る
。
こ
の
申
達

に
よ
り
秋
田
藩
は
十
月
中
の
郷
帳
提
出
を
求
め
ら
れ
る
。

十
月
中
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
秋
田
藩
は
、
十
月
廿
七
日
に
献
上
方
伊
沢
を

勘
定
所
に
遣
わ
し
、
提
出
延
引
を
願
い
出
る
。
こ
れ
に
対
し
て
十
一
月
十
四
日
、

勘
定
所
は
明
確
な
提
出
時
期
の
返
答
を
求
め
る
。
し
か
し
出
頭
し
た
献
上
方
鈴

木
小
平
太
の
返
答
は
、
国
許
か
ら
調
査
結
果
が
届
か
ず
、
国
許
へ
催
促
の
連
絡

を
行
う
と
す
る
に
止
ま
り
、
重
ね
て
勘
定
所
は
江
戸
藩
邸
の
重
役
と
の
相
談
と

近
日
中
の
再
返
答
を
命
じ
る
。
そ
し
て
十
一
月
十
八
日
、
秋
田
藩
は
鈴
木
を
遣

わ
し
て
次
の
よ
う
な
書
面
を
提
出
す
る
。

郷
村
高
帳
可
差
出
頃
合
爰
許
ニ
而
ハ
申
上
兼
候
故
国
許
江
申
達
候
付
、
飛

脚
往
返
雪
途
ニ
付
凡
四
十
日
程
且
国
許
ニ
而
も
早
速
之
返
答
ニ
も
可
及
兼

往
是
五
十
日
程
も
相
掛
り
可
申
与
奉
存
候
、
国
許
よ
り
申
越
候
ハ
ヽ
早
速

程
合
之
儀
可
申
上
候
、
以
上

巳
十
一
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
竹
右
京
大
夫
家
来

鈴
木
小
平
太

佐
藤
十
兵
衛
殿

新
貫
銀
蔵
殿

こ
こ
で
秋
田
藩
は
、
郷
帳
提
出
に
関
し
て
は
調
査
の
進
捗
状
況
も
提
出
時
期

の
見
通
し
も
す
べ
て
国
許
次
第
で
あ
る
と
主
張
し
、
ま
た
遠
国
と
雪
道
を
理
由

に
五
十
日
の
猶
予
を
勘
定
所
か
ら
許
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
翌
五
年
正
月
廿
二
日
、
勘
定
所
か
ら
の
留
守
居
呼
出
に
よ
り
献
上

方
伊
沢
継
助
を
遣
わ
す
と
、
御
勘
定
小
林
藤
之
助
・
佐
藤
重
兵
衛
、
御
徒
目
付

尾
嶋
三
十
郎
列
席
の
も
と
「
既
六
十
日
ニ
も
相
成
甚
以
等
閑
之
儀
」「
大
国
ニ

も
不
似
合
、
懸
り
役
人
と
て
も
壱
人
ニ
も
有
之
間
敷
、
甚
以
等
閑
之
致
方
と
存

候
」
と
の
叱
責
と
と
も
に
、
早
急
な
提
出
を
求
め
ら
れ
る
。
翌
廿
三
日
に
伊
沢

を
遣
わ
し
、
国
許
よ
り
「
尓
今
不
申
越
」、
ま
た
「
此
表
役
人
と
も
申
合
候
得



秋
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国
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作
成
過
程
と
そ
の
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三

共
程
合
之
儀
い
か
ん
と
も
相
聞
難
申
上
」
と
の
返
答
書
面
を
提
出
し
、
御
勘
定

小
林
藤
之
助
・
岩
田
鍬
三
郎
か
ら
二
月
中
ま
で
の
猶
予
を
許
さ
れ
る
。
し
か
し

廿
七
日
、
秋
田
藩
は
献
上
方
鈴
木
を
も
っ
て
勘
定
所
に
書
面
を
提
出
し
、
さ
ら

な
る
郷
帳
提
出
延
引
を
願
い
出
る
。
提
出
遅
延
の
理
由
と
し
て
、
一
つ
に
「
御

雛
形
に
向
ひ
調
候
儀
者
是
迄
差
出
申
候
高
辻
帳
共
違
ひ
巨
細
之
取
調
ニ
付
」
と

従
来
の
郷
帳
提
出
と
の
相
違
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
広
範
囲
に
わ
た
る
調
査
負

担
に
触
れ
た
の
ち
、「
昨
巳
年
之
儀
者
非
常
之
凶
作
皆
無
同
様
ニ
而
、
去
秋
以

来
町
人
百
姓
共
迄
必
止
と
夫
食
ニ
差
迫
り
人
民
飢
餓
ニ
及
候
程
ニ
至
」
と
凶
作

に
よ
る
飢
饉
を
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
、「
郷
村
高
帳
取
調
之
儀
中
々
等
閑
ニ

心
得
打
捨
置
候
儀
ニ
者
毛
頭
無
御
座
」
と
弁
明
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
「
何
れ

ニ
も
急
速
之
取
調
草
稿
之
侭
ニ
而
も
不
苦
可
差
越
旨
以
飛
脚
厳
敷
申
達
候
間
、

於
国
許
追
々
取
調
出
来
可
申
候
得
共
、
前
引
之
次
第
に
付
当
三
月
中
な
ら
て
は

到
着
も
難
仕
奉
存
、
万
々
一
其
頃
取
調
残
り
御
座
候
ハ
ヽ
程
合
之
儀
ハ
聢
与
可

申
越
、
夫
迄
御
猶
予
御
聞
置
被
成
下
」
と
願
い
出
て
い
る
。
こ
の
書
面
を
受
け

取
っ
た
御
勘
定
小
林
・
岩
田
は
、「
外
ニ
被
成
方
も
無
之
次
第
」
と
し
て
三
月

中
旬
ま
で
の
猶
予
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
三
月
七
日
、
秋
田
藩
は
老
中
大
久
保
加
賀
守
・
松
平
周
防
守
に
対
し

て
、
御
勘
定
奉
行
土
方
出
雲
守
・
明
楽
飛
騨
守
を
通
じ
て
内
意
伺
書
を
提
出
す

る
。
こ
の
内
意
伺
書
は
留
守
居
安
田
五
郎
兵
衛
に
よ
っ
て
差
し
出
さ
れ
、
国
許

か
ら
の
意
見
と
し
て
「
抑
中
祖
右
京
大
夫
義
宣
慶
長
七
年
常
陸
国
被
召
上
、
出

羽
国
秋
田
仙
北
両
所
進
置
候
と
の
権
現
様
よ
り
御
判
物
被
成
下
候
、
其
後
台
徳

院
様
大
猷
院
様
御
判
物
頂
戴
罷
在
候
故
、
別
段
御
判
物
不
被
成
下
候
段
蒙
仰
候

趣
旧
記
ニ
相
見
得
候
、
厳
有
院
様
御
代
高
辻
帳
差
上
初
而
御
判
物
頂
戴
仕
候
以

来
連
綿
仕
候
儀
ニ
而
、
其
後
明
細
之
調
差
上
候
儀
無
之
」
と
家
康
以
来
代
々
判

物
を
授
か
っ
た
由
緒
を
主
張
す
る
。
ま
た
凶
作
下
で
の
検
地
の
困
難
を
述
べ
た

上
で
「
是
迄
連
綿
御
判
物
之
印
差
上
候
高
辻
帳
奉
差
上
度
、
明
細
調
候
儀
ハ

段
々
奉
申
上
候
通
之
次
第
被
為
分
召
出
御
用
捨
被
成
度
奉
存
候
、
此
段
奉
願
候

而
も
不
苦
候
儀
ニ
可
有
御
座
候
哉
奉
伺
御
内
意
候
様
申
付
越
候
」
と
し
た
。
こ

れ
ま
で
提
出
遅
延
の
理
由
と
延
引
願
い
に
止
ま
っ
た
秋
田
藩
で
あ
る
が
、
こ
の

段
階
に
い
た
り
従
来
通
り
の
判
物
高
に
よ
る
郷
帳
提
出
の
要
望
を
明
ら
か
に
し

た
の
で
あ
る
。
天
保
五
年
初
頭
時
点
で
は
、
諸
藩
の
江
戸
留
守
居
の
間
に
郷
帳

の
提
出
を
見
合
わ
せ
る
申
し
合
わ
せ
が
あ
り
、
佐
竹
氏
の
ほ
か
、
熊
本
藩
細
川

氏
、
広
島
藩
浅
野
氏
、
佐
賀
藩
鍋
島
氏
も
猶
予
を
願
い
出
て
い
た
と
さ
れ
る

（
９
）

。

「
郷
帳
記
録
」
か
ら
は
秋
田
藩
と
他
藩
と
の
交
渉
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
こ
の
伺
書
か
ら
、
秋
田
藩
の
郷
帳
提
出
遅
延
の
背
景
に
は
実
高
記
載
へ

の
懸
念
が
あ
っ
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
五
月
十
四
日
、

両
老
中
か
ら
の
呼
出
し
を
受
け
て
留
守
居
安
田
が
出
頭
す
る
と
「
書
面
之
趣
者

諸
家
一
同
之
儀
に
て
別
格
之
取
扱
ニ
者
難
相
成
候
、
最
早
大
躰
書
出
も
有
之
御

用
済
之
際
ニ
も
相
成
候
間
、
何
れ
に
も
打
懸
取
調
早
々
差
出
候
様
取
斗
可
申
候

事
」
と
の
仰
渡
が
あ
っ
た
。
秋
田
藩
の
願
い
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
ま
た
こ
の

件
は
御
勘
定
奉
行
の
土
方
出
雲
守
と
明
楽
飛
騨
守
へ
も
翌
日
伝
え
ら
れ
た
。

そ
し
て
五
月
十
九
日
、
組
頭
大
竹
庄
九
郎
、
御
勘
定
吟
味
方
改
役
小
林
藤
之

助
、
御
勘
定
岩
田
鍬
三
郎
、
御
徒
目
付
尾
嶋
三
十
郎
列
席
に
よ
る
、
か
な
り
長

文
に
及
ぶ
申
達
が
行
わ
れ
る
。
献
上
方
鈴
木
小
平
太
を
遣
わ
し
た
秋
田
藩
に
対
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す
る
申
達
に
は
「
此
節
御
料
所
之
分
者
勿
論
、
其
外
諸
家
・
小
給
所
向
ニ
至
迄

認
出
シ
候
分
多
分
に
て
九
分
通
り
余
者
差
出
方
も
相
済
候
所
、
其
御
領
分
差
支

之
筋
被
申
立
遅
々
致
し
候
」、「
御
料
所
之
儀
者
莫
太
之
儀
ニ
候
得
共
此
節
取
調

方
も
整
、
此
外
諸
家
数
多
之
内
ニ
者
其
家
々
よ
り
矢
張
取
調
方
手
込
之
向
も
可

有
之
候
へ
共
、
何
れ
も
御
趣
意
之
趣
不
軽
儀
に
存
込
追
々
穿
鑿
も
行
届
、
夫
々

つ
ゝ
ま
や
か
に
取
調
差
出
向
ニ
も
有
之
候
」
と
の
記
載
も
含
ま
れ
る
。
郷
帳
提

出
を
見
合
わ
せ
て
い
た
諸
藩
か
ら
も
し
だ
い
に
提
出
が
み
ら
れ
、
五
月
に
は
幕

府
領
分
の
調
査
も
完
了
し
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
状
況
下
で
「
此
度
認
出
し
被

置
候
ハ
ヽ
以
来
之
取
扱
方
も
致
よ
き
儀
に
可
有
之
、
前
後
御
趣
意
之
趣
取
違
ひ

若
疑
惑
之
筋
等
ニ
落
入
候
而
者
是
又
御
趣
意
も
振
れ
、
却
而
一
事
弁
別
被
致
か

た
き
筋
ニ
も
あ
た
り
如
何
ニ
付
、
聊
無
懸
念
御
趣
意
之
趣
差
含
早
々
取
調
差
出

方
有
之
候
而
可
然
、
此
上
会
得
難
致
筋
も
有
之
候
ハ
ヽ
幾
重
ニ
も
御
勘
定
所
へ

問
合
、
得
与
良
解
被
致
早
速
取
調
差
出
候
様
斗
可
被
申
候
」
と
、
勘
定
所
か
ら

強
い
提
出
要
請
が
行
わ
れ
た
と
い
え
る
。

こ
こ
に
い
た
り
、
五
月
廿
一
日
に
御
用
人
小
野
崎
七
太
夫
、
留
守
居
安
田
五

郎
兵
衛
、
右
筆
筆
頭
佐
藤
吉
兵
衛
、
翌
廿
二
日
に
勘
定
奉
行
森
川
十
郎
右
衛
門
、

留
守
居
勘
定
奉
行
助
力
田
代
新
右
衛
門
の
あ
わ
せ
て
五
人
が
家
老
小
鷹
狩
右
近

よ
り
「
御
高
調
御
書
上
ニ
付
御
用
懸
」
に
任
命
さ
れ
た
。「
郷
帳
記
録
」
の
上

で
は
秋
田
藩
の
担
当
者
が
任
命
さ
れ
た
記
載
は
こ
れ
が
最
初
で
あ
る
。
そ
し
て

廿
四
日
、
勘
定
所
に
献
上
方
鈴
木
小
平
太
を
遣
わ
し
、
十
九
日
の
申
達
を
承
諾

し
た
旨
を
書
面
で
返
答
す
る
。

し
か
し
七
月
廿
五
日
、
御
勘
定
奉
行
明
楽
飛
騨
守
、
御
目
付
牧
野
中
務
、
御

勘
定
吟
味
役
柑
本
兵
五
郎
よ
り
翌
日
の
留
守
居
呼
出
を
受
け
、
廿
六
日
に
献
上

方
石
井
惣
助
を
遣
わ
す
と
郷
帳
提
出
を
督
促
さ
れ
る
。
廿
八
日
の
献
上
方
石
井

の
名
前
に
よ
る
返
答
書
面
で
は
「
此
表
ニ
而
者
何
共
押
斗
申
上
兼
」「
国
許
江

往
返
凡
四
十
日
も
相
懸
」
と
従
来
通
り
の
姿
勢
に
止
ま
る
。
こ
の
返
答
を
許
さ

な
い
勘
定
所
に
対
し
、
石
井
は
「
明
日
ニ
も
為
差
登
候
ハ
ヽ
草
稿
に
て
も
入
御

内
覧
可
申
候
得
共
、此
表
に
て
は
押
斗
何
程
差
出
候
と
申
儀
者
何
共
難
申
上
候
」

と
返
答
、
勘
定
所
は
「
何
れ
ニ
も
両
三
日
も
差
控
候
而
得
与
被
申
合
候
様
に
」

と
し
て
書
面
を
返
却
す
る
。
そ
し
て
同
日
条
に
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
る
。

右
之
通
御
届
書
被
相
返
候
付
、
御
国
許
よ
り
河
辺
郡
一
郡
相
認
草
稿
を
以

入
内
見
候
様
ニ
と
御
飛
脚
を
以
申
来
候
趣
ニ
而
、
近
日
中
下
御
勘
定
所
江

入
内
見
候
筈

秋
田
藩
は
、
勘
定
所
に
返
答
を
却
下
さ
れ
た
こ
と
で
も
は
や
猶
予
は
な
ら
な

い
と
み
て
、
河
辺
郡
一
郡
の
郷
帳
草
稿
が
国
許
か
ら
届
い
た
こ
と
に
し
て
、

近
々
勘
定
所
の
内
見
に
入
れ
る
判
断
を
下
し
て
い
る
。
そ
し
て
八
月
五
日
、
勘

定
方
岩
田
鍬
三
郎
に
内
見
に
入
れ
、
七
日
に
訂
正
さ
れ
た
草
稿
を
返
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
同
じ
七
日
、
御
勘
定
岩
田
鍬
三
郎
か
ら
「
御
用
込
之
た
め
取
落
御

達
不
申
候
故
今
日
御
達
申
候
」
と
し
て
、
見
取
場
・
反
高
場
・
流
作
場
・
林
な

ど
の
高
外
反
別
書
上
に
つ
い
て
の
帳
面
一
冊
が
渡
さ
れ
た
。
高
外
地
の
書
上
は

天
保
国
絵
図
事
業
の
特
徴
の
一
つ
と
さ
れ
る
が
、
秋
田
藩
に
対
し
て
は
そ
の
通

達
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
献
上
方
石
井
は
、
内
々
に
同
心
根
立
長
兵
衛
に
相
談

し
、
反
高
場
な
ど
を
説
明
し
た
書
付
を
写
し
取
り
、
内
容
を
確
認
し
て
い
る
。

八
月
十
一
日
、
九
月
下
旬
ま
で
の
郷
帳
提
出
を
約
束
し
た
秋
田
藩
は
、
九
月

(
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廿
九
日
に
献
上
方
石
井
の
手
に
よ
り
郷
帳
を
提
出
し
、
御
勘
定
組
頭
大
竹
庄
九

郎
、
御
勘
定
瀧
沢
権
平
列
席
の
も
と
受
理
さ
れ
る
。
な
お
高
外
地
に
関
し
て
は
、

国
許
に
連
絡
し
た
と
こ
ろ
下
野
領
を
含
め
て
該
当
場
所
は
な
い
と
の
旨
を
、
留

守
居
安
田
五
郎
兵
衛
の
名
前
で
書
面
で
提
出
し
て
い
る
。

秋
田
藩
の
天
保
郷
帳
提
出
過
程
を
概
観
す
る
と
、
以
上
の
通
り
で
あ
る
。

「
郷
帳
記
録
」
は
江
戸
で
記
載
さ
れ
た
記
録
で
あ
り
、
秋
田
藩
で
は
留
守
居
手

代
御
献
上
方
が
勘
定
所
と
の
交
渉
に
出
向
き
、
再
三
提
出
の
延
引
を
図
っ
て
い

る
様
子
が
確
認
で
き
た
。

と
こ
ろ
が
秋
田
県
公
文
書
館
に
は
二
種
類
の
天
保
郷
帳
が
残
る
。
一
つ
は
天

保
五
年
九
月
に
安
田
五
郎
兵
衛
の
名
前
で
勘
定
所
に
提
出
し
た
郷
帳
写
だ
が
、

も
う
一
つ
は
天
保
五
年
二
月
に
田
代
新
右
衛
門
の
名
前
で
勘
定
所
に
宛
て
た
郷

帳
で
あ
る
。
両
者
の
記
載
石
高
は
一
致
し
、
ま
た
二
月
郷
帳
に
付
さ
れ
る
文
言

訂
正
の
貼
紙
が
九
月
郷
帳
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。「
郷
帳
記
録
」
上
で
は
、
天

保
五
年
二
月
は
い
ま
だ
幕
府
に
提
出
猶
予
を
願
い
、
担
当
者
任
命
や
河
辺
郡
一

郡
の
郷
帳
草
稿
提
出
よ
り
も
前
段
階
に
あ
た
る
。つ
ま
り
二
月
郷
帳
の
存
在
は
、

秋
田
藩
が
す
で
に
郷
帳
提
出
が
可
能
な
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、
幕
府
に
猶
予
を

求
め
て
提
出
を
遅
ら
せ
て
い
た
可
能
性
を
示
す
こ
と
と
な
る
。

「
郷
帳
記
録
」
は
幕
府
提
出
資
料
で
も
あ
り
、
秋
田
藩
の
判
断
に
よ
り
記
載

さ
れ
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
二
月
郷
帳
は
そ
の

一
端
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
の
一
つ
で
あ
り
、
当
時
の
他
藩
と
の
交
渉
状
況
や

国
許
と
の
交
渉
状
況
な
ど
と
あ
わ
せ
て
、
提
出
経
緯
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
一

層
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

二
　
秋
田
藩
の
天
保
国
絵
図
作
成

次
に
秋
田
藩
の
国
絵
図
作
成
過
程
を
確
認
す
る
。
秋
田
県
公
文
書
館
が
所
蔵

す
る
「
出
羽
国
秋
田
領
村
名
并
変
地
目
録
」
（
以
下
「
絵
図
記
録
」
と
略
称
）

は
、
天
保
国
絵
図
の
作
成
過
程
を
記
載
し
た
一
件
記
録
で
あ
る
。
内
容
は
、
第

一
に
幕
府
通
達
か
ら
絵
図
提
出
に
い
た
る
ま
で
の
編
年
記
録
、
第
二
に
絵
図
と

同
時
に
提
出
し
た
変
地
帳
の
内
容
写
、
そ
し
て
第
三
に
絵
図
提
出
時
に
ま
と
め

ら
れ
た
秋
田
藩
の
正
保
期
以
来
の
国
絵
図
に
関
す
る
書
上
か
ら
な
る
。
本
章
で

は
、
こ
の
資
料
に
基
づ
い
て
秋
田
藩
の
天
保
国
絵
図
作
成
過
程
を
確
認
す
る
。

な
お
、
本
章
に
お
け
る
資
料
引
用
は
す
べ
て
「
絵
図
記
録
」
で
あ
る
。

天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
四
月
十
四
日
、
勘
定
所
に
よ
る
前
日
の
留
守
居
呼

出
を
受
け
、
献
上
方
鈴
木
小
平
太
が
出
頭
す
る
と
、
御
勘
定
奉
行
明
楽
飛
騨
守
、

吟
味
役
中
川
忠
五
郎
、
御
目
付
大
沢
主
馬
、
組
頭
大
竹
庄
九
郎
、
吟
味
方
改
役

小
林
藤
之
助
、
御
勘
定
市
野
茂
三
郎
・
野
口
藤
三
郎
・
新
藤
松
蔵
、
御
徒
目
付

尾
嶋
三
十
郎
列
席
の
も
と
、
「
御
国
絵
図
拾
三
枚
被
相
渡
」
れ
る
と
と
も
に
、

次
の
よ
う
な
申
達
が
な
さ
れ
た
。

元
禄
之
度
被
差
上
候
御
国
絵
図
郷
帳
年
暦
相
立
候
付
、
去
卯
年
御
国
高
取

調
被
　
仰
出
候
処
御
調
出
来
ニ
付
、
猶
今
般
御
国
絵
図
之
儀
御
改
被
　
仰

出
候
、
依
之
元
禄
之
度
御
絵
図
写
相
渡
候
間
、
往
還
な
ら
ひ
に
不
洩
様
当

時
之
地
模
様
右
絵
図
ニ
掛
紙
ニ
而
相
直
、
尤
御
料
他
領
入
交
場
所
者
其
向

々
江
相
達
置
候
間
、
夫
々
懸
合
ニ
お
よ
ひ
早
々
取
調
可
被
差
出
候

四
月
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天
保
国
絵
図
作
成
の
幕
府
通
達
は
、
各
藩
に
よ
り
内
容
や
時
期
が
異
な
る
と

さ
れ
る
が
、
こ
の
四
月
に
は
米
沢
藩
や
高
田
藩
が
通
達
を
受
け
、
ま
た
新
発
田

藩
は
秋
田
藩
と
同
日
に
同
内
容
の
通
達
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
秋
田
藩
が
幕
府
よ
り
渡
さ
れ
た
国
絵
図
写
は
、
十
三
枚
に
裁
断
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

続
く
五
月
三
日
の
記
載
に
よ
る
と
、
秋
田
藩
は
こ
の
国
絵
図
写
十
三
枚
を
国

許
へ
送
付
す
る
こ
と
と
す
る
。
記
載
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

明
四
日
秋
田
江
御
飛
脚
被
立
置
候
付
、
先
日
下
御
勘
定
所
よ
り
被
相
渡
候

御
国
絵
図
十
三
枚
御
飛
脚
之
者
江
歩
行
持
ニ
而
被
預
置
被
差
下
候
様
、
御

用
人
平
沢
為
八
・
御
留
守
居
安
田
五
郎
兵
衛
相
揃
御
家
老
真
壁
甚
太
夫
江

演
説
い
た
し
、
右
御
絵
図
十
三
枚
差
出
候
様
承
知
之
趣
挨
拶
之
由
也

新
発
田
藩
の
事
例
で
は
、
幕
府
か
ら
の
御
渡
絵
図
は
江
戸
で
保
管
し
、
江
戸

藩
邸
で
写
絵
図
を
作
成
し
た
の
ち
、
写
絵
図
を
国
許
へ
送
付
し
て
い
る
。
幕
府

か
ら
の
絵
図
・
書
付
類
の
処
理
と
し
て
当
時
の
一
般
的
な
方
法
と
さ
れ
る
が
、

秋
田
藩
の
場
合
、
渡
さ
れ
て
か
ら
の
日
数
な
ど
を
考
慮
し
て
も
、
お
そ
ら
く
は

写
絵
図
で
は
な
く
幕
府
か
ら
渡
さ
れ
た
絵
図
を
直
接
国
許
へ
送
付
し
た
可
能
性

が
高
い
。

七
月
廿
七
日
、
秋
田
藩
は
留
守
居
安
田
五
郎
兵
衛
の
名
前
で
勘
定
所
に
伺
書

を
提
出
す
る
。
秋
田
藩
の
担
当
範
囲
に
、
秋
田
領
六
郡
に
加
え
て
他
大
名
領
や

幕
府
領
か
ら
な
る
由
利
郡
が
含
ま
れ
る
た
め
、
国
絵
図
作
成
に
関
す
る
通
達
を

勘
定
所
か
ら
伝
え
る
の
か
秋
田
藩
か
ら
伝
え
る
べ
き
か
を
伺
う
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
八
月
二
日
、
由
利
諸
藩
に
は
勘
定
所
か
ら
連
絡
す
る
旨
の
仰

渡
が
あ
っ
た
。

続
く
記
載
は
、
翌
天
保
八
年
四
月
十
五
日
で
あ
る
。
勘
定
所
の
国
絵
図
御
懸

横
山
市
太
夫
よ
り
「
由
利
郡
入
会
絵
図
不
差
出
御
方
々
書
取
を
以
申
上
候
様
」

命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
、
酒
井
左
衛
門
尉
、
岩
城
伊
豫
守
、
生
駒
■
三
郎
、

六
郷
兵
庫
頭
、
仁
賀
保
主
膳
、
仁
賀
保
孫
九
郎
、
六
郷
大
膳
、
生
駒
権
之
助
の

名
前
を
挙
げ
、「
右
御
方
々
様
今
以
御
絵
図
被
差
出
不
申
候
」
と
書
面
で
返
答

し
て
い
る
。
二
月
に
幕
府
か
ら
提
出
の
督
促
を
受
け
た
新
発
田
藩
や
南
部
藩
の

事
例
は
あ
る
が
、「
絵
図
記
録
」
上
は
秋
田
藩
が
督
促
を
受
け
た
こ
と
を
示
す

記
載
は
な
い
。
し
か
し
、
勘
定
所
に
対
し
て
由
利
諸
藩
の
絵
図
未
提
出
を
報
告

し
た
背
景
に
は
、
絵
図
元
で
あ
る
秋
田
藩
に
対
し
て
も
何
ら
か
の
督
促
が
あ
っ

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
幕
府
か
ら
の
御
渡
絵
図
を
国
許
に
送
付
し
た
後
の
様
子
に
つ
い
て
は

次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

其
砌
よ
り
御
境
目
奉
行
よ
り
江
戸
詰
御
用
人
御
留
守
居
江
文
通
往
復
数
十

度
ニ
相
及
候
得
共
、
双
方
取
請
引
違
候
廉
々
有
之
御
絵
図
調
方
何
分
尺
取

兼
、
去
八
月
中
漸
々
下
絵
図
出
来
ニ
而
江
戸
表
江
被
為
指
登
候
付
、
同
所

ニ
お
ゐ
て
御
勘
定
所
御
同
心
根
立
長
兵
衛
与
申
者
被
相
招
一
先
ツ
内
見
為

致
候
処
、
御
絵
図
面
不
宜
処
不
少
有
之
、
又
々
懸
紙
を
以
被
相
直
候
ニ
付
、

長
兵
衛
も
度
々
罷
出
夫
々
指
図
い
た
し
候
、
右
之
節
御
絵
図
面
森
吉
嶽
御

書
誤
之
所
実
地
之
所
江
被
相
立
、
且
右
嶽
陰
通
山
々
茂
実
地
之
処
江
相
改

書
出
申
度
次
第
、
御
留
守
居
安
田
五
郎
兵
衛
精
々
及
内
談
候
所
、
長
兵
衛

承
知
い
た
し
右
嶽
并
陰
通
山
々
実
地
之
場
所
江
何
山
々
と
下
札
を
以
山
名

(
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七

相
認
可
差
出
指
図
有
之
、

こ
の
記
載
は
編
年
記
録
部
分
で
は
な
く
、
提
出
時
の
書
上
の
一
部
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
国
絵
図
作
成
に
際
し
て
江
戸
詰
の
御
用
人
・
留
守
居
と
国
許

の
境
目
奉
行
と
の
間
で
頻
繁
な
交
渉
が
行
わ
れ
、
天
保
八
年
八
月
に
国
許
で
下

絵
図
が
完
成
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
下
絵
図
が
江
戸
に
到
着
す
る
と
、
勘
定
所

同
心
で
あ
る
根
立
長
兵
衛
を
呼
び
、
下
絵
図
を
内
見
に
入
れ
て
い
る
。
こ
の
根

立
長
兵
衛
は
、
国
絵
図
取
調
懸
と
し
て
幕
府
の
国
絵
図
作
成
事
業
の
方
針
を
伝

達
す
る
な
ど
の
活
動
が
確
認
で
き
る
が
、
秋
田
藩
も
根
立
長
兵
衛
を
通
じ
て
国

絵
図
作
成
を
進
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
根
立
か
ら
は
下
絵
図
に
関
し
て
少

な
か
ら
ず
訂
正
の
指
示
を
受
け
て
い
る
が
、
留
守
居
安
田
五
郎
兵
衛
は
、
特
に

森
吉
嶽
の
誤
記
訂
正
に
つ
い
て
内
談
に
及
び
指
示
を
仰
い
で
い
る
。
こ
の
森
吉

嶽
は
、
実
際
は
秋
田
郡
内
に
位
置
す
る
も
の
の
、
正
保
・
元
禄
の
各
国
絵
図
で

誤
っ
て
南
部
藩
と
の
境
界
に
記
載
さ
れ
た
経
緯
を
持
つ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
。
以
上
の
記
載
か
ら
、
秋
田
藩
の
国
絵
図
作
成
は
、
天
保
八
年
八
月

ま
で
国
許
で
進
め
ら
れ
、
以
降
は
江
戸
で
勘
定
所
同
心
根
立
長
兵
衛
の
指
示
を

う
け
な
が
ら
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
の
ち
秋
田
藩
は
、
十
月
朔
日
に
絵
師
菅
原
洞
斎
・
狩
野
秀
元
を
「
御
絵

図
別
々
御
手
入
有
之
候
付
御
用
懸
」
に
任
じ
、
六
日
に
は
右
筆
武
石
案
左
衛
門

を
「
六
郡
御
絵
図
之
御
銘
書
御
用
懸
」
に
任
じ
て
い
る
。
御
絵
図
御
用
懸
の

面
々
は
十
月
五
日
か
ら
廿
七
日
に
か
け
て
留
守
居
安
田
五
郎
兵
衛
宅
で
取
り
調

べ
を
行
っ
た
の
ち
、
翌
廿
八
日
か
ら
翌
年
の
天
保
九
年
三
月
廿
五
日
ま
で
江
戸

藩
邸
の
御
座
之
間
御
畳
縁
で
作
業
を
仕
上
げ
て
い
る
。
御
用
人
平
沢
為
八
・
河

又
六
右
衛
門
が
時
々
出
勤
し
て
作
業
に
参
加
し
て
い
る
記
載
も
確
認
で
き
る
。

し
か
し
完
成
が
近
づ
い
た
頃
、
「
御
絵
図
面
由
利
郡
之
内
六
郷
様
御
領
之

村
々
近
年
御
同
所
よ
り
御
勘
定
所
江
被
差
出
置
候
高
帳
村
々
と
引
合
不
申
趣
」

を
根
立
長
兵
衛
か
ら
指
摘
さ
れ
る
。
指
摘
の
具
体
的
内
容
は
「
絵
図
記
録
」
に

は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
対
応
に
苦
慮
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
三
月
七
日
に
国
許

か
ら
御
判
物
附
添
と
し
て
郡
奉
行
兼
境
目
奉
行
泉
蔵
人
が
江
戸
に
到
着
す
る
。

泉
と
の
相
談
を
経
て
、
本
荘
藩
御
用
人
笹
原
珍
平
、
本
荘
藩
留
守
居
石
井
安
太

夫
を
呼
び
、
問
題
と
な
っ
た
村
々
の
事
情
を
確
認
し
た
う
え
で
、
根
立
長
兵
衛

を
招
き
、
安
田
五
郎
兵
衛
と
泉
蔵
人
が
立
会
い
、
解
決
と
な
っ
た
。
こ
の
後
、

秋
田
藩
は
提
出
絵
図
の
清
書
作
業
に
入
り
、
三
月
廿
五
日
に
「
変
地
有
之
候
処

江
懸
紙
仕
候
而
、
今
朝
下
御
勘
定
所
江
右
御
国
絵
図
拾
三
枚
并
変
地
帳
差
添
」

て
、
献
上
方
石
井
惣
助
が
提
出
し
て
い
る
。

「
絵
図
記
録
」
の
編
年
部
分
の
最
後
は
、
絵
図
提
出
後
の
四
月
四
日
の
記
載

で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
　
先
月
廿
五
日
御
国
絵
図
并
変
地
帳
共
差
出
置
候
処
、
此
度
御
突
合
御
吟

味
相
済
候
由
、
御
同
心
根
立
長
兵
衛
よ
り
御
留
守
居
安
田
五
郎
兵
衛
迄

以
手
紙
申
参
候
、
御
呼
出
ニ
而
被
仰
渡
候
筈
之
処
兼
而
長
兵
衛
儀
者
御

絵
図
之
儀
ニ
付
又
々
致
心
配
居
候
付
御
呼
出
し
姿
ニ
而
同
人
よ
り
以
手

紙
如
斯
申
参
候
、
案
文
左
之
通

以
剪
紙
奉
啓
上
候
、
兎
角
不
揃
之
時
候
御
座
候
得
共
益
御
機
嫌
能
被

為
渡
奉
恐
悦
候
、
然
者
先
達
而
御
指
出
之
御
国
絵
図
之
儀
ニ
付
度
々

御
下
役
衆
よ
り
御
催
促
有
之
、
尤
当
月
十
日
頃
迄
申
上
置
候
処
泉
様

(
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八

急
ニ
御
敷
籠
ニ
も
相
成
候
様
承
知
仕
候
、
懸
り
之
衆
中
迄
右
之
段
内

談
い
た
し
候
、
精
々
取
調
候
ニ
付
昨
日
漸
々
突
合
相
済
、
今
日
竹
橋

絵
図
小
屋
江
相
廻
候
間
先
々
御
安
心
可
被
成
下
候
、
此
上
山
形
之
儀

者
御
絵
図
御
仕
立
相
済
候
上
尚
又
可
申
上
候
、
是
迄
御
調
方
御
行
届

一
ケ
條
之
御
糺
も
無
之
御
振
合
宜
敷
趣
、
懸
り
御
勘
定
正
田
栄
次

郎
・
福
田
処
右
衛
門
御
噂
有
之
候
、
右
之
趣
武
石
様
江
も
宜
奉
願
上

候
、
何
茂
早
々
用
事
而
已
大
乱
書
御
仁
免
可
被
下
候
、
以
上

四
月
四
日

右
之
通
御
同
心
根
立
長
兵
衛
よ
り
安
田
五
郎
兵
衛
迄
以
手
紙
申
来
候

根
立
長
兵
衛
か
ら
の
手
紙
で
、
秋
田
藩
の
提
出
絵
図
は
四
月
三
日
に
点
検
作

業
を
終
え
、
四
日
に
竹
橋
絵
図
小
屋
に
引
き
渡
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

「
山
形
之
儀
」
と
は
森
吉
嶽
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
清
絵
図
完
成
後
に
連

絡
す
る
と
し
て
い
る
。
点
検
に
は
問
題
が
な
く
「
御
振
合
宜
敷
」
と
の
担
当
御

勘
定
正
田
栄
次
郎
・
福
田
処
右
衛
門
の
評
判
を
伝
え
て
い
る
。

秋
田
藩
の
天
保
国
絵
図
提
出
過
程
を
概
観
す
る
と
、
以
上
の
通
り
で
あ
る
。

「
郷
帳
記
録
」
と
同
様
「
絵
図
記
録
」
も
勘
定
所
と
の
交
渉
を
中
心
と
し
た
江

戸
の
記
載
で
あ
り
、「
郷
帳
記
録
」
と
比
較
す
る
と
そ
の
記
載
は
少
な
い
。
そ

の
な
か
で
、
幕
府
か
ら
の
御
渡
絵
図
が
十
三
枚
で
あ
る
こ
と
、
献
上
方
と
勘
定

所
の
交
渉
の
ほ
か
に
、
絵
図
作
成
の
実
務
に
関
し
て
は
留
守
居
が
勘
定
方
同
心

根
立
長
兵
衛
と
の
交
渉
で
指
示
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
ま
た
提
出
ま
で
の
作
業

日
程
や
場
所
な
ど
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
、
や
は
り
国
許
の
状

況
が
う
か
が
え
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

三
　
「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
の
分
析

秋
田
藩
の
天
保
国
絵
図
作
成
事
業
に
つ
い
て
は
、「
郷
帳
記
録
」「
絵
図
記
録
」

の
記
載
に
基
づ
き
、
江
戸
に
お
け
る
勘
定
方
と
の
交
渉
を
中
心
と
し
た
経
緯
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

と
こ
ろ
で
全
国
各
地
で
は
、
作
成
事
業
の
過
程
で
残
さ
れ
た
下
絵
図
や
控
図

な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
前
章
に
よ
り
、
幕
府
か
ら
秋
田
藩
へ
の
御
渡
絵
図

は
十
三
枚
に
裁
断
さ
れ
た
絵
図
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
が
、
こ
れ
と
関
連

す
る
と
考
え
ら
れ
る
絵
図
が
秋
田
県
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
現
在

「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
と
称
さ
れ
る
絵
図
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
作

成
年
代
不
明
と
さ
れ
て
き
た
こ
の
絵
図
を
分
析
す
る
。

「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
は
、
秋
田
藩
か
ら
秋
田
県
に
引
き
継
が
れ
、
秋
田
県

庁
内
の
書
庫
か
ら
秋
田
県
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
資
料
群
に
含
ま
れ
る
（
写

真
１
）。
当
初
は
「
出
羽
国
秋
田
領
絵
図
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
公
文
書
館

移
管
後
に
現
在
の
資
料
名
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
は
、

秋
田
領
北
部
の
津
軽
藩
と
の
境
界
付
近
を
描
く
一
巻
目
か
ら
、
秋
田
領
南
部
の

新
庄
藩
と
の
境
界
付
近
を
描
く
十
三
巻
目
ま
で
、
秋
田
領
六
郡
と
由
利
郡
の
範

囲
が
東
西
方
向
に
裁
断
さ
れ
た
軸
装
絵
図
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
部
欠
け
る
も

の
の
十
三
分
割
さ
れ
た
絵
図
が
三
種
類
残
さ
れ
て
い
る
。

「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
は
、
県
庁
所
蔵
期
に
県
Ｃ
―
四
三
一
、
四
三
二
、
四

三
三
の
資
料
番
号
で
三
種
類
に
整
理
さ
れ
、
修
復
も
施
さ
れ
て
い
る
。
県
Ｃ
―

四
三
一
は
、
他
の
二
種
類
と
比
較
し
て
彩
色
が
丁
寧
で
あ
り
、
多
く
の
貼
紙
が

(
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九

写真１
出羽国七郡絵図（一部）

写真２
出羽七郡絵図（元禄15）
久保田城付近

写真３
出羽国七郡絵図
久保田城付近

川尻新田村

毘沙門田新田村

牛嶋村

川尻村

谷橋村
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特
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一
〇

写真４
出羽七郡絵図（元禄15）
南部藩境付近

写真５
出羽国七郡絵図
南部藩境付近

写真６
出羽国七郡絵図
森吉嶽付近

三ッ又
高瀧
種平

森吉嶽

森吉嶽
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藩
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成
過
程
と
そ
の
特
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一
一

付
さ
れ
る
他
の
二
種
類
と
異
な
り
、
貼
紙
は
な
く
該
当
部
分
が
直
接
絵
図
自
体

に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
県
庁
所
蔵
期
の
整
理
ど
お
り
で
問
題

は
な
い
（
Ａ
本
）。
と
こ
ろ
が
県
Ｃ
―
四
三
二
・
四
三
三
は
、
絵
図
の
描
写
や

彩
色
が
非
常
に
似
通
っ
た
絵
図
で
あ
り
、
本
来
の
組
み
合
わ
せ
が
混
在
し
た
状

態
で
整
理
さ
れ
て
い
る
。
検
証
す
る
と
、
一
方
の
絵
図
は
、
小
判
形
を
し
た
村

形
に
赤
青
黄
の
色
分
け
が
さ
れ
、
ま
た
絵
図
の
端
裏
部
分
に
「
出
羽
国
秋
田
領

拾
三
巻
之
内
弐
」
な
ど
と

巻
数
が
記
さ
れ
て
い
る

（
Ｂ
本
）。
も
う
一
方
に
は

村
形
の
色
分
け
が
な
く
、

端
裏
書
も
な
い
（
Ｃ
本
）。

こ
の
検
証
を
ふ
ま
え
て
一

覧
に
ま
と
め
た
の
が
表
１

で
あ
る
。
本
章
で
は
Ａ
本

の
記
載
内
容
を
分
析
対
象

と
す
る
。

さ
て
「
出
羽
国
七
郡
絵

図
」
と
天
保
国
絵
図
作
成

事
業
と
の
関
連
を
検
証
す

る
方
法
で
あ
る
が
、
「
絵

図
記
録
」
に
記
載
さ
れ
た

変
地
帳
を
も
と
に■

、
「
出

羽
国
七
郡
絵
図
」
と
元
禄
国
絵
図
の
描
写
を
突
き
合
わ
せ
る
方
法
が
も
っ
と
も

確
実
で
あ
る
と
考
え
る
。「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
の
描
写
が
、
元
禄
国
絵
図
の

描
写
か
ら
変
地
帳
の
記
載
ど
お
り
に
変
更
さ
れ
た
絵
図
で
あ
れ
ば
、
天
保
国
絵

図
の
関
連
絵
図
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
今
回
は
、
元
禄
国
絵
図
の

控
図
と
さ
れ
る
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
の
「
出
羽
七
郡
絵
図■

」（
以
下
、「
元
禄

図
」
と
略
称
）
と
比
較
す
る
。

ま
ず
は
両
絵
図
の
比
較
事
例
を
挙
げ
る
。
は
じ
め
は
七
巻
目
に
記
載
さ
れ
る

久
保
田
城
下
付
近
で
あ
る
。
変
地
帳
に
は
「
牛
嶋
村
・
谷
橋
村
之
間
」
に
つ
い

て
「
右
御
絵
図
面
道
筋
相
違
御
座
候
付
取
調
之
上
懸
紙
仕
候
」
と
あ
る
。
ま
た

「
右
御
絵
図
面
村
名
相
違
御
座
候
付
取
調
之
上
懸
紙
仕
候
」
と
さ
れ
る
三
十
三

村
の
な
か
に
「
川
尻
村
」
が
含
ま
れ
、「
右
御
絵
図
面
村
名
御
座
候
所
当
時
村

居
人
家
共
無
御
座
候
付
取
調
之
上
相
除
申
候
」
と
さ
れ
た
四
村
に
「
比
砂
門
新

田
村
」
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
三
点
に
つ
い
て
元
禄
図
と
「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」

の
両
絵
図
を
比
較
す
る
と
（
写
真
２
・
３
）、
ま
ず
牛
嶋
村
・
谷
橋
村
間
の
道

筋
は
、
川
に
架
か
る
橋
の
位
置
を
は
じ
め
全
体
的
に
河
口
付
近
か
ら
久
保
田
城

寄
り
に
描
き
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
元
禄
図
に
記
さ
れ
た

「
川
尻
新
田
村
」
は
「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
で
は
「
川
尻
村
」
と
村
名
が
変
更

さ
れ
、
ま
た
元
禄
図
の
「
毘
沙
門
田
新
田
村
」
は
「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
で
は

村
形
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
両
絵
図
の
比
較
結
果
と
変
地
帳
の
記
載
は

一
致
し
て
い
る
と
い
え
る
。

次
に
五
巻
目
に
記
載
さ
れ
る
森
吉
嶽
付
近
を
比
較
す
る
（
写
真
４
〜
６
）
。

写
真
４
の
元
禄
図
を
み
る
と
、
森
吉
嶽
は
確
か
に
南
部
藩
と
の
境
界
山
の
一
つ

表１　「出羽国七郡絵図」所蔵一覧

一巻

二巻

三巻

四巻

五巻

六巻

七巻

八巻

九巻

十巻

十一巻

十二巻

十三巻

Ａ本

資料番号 寸法(㎝)

Ｂ本

資料番号 寸法(㎝)

Ｃ本

資料番号 寸法(㎝)

県C-431-1

県C-431-2

県C-431-3

県C-431-4

県C-431-5

県C-431-6

県C-431-7

県C-431-8

県C-431-9

県C-431-10

県C-431-11

県C-431-12

県C-431-13

463×54

431×54

422×54

415×54

463×54

483×54

505×54

414×54

463×54

494×54

504×54

442×54

246×54

県C-433-2

県C-433-3

県C-433-4

県C-433-5

県C-433-6

県C-433-7

県C-432-8

県C-432-9

県C-432-10

県C-432-11

県C-432-13

410×54

422×54

416×54

454×54

480×54

436×54

408×54

455×54

540×54

488×54

249×54

県C-432-7

県C-432-2

県C-432-3

県C-432-4

県C-432-5

県C-432-6

県C-432-1

県C-433-8

県C-433-9

県C-433-10

県C-433-11

県C-432-12

県C-433-12

505×54

430×54

434×54

407×54

450×54

489×54

553×54

433×54

431×54

506×54

524×54

439×54

422×54

所蔵せず

所蔵せず

(

19)

(

20)



と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
森
吉
嶽
を
含
む
境
界
山
に
つ
い
て
、
天
保
の
変

地
帳
に
は
「
う
つ
ふ
り
嶽
・
曲
崎
・
大
深
・
乳
頭
・
引
分
・
焼
山
・
大
場
台
・

高
瀧
・
大
杉
峯
・
泥
繋
・
芦
内
山
・
森
吉
嶽
」
が
列
記
さ
れ
「
右
御
絵
図
面
山

名
無
御
座
候
付
取
調
之
上
懸
紙
仕
候
」
と
あ
る
。
ま
た
「
三
ツ
又
・
種
平
・
志

と
内
山
」
に
「
右
御
絵
図
面
山
名
相
違
御
座
候
付
取
調
之
上
懸
紙
仕
候
」
と
記

さ
れ
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
写
真
４
と
写
真
５
を
比
較
す
る
と
、
大
幅
に
境
界

山
の
山
名
が
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
「
出
羽
国
七
郡
絵

図
」
で
は
「
森
吉
嶽
」
は
南
部
藩
と
の
境
界
か
ら
離
さ
れ
、
山
全
体
が
秋
田
領

内
に
含
ま
れ
る
形
で
描
き
直
さ
れ
て
い
る
（
写
真
６
）。
秋
田
藩
が
懸
案
と
し

て
挙
げ
て
い
た
森

吉
嶽
は
、
他
の

山
々
と
同
様
、
新

た
に
山
名
を
付
し

た
一
つ
と
し
て
変

地
帳
に
記
載
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
事
例
の
よ

う
に
、
変
地
帳
の

記
載
と
両
絵
図
の

描
写
を
す
べ
て
比

較
分
析
し
た
う
え

で
、
そ
の
結
果
を

秋
田
藩
天
保
国
絵
図
の
作
成
過
程
と
そ
の
特
質

一
二

ま
と
め
た
の
が
表
２
で
あ
る
。

変
地
帳
に
は
六
五
五
ヶ
所
の
変
更
点

が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
変
更
点
を

内
容
分
類
し
た
の
が
「
変
地
項
目
」
で

あ
り
、
先
の
事
例
に
み
た
「
右
御
絵
図

面
…
…
」
部
分
の
文
章
表
現
が
十
四
種

類
あ
る
の
に
基
づ
き
同
様
に
十
四
項
目

を
た
て
た
。
そ
し
て
、
両
絵
図
の
描
写

が
変
地
帳
ど
お
り
に
変
更
さ
れ
て
い
る

場
合
を
「
一
致
」
と
み
な
し
た
と
こ
ろ
、

六
五
五
ヶ
所
の
う
ち
六
二
九
ヶ
所
が
一

致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
な

お
、
元
禄
図
の
状
態
か
ら
絵
図
の
折
り

目
部
分
に
あ
た
り
村
名
の
記
載
や
描
写

が
か
す
れ
る
な
ど
の
理
由
で
確
認
で
き

な
か
っ
た
五
ヶ
所
を
「
確
認
不
可
」
と

し
た
。

ま
た
表
２
の
な
か
で
「
項
目
変
更
に

よ
り
一
致
」
と
し
た
五
ヶ
所
を
ま
と
め

た
の
が
表
３
で
あ
る
。
例
え
ば
、
金
沢

中
野
新
田
村
の
例
で
は
、
変
地
帳
上
は

村
形
が
追
加
記
載
さ
れ
た
と
さ
れ
る

一致変地項目

表２　「変地目録」と絵図の比較対照結果

村居変更

村名肩書削除

村名肩書追加

村名変更

地形追加

地形変更

地名変更

道筋追加

道筋変更

村形削除

村形追加

村名肩書変更

山名追加

山名変更

合　計

26

30

69

271

1

11

1

5

4

29

125

12

37

8

629

96.03%

1

1

1

1

1

5

0.76%

2

8

1

1

2

2

16

2.44%

1

1

3

5

0.76%

26

31

73

282

1

12

1

5

5

30

127

15

39

8

655

項目変更に
より一致 不一致 確認不可 合　計

１

２

３

４

５

巻

一ノ巻

九ノ巻

十ノ巻

十一ノ巻

十一ノ巻

境明神之辺

金沢中野新田村

縫殿開新田村

冬師村

川内黒渕村之内

十三鶴村

地形変更

村形追加

村形削除

村名肩書

追加

村名肩書

変更

道筋異なる

川北岸にあり

縫殿開新田村

冬師新田村

ちさつる村

川南岸にあり

同位置に

縫殿村あり

冬師村

河内黒渕村之内

十三鶴村

道筋変更

村居変更

村名変更

村名変更

村名肩書

追加

出羽国秋田領村名并変地目録（県A-31）

変　　地 変地項目

出羽七郡絵図

(元禄15)

出羽国七郡絵図

（県C-431）
正項目

表３　「変地目録」と絵図の比較対照結果より「項目変更により一致」一覧



秋
田
藩
天
保
国
絵
図
の
作
成
過
程
と
そ
の
特
質

一
三

が
、
元
禄
図
に
も
金
沢
中
野
新
田
村
は
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
村
形

の
位
置
は
「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
で
は
川
の
対
岸
に
変
更
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
川
内
黒
渕
村
之
内
十
三
鶴
村
は
、
変
地
帳
上
は
村
名
肩
書
が
変
更
さ

れ
た
と
さ
れ
る
が
、
元
禄
図
に
は
肩
書
が
な
く
単
に
ち
さ
つ
る
村
と
記
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、肩
書
は
新
た
に
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
こ
れ
ら
五
ヶ
所
は
、
両
絵
図
の
変
地
場
所
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な

く
、
変
地
帳
の
記
載
表
現
を
訂
正
す
る
こ
と
で
、
一
致
す
る
と
み
な
す
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
表
２
で
「
不
一
致
」
と
し
た
十
六
ヶ
所
を
ま
と
め
た
の
が
表
４
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
変
地
帳
で
は
訂
正
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
両
絵
図

を
比
較
し
て
も
記
載
に
変
更
は
み
ら
れ
ず
、
描
写
が
同
様
な
場
所
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
記
載
に
つ
い
て
、
元
禄
図
よ
り
さ
ら
に
遡
っ
た
正
保
図
と
比
較
し
た
結

果
、
お
よ
そ
十
ヶ
所
に
つ
い
て
正
保
図
か
ら
の
記
載
変
更
が
確
認
で
き
た■

。
例

え
ば
、
変
地
帳
で
道
筋
変
更
と
さ
れ
た
早
口
村
付
近
に
つ
い
て
は
、
元
禄
図
と

「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
の
両
方
に
道
筋
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
正
保
図
に

は
道
筋
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
変
地
帳
で
は
村
名
肩
書
が
追
加
さ
れ
た
と

さ
れ
る
中
塩
越
村
は
、
元
禄
図
と
「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
と
も
に
「
塩
越
村
之

内
」
と
肩
書
が
記
載
さ
れ
る
が
、
正
保
図
に
は
単
に
中
塩
越
と
し
か
記
載
さ
れ

て
い
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
正
保
図
と
元
禄
図
の
あ
い
だ
の
変
地
と
し
て
は

一
致
す
る
と
い
え
る
。

こ
の
「
不
一
致
」
点
に
関
し
て
は
、
上
野
国
絵
図
を
比
較
検
証
し
た
事
例
で

も
み
ら
れ
、
天
保
期
の
幕
府
御
渡
絵
図
の
性
格
や
、
元
禄
控
絵
図
の
作
成
過
程

表４　「変地目録」と絵図の比較対照結果より「不一致」一覧

１

２

３

４

５
６
７
８
９
10

11

12

13

14

15

16

一ノ巻

二ノ巻

二ノ巻

四ノ巻

四ノ巻
五ノ巻
六ノ巻
八ノ巻
八ノ巻
九ノ巻

十ノ巻

十一ノ巻

十一ノ巻

十一ノ巻

十一ノ巻

十二ノ巻
※網掛けは、元禄図との比較により記載変更が確認できた正保図の部分である。

無名山

長走村之内
陣場台村

早口村之辺

森岡村之内
豊岡村

堂川村
うつふり嶽
龍毛村
高城村
君ケ野村
平野沢村
同村之内
石田坂村

上河内村

下河内村

塩越村之内
中塩越村
上河内村之内
田代村
大須郷村

山名追加

村名肩書
変更

道筋変更

村形追加

村名変更
山名追加
村名変更
村名変更
村名変更
村名変更
村名肩書
追加

村名変更

村名変更

村名肩書
追加
村名肩書
変更
村名変更

無名山

長走村ノ内
陣場台村

早口村周辺に
道なし

※川北岸に森岡
村の村形あり

堂川村
にやうつぶり嶽
龍毛村
高城村
君ケ野村
平野沢村

石田坂村

古ハ下鍋村
上川内村
古ハ奥野村
下河内村
塩越村ノ内
中塩越村
上川内村ノ内
田代村
大須郷村

無名山

長走村之内
陣場台村

早口村周辺に
道なし
森岡村之内
豊岡村
※川北岸にあり
※川南岸に森岡村
の村形あり
堂川村
にゆうつふり嶽
龍毛村
高城村
君ケ野村
平野沢村

石田坂村

上川内村

下河内村

塩越村之内
中塩越村
上河内村之内
田代村
大須郷村

山名なし
村形なし
※正項目
「村形追加」

道あり

※川南岸に森岡
村の村形あり

堂川村
山名なし
竜毛村
高城村
君ケ野村
平野沢村

石田坂村

下鍋村

奥屋村

中塩越

下鍋村ノ内
田代村
大須郷村

出羽国秋田領村名并変地目録（県A-31）
巻 変　　地 変地項目

出羽七郡絵図
(元禄15)

出羽国七郡絵図
（県C-431）

出羽一国御絵図
(正保４)
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秋
田
藩
天
保
国
絵
図
の
作
成
過
程
と
そ
の
特
質

一
四

な
ど
に
基
づ
く
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が■

、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
は

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

以
上
の
比
較
分
析
の
結
果
、「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
の
記
載
内
容
は
、
か
な

り
高
い
割
合
で
天
保
期
の
変
地
帳
の
内
容
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し

て
今
回
分
析
し
た
Ａ
本
に
つ
い
て
は
、
変
更
点
を
貼
紙
で
は
な
く
、
直
接
絵
図

自
体
に
記
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
幕
府
提
出
後
に
仕
上
げ
た
控
絵
図
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
大
量
の
貼
紙
が
付
さ
れ
た
Ｂ
本
と
Ｃ

本
は
、
国
絵
図
作
成
事
業
の
調
査
段
階
で
使
用
さ
れ
た
可
能
性
を
う
か
が
え
る

が
、
そ
の
検
証
は
後
日
に
委
ね
た
い
。

以
上
、
記
載
内
容
か
ら
「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
を
天
保
国
絵
図
の
関
連
絵
図

で
あ
る
と
み
な
し
た
。各
地
に
残
る
天
保
国
絵
図
関
連
絵
図
の
特
徴
と
し
て
は
、

短
冊
状
に
等
分
さ
れ
た
切
絵
図
で
あ
る
点
、
彩
色
が
簡
素
で
あ
る
点
、
懸
紙
に

よ
る
訂
正
が
施
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が■

、
こ
れ
ら
の
特
徴
は

「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
に
も
合
致
す
る
。
た
だ
し
、
天
保
期
に
は
記
載
不
要
と

さ
れ
た
石
高
に
つ
い
て
、「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
で
は
す
べ
て
の
村
に
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
検
証
は
今
後
必
要
で
あ
ろ
う
。

四
　
秋
田
藩
の
天
保
国
絵
図
の
特
質

天
保
国
絵
図
に
つ
い
て
は
、
記
載
内
容
な
ど
を
も
と
に
、
提
出
し
た
諸
藩
の

思
惑
や
意
図
を
考
察
し
た
事
例
が
み
ら
れ
る
。
本
章
で
は
、
秋
田
藩
の
国
絵
図

認
識
な
ど
を
検
証
し
、
秋
田
藩
天
保
国
絵
図
の
特
質
を
探
る
。

は
じ
め
に
「
絵
図
記
録
」
で
編
年
記
録
、
変
地
帳
写
と
と
も
に
記
さ
れ
た
書

上
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
書
上
の
冒
頭
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
　
御
国
絵
図
之
儀
者
、
正
保
四
年
初
而
被
仰
出
拾
弐
郡
御
絵
図
御
勘
定
所

江
被
差
出
候
、
其
砌
御
領
内
山
沢
未
開
人
跡
不
通
之
処
侭
有
之
ニ
付
、

御
絵
師
之
見
積
を
以
大
概
御
絵
図
面
相
認
候
故
か
山
川
之
形
客
所
々
実

地
と
引
違
、
第
一
阿
仁
中
辺
ニ
有
之
森
吉
嶽
を
誤
而
南
部
境
山
ニ
相
認

候
、

江
戸
幕
府
の
国
絵
図
作
成
事
業
と
し
て
慶
長
国
絵
図
の
存
在
も
知
ら
れ
る

が
、
秋
田
藩
の
国
絵
図
提
出
は
正
保
国
絵
図
を
最
初
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ

の
と
き
実
際
の
地
形
と
異
な
る
記
載
が
生
じ
た
と
し
て
、
そ
の
第
一
に
森
吉
嶽

を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
書
上
は
、
元
禄
期
に
も
誤
記
の
ま
ま
国
絵
図
を
提
出

し
た
こ
と
を
記
し
た
の
ち
、
享
保
期
の
国
絵
図
改
訂
交
渉
に
つ
い
て
記
す
。

享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
幕
府
か
ら
見
当
山
御
用
を
命
じ
ら
れ
た
秋
田
藩

は
、
見
当
山
調
査
を
通
じ
て
森
吉
嶽
の
誤
記
を
発
見
す
る
。
こ
の
際
、
秋
田
藩

は
森
吉
嶽
を
実
際
の
場
所
に
記
載
し
た
訂
正
絵
図
の
提
出
を
認
め
ら
れ
た
が
、

早
速
国
絵
図
改
訂
を
願
い
出
た
う
え
、
家
老
今
宮
大
学
の
も
と
領
内
調
査
を
継

続
す
る
。
そ
し
て
、
享
保
十
一
年
の
秋
田
藩
下
野
領
変
更
に
と
も
な
い
、
郷
帳

改
訂
と
と
も
に
再
び
国
絵
図
改
訂
を
願
い
出
る
。
こ
の
様
子
に
つ
い
て
書
上
に

は
次
の
と
お
り
記
載
さ
れ
る
。

前
々
よ
り
被
差
出
候
御
高
帳
村
名
違
候
分
相
改
被
差
出
度
、
御
用
番
松
平

左
近
将
監
様
江
御
願
書
被
差
出
候
処
、
御
願
之
通
被
仰
渡
、
猶
兼
而
相
願

候
国
絵
図
も
相
改
可
差
出
被
仰
渡
候
付
、
御
勘
定
奉
行
駒
木
根
肥
後
守
殿
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秋
田
藩
天
保
国
絵
図
の
作
成
過
程
と
そ
の
特
質

一
五

江
御
絵
図
仕
載
様
等
品
々
御
伺
被
成
候
、
其
後
御
同
人
よ
り
国
絵
図
改
正

之
儀
御
障
有
之
於
公
儀
至
而
六
敷
儀
ニ
御
座
候
、
乍
去
一
端
御
願
書
改
正

被
仰
付
候
儀
従
　
上
ハ
難
被
相
止
候
、
御
手
前
よ
り
被
仰
延
候
得
者
被
成

安
キ
事
ニ
候
、

老
中
松
平
左
近
将
監
よ
り
一
度
は
国
絵
図
改
訂
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
支
障

が
あ
り
幕
府
で
は
改
訂
が
困
難
で
あ
る
と
し
た
こ
と
、
そ
し
て
秋
田
藩
自
ら
国

絵
図
改
訂
を
撤
回
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

続
い
て
書
上
に
は
、
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
と
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）

の
両
度
の
国
目
付
派
遣
の
際
、
老
中
に
確
認
の
う
え
森
吉
嶽
を
正
し
く
描
い
た

絵
図
を
国
目
付
に
提
出
し
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
る
。

そ
し
て
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
四
月
の
勘
定
所
よ
り
の
申
達
を
受
け
た
際

に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

去
ル
天
保
七
年
四
月
御
勘
定
所
よ
り
被
仰
渡
候
付
段
々
御
評
議
ニ
相
成
候

者
、
御
絵
図
面
森
吉
嶽
御
書
違
之
儀
者
、
享
保
之
度
落
山
御
届
ニ
而
相
分

居
上
両
度
御
国
目
付
江
茂
御
絵
図
面
被
相
改
被
差
出
候
上
者
、
後
来
異
論

も
有
之
間
敷
候
得
共
、
第
一
公
儀
御
規
則
ニ
被
備
置
候
御
勘
定
所
之
御
絵

図
不
相
直
内
者
十
分
之
御
安
堵
も
無
之
処
、
此
度
之
被
仰
渡
者
誠
ニ
森
吉

嶽
可
被
相
直
御
時
節
到
来
、

そ
し
て
、
天
保
九
年
三
月
の
提
出
後
に
記
載
さ
れ
た
書
上
の
末
尾
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

一
　
森
吉
嶽
ハ
下
札
を
以
実
地
之
場
所
へ
森
吉
嶽
と
相
認
、
是
迄
森
吉
嶽
と

御
境
山
ニ
被
認
置
候
山
者
何
山
々
と
是
又
下
札
い
た
し
相
記
申
候
、
其

上
変
地
帳
と
申
も
の
ニ
而
右
山
々
元
禄
之
御
絵
図
ニ
落
候
間
此
度
書
加

候
段
御
届
い
た
し
候
、
猶
長
兵
衛
噺
合
ニ
者
真
似
合
紙
江
極
彩
色
ニ
而

御
清
書
被
成
御
蔵
江
被
納
置
候
付
御
絵
師
狩
野
安
仙
被
　
仰
付
、
此
節

竹
橋
御
絵
図
小
屋
ニ
而
取
懸
居
候
間
、
御
清
書
之
節
下
札
之
山
々
直
々

御
絵
図
面
江
山
客
相
認
候
故
、
追
々
者
写
取
差
上
可
申
と
五
郎
兵
衛
迄

内
々
申
聞
候
、
右
之
通
七
郡
御
絵
図
御
改
正
相
済
候
上
者
、
森
吉
嶽
之

儀
向
来
少
も
御
気
遣
も
無
之
候
、
且
南
部
之
方
茂
昨
年
苅
払
之
山
々
御

書
上
之
儀
承
知
之
挨
拶
申
来
候
間
方
異
論
可
相
生
様
無
之
永
久
之
御
安

堵
ニ
罷
成
申
候
、
以
上

四
月

以
上
の
書
上
記
載
に
よ
り
、
秋
田
藩
は
天
保
国
絵
図
作
成
事
業
を
長
年
の
懸

案
で
あ
っ
た
森
吉
嶽
の
訂
正
を
実
現
す
る
絶
好
の
機
会
と
と
ら
え
た
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
そ
の
背
景
に
、
幕
府
提
出
絵
図
を
領
地
安
堵
の
根
拠
と
し
て
重
視

し
て
い
た
秋
田
藩
の
絵
図
認
識
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
見
当
山
調
査
の
提

出
絵
図
や
国
目
付
提
出
絵
図
の
効
力
を
認
め
つ
つ
も
、
特
に
国
絵
図
の
効
力
を

最
重
視
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
国
絵
図
認
識
の
も
と
森
吉
嶽
の
訂

正
に
力
を
入
れ
た
秋
田
藩
の
国
絵
図
作
成
事
業
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
検
討
を

加
え
て
み
る
。

ま
ず
は
、
書
上
記
載
で
も
詳
し
く
触
れ
ら
れ
た
享
保
期
の
国
絵
図
改
訂
交
渉

の
経
緯■

を
当
時
の
一
件
記
録
で
確
認
す
る■

。

享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
九
月
廿
二
日
、
老
中
松
平
左
近
将
監
用
人
よ
り

手
紙
を
受
け
た
留
守
居
大
嶋
助
太
夫
が
、国
絵
図
改
訂
承
認
の
申
達
を
受
け
る
。
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秋
田
藩
天
保
国
絵
図
の
作
成
過
程
と
そ
の
特
質

一
六

勘
定
所
と
の
交
渉
を
経
て
、
は
じ
め
に
「
か
ふ
せ
絵
図
」
を
提
出
す
る
よ
う
に

指
示
を
う
け
た
上
で
元
禄
国
絵
図
を
拝
借
し
、
国
許
で
の
調
査
を
経
て
翌
年
三

月
廿
八
日
に
か
ぶ
せ
絵
図
と
改
訂
郷
帳
を
勘
定
所
へ
提
出
し
て
い
る
。
そ
し
て

勘
定
所
の
指
摘
を
ふ
ま
え
て
五
月
六
日
に
正
式
な
提
出
に
い
た
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
八
月
三
日
、
留
守
居
布
施
新
助
を
と
も
な
い
、
勘
定
奉
行
田
崎
治

左
衛
門
と
境
目
奉
行
鷲
尾
彦
九
郎
が
勘
定
所
へ
出
頭
す
る
と
、
森
吉
嶽
な
ど
境

山
の
記
載
が
国
絵
図
と
異
な
る
点
に
つ
い
て
、
老
中
松
平
左
近
将
監
よ
り
疑
問

が
呈
さ
れ
る
。
ま
た
「
右
正
保
絵
図
元
禄
絵
図
い
か
ほ
と
の
儀
ヲ
以
仕
立
候
哉
」

と
問
わ
れ
、
後
日
の
返
答
を
要
求
さ
れ
る
。
八
月
十
日
に
秋
田
藩
が
提
出
し
た

書
面
で
は
、
国
絵
図
に
関
す
る
資
料
は
既
に
存
在
し
な
い
と
し
た
う
え
で
、
正

保
国
絵
図
に
つ
い
て
「
右
調
方
唯
今
相
考
候
ニ
、
秋
田
領
六
郡
之
境
ハ
凡
而
山

沢
入
組
就
中
奥
州
之
境
ハ
深
山
嶮
難
之
地
ニ
て
或
ハ
材
木
繁
候
処
ハ
別
而
境
難

見
分
所
々
も
其
節
ハ
可
有
之
候
」、
元
禄
国
絵
図
に
つ
い
て
「
元
禄
御
絵
図
ハ

右
正
保
御
絵
図
ニ
随
ひ
山
形
山
名
目
新
田
村
居
村
名
替
等
改
候
迄
ニ
て
、
境
山

江
役
人
立
合
改
候
儀
ニ
ハ
無
御
座
候
」
と
返
答
す
る
。
そ
し
て
八
月
十
五
日
、

御
勘
定
奉
行
駒
木
根
肥
後
守
か
ら
「
大
絵
図
全
躰
之
儀
」
と
と
も
に
「
大
絵
図

仕
立
候
ハ
南
部
津
軽
役
人
江
致
対
談
候
儀
茂
有
之
か
」
と
尋
ね
ら
れ
る
。
秋
田

藩
は
こ
れ
に
対
し
て
「
対
談
不
仕
由
」
を
答
え
る
が
、
隣
藩
と
の
交
渉
の
必
要

性
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
十
七
日
に
は
江
戸
家
老
多
賀
谷
左
兵
衛
を
中

心
に
評
議
の
上
、「
不
軽
事
故
」
境
目
奉
行
鷲
尾
彦
九
郎
を
直
接
国
許
へ
向
か

わ
せ
、
国
許
の
評
議
を
ふ
ま
え
た
口
上
書
を
、
九
月
六
日
に
勘
定
奉
行
駒
木
根

肥
後
守
に
提
出
す
る
。
こ
の
な
か
で
秋
田
藩
は
「
国
絵
図
改
正
之
儀
ハ
、
隣
国

江
相
掛
り
候
而
於
公
義
茂
御
六
ケ
敷
御
座
候
段
御
申
之
趣
、
家
来
之
者
罷
下
り

具
申
聞
致
承
知
候
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
翌
享
保
十
七
年
閏
五
月
十
七
日
、
佐

竹
右
京
太
夫
の
名
前
で
御
勘
定
奉
行
杉
岡
佐
渡
守
へ
口
上
書
を
提
出
す
る
が
、

こ
の
な
か
に
も
「
然
共
他
領
江
も
入
組
申
儀
ニ
候
ヘ
ハ
、
万
一
御
検
使
等
被
指

下
候
之
事
ニ
至
り
候
而
者
如
何
鋪
」
と
の
文
言
が
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
享
保
十

八
年
、
正
式
に
国
絵
図
改
訂
は
中
止
と
な
る
。

以
上
の
経
緯
に
よ
り
、
秋
田
藩
の
享
保
国
絵
図
改
訂
交
渉
が
不
調
に
終
わ
っ

た
背
景
に
は
、
森
吉
嶽
訂
正
に
つ
い
て
幕
府
か
ら
隣
藩
と
の
交
渉
の
必
要
性
を

指
摘
さ
れ
、
検
使
派
遣
な
ど
森
吉
嶽
の
論
地
化
を
回
避
し
た
秋
田
藩
の
意
図
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。「
絵
図
記
録
」
に
記
載
さ
れ
る
天
保
国
絵
図
提
出

後
の
書
上
で
は
、
単
に
「
御
障
有
之
」
と
記
載
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
こ
の

享
保
国
絵
図
改
訂
交
渉
が
、
天
保
期
の
国
絵
図
作
成
事
業
に
影
響
を
与
え
た
可

能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
持
つ
秋
田
藩
に

よ
る
、
天
保
期
の
国
絵
図
作
成
事
業
の
実
際
の
対
応
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

ま
ず
は
、
代
々
拠
人
と
し
て
藩
境
の
巡
視
や
検
分
に
あ
た
っ
た
大
葛
村
山
口

家
の
伝
来
資
料
で
あ
る
「
御
境
目
御
絵
図
森
吉
嶽
御
一
件■

」（
以
下
「
森
吉
一

件
」
と
略
称
）
を
み
る
。
表
紙
に
「
天
保
九
戌
年
泉
蔵
人
様
江
戸
江
御
絵
図
之

事
ニ
而
市
五
郎
御
供
人
ニ
相
成
り
江
戸
江
相
登
り
候
節
写
取
」
と
あ
る
が
、
市

五
郎
と
は
、
当
時
拠
人
を
つ
と
め
て
い
た
山
口
市
太
郎
の
息
子
で
あ
り
、
国
絵

図
作
成
に
関
与
し
た
郡
奉
行
兼
境
目
奉
行
泉
蔵
人
と
の
関
係
か
ら
手
に
入
れ
た

資
料
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
資
料
は
「
森
吉
嶽
一
件
大
旨
」
と
題
し
て
正
保
以
来
の
国
絵
図
提
出
か

(

26)



秋
田
藩
天
保
国
絵
図
の
作
成
過
程
と
そ
の
特
質

一
七

ら
享
保
期
ま
で
の
経
緯
を
記
す
が
、
途
中
ま
で
の
記
載
内
容
は
、
先
に
取
り
上

げ
た
「
郷
帳
記
録
」
の
書
上
記
載
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
そ
し
て
後
半
部
分
に

は
「
郷
帳
記
録
」
の
書
上
に
記
載
の
な
い
南
部
藩
と
の
交
渉
に
つ
い
て
記
し
た

部
分
が
続
く
。「
此
度
南
部
修
験
白
山
寺
此
表
江
罷
越
内
々
申
出
候
訳
有
之
ニ

付
、
左
之
通
向
方
御
境
奉
行
江
致
文
通
挨
拶
申
来
候
上
者
、
年
来
之
御
苦
柄
一

時
ニ
相
省
ケ
永
久
之
御
安
堵
無
此
上
恐
悦
至
極
奉
存
候
」
と
記
し
た
の
ち
、
二

月
十
三
日
付
で
秋
田
藩
境
目
奉
行
泉
蔵
人
・
吉
川
久
治
の
両
名
か
ら
、
南
部
藩

の
松
岡
倉
右
衛
門
・
野
田
司
馬
へ
宛
て
た
書
状
と
別
紙
が
写
さ
れ
る
。
続
い
て

三
月
朔
日
付
で
松
岡
・
野
田
か
ら
泉
・
吉
川
に
届
い
た
返
書
が
写
さ
れ
て
い

る
。南

部
藩
か
ら
の
返
書
は
、
南
部
藩
に
宛
て
た
泉
・
吉
川
の
書
状
文
言
を
ふ
ま

え
た
記
載
で
あ
り
、
文
面
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

御
札
致
拝
見
候
、
如
仰
未
得
御
意
漸
春
暖
相
催
候
故
各
様
弥
御
堅
固
被
成

御
勤
珍
重
奉
存
候
、
然
者
去
冬
中
当
領
白
山
寺
江

其
御
領
生
保
寺
内
々

御
相
談
御
坐
候
、
許
々
今
般
悉
曲
御
別
紙
御
書
取
を
以
被
仰
遣
致
拝
見
候

上
、
是
よ
り
茂
為
御
挨
拶
別
紙
書
を
以
得
御
意
候
、
且
去
年
中
　
其
御
領

十
二
処
御
属
役
中
よ
り
当
領
花
輪
属
役
共
迄
御
貸
地
堰
筋
御
手
入
之
儀
御

様
之
処
早
速
其
節
証
文
御
取
交
迄
悉
皆
相
済
候
ニ
付
、
為
御
挨
拶
御
紙
表

之
趣
可
得
御
意
如
斯
御
坐
候
、
恐
惶
謹
言

三
月
朔
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
岡
倉
右
衛
門
　
重
威
（
花
押
）

野
田
司
馬
　
　
　
元
義
（
花
押
）

泉
蔵
人
様

吉
川
久
治
様

尚
以
御
飛
脚
を
以
御
文
通
可
被
相
及
御
儀
御
坐
候
処
、
其
御
領
生
保
寺

を
以
被
遣
候
趣
、
是
又
入
念
之
御
書
中
奉
存
候
、
以
上

こ
れ
に
よ
り
、
双
方
の
書
状
交
換
が
秋
田
領
生
保
寺
と
南
部
領
修
験
白
山
寺

を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
返
書
と
と
も
に

送
ら
れ
た
別
紙
に
は
、
次
の
内
容
を
確
認
で
き
る
。

一
　
当
領
花
輪
扱
大
黒
嶽
と
相
唱
候
処
　
其
御
領
ニ
而
者
砂
子
沢
村
角
館
扱

三
ツ
又
与
御
唱
被
成
候
処
よ
り
、
角
館
ニ
而
者
八
幡
平
其
御
領
ニ
而
者

諸
檜
台
と
御
唱
被
成
候
処
迄
、
先
年
当
領
夜
明
嶋
　
其
御
領
大
谷
嶺
苅

払
之
例
を
以
、
去
ル
文
政
二
卯
年
御
双
方
役
人
立
会
之
上
峯
通
致
苅
払

候
間
、
右
嶺
続
之
御
境
筋
当
秋
作
見
合
、
明
年
六
月
中
ニ
者
先
御
双
方

よ
り
弐
拾
人
宛
茂
指
出
苅
払
致
、
夫
よ
り
右
之
振
合
を
以
連
々
苅
払
被

成
度
旨
、
尤
右
嶺
通
之
儀
御
境
分
明
居
候
得
共
、
御
双
方
不
同
無
之
様

切
道
相
立
永
末
聊
茂
胡
乱
無
之
様
被
成
度
為
御
相
談
被
仰
遣
致
承
知
候
、

然
処
当
領
連
々
打
続
不
作
百
姓
共
困
窮
ニ
及
罷
有
候
間
人
足
等
迷
惑
致

候
ニ
付
、
熟
作
ニ
至
候
節
御
双
方
御
申
合
可
致
候
左
様
御
承
知
被
下
度

奉
存
候

一
　
去
春
中
従
　
公
辺
先
年
被
指
出
候
御
国
御
絵
図
面
年
暦
茂
相
立
所
故
、

実
地
之
通
当
時
御
地
模
様
御
掛
紙
を
以
御
直
シ
可
被
指
出
旨
被
仰
渡
候

ニ
付
、
先
年
よ
り
追
々
ニ
苅
払
候
御
境
通
御
書
上
被
成
候
ニ
付
、
是
等

之
儀
心
得
迄
被
仰
越
御
入
念
之
儀
致
承
知
候

は
じ
め
の
一
つ
書
き
に
は
境
山
付
近
の
地
名
が
列
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は



秋
田
藩
天
保
国
絵
図
の
作
成
過
程
と
そ
の
特
質

一
八

す
べ
て
森
吉
嶽
の
陰
通
、
つ
ま
り
従
来
の
国
絵
図
で
は
森
吉
嶽
と
記
さ
れ
て
い

た
境
山
付
近
の
地
名
で
あ
り
、
実
際
に
「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
で
は
、
こ
こ
に

み
ら
れ
る
地
名
の
う
ち
三
ツ
又
が
、
新
た
な
山
名
と
し
て
追
加
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
付
近
で
は
、
す
で
に
両
藩
で
苅
払
い
、
つ
ま
り
境
検
分
を
実
施
し

て
い
る
事
実
に
ふ
れ
た
上
で
、
続
く
一
つ
書
き
で
、
以
前
か
ら
苅
払
い
を
実
施

し
て
い
る
こ
の
境
界
を
国
絵
図
に
記
載
す
る
こ
と
に
つ
い
て
承
知
す
る
と
の
返

答
を
記
す
。

そ
し
て
、
こ
の
返
書
を
受
け
て
「
森
吉
一
件
」
に
は
「
右
之
通
申
来
候
間
、

御
絵
図
被
相
直
次
第
御
留
守
居
を
以
悉
サ
御
勘
定
所
江
被
仰
上
候
ハ
ヽ
早
速
相

済
可
申
哉
与
奉
存
候
」
と
記
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
秋
田
藩
は
天
保
国
絵
図
作
成
事
業
に
あ
た
り
、
実
際
の
南
部
藩
境

に
つ
い
て
、
以
前
か
ら
境
検
分
を
実
施
し
て
い
る
地
名
を
書
き
上
げ
た
書
状
を

取
り
交
わ
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
両
藩
の
交
渉
成
立
と
し
て
、
幕
府
に
報
告
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
森
吉
一
件
」
に
つ
い
て
記
す
の
が
、
勘
定
奉
行
介
川
東
馬
の
日
記
で

あ
る
。
日
記
の
天
保
八
年
三
月
十
日
条
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る■

。

一
　
南
部
白
山
寺
と
申
ハ
御
国
生
之
も
の
之
よ
し
、
兼
而
御
境
目
方
之
事
ニ

付
取
斗
候
筋
有
之
、
又
此
度
参
候
而
御
境
目
奉
行
泉
蔵
人
へ
内
々
申
聞

候
趣
有
之
、
森
吉
嶽
之
義
年
来
内
々
御
心
配
之
筋
有
之
、
文
政
年
中
双

方
拠
人
申
合
書
付
取
遣
実
地
之
御
境
刈
払
い
た
し
来
候
得
ハ
、
先
ツ
夫

ニ
而
異
論
無
之
訳
ニ
御
安
堵
与
申
事
ニ
も
無
之
候
所
、
白
山
寺
内
々
南

部
御
役
人
江
談
合
候
趣
有
之
候
、
此
方
よ
り
勝
手
よ
き
様
申
達
候
得
ハ

相
答
可
相
及
と
の
事
被
申
聞
候
、
実
ハ
此
節
南
部
大
凶
作
ニ
付
右
済
候

上
米
之
無
心
ニ
而
も
申
聞
成
よ
り
之
義
与
相
見
機
会
難
相
置
様
ニ
候
段

蔵
人
申
聞
年
寄
中
も
左
様
御
申
、
拙
者
ニ
も
兼
而
手
出
い
た
し
候
義
心

決
与
存
居
候
へ
と
も
段
々
之
わ
け
承
候
得
ハ
、
此
度
ハ
子
細
有
之
ま
し

く
存
同
意
い
た
し
蔵
人
よ
り
遣
候
書
面
ニ
加
筆
等
い
た
し
候
、
然
ル
処

以
上
如
計
ニ
返
書
達
成
就
ニ
相
成
候
、
右
之
始
末
蔵
人
書
取
左
之
通
、

こ
の
記
載
に
続
け
て
「
森
吉
一
件
」
と
同
内
容
の
文
章
が
写
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
介
川
日
記
に
よ
り
、
南
部
藩
と
の
交
渉
が
天
保
八
年
で
あ
る
こ
と
、「
森

吉
一
件
」
が
郡
奉
行
兼
境
目
奉
行
泉
蔵
人
に
よ
る
書
き
上
げ
で
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

秋
田
藩
で
は
こ
の
交
渉
後
、八
月
に
は
作
成
し
た
下
絵
図
を
江
戸
に
送
付
し
、

ま
た
泉
蔵
人
が
提
出
直
前
の
翌
天
保
九
年
三
月
に
江
戸
に
登
る
の
は
、
先
に
み

た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
南
部
藩
は
天
保
九
年
二
月
十
八
日
、
秋
田
藩
よ
り
一

ヶ
月
ほ
ど
先
に
国
絵
図
を
提
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
件
記
録
に
は
秋
田
藩
と

の
交
渉
に
つ
い
て
の
記
載
は
確
認
で
き
な
い■

。

な
お
南
部
藩
と
の
交
渉
に
修
験
白
山
寺
が
仲
介
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き

る
が
、
両
藩
の
担
当
役
人
に
よ
る
正
式
な
交
渉
の
前
段
階
に
お
け
る
「
内
々
」

の
交
渉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
に
拠
人

山
口
市
太
郎
が
永
苗
字
を
許
さ
れ
る
際
の
仰
渡
に
も
「
森
吉
嶽
陰
通
之
事
、
惣

而
南
部
御
境
之
儀
ニ
付
内
密
取
扱
申
含
、
数
十
度
南
部
江
罷
越
品
々
致
辛
労
」

と
あ
り■

、
拠
人
が
南
部
藩
と
の
「
内
密
」
の
交
渉
を
数
十
度
繰
り
返
し
た
こ
と

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
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一
九

以
上
、
秋
田
藩
の
国
絵
図
認
識
と
享
保
国
絵
図
改
訂
交
渉
の
経
緯
か
ら
、
森

吉
嶽
の
誤
記
訂
正
を
主
目
的
と
し
て
、
論
地
化
を
避
け
る
交
渉
を
重
ね
た
秋
田

藩
の
天
保
国
絵
図
作
成
事
業
の
特
質
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

お
　
わ
　
り
　
に

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
秋
田
藩
の
天
保
国
絵

図
作
成
過
程
に
つ
い
て
、
関
連
資
料
の
紹
介
と
と
も
に
そ
の
概
要
を
確
認
し
、

天
保
国
絵
図
作
成
事
業
を
反
映
し
た
関
連
絵
図
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま

た
国
絵
図
を
領
地
安
堵
の
最
重
要
絵
図
と
み
な
す
秋
田
藩
の
国
絵
図
認
識
と
と

も
に
、
専
ら
森
吉
嶽
の
実
地
訂
正
の
機
会
と
と
ら
え
た
秋
田
藩
に
お
け
る
天
保

国
絵
図
事
業
の
特
質
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
論
地
化
の
回
避
を
目
的
に
修
験

寺
や
拠
人
に
よ
り
内
々
に
南
部
藩
と
の
交
渉
を
進
展
さ
せ
た
様
子
を
確
認
し
た
。

た
だ
し
郷
帳
や
国
絵
図
の
作
成
過
程
に
つ
い
て
は
、
資
料
の
記
載
内
容
か
ら

江
戸
に
お
け
る
勘
定
所
と
の
交
渉
を
中
心
に
確
認
で
き
た
に
と
ど
ま
り
、
他
藩

や
国
許
と
の
交
渉
の
様
子
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
把
握
で
き
ず
、
ま
た
さ
ら
な

る
検
討
が
必
要
な
課
題
も
新
た
に
確
認
さ
れ
た
。

ま
た
「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
に
つ
い
て
も
、
Ａ
本
を
秋
田
藩
が
作
成
し
た
天

保
国
絵
図
控
図
と
み
な
す
こ
と
は
問
題
な
い
と
考
え
る
が
、
今
回
分
析
を
加
え

な
か
っ
た
Ｂ
本
と
Ｃ
本
の
検
討
は
、
一
層
の
国
絵
図
作
成
過
程
の
確
認
の
た
め

に
必
要
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
元
禄
国
絵
図
に
は
秋
田
領
と
由
利
郡
の

海
岸
線
に
あ
わ
せ
て
十
ヶ
所
の
唐
船
番
所
の
記
載
を
確
認
で
き
る
が
、
天
保
国

絵
図
控
図
（
Ａ
本
）
で
は
九
ヶ
所
し
か
記
さ
れ
ず
、
能
代
付
近
の
唐
船
番
所
が

記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
Ｂ
本
と
Ｃ
本
を
み
る
と
、
両
方
と
も
絵
図
本
体

に
唐
船
番
所
は
描
か
れ
な
い
が
、
Ｂ
本
に
は
「
唐
船
番
所
」
の
貼
紙
が
あ
る
。

天
保
国
絵
図
の
下
図
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
能
代
付
近
の
唐
船
番
所
の
描
写
が
な

い
こ
と
を
調
査
段
階
で
指
摘
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
Ｃ
本
に
は
貼
紙
が

な
い
点
や
、
Ａ
本
に
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
点
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
Ａ

本
・
Ｂ
本
・
Ｃ
本
そ
れ
ぞ
れ
の
作
成
段
階
や
特
徴
、
相
互
の
関
係
な
ど
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

本
稿
で
天
保
国
絵
図
関
連
資
料
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
正
保
図
に
は

じ
ま
り
、
元
禄
図
、
秋
田
藩
独
自
の
享
保
図
、
そ
し
て
天
保
図
と
藩
政
期
を
通

じ
た
秋
田
藩
の
国
絵
図
事
業
全
体
の
検
討
が
可
能
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な

っ
た
。
幕
命
に
よ
る
全
国
規
模
の
大
事
業
に
絵
図
元
と
し
て
関
与
し
た
秋
田
藩

の
政
治
認
識
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
に
は
、
い
ま
だ
積
み
残
さ
れ
た
課
題
も
多

く
、
一
層
の
関
連
資
料
の
発
掘
な
ど
今
後
も
継
続
し
た
調
査
が
必
要
で
あ
る
。

註(

１)

川
村
博
忠
『
江
戸
幕
府
撰
国
絵
図
の
研
究
』
（
古
今
書
院
　
一
九
八
四
年
）
、

杉
本
史
子
『
領
域
支
配
の
展
開
と
近
世
』
（
山
川
出
版
社
　
一
九
九
九
年
）
、

国
絵
図
研
究
会
編
『
国
絵
図
の
世
界
』（
柏
書
房
　
二
〇
〇
五
年
）
ほ
か
。

(

２)
松
渕
真
洲
雄
「
秋
田
藩
の
国
絵
図
と
郷
帳
」
（
『
秋
田
地
方
史
の
展
開
』

一

九
九
一
年
）
、
半
田
和
彦
「
元
禄
国
絵
図
製
作
覚
書
」
（
『
秋
田
県
立
博
物
館
研

究
報
告
』
第
六
号
　
一
九
八
一
年
）
、
渡
辺
英
夫
「
秋
田
藩
街
道
史
料
と
国
絵



秋
田
藩
天
保
国
絵
図
の
作
成
過
程
と
そ
の
特
質

二
〇

図
―
正
保
道
帳
と
天
和
道
程
―
」
（
『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
第
四
三
号
　
二
〇

〇
二
年
）
、
新
堀
道
生
「
国
絵
図
と
藩
政
―
秋
田
藩
を
事
例
に
―
」
（
『
秋
田
県

立
博
物
館
研
究
報
告
』
第
三
一
号
　
二
〇
〇
六
年
）
ほ
か
。
ま
た
前
掲
『
国
絵

図
の
世
界
』
で
は
小
野
寺
淳
・
渡
辺
英
夫
両
氏
が
「
出
羽
国
」
の
執
筆
を
担
当

し
て
い
る
。

(

３)

藤
田
覚
「
天
保
国
絵
図
の
作
成
過
程
に
つ
い
て
」
（
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

報
』
第
一
五
号
　
一
九
八
〇
年
）、
川
村
博
忠
「
天
保
国
絵
図
」（
前
掲
『
江
戸

幕
府
撰
国
絵
図
の
研
究
』
第
二
篇
第
五
章
）
、
杉
本
史
子
「
天
保
郷
帳
・
国
絵

図
改
訂
事
業
の
基
礎
過
程
」
（
前
掲
『
領
域
支
配
の
展
開
と
近
世
』
第
七
章
）

ほ
か
。

(

４)

福
島
雅
蔵
「
河
内
国
天
保
国
郷
帳
・
国
絵
図
の
調
進
―
村
方
史
料
を
中
心
と
し

て
―
」
（
『
地
方
史
研
究
』
二
八
一
　
一
九
九
九
年
）
、
重
田
正
夫
「
武
蔵
国
に

お
け
る
天
保
国
絵
図
の
調
査
過
程
」
（
埼
玉
県
立
文
書
館
『
文
書
館
紀
要
』
第

一
九
号
　
二
〇
〇
六
年
）
ほ
か
。

(

５)

干
川
明
子
「
天
保
上
野
国
絵
図
控
図
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
」
（
群
馬
県
立
文

書
館
『
双
文
』
第
八
号
　
一
九
九
一
年
）
、
尾
　
久
美
子
「
天
保
陸
奥
国
津
軽

領
絵
図
の
表
現
内
容
と
郷
帳
」（『
歴
史
地
理
学
』
第
二
一
四
号
　
二
〇
〇
三
年
）

ほ
か
。

(

６)

前
掲
川
村
『
江
戸
幕
府
撰
国
絵
図
の
研
究
』
二
五
一
〜
三
ペ
ー
ジ
参
照
。

(

７)

資
料
番
号
　
県
Ａ
―
三
〇

(

８)

前
掲
杉
本
「
天
保
郷
帳
・
国
絵
図
改
訂
事
業
の
基
礎
過
程
」
参
照
。

(

９)
(

10)
(

11)

同
前

(

12)

「
郷
村
高
調
」（
県
Ａ
―
二
九
―
二
）

(

13)

「
郷
村
高
調
」（
県
Ａ
―
二
九
―
一
）

(

14)

資
料
番
号
　
県
Ａ
―
三
一

(

15)

前
掲
杉
本
「
天
保
郷
帳
・
国
絵
図
改
訂
事
業
の
基
礎
過
程
」
参
照
。

(

16)

前
掲
藤
田
「
天
保
国
絵
図
の
作
成
過
程
に
つ
い
て
」
参
照
。

(

17)

同
前

(

18)

前
掲
『
国
絵
図
の
世
界
』
で
は
、
巻
末
「
国
絵
図
所
在
一
覧
」
に
「
出
羽
国
七

郡
絵
図
」
を
掲
載
し
、
作
成
時
期
を
元
禄
期
と
推
定
し
て
い
る
。

(

19)

な
お
同
資
料
名
の
「
出
羽
国
秋
田
領
村
名
并
変
地
目
録
」（
県
Ｂ
―
五
四
九
）
も

秋
田
県
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
比
較
分
析
は
「
絵
図
記
録
」

の
変
地
帳
に
基
づ
い
た
が
、
誤
記
と
思
わ
れ
る
部
分
な
ど
一
部
を
県
Ｂ
―
五
四

九
に
よ
り
補
っ
た
。

(

20)

資
料
番
号
　
県
Ｃ
―
六
〇
二
。
本
稿
の
比
較
分
析
は
、
分
割
撮
影
に
よ
っ
て
作

成
さ
れ
た
写
真
帳
を
用
い
た
。
写
真
帳
は
、
秋
田
県
公
文
書
館
閲
覧
室
で
利
用

で
き
る
。

(

21)

正
保
図
と
の
比
較
分
析
は
、「
出
羽
一
国
御
絵
図
」（
県
Ｃ
―
六
〇
三
）
に
よ
り

行
っ
た
。
な
お
、
元
禄
図
と
同
様
、
分
割
撮
影
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
写
真
帳

を
用
い
た
。
こ
の
写
真
帳
も
、
秋
田
県
公
文
書
館
閲
覧
室
で
利
用
で
き
る
。

(

22)

前
掲
干
川
「
天
保
上
野
国
絵
図
控
図
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
」
参
照
。

(

23)

前
掲
藤
田
「
天
保
国
絵
図
の
作
成
過
程
に
つ
い
て
」
、
前
掲
干
川
「
天
保
上
野

国
絵
図
控
図
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
」
参
照
。

(

24)

享
保
期
の
国
絵
図
改
訂
交
渉
の
過
程
に
関
し
て
は
、
前
掲
松
渕
「
秋
田
藩
の
国

絵
図
と
郷
帳
」
、
前
掲
新
堀
「
国
絵
図
と
藩
政
―
秋
田
藩
を
事
例
に
―
」
の
ほ

か
、
秋
田
県
公
文
書
館
企
画
展
「
享
保
年
間
の
秋
田
藩
―
今
宮
義
透
の
領
内
調

査
―
」
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
秋
田
県
公
文
書
館
　
一
九
九
六
年
）
に
も
詳
し
い
。

(

25)

「
郷
村
御
調
覚
帳
、
郷
村
高
辻
帳
御
国
絵
図
御
改
之
御
願
被
仰
立
候
御
用
留
書
」

（
県
Ａ
―
二
五
）。
こ
の
資
料
は
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
の
郷
村
調
書
と
元

文
四
年
（
一
七
三
九
）
の
留
書
を
合
冊
し
た
も
の
で
あ
る
。
元
文
四
年
に
ま
と

め
ら
れ
た
後
者
は
、
享
保
期
の
国
絵
図
改
訂
交
渉
に
つ
い
て
記
載
し
た
資
料
で

あ
り
、
本
稿
は
こ
の
資
料
の
記
載
に
基
づ
い
た
。

(

26)

資
料
番
号
　
山
口
六
〇
〇
九

(
27)

資
料
番
号
　
介
川
九
一

(
28)

岩
手
県
立
博
物
館
第
三
十
八
回
企
画
展
図
録
『
絵
図
に
み
る
岩
手
』
（
岩
手
県

立
博
物
館
　
一
九
九
四
年
）
参
照
。

(

29)

「
覚
書(

永
苗
字
御
免
に
付
被
仰
候
覚)

」（
山
口
七
〇
二
一
）

（
古
文
書
班
　
か
と
う
ま
さ
ひ
ろ
）



は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
は
、
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
に
つ
い
て
、
明
治
十

二
年
（
一
八
七
九
）
の
郡
役
所
設
置
か
ら
同
二
十
三
年
ま
で
、
す
な
わ
ち
「
郡

区
町
村
編
制
法
」
下
の
期
間
を
対
象
に
、
編
纂
保
存
を
中
心
に
再
検
討
す
る
試

み
で
あ
る
。

「
郡
区
町
村
編
制
法
」
下
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所

の
職
務
分
課
に
つ
い
て
」（
以
下
、
前
稿
①

(

１)

）
と
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所

の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
―
『
郡
区
町
村
編
制
法
』
下
を
中
心
と
し

て
―
」（
以
下
、
前
稿
②

(

２)

）
で
既
に
整
理
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の

調
査
で
新
た
な
史
料
が
見
つ
か
り
、
前
稿
の
記
述
内
容
を
修
正
す
る
必
要
が
生

じ
た
。
特
に
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
関
し
て
は
、
大
幅
に
書
き
改
ま
る
こ
と

に
な
る
。
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
た
上
で
、
本
稿
に
お
い
て
再
検
討
し
修
正
を

行
な
う
こ
と
に
す
る
。
前
稿
と
併
せ
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
お
願
い
し
た
い
。

前
稿
で
は
、
秋
田
県
庁
文
書
群
の
う
ち
、
県
が
郡
役
所
に
宛
て
た
布
達
を
基

本
的
な
史
料
と
し
て
特
に
調
査
し
た
。「
郡
区
町
村
編
制
法
」
下
で
は
、「
丙
号

達
留
」
「
本
県
達
留
」
「
本
県
訓
令
留
」
「
秋
田
県
報
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る

(

３)

。

職
務
分
課
と
文
書
管
理
は
組
織
運
営
の
根
幹
で
あ
る
た
め
、
殆
ど
の
場
合
、
関

係
規
程
が
布
達
さ
れ
た
。
布
達
類
が
残
存
し
な
い
時
期
に
つ
い
て
は
、「
秋
田

県
沿
革
史
稿

(

４)

」
の
記
録
を
も
っ
て
補
完
し
た
。

各
郡
役
所
の
個
別
事
例
に
つ
い
て
は
、
秋
田
県
庁
文
書
群
中
、
郡
市
町
村
行

政
の
監
督
を
担
当
し
た
部
課

(

５)

の
簿
冊
か
ら
調
査
し
た
。
各
郡
長
の
認
可
申
請
し

た
郡
役
所
処
務
細
則
や
編
纂
保
存
規
則
を
綴
じ
た
簿
冊

(

６)

、
そ
し
て
郡
役
所
を
行

政
監
査
し
た
際
の
簿
冊

(

７)

で
あ
る
。
加
え
て
、
明
治
十
九
年
「
秋
田
県
郡
役
所
戸

長
役
場
巡
回
誌
」
郡
役
所
之
部

(

８)

も
調
査
し
た
。
ま
た
、
郡
役
所
文
書
群
で
は
、

河
辺
お
よ
び
雄
勝
郡
役
所
の
簿
冊

(

９)

か
ら
史
料
を
得
た
。

今
回
、
本
稿
で
新
た
に
調
査
し
た
の
は
、
秋
田
県
庁
文
書
群
中
、
郡
市
町
村

行
政
の
監
督
を
担
当
し
た
部
課
で
作
成
さ
れ
た
「
郡
村
之
部
」
お
よ
び
「
市
町

村
之
部
」
シ
リ
ー
ズ
の
簿
冊
で
あ
る
。
郡
市
町
村
行
政
に
関
す
る
一
般
文
書
を

綴
じ
た
部
目
で
あ
り
、「
郡
村
之
部
」
は
明
治
十
四
年
か
ら
二
十
一
年
分
ま
で
、

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

―
―

「
郡
区
町
村
編
制
法
」
下
に
つ
い
て

―
―

柴
　
田
　
知
　
彰

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

二
一



「
市
町
村
之
部
」
は
二
十
二
年
か
ら
二
十
三
年
分
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る
。「
市

町
村
之
部
」
の
後
に
、「
行
政
之
部
」
シ
リ
ー
ズ
が
継
続
す
る
。

前
稿
で
「
郡
村
之
部
」
と
「
市
町
村
之
部
」
を
見
落
と
し
た
の
は
、
郡
役
所

処
務
細
則
や
編
纂
保
存
規
則
が
一
般
文
書
と
は
別
に
、
一
括
し
て
編
綴
さ
れ
て

い
る
と
誤
認
し
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、「
郡
村
之
部
」
と
「
市
町
村
之
部
」

の
簿
冊
を
詳
細
に
調
べ
た
と
こ
ろ
、
戸
長
選
挙
や
役
場
旅
費
ほ
か
の
文
書
と
と

も
に
、郡
役
所
の
職
務
分
課
や
文
書
管
理
に
関
す
る
文
書
も
綴
じ
ら
れ
て
い
た
。

郡
役
所
処
務
細
則
や
編
纂
保
存
規
則
が
一
括
し
て
編
綴
さ
れ
た
の
は
、
明
治
二

十
二
年
以
後
、
主
と
し
て
「
郡
制
」
下
で
あ
る
。

ま
た
、「
郡
村
之
部
」「
市
町
村
之
部
」
シ
リ
ー
ズ
と
併
せ
て
、
明
治
十
九
年

「
秋
田
県
郡
役
所
戸
長
役
場
巡
回
誌
」
郡
役
所
之
部
も
再
調
査
し
た
。
十
九
年

二
月
の
青
山
貞
県
令
着
任
後
と
推
定
さ
れ
る
巡
回
監
察
の
報
告
書
で
あ
る
。
河

辺
・
由
利
・
仙
北
・
平
鹿
・
雄
勝
の
五
郡
役
所
に
つ
い
て
、
当
時
の
文
書
管
理

状
況
を
分
析
で
き
た
。

今
回
、
調
査
お
よ
び
再
調
査
し
た
史
料
か
ら
、「
郡
区
町
村
編
制
法
」
下
に

お
け
る
各
郡
役
所
の
文
書
管
理
の
実
態
が
、
前
稿
②
よ
り
も
詳
細
に
解
明
さ
れ

た
。
特
に
、
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
郡
役
所
に
よ

っ
て
は
明
治
二
十
二
年
以
前
に
遡
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
石
田
英
吉
・
赤
川

助
・
青
山
貞
の
各
県
政
期
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
に
対
す
る
方
針
も

明
ら
か
に
な
っ
た
。
加
え
て
、「
郡
区
町
村
編
制
法
」
下
の
郡
役
所
の
職
務
分

課
に
つ
い
て
も
、
前
稿
①
の
記
述
が
若
干
修
正
さ
れ
る
。

本
稿
は
、
石
田
英
吉
県
政
期
（
明
治
八
年
五
月
〜
十
六
年
三
月
）、
赤
川

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

二
二

助
県
政
期
（
明
治
十
六
年
三
月
〜
十
九
年
二
月
）、
青
山
貞
県
政
期
（
明
治
十

九
年
二
月
〜
二
十
二
年
二
月
）
の
三
期
に
分
け
て
叙
述
す
る
。
各
県
政
期
に
お

け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
に
対
す
る
方
針
を
背
景
に
、
管
内
郡
役
所
の
文
書
管

理
状
況
を
解
明
し
て
み
た
い
。

一
　
郡
役
所
の
編
纂
保
存
規
定
の
現
存
状
況

最
初
に
本
章
で
、
秋
田
県
管
内
の
九
郡
役
所
の
編
纂
保
存
規
定
に
つ
い
て
、

秋
田
県
庁
文
書
群
お
よ
び
各
郡
役
所
文
書
群
に
お
け
る
現
存
状
況
を
紹
介
す

る
。郡

役
所
の
編
纂
保
存
規
定
は
、
郡
役
所
処
務
細
則
や
文
書
取
扱
規
則
に
織
り

込
む
形
か
、
ま
た
は
編
纂
保
存
規
則
を
別
規
定
に
す
る
形
で
作
成
さ
れ
た
。
表

は
、
前
稿
②
に
掲
載
し
た
一
覧
を
、
今
回
調
査
し
た
新
史
料
を
元
に
修
正
し
た

も
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
二
年
以
前
に
作
成
の
規
定
が
、
相
当
数
追
加
さ
れ
た
。

表
に
は
条
文
が
現
存
す
る
規
定
を
載
せ
た
が
、
こ
れ
以
外
に
制
定
記
録
の
み

が
残
る
規
定
も
あ
る
。
ま
ず
、
明
治
十
二
年
末
に
仙
北
郡
役
所
で
文
書
取
扱
規

則
を
制
定
し
て
い
る
。
十
六
年
下
半
期
に
は
、
南
秋
田
郡
役
所
以
外
の
八
郡
役

所
で
も
処
務
細
則
を
制
定
し
た
。
同
年
六
月
一
日
の
「
秋
田
県
郡
役
所
事
務
章

程
」
へ
の
対
応
で
あ
る
。
ま
た
、
同
年
中
に
は
、
山
本
郡
役
所
で
編
纂
保
存
規

則
を
制
定
し
た
ら
し
い
。
翌
十
七
年
か
ら
十
八
年
に
か
け
南
秋
田
郡
役
所
、
十

八
年
に
山
本
郡
役
所
で
処
務
細
則
を
改
正
し
た
。
と
も
に
十
七
年
十
月
二
十
七

日
の
「
秋
田
県
郡
役
所
事
務
章
程
」
改
正
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

(

10)

(

11)



秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

二
三

二
十
一
年
に
北
秋
田
郡
役
所
、
翌
二
十
二
年
に
南
秋
田
お
よ
び

雄
勝
郡
役
所
で
編
纂
保
存
規
則
を
制
定
し
た
。

こ
の
他
に
も
、
記
録
に
残
ら
な
い
規
定
が
存
在
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
今
後
、
秋
田
県
庁
文
書
や
郡
役
所
文
書
以
外
の
史
料

群
、
例
え
ば
戸
長
役
場
文
書
や
町
村
役
場
文
書
か
ら
発
見
さ
れ

る
可
能
性
も
あ
る
。

表
の
補
足
と
し
て
、
特
定
年
代
ま
で
規
定
が
存
在
し
な
か
っ

た
こ
と
を
確
認
で
き
る
郡
役
所
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
山
本
・

南
秋
田
・
河
辺
・
平
鹿
の
四
郡
役
所
は
、
明
治
十
六
年
ま
で
郡

役
所
処
務
細
則
と
文
書
取
扱
規
則
を
制
定
し
な
か
っ
た
。ま
た
、

北
秋
田
郡
役
所
は
二
十
一
年
、
南
秋
田
・
仙
北
・
雄
勝
の
三
郡

役
所
は
二
十
二
年
に
至
る
ま
で
編
纂
保
存
規
則
を
制
定
し
て
い

な
い
。

そ
れ
で
は
、「
郡
区
町
村
編
制
法
」
下
に
お
け
る
諸
規
定
の

制
定
状
況
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
郡
役
所
処
務
細
則
の
場
合
、

明
治
十
六
年
以
前
、
す
な
わ
ち
石
田
県
政
期
に
は
各
郡
役
所
で

制
定
状
況
に
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
十
六
年

以
後
は
準
則
の
制
定
改
正
期
に
、
郡
役
所
処
務
細
則
の
制
定
改

正
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
十
六
年
「
秋
田
県

郡
役
所
事
務
章
程
」
制
定
、
十
七
年
同
改
正
、
二
十
二
年
「
秋

田
県
郡
役
所
処
務
準
則
」
制
定
、
二
十
五
年
「
秋
田
県
郡
役
所

分
課
規
程
」
制
定
、
三
十
一
年
「
秋
田
県
郡
役
所
処
務
規
程
」

表　秋田県公文書館における郡役所の編纂保存規定の現存状況

郡役所
年代

明治12
〃 13
〃 13？
〃 14～16
〃 16上期
〃 16下期
〃 17
〃 18
〃 19
〃 19現行
〃 20
〃 22
〃 25
〃 29
〃 31
〃 34
〃 35
〃 36
〃 43
〃 44現行
大正３
〃 ４
〃 ５
〃 ７
〃 ８
〃 ９

□
○

■
■

○ ○□ ○
○

○
○ ○

○
□ ■

○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○● ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○●
◎ ○ ○● ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

○
◎

◎
◎ ◎

◎
◎

◎
◎

◎ ◎ ○● ◎ ◎ ○● ○ ◎
◎ ◎

◎ ○

鹿　角 山　本 北秋田 南秋田 河　辺 由　利 仙　北 平　鹿 雄　勝

◎ … 郡役所処務細則（編纂保存規定有り） ■…文書取扱規則（編纂保存規定有り）
○ … 郡役所処務細則（編纂保存規定無し） □…文書取扱規則（編纂保存規定無し）
● … 編纂保存規則



制
定
、
大
正
六
年
同
改
正
に
応
じ
た
制
定
改
正
で
あ
る
。

文
書
取
扱
規
則
の
場
合
、
明
治
二
十
二
年
以
後
は
郡
役
所
処
務
細
則
中
に
包

含
さ
れ
た
。
し
か
し
、
二
十
二
年
以
前
に
お
い
て
は
、
各
郡
役
所
で
制
定
状
況

に
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
、
仙
北
と
北
秋
田
郡
役
所
の
早
さ
は

突
出
し
て
い
る
。

編
纂
保
存
規
則
の
場
合
、
独
立
規
定
と
し
て
は
、
明
治
十
六
年
に
山
本
郡
役

所
で
制
定
記
録
を
初
見
で
き
る
。
そ
し
て
二
十
年
代
初
め
に
は
、
北
秋
田
・
南

秋
田
・
仙
北
・
雄
勝
の
四
郡
役
所
で
編
纂
保
存
規
則
を
制
定
し
た
。
ま
た
、
由

図
１
　
管
内
郡
域
図
（
明
治1

2

〜2
2

年
）

利
郡
役
所
に
お
い
て
も
、
同
時
期
に
制
定
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
二
十
年
に
本

庁
で
制
定
し
た
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
の
存
在
が
背
景
に
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
各
郡
役
所
の
文
書
管
理
を
分
析
す
る
。

二
　
「
郡
区
町
村
編
制
法
」
下
の
文
書
管
理
の
再
検
討
　

１
　
石
田
英
吉
県
政
期
の
文
書
管
理

石
田
英
吉
権
令
（
後
、
県
令
）
は
、
明
治
八
年
五
月
十
九
日
か
ら
十
六
年
三

月
八
日
ま
で
在
任
し
た■

。
着
任
後
、
八
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
秋
田
県
庁
の
文

書
管
理
改
革
を
行
な
い
、
内
務
省
を
始
原
と
す
る
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
を

導
入
し
た
。
公
文
書
原
本
に
よ
る
記
録
保
存
に
転
換
し
、
記
録
の
集
中
管
理
、

類
別
部
目
制
、
保
存
年
限
制
を
成
立
さ
せ
て
い
る■

。
在
任
中
、
明
治
十
一
年
七

月
二
十
二
日
の
「
郡
区
町
村
編
制
法
」
公
布
を
う
け
て
、
翌
十
二
年
一
月
十
五

日
に
管
内
に
九
郡
役
所
を
開
庁
し
た
。

郡
役
所
の
職
務
分
課
に
つ
い
て
、
前
稿
①
で
は
明
治
十
二
年
一
月
六
日
か
ら

十
五
日
の
間
に
、
郡
役
所
に
対
す
る
丙
号
で
布
達
さ
れ
た
と
推
定
し
た
。
同
年

の
「
丙
号
達
留
」
が
現
存
し
な
い
た
め
、
雄
勝
郡
役
所
文
書
群
中
の
簿
冊■

か
ら

機
構
の
復
元
を
行
な
っ
た
。

今
回
、
明
治
十
六
年
の
「
郡
村
之
部
」
の
簿
冊
か
ら
、
十
二
年
一
月
四
日

「
郡
役
所
職
務
心
得
」
が
発
見
さ
れ
た■

。
丙
号
達
で
は
な
く
、
整
理
科
か
ら
各

郡
長
に
宛
て
た
通
達
文
書
の
形
で
あ
る
。
全
一
〇
項
目
で
、
機
構
、
給
与
、
辞

令
、
予
算
決
算
ほ
か
を
定
め
て
い
る
。
第
一
項
で
は
郡
役
所
の
機
構
と
し
て
、

庶
務
・
学
務
・
租
税
・
出
納
の
四
掛
を
設
け
て
い
る
。
た
だ
し
、
具
体
的
な
分

掌
内
容
は
記
し
て
い
な
い
。

図
２
は
、
前
稿
①
に
掲
載
し
た
職
務
分
課
図
を
右
記
か
ら
修
正
し
た
も
の
で

あ
る
。
庶
務
掛
で
文
書
管
理
を
分
掌
し
た
こ
と
は
、
明
治
十
六
年
四
月
に
北
秋

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

二
四

山本郡
北秋田郡 鹿角郡

南秋田郡

仙北郡
河辺郡

由利郡

平鹿郡

雄勝郡
●…郡役所所在地

能代町

鷹巣村

秋田町

牛島村

本荘町

大曲村

横手町

湯沢町

花輪村●●

●

●

●

●

●

●

●

図１　管内郡域図（明治12～22年）
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秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

二
五

田
お
よ
び
仙
北
郡
役
所
の
提
出
し
た
文
書
取
扱
規
則
か
ら
確
認
さ
れ
る■

。

さ
て
、
明
治
十
二
年
「
郡
役
所
職
務
心
得
」
以
後
、
職
務
分
課
や
文
書
管
理

に
関
す
る
布
達
は
し
ば
ら
く
見
ら
れ
な
い
。
赤
川
県
政
期
に
入
り
、
十
六
年
四

月
に
庶
務
課
庶
務
掛
が
、
管
内
郡
役
所
の
処
務
細
則
と
文
書
取
扱
規
則
を
調
査

し
て
い
る■

。
き
っ
か
け
は
、
同
年
三
月
二
十
八
日
に
平
鹿
郡
長
が
提
出
し
た

「
各
掛
職
制
」「
各
掛
事
務
章
程
」
制
定
伺
だ
っ
た
。
郡
長
の
判
断
に
よ
り
学
務

掛
を
「
教
育
掛
」
に
改
称
し
た
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
た
。

平
鹿
郡
長
の
伺
に
対
し
回
答
を
起
案
し
た
文
書
に
は
、
左
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

右
深
谷
郡
長
ヨ
リ
職
務
章
程
并
ニ
事
務
章
程
制
定
別
紙
之
通
リ
伺
出
ニ
付
被

調
候
処
右
事
務
章
程
ハ
郡
長
適
宜
処
置
本
庁
ノ
指
揮
ヲ
俟
ニ
ア
ラ
サ
ル
モ
ノ

ト
被
存
候
得
共
経
伺
ノ
上
処
置
候
テ
モ
又
敢
テ
差
閊
無
之
義
ニ
被
存
候
而
シ

テ
今
此
事
務
章
程
其
他
ニ
就
テ
ハ
意
見
モ
有
之
可
相
伺
処
ト
雖
モ
独
リ
平
鹿

郡
ノ
ミ
経
伺
ノ
上
被
相
定
各
郡
区
々
ニ
テ
ハ
追
々
事
実
上
差
閊
ナ
キ
モ
保
シ

難
シ
就
テ
ハ
追
テ
御
調
ノ
末
各
郡
同
一
ニ
相
定
御
内
達
相
成
候
様
ニ
付
可
然

哉
為
各
郡
従
来
施
行
来
候
事
務
章
程
其
他
御
調
参
考
ノ
為
メ
差
出
相
成
度
旨

本
課
長
よ
り
照
会
可
然
哉
（
後
略
）

文
中
の
「
職
務
章
程
」
は
郡
役
所
処
務
細
則
、「
事
務
章
程
」
は
文
書
取
扱
規

則
に
あ
た
る
。
石
田
県
政
期
の
方
針
で
は
、
こ
れ
ら
の
制
定
は
郡
長
の
裁
量
に

任
さ
れ
、
本
庁
の
指
揮
す
べ
き
も
の
で
な
か
っ
た■

。

し
か
し
、
庶
務
課
庶
務
掛
で
は
、
平
鹿
郡
役
所
の
動
向
か
ら
、
各
郡
役
所
で

処
務
細
則
や
文
書
取
扱
規
則
が
ま
ち
ま
ち
に
な
る
危
機
意
識
を
抱
い
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
し
て
、
石
田
県
政
期
の
方
針
を
転
換
し
、
管
内
郡
役
所
の
規
定
画
一

化
を
目
指
し
た
。
そ
の
参
考
資
料
と
し
て
、
各
郡
役
所
で
従
来
施
行
し
て
い
た

規
定
を
提
出
さ
せ
て
い
る
。

庶
務
課
長
は
、
明
治
十
六
年
四
月
十
日
庶
第
四
四
一
号
を
も
っ
て
、
平
鹿
郡

長
を
除
く
各
郡
長
に
対
し
、
従
来
施
行
の
「
各
掛
職
務
章
程
」
ま
た
は
「
事
務

取
扱
ノ
細
目
」
の
回
送
を
照
会
し
た
。
照
会
に
対
し
、
山
本
・
北
秋
田
・
南
秋

田
・
河
辺
・
由
利
・
仙
北
の
六
郡
役
所
が
回
答
し
て
い
る■

。
こ
の
う
ち
、
石
田

県
政
期
か
ら
施
行
の
規
定
を
提
出
し
た
の
は
、
仙
北
・
北
秋
田
・
由
利
の
三
郡

役
所
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
内
容
を
分
析
す
れ
ば
、
石
田
県
政
期
の
文
書

管
理
状
況
を
解
明
で
き
る
。

仙
北
郡
役
所
の
場
合
、
文
書
取
扱
規
則
と
し
て
「
仙
北
郡
役
所
事
務
取
扱
順

序
」
を
提
出
し
た
。
条
文
末
尾
に
「
右
ノ
外
明
治
十
二
年
十
二
月
廿
七
日
号
外

達
公
文
取
扱
手
続
ヲ
遵
奉
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
あ
り
、
右
規
則
の
制
定
が
十
二

(

18)

(

19)

図
２
　
明
治
12
年
の
郡
役
所
の
職
務
分
課
（
１
・
４
制
定
）

郡
長

学
務
掛

地
理
掛
（
12
・
10
以
前
設
置
）

勧
業
掛
（
12
・
４
・
２
設
置
）

庶
務
掛

衛
生
掛
（
13
・
５
・
３
設
置
）

租
税
掛

出
納
掛

(

16)

(

17)



年
十
二
月
二
十
七
日
「
公
文
取
扱
手
続
」
後
と
判
明
す
る
。「
公
文
取
扱
手
続
」

は
文
書
番
号
記
載
法
と
簿
冊
書
式
を
定
め
た
も
の
で
、
仙
北
郡
役
所
が
十
二
年

末
に
文
書
管
理
の
整
備
を
進
め
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

さ
て
、「
仙
北
郡
役
所
事
務
取
扱
順
序
」
を
「
北
秋
田
郡
役
所
事
務
取
扱
順

序
」
と
対
比
す
る
と
、
後
者
は
前
者
を
モ
デ
ル
に
作
成
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ

る
。
明
治
十
四
年
二
月
二
十
六
日
に
、
初
代
仙
北
郡
長
の
大
野
光
緝
が
北
秋
田

郡
長
へ
転
任
し
た■

。
大
野
郡
長
の
転
任
に
伴
い
「
仙
北
郡
役
所
事
務
取
扱
順
序
」

が
移
植
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
制
定
は
十
四
年
二
月
以
前
に
な
る
。「
仙
北

郡
役
所
事
務
取
扱
順
序
」
は
、
十
三
年
中
に
制
定
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

「
仙
北
郡
役
所
事
務
取
扱
順
序
」
は
、
第
一
章
「
総
則
」、
第
二
章
「
官
省

及
本
県
告
示
達
并
ニ
達
郡
役
所
告
示
并
ニ
達
及
ヒ
諸
日
誌
雑
誌
報
告
等
ノ
文
書

ノ
取
扱
ノ
事
」
、
第
三
章
「
各
掛
事
務
簿
整
頓
并
ニ
庁
中
備
書
籍
整
頓
ノ
事
」

か
ら
成
る
。

第
一
章
は
、
文
書
収
受
・
起
案
・
決
済
・
発
送
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
庶

務
掛
に
受
付
主
任
を
置
き
、
文
書
処
理
の
流
れ
を
詳
細
に
定
め
て
い
る
。

第
二
章
は
、
重
要
公
文
書
の
回
覧
と
編
纂
保
存
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
官

省
布
告
・
布
達
や
本
県
布
達
・
達
の
場
合
、
二
部
あ
る
文
書
は
庶
務
掛
と
主
務

掛
、
一
部
の
み
の
文
書
は
主
務
掛
で
簿
冊
に
編
綴
し
保
存
さ
れ
た
。
一
部
の
み

の
文
書
は
、
先
に
庶
務
掛
で
、
綴
込
番
号
、
月
日
、
件
名
を
記
入
さ
れ
た
。
た

だ
し
、
本
県
布
達
・
達
の
う
ち
郡
役
所
に
宛
て
た
丙
号
達
は
、
最
重
要
と
し
て

庶
務
掛
で
原
本
を
保
存
し
、
主
務
掛
に
は
謄
写
を
回
し
た
。
文
書
は
件
名
番
号

順
に
簿
冊
に
編
綴
し
、
巻
頭
に
件
名
目
次
を
付
し
て
検
索
の
便
を
高
め
た
。

諸
日
誌
、
雑
誌
、
報
告
等
の
場
合
、
三
部
以
上
あ
る
も
の
は
郡
長
と
庶
務
掛
お

よ
び
主
務
掛
、
二
部
あ
る
も
の
は
庶
務
掛
と
主
務
掛
、
一
部
の
み
の
も
の
は
主

務
掛
で
保
存
さ
れ
た
。

仙
北
郡
役
所
の
告
示
・
達
の
場
合
、
原
本
を
各
方
に
頒
布
後
、
謄
写
を
庶
務

掛
と
主
務
掛
で
簿
冊
に
編
綴
し
た
。
庶
務
掛
は
、
郡
役
所
内
全
て
の
掛
で
担
当

し
た
告
示
・
達
の
謄
写
を
保
存
し
て
い
た
。
簿
冊
の
巻
頭
に
は
件
名
目
次
を
付

し
た
。
印
刷
刊
行
し
た
告
示
・
達
も
同
様
で
あ
る
。

第
三
章
は
、
一
般
公
文
書
の
編
纂
保
存
と
参
考
書
籍
の
整
理
に
関
す
る
規
定

で
あ
る
。
編
纂
保
存
の
た
め
、
庶
務
掛
に
纂
修
主
任
を
置
い
た
。
公
文
書
は
、

完
結
後
に
作
成
元
の
掛
で
類
別
の
う
え
仮
綴
さ
れ
、
一
か
月
後
に
庶
務
掛
に
回

送
さ
れ
た
。
庶
務
掛
で
は
、
纂
修
主
任
が
仮
綴
を
通
覧
し
類
別
の
誤
り
や
首
尾

の
全
備
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
上
で
、
簿
冊
の
厚
さ
を
勘
案
し
一
年
分
を
二
〜
三
か

月
も
し
く
は
五
〜
六
か
月
に
分
冊
し
て
本
綴
し
た
。
巻
頭
に
は
検
索
用
に
件
名

目
次
を
付
し
た
。
簿
冊
の
表
紙
記
載
も
統
一
さ
れ
た
が
、
付
録
書
式
は
現
存
し

な
い
。
本
綴
は
作
成
元
の
掛
で
保
存
管
理
さ
れ
、
検
索
用
に
簿
冊
目
録
の
作
成

を
義
務
付
け
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
本
県
上
申
に
対
す
る
指
令
本
書
は
、
最
重
要

と
し
て
庶
務
掛
で
保
存
管
理
さ
れ
た
。

「
仙
北
郡
役
所
事
務
取
扱
順
序
」
の
分
析
か
ら
、
公
文
書
原
本
に
よ
る
記
録

保
存
を
前
提
と
し
た
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
が
、
明
治
十
三
年
頃
の
仙
北
郡

役
所
で
導
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
え
る
。
一
般
公
文
書
の
簿
冊
編
纂
に
類
別

部
目
制
の
萌
芽
が
見
ら
れ
、
ま
た
重
要
公
文
書
に
関
し
記
録
の
集
中
管
理
も
行

な
わ
れ
て
い
る
。
九
年
一
月
四
日
に
本
庁
で
制
定
さ
れ
た
「
編
緝
取
扱
規
則■

」

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

二
六

(
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秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

二
七

が
、
作
成
時
の
参
考
に
さ
れ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
総
じ
て
「
仙
北
郡
役
所
事

務
取
扱
順
序
」
に
は
、
本
庁
で
八
年
以
来
実
施
さ
れ
て
き
た
近
代
的
な
文
書
管

理
が
良
く
活
か
さ
れ
て
い
る
。
文
書
処
理
と
編
纂
保
存
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ

た
文
書
管
理
規
定
で
あ
る
。
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
に
対
す
る
大
野
郡
長
も

し
く
は
郡
吏
達
の
理
解
度
を
反
映
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
北
秋
田
郡
役
所
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
同
郡
役
所
で
は
「
北
秋
田

郡
役
所
分
掌
例
則
」「
北
秋
田
郡
役
所
事
務
取
扱
順
序
」「
検
按
委
員
管
掌
規
程
」、

そ
し
て
宿
直
に
関
す
る
規
則
を
提
出
し
て
い
る
。「
北
秋
田
郡
役
所
事
務
取
扱

順
序
」
が
文
書
取
扱
規
則
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、「
北
秋
田
郡
役
所
事
務

取
扱
順
序
」
は
、
仙
北
郡
役
所
の
も
の
を
モ
デ
ル
に
作
成
さ
れ
て
い
る
。
明
治

十
四
年
二
月
の
大
野
郡
長
着
任
か
ら
十
六
年
四
月
ま
で
の
間
に
作
成
と
推
定
さ

れ
る
。
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
が
郡
長
の
転
任
に
伴
い
伝
播
し
た
事
例
と
し

て
興
味
深
い
。
た

だ
し
北
秋
田
郡
役

所
で
は
、
一
般
公

文
書
の
本
綴
も
作

成
元
の
掛
に
任
せ

て
い
る
。
ま
た
、

写
真
は
簿
冊
の
表

紙
記
載
を
統
一
し

た
付
録
書
式
で
あ
る
。
表
紙
に
年
月
と
掛
名
、
さ
ら
に
「
何
々
部
」
と
部
目
名

が
記
載
さ
れ
た
。
類
別
部
目
制
の
定
着
度
が
分
か
る
。
仙
北
郡
役
所
の
簿
冊
表

写
真
　
北
秋
田
郡
役
所
の
簿
冊
表
紙
様
式

紙
も
こ
れ
と
同
じ
書
式
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、「
検
按
委
員
管
掌
規

程
」
は
、
検
按
委
員
に
よ
り
起
案
文
書
の
勘
案
と
添
削
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
由
利
郡
役
所
の
場
合
を
見
る
。
同
郡
役
所
で
は
、「
由
利
郡
役
所

職
務
章
程
」
と
「
由
利
郡
役
所
事
務
取
扱
心
得
」
の
二
規
定
を
提
出
し
た
。
後

者
が
文
書
取
扱
規
則
に
あ
た
る
。
由
利
郡
長
の
上
申
書
に
は
、「
右
ハ
十
三
年

中
調
制
施
行
シ
来
候
モ
ノ
ニ
テ
」
と
あ
る
。
十
三
年
以
後
に
部
分
改
正
も
あ
っ

た
が
、
庶
務
課
長
に
は
制
定
時
の
条
文
が
提
出
さ
れ
た
。

「
由
利
郡
役
所
事
務
取
扱
心
得
」
の
大
半
は
、
文
書
収
受
・
決
済
・
発
送
な

ど
文
書
処
理
に
関
す
る
条
文
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
庶
務
掛
に
文
書
処
理
担
当

の
受
付
を
置
き
、
件
名
簿
や
施
行
証
を
用
い
て
管
理
す
る
な
ど
、
仙
北
や
北
秋

田
郡
役
所
よ
り
も
緻
密
で
あ
る
。

そ
の
反
面
、
編
纂
保
存
に
関
す
る
条
文
は
、
仙
北
や
北
秋
田
郡
役
所
に
比
べ

極
め
て
少
な
い
。
か
つ
、
編
纂
保
存
の
対
象
は
、
諸
官
省
布
告
布
達
、
本
県
甲

乙
達
、
各
課
照
会
等
の
重
要
公
文
書
の
み
で
あ
る
。
二
部
あ
る
文
書
は
庶
務
掛

と
主
務
掛
で
、
一
部
の
み
の
文
書
は
主
務
掛
で
簿
冊
編
纂
し
保
存
さ
れ
た
。
一

部
の
み
の
文
書
も
、
庶
務
掛
で
布
達
類
頒
布
簿
に
登
録
し
管
理
さ
れ
た
。
た
だ

し
、
丙
号
達
と
郡
長
伺
指
令
は
最
重
要
と
し
て
郡
長
が
原
本
を
保
存
し
、
主
務

掛
に
は
謄
写
の
副
本
を
置
い
た
。

由
利
郡
役
所
で
も
、
仙
北
お
よ
び
北
秋
田
郡
役
所
と
同
様
に
、
公
文
書
原
本

に
よ
る
記
録
保
存
を
導
入
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
般
公
文
書
は
編
纂
保
存
の

対
象
外
で
あ
り
、
類
別
部
目
制
も
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
最
重
要
の
公
文
書
が

文
書
管
理
担
当
の
庶
務
掛
に
保
存
さ
れ
な
い
な
ど
、
記
録
の
集
中
管
理
も
未
発



達
で
あ
る
。
仙
北
お
よ
び
北
秋
田
郡
役
所
と
比
べ
た
時
、
近
代
的
な
文
書
管
理

制
度
の
形
成
に
大
き
な
較
差
が
認
め
ら
れ
る
。
全
体
的
に
文
書
処
理
に
偏
重
し

て
お
り
、
編
纂
保
存
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
な
い
。
明
治
十
三
年
の
「
由

利
郡
役
所
事
務
取
扱
心
得
」
制
定
時
、
郡
長
は
御
代
信
成
だ
っ
た■

。
近
代
的
な

文
書
管
理
制
度
に
対
す
る
御
代
郡
長
も
し
く
は
郡
吏
達
の
理
解
度
を
反
映
し
た

結
果
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

さ
て
、
仙
北
・
北
秋
田
・
由
利
以
外
の
六
郡
役
所
に
つ
い
て
も
、
石
田
県
政

期
の
文
書
管
理
状
況
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
平
鹿
郡
役
所
は
、
前
述

の
と
お
り
明
治
十
六
年
三
月
に
「
各
掛
職
制
」
と
「
各
掛
事
務
章
程
」
の
制
定

伺
を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
二
規
定
は
文
書
管
理
を
含
ん
で
い
な
い
。
同

年
四
月
の
庶
第
四
四
一
号
照
会
に
対
し
、
山
本
郡
役
所
は
「
即
今
取
調
中
」
と

上
申
し
た
。
南
秋
田
お
よ
び
河
辺
郡
役
所
は
急
遽
仮
作
成
し
た
規
定
を
提
出
し

た
。
鹿
角
お
よ
び
雄
勝
郡
役
所
の
場
合
、
照
会
に
対
し
上
申
書
を
出
し
た
記
録

が
無
く
、
文
書
取
扱
規
則
等
を
制
定
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

以
上
、
各
郡
役
所
の
文
書
管
理
状
況
を
比
較
分
析
し
た
結
果
か
ら
、
石
田
県

政
期
に
は
、
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
の
形
成
上
、
管
内
九
郡
で
較
差
が
甚
だ

し
く
生
じ
て
い
た
と
言
え
る
。
文
書
管
理
を
郡
長
に
一
任
し
た
こ
と
が
最
大
の

原
因
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
の
形
成
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
郡
役
所
で
、
郡
長
や
郡
吏
達
の
理
解
度
に
よ
っ
て
多
大
な
影
響
を
受
け
る
こ

と
と
な
っ
た
。
群
馬
県
の
場
合
は
、
明
治
十
一
年
十
二
月
七
日
、
郡
役
所
開
庁

に
先
立
ち
「
郡
役
所
雑
則
」
を
制
定
し
、
類
別
部
目
制
に
つ
い
て
も
定
め
て
い

る■

。

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

二
八

石
田
県
政
期
に
は
、
各
郡
役
所
が
、
本
庁
か
ら
指
導
さ
れ
る
こ
と
無
く
、
独
自

に
文
書
管
理
制
度
を
形
成
し
て
い
た
。
し
か
し
、
独
自
の
形
成
に
は
限
界
が
あ

り
、
右
に
述
べ
た
問
題
を
赤
川
県
政
期
に
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。

２
　
赤
川
■
助
県
政
期
の
文
書
管
理

赤
川
■
助
県
令
は
、
明
治
十
六
年
三
月
八
日
か
ら
十
九
年
二
月
二
十
五
日
ま

で
在
任
し
た■

。
赤
川
県
令
の
着
任
後
、
一
か
月
を
経
た
十
六
年
四
月
十
日
、
前

節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
庶
務
課
長
が
庶
第
四
四
一
号
を
も
っ
て
各
郡
長
へ
、
従

来
施
行
の
「
各
掛
職
務
章
程
」
ま
た
は
「
事
務
取
扱
ノ
細
目
」
の
回
送
を
照
会

し
て
い
る
。
県
令
交
替
を
機
会
に
石
田
県
政
期
の
郡
長
一
任
を
反
省
し
、
管
内

郡
役
所
の
処
務
細
則
等
を
画
一
化
す
る
方
針
に
転
換
し
た
。

庶
第
四
四
一
号
照
会
に
対
し
、
南
秋
田
・
河
辺
の
二
郡
役
所
が
新
た
に
仮
作

成
し
た
規
定
を
提
出
し
た■

。
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
を
分
析
す
れ
ば
、
明
治
十
六
年

四
月
時
点
で
の
文
書
管
理
に
対
す
る
認
識
を
明
ら
か
に
で
き
よ
う
。

南
秋
田
郡
役
所
は
「
郡
役
所
職
務
仮
規
則
」
を
作
成
し
た
。
文
書
取
扱
規
則

と
処
務
細
則
を
合
わ
せ
た
内
容
で
、仮
規
則
な
が
ら
全
一
〇
則
七
五
条
に
な
る
。

作
成
時
の
郡
長
は
御
代
信
成
で
あ
り
、
由
利
郡
長
在
任
時
に
「
由
利
郡
役
所
事

務
取
扱
心
得
」
を
作
成
さ
せ
て
い
る
。

「
郡
役
所
職
務
仮
規
則
」
は
、
第
一
則
「
総
則
」、
第
二
則
「
各
掛
事
務
期

限
ノ
大
概
」
、
第
三
則
「
郡
長
直
扱
ノ
事
項
ヲ
掲
ク
」
、
第
四
則
「
庶
務
掛
」
、

第
五
則
「
学
務
掛
兼
衛
生
方
」
、
第
六
則
「
租
税
係
」
、
第
七
則
「
出
納
掛
」
、

第
八
則
「
地
理
掛
」、
第
九
則
「
勧
業
掛
」、
第
一
〇
則
「
衛
生
掛
」
か
ら
成
る
。

第
一
則
で
は
、
郡
長
以
下
の
各
職
務
内
容
、
郡
吏
の
心
構
え
、
文
書
処
理
に

(
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秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

二
九

つ
い
て
定
め
て
い
る
。
文
書
処
理
に
関
す
る
条
文
に
は
、
編
纂
保
存
も
若
干
含

ま
れ
る
。
郡
役
所
宛
て
の
丙
号
達
は
、
郡
長
が
原
本
を
保
存
し
、
主
務
掛
で
必

要
分
を
謄
写
し
た
。
甲
号
達
と
乙
号
達
は
、
庶
務
掛
諸
務
方
で
保
存
し
た
。
一

部
し
か
無
く
、
か
つ
主
務
掛
で
必
要
な
場
合
は
、
庶
務
掛
諸
務
方
で
布
達
の
大

意
・
番
号
・
主
務
掛
名
を
記
録
し
た
上
で
回
送
し
た
。
重
要
公
文
書
の
編
纂
保

存
に
は
、「
由
利
郡
役
所
事
務
取
扱
心
得
」
と
の
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
。
一

般
公
文
書
に
つ
い
て
も
、
由
利
郡
役
所
と
同
様
に
編
纂
保
存
の
対
象
外
に
な
っ

て
い
る
。

第
二
則
で
は
、
事
務
処
理
の
期
限
を
定
め
て
い
る
。
各
掛
の
事
務
を
、
一
か

月
内
期
限
・
毎
月
五
日
ま
で
進
達
・
二
か
月
内
期
限
の
三
種
類
に
大
別
し
た

上
、
年
間
の
事
務
処
理
を
月
別
に
細
か
く
列
挙
し
て
い
る
。

第
四
則
以
下
で
は
、
各
掛
の
分
掌
内
容
を
具
体
的
に
定
め
て
い
る
。
第
四
則

「
庶
務
掛
」
は
、
文
書
管
理
に
関
わ
る
分
掌
を
含
む
。
庶
務
掛
に
は
、
主
任
、

諸
務
方
、
戸
籍
方
、
文
書
方
、
受
付
方
が
置
か
れ
た
。
主
任
は
「
上
申
下
達
諸

向
懸
合
報
告
等
ノ
文
書
」
と
「
諸
願
伺
届
」、
す
な
わ
ち
一
切
の
収
受
発
送
文

書
を
検
閲
調
査
し
た
。
諸
務
方
は
「
諸
布
告
布
達
」
を
主
管
し
、
庁
中
回
覧
お

よ
び
掲
示
張
り
出
し
を
行
な
っ
た
。
文
書
方
は
「
上
申
下
達
往
復
ノ
文
書
ヲ
調

理
送
達
シ
庁
中
諸
記
録
ノ
事
ヲ
掌
ル
」
と
あ
る
が
、
公
文
書
の
浄
書
、
修
正
、

発
送
を
主
に
行
な
っ
た
。
ま
た
、
宛
先
別
の
記
号
（
乾
・
往
・
復
・
坤
・
無
銘
）

を
発
送
文
書
に
細
か
く
設
定
し
た
反
面
、
編
纂
保
存
に
関
す
る
規
定
を
全
く
欠

い
て
い
た
。
南
秋
田
郡
役
所
の
文
書
管
理
に
対
す
る
認
識
が
端
的
に
表
れ
て
い

る
。
受
付
方
は
文
書
収
受
を
担
当
し
た
。
受
付
は
「
郡
務
ノ
門
戸
ニ
シ
テ
深
ク

人
民
ノ
由
ル
処
」
と
の
考
え
か
ら
、「
懇
切
慇
懃
ニ
応
接
シ
不
知
案
内
ノ
者
ヲ

シ
テ
彷
徨
セ
サ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス
ヘ
シ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
人
民
へ
の
配
慮

か
ら
、
文
書
処
理
の
停
滞
も
固
く
戒
め
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
南
秋
田
郡
役
所
の
文
書
管
理
に
対
す
る
認
識
は
、
文
書
処
理
に

偏
重
し
、
編
纂
保
存
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
御
代
郡
長

が
以
前
に
在
任
し
た
由
利
郡
役
所
と
の
共
通
性
も
見
ら
れ
る
。

次
に
、
河
辺
郡
役
所
で
仮
作
成
し
た
規
定
を
分
析
し
て
み
た
い
。
同
郡
役
所

で
は
、「
職
務
仮
規
則
」「
各
掛
事
務
取
扱
心
得
」「
受
付
主
務
取
扱
順
序
」「
往

復
番
号
用
方
心
得
」
の
四
規
定
を
作
成
し
た
。「
職
務
仮
規
則
」
の
他
は
、
み

な
文
書
管
理
関
係
で
あ
る
。

「
各
掛
事
務
取
扱
心
得
」
は
、
文
書
処
理
の
基
本
お
よ
び
心
構
え
を
定
め
た

も
の
で
あ
る
。「
受
付
主
務
取
扱
順
序
」
で
は
、
庶
務
掛
に
受
付
主
務
を
置
き
、

文
書
収
受
・
回
覧
・
発
送
の
流
れ
を
極
め
て
詳
細
に
定
め
て
い
る
。
収
受
発
送

は
、
受
付
簿
、
逓
付
録
、
往
復
番
号
帳
、
郵
便
差
立
帳
、
事
件
表
留
を
も
っ
て

管
理
さ
れ
た
。
ま
た
、
人
民
か
ら
の
文
書
受
付
は
「
務
メ
テ
懇
意
ヲ
旨
ト
シ
被

治
者
ヲ
シ
テ
壅
塞
ノ
憾
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
あ
る
。「
往
復
番
号

用
方
心
得
」
で
は
、
往
復
文
書
を
宛
先
に
よ
り
四
種
に
区
分
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
河
辺
郡
役
所
の
場
合
は
、
編
纂
保
存
に
関
す
る
規
定
を
全

く
欠
い
て
い
る
。
南
秋
田
郡
役
所
よ
り
も
、
文
書
管
理
に
対
す
る
認
識
が
文
書

処
理
に
偏
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
明
治
十
六
年
四
月
時
点
で
、
管
内
郡
役
所

の
文
書
管
理
認
識
に
は
、
二
極
化
の
兆
候
が
表
れ
て
い
た
。
編
纂
保
存
を
重
視

し
た
仙
北
・
北
秋
田
郡
役
所
と
、
文
書
処
理
に
偏
重
し
た
由
利
・
南
秋
田
・
河



辺
郡
役
所
で
あ
る
。

さ
て
、
本
庁
で
は
庶
第
四
四
一
号
照
会
の
後
、
管
内
郡
役
所
の
処
務
細
則
の

画
一
化
に
向
け
て
具
体
的
に
動
き
出
し
て
い
る
。「
秋
田
県
郡
役
所
事
務
章
程
」

を
制
定
し
、
各
郡
役
所
で
処
務
細
則
を
作
成
す
る
際
の
準
則
と
し
た
。

「
秋
田
県
郡
役
所
事
務
章
程
」
の
制
定
年
月
日
を
、
前
稿
①
と
②
で
は
、

「
秋
田
県
沿
革
史
稿
」
に
基
づ
き
明
治
十
六
年
七
月
三
十
一
日
と
し
た
。
今
回
、

十
六
年
の
「
郡
村
之
部
」
の
簿
冊■

か
ら
、「
秋
田
県
郡
役
所
事
務
章
程
」
制
定

時
の
起
案
文
書
を
発
見
で
き
た
。
ま
ず
文
書
に
は
、
制
定
事
情
が
左
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
あ
る
。

郡
区
改
正
ノ
際
郡
役
所
職
務
心
得
別
紙
参
考
書
ノ
通
整
理
科
ヨ
リ
通
達
相
成

リ
候
迄
ニ
テ
未
タ
事
務
章
程
等
御
編
制
相
成
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
取
扱
方
区
々
相

成
リ
候
間
今
般
左
ノ
通
御
通
達
相
成
度
尤
処
務
規
程
ノ
義
ハ
不
日
取
調
相
伺

可
申
候
也

十
二
年
の
「
郡
役
所
職
務
心
得
」
通
達
後
、
本
庁
で
事
務
章
程
を
制
定
し
な
か

っ
た
た
め
、
各
郡
役
所
の
規
定
が
不
統
一
だ
っ
た
と
い
う
。「
秋
田
県
郡
役
所

事
務
章
程
」
の
布
達
後
、
各
郡
役
所
か
ら
早
急
に
処
務
細
則
を
提
出
さ
せ
る
予

定
だ
っ
た
。
庶
務
課
長
は
、
六
月
一
日
付
け
で
各
郡
長
に
左
を
照
会
し
た
。

今
般
丙
第
二
百
三
十
一
号
ヲ
以
郡
役
所
事
務
章
程
御
達
相
成
候
処
其
実
施
ノ

日
限
ハ
別
ニ
御
通
知
可
申
ニ
付
当
分
ノ
間
従
前
之
通
御
取
扱
相
成
候
様
命
ニ

ヨ
リ
此
旨
及
御
照
会
候
也

照
会
文
か
ら
、「
秋
田
県
郡
役
所
事
務
章
程
」
は
六
月
一
日
丙
第
二
三
一
号
で

布
達
さ
れ
た
と
判
明
す
る
。「
秋
田
県
沿
革
史
稿
」
に
記
録
さ
れ
た
七
月
三
十

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

三
〇

一
日
は
、
実
施
日
限
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

前
稿
①
と
②
で
は
、「
秋
田
県
郡
役
所
事
務
章
程
」
の
条
文
内
容
を
不
明
と

述
べ
た
。
明
治
十
六
年
「
丙
号
達
留
」
が
現
存
し
な
い
た
め
だ
っ
た
。
し
か
し
、

今
回
、
十
六
年
の
「
郡
村
之
部
」
の
簿
冊■

か
ら
全
文
が
発
見
さ
れ
た
。
第
一
章

総
則
と
第
二
章
分
任
か
ら
成
る
。
郡
役
所
の
職
務
分
課
は
、
四
部
制
に
改
編
さ

れ
た
。
第
二
章
分
任
よ
り
、
前
稿
①
で
推
定
し
た
各
部
の
分
掌
を
訂
正
し
た
い
。

第
一
部
が
庶
務
と
兵
事
、
第
二
部
が
勧
業
と
土
木
、
第
三
部
が
教
育
と
衛
生
、

第
四
部
が
会
計
と
租
税
を
分
掌
し
た
。
第
一
部
の
分
掌
に
は
「
公
文
ノ
浄
書
往

復
等
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。

さ
て
、「
秋
田
県
郡
役
所
事
務
章
程
」
に
対
し
、
明
治
十
六
年
七
月
十
六
日

に
「
南
秋
田
郡
役
所
処
務
規
程
」
の
実
施
伺
が
提
出
さ
れ
た■

。
事
務
章
程
第
二

章
に
基
づ
き
、
各
部
の
分
掌
事
項
を
具
体
的
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
部

の
分
掌
中
、「
諸
上
申
下
達
ノ
事
」「
諸
官
衙
往
復
ノ
事
」「
布
告
布
達
願
ヲ
配

布
ス
ル
事
」「
庁
中
備
書
籍
ヲ
管
理
及
諸
簿
冊
ヲ
保
護
ス
ル
事
」
が
文
書
管
理

に
関
わ
る
。
七
月
十
七
日
に
雄
勝
郡
長
、
八
月
二
日
に
は
仙
北
郡
長
が
、「
南

秋
田
郡
役
所
処
務
規
程
」
を
参
考
資
料
に
す
べ
く
庶
務
課
長
に
回
送
を
照
会
し

て
い
る■

。
庶
務
課
長
は
、
左
の
文
書
を
付
け
て
、
七
月
三
十
一
日
に
南
秋
田
を

除
く
各
郡
長
へ
「
南
秋
田
郡
役
所
処
務
規
程
」
を
回
送
し
た■

。

郡
役
所
処
務
規
程
ノ
義
ニ
付
客
月
廿
六
日
及
御
通
達
候
次
第
モ
之
有
候
処
今

般
別
紙
写
之
通
リ
南
秋
田
郡
役
所
処
務
規
程
伺
済
ニ
付
御
参
考
之
為
メ
御
回

送
候
条
至
急
御
取
調
御
上
申
相
成
度
経
伺
ノ
上
此
段
申
達
候
也

庶
務
課
で
は
、
六
月
二
十
六
日
に
郡
役
所
処
務
細
則
の
作
成
に
つ
き
、
各
郡
長

(
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秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

三
一

に
一
度
照
会
し
て
い
た■

。
し
か
し
作
成
が
進
ま
ず
、
南
秋
田
郡
役
所
を
モ
デ
ル

に
示
し
て
督
促
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
応
し
、
南
秋
田
以
外
の
全
て
の
郡
役
所
が
、
八
月
中
に
処
務
細
則

を
作
成
し
提
出
し
た■

。
皆
、「
南
秋
田
郡
役
所
処
務
規
程
」
と
ほ
ぼ
同
一
の
条

文
で
あ
る
。
庶
務
課
は
、
明
治
十
六
年
中
に
、
管
内
郡
役
所
の
処
務
細
則
を
画

一
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
文
書
管
理
制
度
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
不
統
一
な
状

態
が
続
い
て
い
た
。
明
治
十
六
年
四
月
の
庶
第
四
四
一
号
照
会
か
ら
後
、
本
庁

は
郡
役
所
の
文
書
管
理
に
対
し
何
ら
指
示
を
出
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
各

郡
役
所
で
は
、
石
田
県
政
期
以
来
の
文
書
管
理
方
法
が
そ
れ
ぞ
れ
継
続
し
て
い

た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
明
治
十
六
年
に
お
け
る
管
内
郡
役
所
の
文
書
管
理
に
関
わ
る
動

向
を
見
て
み
よ
う
。
山
本
郡
役
所
で
は
、
十
六
年
中
に
文
書
編
纂
と
保
存
年
限

に
関
す
る
規
則
を
定
め
た■

。
同
年
四
月
の
庶
第
四
四
一
号
照
会
が
契
機
と
も
考

え
ら
れ
る
。
条
文
は
現
存
し
な
い
が
、
十
六
年
時
点
で
保
存
年
限
制
を
導
入
し

た
と
す
れ
ば
、
管
内
で
最
も
先
進
的
な
編
纂
保
存
規
則
だ
っ
た
筈
で
あ
る
。
た

だ
し
、
類
別
部
目
制
の
導
入
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
編
纂
保
存
規
則

に
基
づ
き
、
十
六
年
を
中
心
に
両
三
年
分
の
公
文
書
が
簿
冊
編
纂
さ
れ
た
。
高

田
眞
一
郡
長
に
よ
る
文
書
管
理
改
革
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る■

。

一
方
、
鹿
角
郡
役
所
で
は
、
十
月
六
日
に
土
蔵
新
築
の
た
め
左
の
請
願
を
提

出
し
た
。

当
郡
役
所
備
書
類
其
他
郡
内
地
券
台
帳
及
諸
印
紙
鑑
札
類
中
是
迄
所
内
縁
側

江
差
置
候
処
追
々
書
類
等
相
嵩
目
下
置
場
ニ
差
支
候
ニ
付
右
書
類
保
存
之
為

土
蔵
新
築
移
置
致
度
且
所
内
狭
溢
ニ
シ
テ
執
務
上
ニ
も
差
支
相
生
加
之
人
家

稠
密
之
場
所
ニ
テ
火
難
等
ニ
際
シ
防
禦
ノ
手
当
も
無
之
何
分
差
支
候
条
別
紙

目
論
見
書
之
通
リ
至
急
新
築
御
許
可
之
上
諸
費
用
金
別
途
御
下
渡
相
成
度
尤

目
論
見
帳
ニ
対
シ
入
札
相
済
候
得
共
実
費
金
額
取
調
上
申
可
及
此
段
請
願
候

也
開
庁
以
来
の
文
書
管
理
の
実
態
を
記
し
た
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
鹿
角
郡
役
所

で
は
書
庫
を
設
け
ず
、
公
文
書
を
縁
側
や
お
そ
ら
く
事
務
室
内
に
も
山
積
み
し

て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
た
め
、
書
庫
と
し
て
土
蔵
を
新
築
し
、
同
時
に
火
災
対

策
も
行
な
っ
た
。
し
か
し
、
土
蔵
新
築
後
に
公
文
書
の
整
理
を
行
な
っ
た
か
は

不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
郡
役
所
で
は
一
般
公
文
書
の
他
、
地
券
台
帳
や
諸
印
紙

鑑
札
類
の
保
存
数
が
多
か
っ
た
こ
と
も
分
か
る
。

さ
て
、
明
治
十
七
年
十
月
二
十
七
日
、「
秋
田
県
郡
役
所
事
務
章
程
」
が
改

正
さ
れ
た■

。
職
務
分
課
は
四
部
制
か
ら
五
部
制
に
再
編
さ
れ
た
。
第
一
部
が
租

税
、
第
二
部
が
庶
務
と
兵
事
、
第
三
部
が
勧
業
と
土
木
、
第
四
部
が
教
育
と
衛

生
、
第
五
部
が
会
計
を
分
掌
し
た
。
こ
れ
に
対
応
し
、
管
内
郡
役
所
の
処
務
細

則
も
改
正
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
現
在
、
鹿
角
・
河
辺
・
雄
勝
の
三
郡
役
所

に
つ
き
改
正
分
が
現
存
す
る■

。
庶
務
課
庶
務
掛
で
は
、
河
辺
郡
役
所
の
提
出
し

た
処
務
細
則
を
南
秋
田
郡
役
所
の
も
の
と
対
照
し
修
正
を
加
え
た
。
再
び
南
秋

田
郡
役
所
を
モ
デ
ル
に
、管
内
郡
役
所
の
処
務
細
則
の
画
一
化
が
行
な
わ
れ
た
。

文
書
管
理
は
第
二
部
の
分
掌
に
な
っ
た
が
、
鹿
角
・
河
辺
・
雄
勝
郡
役
所
の
処

務
細
則
の
関
係
分
掌
事
項
は
、
十
六
年
「
南
秋
田
郡
役
所
処
務
規
程
」
と
殆
ど
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同
じ
で
あ
る
。

そ
の
後
、
赤
川
県
政
末
期
に
お
け
る
文
書
管
理
状
況
は
、
明
治
十
九
年
「
秋

田
県
郡
役
所
戸
長
役
場
巡
回
誌
」
郡
役
所
之
部
か
ら
窺
い
知
れ
る
。
報
告
書
中
、

「
帳
簿
調
ノ
事
」
の
件
に
、
河
辺
・
由
利
・
仙
北
・
平
鹿
・
雄
勝
の
五
郡
役
所

の
提
出
し
た
保
存
簿
冊
目
録
が
綴
じ
ら
れ
て
あ
る
。

仙
北
郡
役
所
の
保
存
簿
冊
目
録
は
、各
部
の
類
別
部
目
と
簿
名
調
か
ら
成
る
。

類
別
部
目
は
、
左
の
よ
う
に
整
然
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。

第
一
部
　
国
税
、
地
方
税
定
例
、
地
方
税
決
議
、
町
村
費
、
地
券
、
土
地
台

帳

第
二
部
　
郡
村
吏
以
下
進
退
、
戸
籍
、
兵
事
、
会
議
、
雑

第
三
部
　
土
木
、
勧
業

第
四
部
　
教
育
事
務
、
試
験
、
衛
生
、
売
薬
、
伝
染
病

第
五
部
　
出
納
事
務

類
別
部
目
は
、
第
二
部
で
一
括
し
て
設
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
簿
名
調
に

は
、「
現
金
受
払
簿
」「
十
九
年
度
日
記
簿
」
な
ど
、
郡
役
所
内
で
作
成
さ
れ
た

帳
簿
名
を
列
挙
し
て
あ
る
。
仙
北
郡
役
所
で
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
明
治

十
三
年
頃
に
一
般
公
文
書
の
類
別
編
纂
を
始
め
て
い
た
。
早
く
か
ら
庶
務
掛
纂

修
主
任
に
簿
冊
編
纂
を
集
中
さ
せ
て
い
た
た
め
、
類
別
部
目
制
が
整
備
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

河
辺
・
平
鹿
・
雄
勝
郡
役
所
の
保
存
簿
冊
目
録
は
、
同
一
役
所
内
の
各
部
に

よ
っ
て
類
別
部
目
の
導
入
に
大
き
な
差
異
を
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
平
鹿
郡
役

所
の
場
合
、
第
五
部
で
「
郡
役
所
経
費
之
部
」「
各
役
場
経
費
之
部
」
ほ
か
部

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

三
二

目
が
多
数
列
挙
さ
れ
る
も
の
の
、
他
の
部
で
は
ま
ば
ら
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。

仙
北
郡
役
所
と
異
な
り
、
簿
冊
編
纂
を
各
部
に
任
せ
て
い
た
結
果
だ
ろ
う
。
ま

た
、
由
利
郡
役
所
の
保
存
簿
冊
目
録
で
は
、
類
別
部
目
の
導
入
が
全
く
見
ら
れ

な
い
。

し
か
し
、
赤
川
県
政
末
期
に
は
、
類
別
部
目
制
が
各
郡
役
所
に
よ
り
程
度
の

差
こ
そ
あ
れ
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
十
九
年
の
巡
回
報
告
書
を
見
る
限
り
、

仙
北
郡
役
所
で
最
も
良
く
整
備
さ
れ
、
他
の
郡
役
所
で
は
萌
芽
の
段
階
に
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。
報
告
書
に
無
い
鹿
角
・
山
本
・
北
秋
田
・
南
秋
田
の
四
郡
役

所
も
、
同
様
の
傾
向
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

さ
て
、
報
告
書
中
「
文
書
取
扱
規
程
」
の
件
に
は
、
明
治
十
九
年
に
河
辺
お

よ
び
平
鹿
郡
役
所
で
現
行
し
た
文
書
管
理
規
定
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

河
辺
郡
役
所
の
も
の
は
、「
各
部
事
務
取
扱
心
得
」
と
「
受
附
員
心
得
」
で

あ
る
。
前
掲
の
明
治
十
六
年
「
各
掛
事
務
取
扱
心
得
」
と
「
受
付
主
務
取
扱
順

序
」
の
改
正
で
あ
り
、
編
纂
保
存
規
定
の
欠
如
も
受
け
継
い
で
い
た
。
し
か
し
、

一
緒
に
収
録
さ
れ
た
「
郡
役
所
宿
直
規
則
」
は
、
火
災
時
の
公
文
書
避
難
に
つ

い
て
手
順
を
定
め
て
お
り
特
筆
さ
れ
る
。

平
鹿
郡
役
所
の
も
の
は
「
文
書
取
扱
規
程
」
で
あ
る
。
文
書
収
受
、
文
書
弁

理
、
文
書
発
送
、
文
書
編
纂
の
全
四
章
三
七
条
に
書
式
一
二
号
が
付
く
。
明
治

十
六
年
八
月
に
提
出
し
た
「
各
掛
事
務
章
程
」
は
、
文
書
管
理
に
関
す
る
条
文

を
含
ん
で
い
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
「
文
書
取
扱
規
程
」
は
、
平
鹿
郡
役
所
と
し

て
は
最
初
の
本
格
的
な
文
書
管
理
規
定
だ
っ
た
と
言
え
る
。
文
書
処
理
に
つ
き

非
常
に
詳
細
に
定
め
た
他
、
編
纂
保
存
の
た
め
に
一
章
を
割
い
て
い
る
。
平
鹿



秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

三
三

郡
役
所
で
は
、
十
六
年
以
後
に
文
書
管
理
改
革
が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
推
定
さ

れ
る
。
十
七
年
三
月
の
泉
田
政
成
郡
長
着
任
後
の
可
能
性
が
高
い■

。

で
は
、
文
書
編
纂
の
章
を
見
て
み
よ
う
。
重
要
公
文
書
は
第
二
部
で
集
中
し

て
類
別
編
纂
さ
れ
、
簿
冊
の
巻
頭
に
件
名
目
次
を
付
さ
れ
る
。
対
象
は
、
本
県

達
・
訓
示
・
告
示
・
指
令
等
と
郡
役
所
の
達
・
訓
示
・
告
示
等
で
あ
る
。
集
中

管
理
の
対
象
は
、石
田
県
政
期
の
仙
北
や
北
秋
田
郡
役
所
の
場
合
よ
り
も
広
い
。

一
般
公
文
書
は
、
主
務
部
で
年
月
順
に
簿
冊
編
纂
さ
れ
巻
頭
に
件
名
目
次
を
付

さ
れ
た
。
し
か
し
、
類
別
編
纂
に
関
し
て
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
各
部
に
簿

冊
編
纂
を
任
せ
た
た
め
、
前
述
の
よ
う
に
類
別
部
目
の
導
入
に
差
が
生
じ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
赤
川
県
政
期
を
総
括
し
て
み
た
い
。
赤
川
県
政
期
に
は
、
石
田
県

政
期
に
各
郡
役
所
で
ま
ち
ま
ち
だ
っ
た
処
務
細
則
が
、
本
庁
の
強
い
指
導
に
よ

り
画
一
化
さ
れ
た
。
そ
の
反
面
、
文
書
管
理
制
度
に
関
し
て
は
指
導
が
無
く
、

石
田
県
政
期
以
来
生
じ
て
い
た
各
郡
役
所
間
の
較
差
を
解
消
で
き
な
か
っ
た
。

赤
川
県
政
期
は
、
本
庁
や
警
察
お
よ
び
監
獄
に
お
い
て
も
、
文
書
管
理
制
度
に

積
極
性
を
見
出
せ
な
い■

。
し
か
し
な
が
ら
、
石
田
県
政
期
と
比
較
す
れ
ば
、
近

代
的
な
文
書
管
理
制
度
の
萌
芽
が
管
内
郡
役
所
に
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
る
。
記

録
の
集
中
管
理
、
類
別
部
目
制
、
さ
ら
に
は
保
存
年
限
制
を
導
入
し
た
ら
し
い

郡
役
所
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
各
郡
役
所
で
内
容
に
差
異
が
目
立
ち
、
郡
役
所

が
独
自
に
形
成
し
た
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
に
は
、
や
は
り
限
界
が
あ
っ
た

と
言
え
る
。

３
　
青
山
貞
県
政
期
の
文
書
管
理

青
山
貞
県
令
（
後
、
県
令
）
は
、
明
治
十
九
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
二

年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で
在
任
し
た■

。
十
九
年
四
月
六
日
、
県
の
布
達
・
告
示

ほ
か
諸
達
の
記
号
と
結
文
例
が
厳
密
に
区
分
さ
れ
た■

。
そ
し
て
、
令
官
房
で
文

書
管
理
の
実
務
を
行
な
う
基
準
と
し
て
、
四
月
十
五
日
に
「
文
書
取
扱
規
程■

」、

六
月
一
日
に
「
令
官
房
往
復
部
文
書
編
纂
細
則■

」
が
制
定
さ
れ
た
。

郡
役
所
の
文
書
管
理
に
関
し
て
は
、
五
月
十
日
に
甲
第
三
六
号
が
布
達
さ
れ

た■

。
郡
内
か
ら
県
庁
に
提
出
す
る
文
書
は
、
戸
長
の
奥
印
を
受
け
た
上
で
、
全

て
所
轄
郡
役
所
を
経
由
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
前
は
、
戸
長
、
町
村
立
学
校

職
員
、
学
務
委
員
、
衛
生
委
員
等
の
職
務
上
に
関
わ
る
諸
申
牒
の
み
を
郡
役
所

経
由
に
さ
せ
て
い
た
。
庶
務
課
庶
務
掛
で
は
、
郡
役
所
の
事
務
が
繁
忙
に
な
る

こ
と
を
予
測
し
た
上
で
、
甲
第
三
六
号
の
布
達
を
起
案
し
て
い
る■

。

そ
の
後
、
十
月
二
十
一
日
に
「
秋
田
県
郡
役
所
処
務
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た■

。

「
秋
田
県
郡
役
所
事
務
章
程
」
に
替
わ
る
準
則
で
あ
る
。
分
課
、
通
規
、
文
書

収
受
、
文
書
弁
理
、
文
書
送
達
、
文
書
編
纂
か
ら
成
る
。
文
書
管
理
を
重
視
し
、

全
六
章
の
う
ち
四
章
を
割
い
て
い
る
。
九
月
八
日
制
定
「
秋
田
県
処
務
細
則■

」

の
章
編
成
が
モ
デ
ル
で
あ
る
。
文
書
編
纂
の
章
で
は
、
公
文
書
原
本
に
よ
る
記

録
保
存
を
前
提
に
、
類
別
編
纂
に
関
し
規
定
し
た
。
本
庁
が
管
内
郡
役
所
に
対

し
、近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
の
導
入
を
初
め
て
指
示
し
た
点
で
重
視
さ
れ
る
。

し
か
し
、
記
録
の
集
中
管
理
に
つ
い
て
は
、
重
要
公
文
書
の
み
第
一
課
で
編
纂

保
存
し
、
一
般
公
文
書
を
各
課
に
任
せ
る
方
式
だ
っ
た
。
ま
た
、
保
存
年
限
に

関
す
る
条
文
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
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そ
れ
で
は
、
各
郡
役
所
の
「
秋
田
県
郡
役
所
処
務
規
程
」
へ
の
対
応
を
見
て

み
よ
う
。
明
治
二
十
年
一
月
二
十
四
日
、
平
鹿
郡
長
が
処
務
細
則
を
提
出
し
た■

。

章
編
成
は
、
通
則
、
分
課
、
文
書
収
受
及
送
達
、
非
常
心
得
、
宿
直
心
得
の
全

五
章
で
あ
り
、
準
則
と
は
か
な
り
異
な
る
。
準
則
の
文
書
収
受
、
文
書
弁
理
、

文
書
送
達
は
一
章
に
簡
略
化
さ
れ
、
文
書
編
纂
は
全
く
省
略
さ
れ
た
。
十
九
年

巡
回
監
察
時
の
「
文
書
取
扱
規
程
」
が
二
十
年
に
も
現
行
し
て
い
た
た
め
、
処

務
細
則
で
文
書
管
理
関
係
の
章
を
簡
略
化
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
本
庁
の

第
一
部
庶
務
課
で
は
、
若
干
の
修
正
箇
所
を
照
会
し
た
程
度
で
、
平
鹿
郡
役
所

の
処
務
細
則
を
認
可
し
た
。

平
鹿
以
外
の
各
郡
役
所
に
つ
い
て
は
、
処
務
細
則
の
提
出
が
記
録
に
残
っ
て

い
な
い
。
し
か
し
、
明
治
十
九
年
か
ら
二
十
年
頃
に
、
そ
れ
ぞ
れ
処
務
細
則
を

作
成
し
提
出
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
準
則
を
元
に
処
務
細
則
を
作
成
し
た

郡
役
所
で
は
、
文
書
編
纂
の
章
で
類
別
編
纂
に
つ
き
規
定
し
た
筈
で
あ
る
。

そ
し
て
、
明
治
二
十
年
六
月
二
十
八
日
、「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
が
本

庁
の
編
纂
保
存
規
則
と
し
て
制
定
さ
れ
た■

。
十
九
年
「
内
務
省
文
書
保
存
規
則

并
細
則
」
を
モ
デ
ル
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
類
別
部
目
と
保
存
年
限
が
従
来
の

「
令
官
房
往
復
部
文
書
編
纂
細
則
」
よ
り
も
遥
か
に
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

類
別
部
目
は
、「
内
務
省
文
書
保
存
規
則
」
に
倣
い
、
表
形
式
の
「
公
文
類
別

部
目
」
で
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
保
存
年
限
は
、
永
久
・
五
年
・
三
年
・
一
年
の

四
段
階
に
設
定
さ
れ
た
。

本
庁
の
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
は
、
各
郡
役
所
の
文
書
管
理
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
与
え
た
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
明
治
二
十
二
年
一
月
三
十
一
日
、

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

三
四

由
利
郡
長
が
制
定
伺
を
出
し
た
「
由
利
郡
各
町
村
戸
長
役
場
文
書
保
存
及
編
纂

規
程
」
に
注
目
し
た
い■

。
右
の
条
文
は
、
本
庁
の
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」

を
元
に
作
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
内
務
省
文
書
保
存
規
則
并
細
則
」

の
系
譜
に
あ
た
る
。
一
例
と
し
て
、
保
存
期
間
満
了
後
の
文
書
処
理
に
関
す
る

条
文
を
対
比
し
て
み
よ
う
。

「
内
務
省
文
書
保
存
規
則
」
第
一
〇
条

保
存
期
限
ヲ
畢
リ
又
ハ
直
チ
ニ
廃
棄
ス
ヘ
キ
文
書
ハ
記
録
課
長
之
ヲ
検
シ
其

書
中
印
章
等
他
ニ
移
用
ス
ヘ
キ
ノ
虞
ア
ル
モ
ノ
ハ
塗
抹
或
ハ
裁
断
シ
テ
之
ヲ

会
計
局
ニ
交
付
ス
ヘ
シ

秋
田
県
庁
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
第
一
一
条

保
存
期
限
ヲ
畢
リ
又
ハ
直
チ
ニ
廃
棄
ス
ヘ
キ
文
書
ハ
文
書
課
長
之
ヲ
検
シ
其

書
中
印
章
等
他
ニ
移
用
ス
ヘ
キ
ノ
虞
ア
ル
モ
ノ
ハ
塗
抹
或
ハ
裁
断
シ
テ
之
ヲ

会
計
課
ニ
交
付
ス
ヘ
シ

「
由
利
郡
各
町
村
戸
長
役
場
文
書
保
存
及
編
纂
規
程
」

保
存
期
限
ヲ
畢
リ
又
ハ
直
チ
ニ
廃
棄
ス
ヘ
キ
文
書
ハ
戸
長
之
ヲ
検
シ
其
文
書

中
印
章
等
他
ニ
移
用
ス
ヘ
キ
ノ
虞
ア
ル
モ
ノ
ハ
塗
抹
或
ハ
裁
断
ス
ヘ
シ

ま
た
、「
由
利
郡
各
町
村
戸
長
役
場
文
書
保
存
及
編
纂
規
程
」
で
は
、
保
存
年

限
を
永
久
・
五
年
・
一
年
の
三
段
階
に
設
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
一
二
条

に
は
「
公
文
類
別
部
目
」
と
し
て
一
八
部
目
を
列
記
し
て
い
る
。

第
一
部
庶
務
課
で
由
利
郡
長
の
伺
を
認
可
し
た
起
案
文
書
に
は
、
左
の
よ
う

に
記
し
て
あ
る
。

由
利
郡
各
町
村
戸
長
役
場
文
書
保
存
及
編
纂
規
程
制
定
ノ
義
別
紙
之
通
郡
長

(
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秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

三
五

ヨ
リ
伺
出
候
右
ハ
新
制
度
発
表
ニ
際
シ
戸
長
事
務
受
渡
シ
等
ニ
付
予
メ
整
理

ノ
方
便
タ
ル
ハ
勿
論
将
来
ト
雖
ト
モ
此
規
程
ハ
必
要
ナ
ル
モ
ノ
ト
相
認
候
ニ

付
御
認
可
相
成
御
着
手
相
伺
候
也

但
本
規
程
ハ
新
制
度
施
行
后
ハ
町
役
場
之
規
程
ト
シ
テ
施
行
ス
ヘ
キ
筋
ノ

モ
ノ
ト
相
考
候

「
由
利
郡
各
町
村
戸
長
役
場
文
書
保
存
及
編
纂
規
程
」
は
、
二
十
二
年
四
月
一

日
「
町
村
制
」
施
行
時
の
戸
長
役
場
文
書
引
継
ぎ
を
目
的
に
制
定
さ
れ
た
。
ま

た
、
町
村
役
場
開
庁
後
の
文
書
管
理
を
目
的
と
し
た
。

さ
て
、
右
規
程
の
存
在
は
、
明
治
二
十
二
年
一
月
以
前
、
由
利
郡
役
所
で
本

庁
を
モ
デ
ル
に
編
纂
保
存
規
則
を
既
に
制
定
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
本

庁
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
制
定
後
、
す
な
わ
ち
二
十
年
六
月
か
ら
二
十
二

年
一
月
ま
で
の
間
に
制
定
し
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
時
期
、
本
庁
で
は
管
内

郡
役
所
に
対
し
、
未
だ
編
纂
保
存
規
則
の
制
定
を
指
示
し
て
い
な
い
。
由
利
郡

役
所
独
自
の
判
断
で
、
本
庁
に
倣
い
編
纂
保
存
を
作
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
由
利
郡
役
所
に
は
、
内
務
省
系
譜
の
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
が
、
管
内

で
先
駆
け
て
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
由
利
郡
各
町
村
戸
長
役
場

文
書
保
存
及
編
纂
規
程
」
は
、
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
が
、
内
務
省
か
ら
府

県
庁
を
経
て
、
郡
役
所
か
ら
戸
長
役
場
へ
伝
播
し
た
過
程
を
示
す
史
料
で
も
あ

る
。そ

の
後
、
明
治
二
十
二
年
四
月
二
十
六
日
に
「
秋
田
県
郡
役
所
処
務
準
則
」

が
制
定
さ
れ
た■

。
分
課
組
織
、
各
部
分
掌
、
文
書
収
受
、
文
書
弁
理
、
文
書
編

纂
、
職
員
心
得
の
全
七
章
で
あ
る
。
文
書
編
纂
の
章
に
は
、
新
た
に
保
存
年
限

に
関
す
る
条
文
が
加
え
ら
れ
た
。
郡
役
所
文
書
は
永
年
と
有
期
限
に
保
存
年
限

を
分
け
ら
れ
、
永
年
保
存
文
書
の
み
を
類
別
編
纂
の
対
象
に
し
た
。
有
期
限
の

保
存
年
限
は
具
体
的
に
示
さ
ず
、
各
郡
役
所
に
設
定
を
任
せ
て
い
る
。
た
だ
し
、

記
録
の
集
中
管
理
は
依
然
と
し
て
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
。

準
則
の
制
定
に
対
応
し
、
各
郡
役
所
で
は
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
処
務
細

則
制
定
の
認
可
伺
を
提
出
し
た■

。
い
ず
れ
も
準
則
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
も
の
で
、

文
書
編
纂
の
章
も
コ
ピ
ー
さ
れ
た
。
準
則
の
第
四
六
条
で
は
、
処
務
細
則
と
は

別
に
「
文
書
編
纂
保
存
期
限
及
編
纂
ノ
類
別
」
を
定
め
る
こ
と
を
指
示
し
た
。

し
か
し
、
多
く
の
郡
役
所
で
編
纂
保
存
規
則
の
制
定
が
遅
れ
て
い
た
ら
し
い
。

そ
の
た
め
、
十
一
月
十
五
日
に
訓
令
甲
第
二
五
五
号
で
「
郡
役
所
文
書
編
纂

及
保
存
規
則
規
程
方
」
が
布
達
さ
れ
た■

。
各
郡
役
所
に
対
し
て
、
①
速
や
か
に

編
纂
保
存
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
、
②
従
来
の
文
書
を
悉
皆
整
理
す
る
期
限
を

定
め
十
一
月
二
十
五
日
ま
で
届
出
す
る
こ
と
、
③
悉
皆
整
理
の
完
了
後
に
報
告

す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。

前
稿
②
で
は
、
訓
令
甲
第
二
五
五
号
に
対
す
る
郡
長
の
上
申
書■

か
ら
、
各
郡

役
所
の
文
書
管
理
状
況
を
分
析
し
た
。
本
稿
で
は
、
第
１
節
と
第
２
節
で
新
史

料
か
ら
明
ら
か
に
し
た
石
田
・
赤
川
県
政
期
の
状
況
を
ふ
ま
え
、
各
郡
長
の
上

申
書
を
再
検
討
し
て
み
る
。

ま
ず
、
山
本
郡
長
の
上
申
書
に
は
、
明
治
十
六
年
中
に
文
書
編
纂
と
保
存
年

限
に
つ
い
て
規
則
を
定
め
、
両
三
年
分
の
文
書
編
纂
を
行
な
っ
た
と
記
し
て
い

る
。
そ
の
後
に
「
小
官
奉
職
以
来
之
レ
ニ
注
意
ス
ル
モ
当
用
事
務
ノ
繁
忙
ヨ
リ

着
手
ニ
至
兼
」
と
続
く
。
郡
長
成
田
直
衛
は
、
十
九
年
九
月
に
着
任
し
た
。
そ
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の
四
か
月
前
、
五
月
十
日
に
甲
第
三
六
号
で
、
郡
内
か
ら
県
庁
に
提
出
す
る
文

書
は
全
て
所
轄
郡
役
所
を
経
由
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
甲
第
三
六
号
に
よ
る
文

書
処
理
量
の
膨
大
化
が
、
山
本
郡
役
所
の
編
纂
保
存
体
制
を
破
綻
さ
せ
た
と
も

推
測
さ
れ
る
。

北
秋
田
郡
長
の
上
申
書
に
は
、「
当
役
所
ニ
於
テ
編
纂
及
保
存
規
則
ヲ
設
ケ

タ
ル
ハ
客
歳
十
一
月
ニ
ア
リ
其
前
数
年
ニ
カ
ゝ
ル
事
務
簿
ハ
要
不
要
ヲ
問
ハ
ス

年
度
ニ
ヨ
リ
一
切
ノ
文
書
ヲ
編
綴
シ
置
キ
タ
ル
ニ
過
キ
サ
レ
ハ
」
と
あ
る
。
北

秋
田
郡
役
所
で
は
、
明
治
二
十
一
年
十
一
月
に
編
纂
保
存
規
則
を
制
定
し
、
保

存
年
限
制
も
導
入
し
て
い
た
。
時
期
的
に
見
て
、
本
庁
の
「
文
書
編
纂
及
保
存

規
則
」
を
モ
デ
ル
に
し
た
可
能
性
も
高
い
。
石
田
県
政
期
に
制
定
さ
れ
た
「
北

秋
田
郡
役
所
事
務
取
扱
順
序
」
は
、
編
纂
保
存
規
定
を
含
む
も
の
の
、
保
存
年

限
制
を
導
入
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
開
庁
以
来
の
公
文
書
が
選
別
廃

棄
な
く
全
て
保
存
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
ま
た
、
悉
皆
整
理
の
困
難
な
理
由
に

つ
い
て
は
「
一
〃
書
類
ヲ
検
シ
テ
其
存
否
ヲ
分
類
ス
ル
如
キ
ハ
一
朝
夕
ノ
能
ク

弁
シ
得
ヘ
キ
コ
ト
ニ
ア
ラ
ス
」
と
記
し
て
い
る
。
簿
冊
の
保
存
管
理
を
各
課
に

分
散
さ
せ
て
い
た
結
果
だ
ろ
う
か
。

南
秋
田
郡
長
の
上
申
書
に
は
、「
本
庁
従
来
ヨ
リ
編
纂
ナ
ラ
サ
ル
書
類
多
ク

之
カ
調
査
未
タ
終
了
ニ
及
兼
」
と
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
南
秋
田
郡
役
所

で
は
、
開
庁
以
来
、
明
治
十
六
年
四
月
に
至
る
ま
で
文
書
取
扱
規
則
を
制
定
し

て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
十
六
年
四
月
に
仮
作
成
し
た
「
郡
役
所
職
務
仮
規
則
」

は
、
文
書
処
理
に
偏
重
し
編
纂
保
存
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
た
。
未
編
綴

簿
冊
の
堆
積
は
、
明
治
二
十
二
年
以
前
、
南
秋
田
郡
役
所
で
の
編
纂
保
存
が
進

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

三
六

ん
で
い
な
か
っ
た
結
果
と
言
え
よ
う
。
南
秋
田
郡
役
所
で
は
、
訓
令
甲
第
二
五

五
号
を
契
機
と
し
て
、
文
書
管
理
改
革
に
着
手
し
た
ら
し
い
。
黒
川
春
造
郡
長

の
も
と
、
訓
令
甲
第
二
五
五
号
に
対
し
緻
密
な
悉
皆
整
理
計
画
を
立
て
て
上
申

し
て
い
る
。
悉
皆
整
理
は
「
本
郡
編
輯
規
則
ニ
拠
リ
」
行
な
わ
れ
た
。
南
秋
田

郡
役
所
で
は
、
二
十
二
年
中
に
編
纂
保
存
規
則
を
制
定
し
た
こ
と
に
な
る
。
本

庁
の
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
を
モ
デ
ル
に
し
た
可
能
性
も
高
い
。

由
利
郡
長
の
上
申
書
に
は
、「
右
開
庁
以
来
書
籍
ニ
於
ル
頗
ル
夥
多
ニ
シ
テ

迅
速
ノ
調
理
難
相
成
」
と
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
由
利
郡
役
所
で
は
明
治

二
十
二
年
一
月
以
前
に
、
本
庁
を
モ
デ
ル
に
編
纂
保
存
規
則
を
制
定
し
た
と
推

定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
開
庁
以
来
の
公
文
書
が
堆
積
し
、
編
纂
保
存
規
則
の
制

定
後
も
、
整
理
は
容
易
に
進
ん
で
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

仙
北
郡
長
の
上
申
書
に
は
、
新
た
に
制
定
し
た
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」

が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
本
庁
の
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
を
コ
ピ
ー
し
作
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
悉
皆
整
理
の
予
定
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
十
三
年
三
月

と
届
け
出
て
い
る
。
従
前
の
「
仙
北
郡
役
所
事
務
取
扱
順
序
」
は
、
保
存
年
限

に
関
す
る
規
定
を
含
ん
で
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
北
秋
田
郡
役
所
と
同
様

に
、
開
庁
以
来
の
公
文
書
が
全
て
保
存
さ
れ
、
悉
皆
整
理
に
日
数
を
要
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
、
平
鹿
郡
長
の
上
申
書
に
は
、
文
書
の
未
整
理
や
作
業
の
困

難
な
ど
の
陳
述
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
平
鹿
郡
役
所
で
は
、
明
治
二
十
二
年
十

二
月
末
に
い
ち
早
く
悉
皆
整
理
を
完
了
し
た
。
以
前
か
ら
文
書
管
理
制
度
を
整

備
し
て
い
た
様
子
を
窺
え
る
。
平
鹿
郡
役
所
で
は
、
十
九
年
の
巡
回
監
察
時
、



秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

三
七

編
纂
保
存
を
含
む
「
文
書
取
扱
規
程
」
が
既
に
現
行
し
て
い
た
。
ま
た
、
二
十

二
年
の
悉
皆
整
理
に
あ
た
っ
て
、
本
庁
の
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
を
元
に

新
た
な
編
纂
保
存
規
則
を
制
定
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

雄
勝
郡
長
の
上
申
書
に
は
、
明
治
二
十
二
年
十
月
二
十
五
日
付
け
で
「
文
書

編
纂
及
保
存
規
則
」
を
制
定
し
た
と
記
し
て
い
る
。
規
則
の
条
文
は
現
存
し
な

い
が
、
仙
北
郡
役
所
と
同
様
に
本
庁
の
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
を
コ
ピ
ー

し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

鹿
角
お
よ
び
河
辺
郡
役
所
の
場
合
、
郡
長
の
上
申
書
が
残
っ
て
い
な
い
。
鹿

角
郡
役
所
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
六
年
以
後
、
文
書
管
理
状
況
を
伝
え
る
記
録

が
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
河
辺
郡
役
所
で
十
九
年
に
現
行
し
た
文
書
管
理
規
定

は
、
編
纂
保
存
を
全
く
欠
い
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
両
郡
役
所
と
も
、
訓

令
甲
第
二
五
五
号
に
対
し
て
、
新
た
に
編
纂
保
存
規
則
を
制
定
し
悉
皆
整
理
を

進
め
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
、
訓
令
甲
第
二
五
五
号
に
対
す
る
各
郡
長
の
上
申
書
を
検
討
し
た
が
、

そ
れ
ぞ
れ
石
田
・
赤
川
県
政
期
に
お
け
る
各
郡
役
所
の
編
纂
保
存
体
制
の
整
備

状
況
を
反
映
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

で
は
、
明
治
二
十
二
年
十
一
月
訓
令
甲
第
二
五
五
号
「
郡
役
所
文
書
編
纂
及

保
存
規
則
規
程
方
」
に
つ
い
て
、
秋
田
県
内
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
史
に
お

け
る
意
義
を
三
点
で
ま
と
め
て
み
た
い
。
第
一
点
は
、
編
纂
保
存
規
則
の
制
定

を
促
進
し
た
こ
と
。
第
二
点
は
、
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
を
一
斉
に
導
入
さ

せ
た
こ
と
。第
三
点
は
開
庁
以
来
の
公
文
書
を
悉
皆
整
理
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

特
に
第
二
点
に
関
し
て
、
多
く
の
郡
役
所
で
本
庁
の
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」

を
モ
デ
ル
に
し
た
と
す
れ
ば
、
編
纂
保
存
規
則
が
内
務
省
系
譜
の
も
の
に
画
一

化
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

青
山
県
政
期
に
お
い
て
は
、本
庁
が
郡
役
所
の
文
書
管
理
を
強
く
指
導
し
た
。

本
庁
に
お
け
る
文
書
管
理
再
編
の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
郡
役
所
の

文
書
管
理
に
つ
い
て
は
、
特
に
編
纂
保
存
体
制
の
整
備
が
重
視
さ
れ
た
。「
郡

制
」
の
公
布
は
、
明
治
二
十
三
年
五
月
十
七
日
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
秋
田

県
で
は
「
郡
制
」
公
布
以
前
に
、
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
を
管
内
郡
役
所
へ

一
斉
に
導
入
し
た
こ
と
に
な
っ
た
。

結
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、「
郡
区
町
村
編
制
法
」
下
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度

に
つ
い
て
、
編
纂
保
存
を
中
心
に
再
検
討
を
行
な
っ
た
。「
郡
村
之
部
」
ほ
か

新
史
料
を
分
析
し
た
こ
と
で
、
各
郡
役
所
の
文
書
管
理
状
況
を
前
稿
②
よ
り
も

詳
細
に
解
明
で
き
た
。

秋
田
県
で
郡
役
所
に
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
が
導
入
さ
れ
た
時
期
に
つ
い

て
は
、
再
考
を
要
す
る
。
前
稿
②
で
は
、
明
治
二
十
二
年
十
一
月
の
訓
令
甲
第

二
五
五
号
を
契
機
に
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
が
管
内
郡
役
所
に
本
格
的
に
導

入
さ
れ
た
と
述
べ
た
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
二
十
二
年
以
前
に
類
別
部
目
制
や

保
存
年
限
制
を
導
入
し
た
郡
役
所
を
新
史
料
か
ら
確
認
し
た
。

こ
れ
に
伴
い
、
各
郡
役
所
文
書
群
を
構
造
分
析
す
る
際
、
時
期
区
分
の
再
検

討
が
必
要
に
な
る■

。
前
稿
②
で
は
、
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
の
成
立
後
、
す

(

54)



な
わ
ち
類
別
部
目
制
に
基
づ
い
た
簿
冊
編
纂
の
開
始
を
も
っ
て
時
期
区
分
の
始

期
に
す
べ
き
と
し
た
。
秋
田
県
で
は
、
郡
役
所
の
機
構
が
八
回
改
正
さ
れ
た
。

そ
の
う
ち
明
治
二
十
二
年
、
五
回
目
の
機
構
改
正
下
で
類
別
部
目
制
に
基
づ
く

簿
冊
編
纂
が
一
斉
に
始
ま
っ
た
と
推
定
の
上
、
構
造
分
析
は
四
期
の
時
期
区
分

を
妥
当
と
す
べ
き
と
結
論
し
た
。
し
か
し
、
本
稿
の
分
析
か
ら
、
類
別
部
目
制

の
導
入
時
期
が
、
各
郡
役
所
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
。

最
も
早
い
事
例
で
は
、
仙
北
郡
役
所
で
十
三
年
頃
か
ら
類
別
編
纂
を
始
め
て
い

る
。
秋
田
県
公
文
書
館
は
、
鹿
角
・
北
秋
田
・
河
辺
・
由
利
・
仙
北
・
雄
勝
の

六
郡
役
所
文
書
群
を
保
存
す
る
が
、
構
造
分
析
を
行
な
っ
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ

時
期
区
分
の
回
数
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
今
後
、
実
際
に
郡

役
所
文
書
群
の
構
造
分
析
作
業
を
進
め
る
際
、
右
の
こ
と
を
前
提
に
置
く
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

註(

１)

拙
稿
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
職
務
分
課
に
つ
い
て
」（『
秋
田
県
公
文
書

館
研
究
紀
要
』
第
十
三
号
　
二
〇
〇
七
年
）

(

２)

拙
稿
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
―
『
郡

区
町
村
編
制
法
』
下
を
中
心
と
し
て
―
」（『
秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
第

十
四
号
　
二
〇
〇
八
年
）

(

３)

「
丙
号
達
留
」「
本
県
達
留
」「
本
県
訓
令
留
」「
秋
田
県
報
」
は
、『
秋
田
県
庁

文
書
群
目
録
』
で
使
用
し
た
シ
リ
ー
ズ
名
で
あ
る
。
「
丙
号
達
留
」
の
シ
リ
ー

ズ
に
分
類
さ
れ
た
簿
冊
は
、
実
際
に
は
「
丙
号
達
留
」
「
丙
号
達
」
な
ど
の
表

題
で
あ
る
。「
本
県
達
留
」
の
シ
リ
ー
ズ
の
場
合
は
「
本
県
達
留
」「
本
県
達
書

留
」「
秋
田
県
達
」、「
本
県
訓
令
留
」
の
シ
リ
ー
ズ
の
場
合
は
「
本
県
訓
令
留
」

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

三
八

「
秋
田
県
訓
令
」
な
ど
が
実
際
の
簿
冊
表
題
で
あ
る
。
ま
た
、「
県
報
」
は
明
治

三
十
二
年
七
月
七
日
第
一
三
七
四
号
よ
り
名
称
を
「
秋
田
県
報
」
に
改
め
た
。

本
稿
中
で
は
、
基
本
史
料
名
を
『
秋
田
県
庁
文
書
群
目
録
』
の
シ
リ
ー
ズ
名
に

統
一
し
、
同
目
録
で
の
検
索
の
便
を
図
っ
た
。

(

４)

明
治
四
〜
二
十
二
年
「
秋
田
県
沿
革
史
稿
」（
九
三
〇
一
〇
三
―
一
二
二
〇
三
）

(

５)

郡
役
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た
期
間
、
県
庁
で
郡
市
町
村
行
政
の
監
督
を
担
当
し

た
部
課
の
変
遷
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
庶
務
課
諸
務
掛
（
明
治
十
一
年
十
二

月
六
日
）→

庶
務
課
庶
務
掛
（
明
治
十
四
年
九
月
二
日
）→

庶
務
課
第
一
部

（
明
治
十
八
年
九
月
十
二
日
）→

庶
務
課
庶
務
部
（
明
治
十
九
年
四
月
八
日
）

→

第
一
部
庶
務
課
（
明
治
十
九
年
九
月
八
日
）→

内
務
部
第
一
課
郡
市
町
村
係

（
明
治
二
十
三
年
十
一
月
十
五
日
）→

第
一
部
地
方
課
（
明
治
三
十
八
年
四
月

二
十
五
日
）→

内
務
部
庶
務
課
（
明
治
四
十
年
七
月
十
五
日
）

(

６)

明
治
二
十
二
年
「
各
郡
処
務
細
則
」（
九
三
〇
一
〇
三
―
〇
一
二
一
三
）、
明
治

二
十
五
年
「
郡
役
所
処
務
細
則
纏
」（
九
三
〇
一
〇
三
―
〇
一
二
二
三
）、
明
治

三
十
一
〜
三
十
六
年
「
郡
役
所
処
務
細
則
改
正
ニ
関
ス
ル
綴
」
（
九
三
〇
一
〇

三
―
〇
一
二
六
一
）、
大
正
七
年
「
郡
役
所
処
務
細
則
関
係
書
類
」（
九
三
〇
一

〇
三
―
〇
一
三
七
六
）、
大
正
八
〜
九
年
「
郡
役
所
処
務
細
則
関
係
書
類
」（
九

三
〇
一
〇
三
―
〇
一
三
八
二
）

(

７)

明
治
四
十
四
年
「
郡
役
所
事
務
検
閲
書
類
」（
九
三
〇
一
〇
三
―
〇
二
三
三
八
）、

大
正
五
年
「
由
利
郡
役
所
検
閲
書
類
」（
九
三
〇
一
〇
三
―
〇
一
三
五
二
）、
大

正
七
年
「
山
本
郡
役
所
検
閲
書
類
」（
九
三
〇
一
〇
三
―
〇
一
三
七
五
）、
大
正

八
年
四
月
「
仙
北
郡
役
所
検
閲
書
類
」（
九
三
〇
一
〇
三
―
〇
一
三
八
〇
）

(

８)

明
治
十
九
年
「
秋
田
県
郡
役
所
戸
長
役
場
巡
回
誌
」
郡
役
所
之
部
（
九
三
〇
一

〇
三
―
〇
一
二
〇
七
）

(
９)

明
治
二
十
九
年
「
河
辺
郡
諸
達
」
第
十
一
号
　
郡
令
、
郡
達
、
告
諭
、
訓
示
、

内
訓
、
告
示
、
甲
乙
訓
令
、
文
書
主
務
（
九
三
〇
一
〇
三
―
〇
一
五
二
六
）
、

明
治
三
十
二
年
以
降
「
郡
訓
令
綴
」
乙
（
九
三
〇
一
〇
三
―
〇
一
七
六
三
）

(

10)

拙
稿
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
展
開
に
つ
い
て
―
『
郡

制
』
下
を
中
心
と
し
て
」（『
秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
第
十
五
号
　
二
〇



秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

三
九

〇
九
年
）
で
は
、「
行
政
之
部
」
シ
リ
ー
ズ
も
調
査
し
た
。

(
11)

公
文
書
原
本
に
よ
る
記
録
保
存
で
あ
り
、
記
録
の
集
中
管
理
、
類
別
部
目
制
お

よ
び
保
存
年
限
制
の
成
立
を
伴
う
。

(

12)
明
治
十
八
年
「
奏
任
官
履
歴
」（
九
三
〇
一
〇
二
―
三
〇
三
五
九
）

(

13)

拙
稿
「
明
治
前
期
秋
田
県
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
秋
田
県
公

文
書
館
研
究
紀
要
』
第
十
一
号
　
二
〇
〇
五
年
）

(

14)

明
治
十
二
年
「
事
務
簿
」
官
規
（
九
三
〇
一
〇
三
―
〇
一
七
六
五
）

(

15)

明
治
十
六
年
七
〜
八
月
「
庶
務
課
庶
務
掛
事
務
簿
」
郡
村
之
部
　
拾
弐
番
（
九

三
〇
一
〇
三
―
〇
九
四
八
七
）

明
治
十
六
年
「
秋
田
県
郡
役
所
事
務
章
程
」

制
定
時
の
起
案
文
書
に
参
考
資
料
と
し
て
添
付
さ
れ
て
い
た
。

(

16)

明
治
十
六
年
四
月
「
庶
務
課
庶
務
掛
事
務
簿
」
郡
村
之
部
　
七
番
（
九
三
〇
一

〇
三
―
〇
九
四
八
三
）

(

17)

同

(

18)

石
田
県
政
期
に
、
各
郡
役
所
の
規
定
作
成
を
郡
長
の
裁
量
に
任
せ
た
理
由
に
つ

い
て
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
石
田
県
政
期
の
郡
長
達
の
経
歴
を
『
歴
代
秋
田

縣
公
人
録
』
か
ら
調
べ
る
と
、
殆
ど
が
旧
秋
田
藩
士
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
旧

藩
の
評
定
副
役
や
藩
校
教
授
な
ど
、
ま
た
は
軽
輩
出
な
が
ら
県
庁
出
仕
後
に
頭

角
を
現
し
た
者
達
だ
っ
た
。
明
治
十
一
年
の
「
府
県
官
職
制
」
は
、
地
方
名
望

家
を
郡
長
に
官
選
す
る
企
図
を
含
ん
で
い
た
。
石
田
県
令
は
、
旧
藩
出
身
者
を

郡
長
に
任
命
し
て
地
方
統
治
に
利
用
す
る
代
わ
り
、
あ
る
程
度
の
裁
量
を
許
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
今
後
の
研
究
を
要
す
る
課
題
で
あ
る
。

(

19)

明
治
十
六
年
四
月
「
庶
務
課
庶
務
掛
事
務
簿
」
郡
村
之
部
　
七
番
（
九
三
〇
一

〇
三
―
〇
九
四
八
三
）

(

20)

『
歴
代
秋
田
縣
公
人
録
』
（
瀬
谷
純
一
　
一
九
一
五
年
、
秋
田
県
立
図
書
館
所

蔵
）
三
九
頁

(

21)

「
秋
田
県
史
料
」
十
（
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）
、
明
治
九
年
十

月
「
庁
中
規
則
」（
九
三
〇
一
〇
三
―
一
一
一
〇
五
）

(

22)

『
歴
代
秋
田
縣
公
人
録
』
四
二
頁

(

23)

小
暮
隆
志
「
群
馬
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
廃
止
と
文
書
保
存
（
一
）」（
群
馬
県

立
文
書
館
『
双
文
』
第
五
号
　
一
九
八
八
年
）

(

24)

明
治
四
〜
二
十
二
年
「
秋
田
県
沿
革
史
稿
」（
九
三
〇
一
〇
三
―
一
二
二
〇
三
）

(

25)

明
治
十
六
年
四
月
「
庶
務
課
庶
務
掛
事
務
簿
」
郡
村
之
部
　
七
番
（
九
三
〇
一

〇
三
―
〇
九
四
八
三
）

(

26)

明
治
十
六
年
七
〜
八
月
「
庶
務
課
庶
務
掛
事
務
簿
」
郡
村
之
部
　
拾
弐
番
（
九

三
〇
一
〇
三
―
〇
九
四
八
七
）

(

27)

同

(

28)

同

(

29)

同

(

30)

同

(

31)

同
　
明
治
十
六
年
六
月
二
十
六
日
庶
第
八
四
四
号
で
照
会

(

32)

同

(

33)

明
治
二
十
二
年
「
各
郡
処
務
細
則
」（
九
三
〇
一
〇
三
―
〇
一
二
一
三
）

(

34)

拙
稿
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
―
『
郡

区
町
村
編
制
法
』
下
を
中
心
と
し
て
―
」

(

35)

明
治
十
七
年
十
月
二
十
七
日
丙
第
二
五
九
号
（
明
治
十
七
年
六
月
十
三
日
〜
十

二
月
十
三
日
「
丙
号
達
」
自
第
百
丗
二
号
至
第
三
百
二
拾
八
号
　
弐
番
　
九
三

〇
一
〇
三
―
一
〇
九
七
二
）

(

36)

明
治
十
七
年
七
〜
八
月
「
庶
務
課
庶
務
掛
事
務
簿
」
郡
村
之
部
　
九
番
（
九
三

〇
一
〇
三
―
〇
九
五
〇
三
）
、
明
治
十
八
年
三
月
「
庶
務
課
庶
務
掛
事
務
簿
」

郡
村
之
部
　
三
番
（
九
三
〇
一
〇
三
―
〇
九
五
〇
〇
）
、
明
治
十
八
年
「
事
務

簿
」
官
規
（
九
三
〇
一
〇
三
―
〇
一
七
六
九
）

(

37)

『
歴
代
秋
田
縣
公
人
録
』
四
四
頁

(

38)

拙
稿
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
―
『
郡

区
町
村
編
制
法
』
下
を
中
心
と
し
て
―
」

(
39)
明
治
四
〜
二
十
二
年
「
秋
田
県
沿
革
史
稿
」（
九
三
〇
一
〇
三
―
一
二
二
〇
三
）、

明
治
二
十
五
年
以
前
「
旧
高
等
官
履
歴
」（
九
三
〇
一
〇
二
―
三
〇
三
九
一
）

(

40)

明
治
十
九
年
四
月
六
日
庁
第
一
号
（
明
治
十
九
年
「
庁
中
達
」
九
三
〇
一
〇
三

―
一
〇
九
八
六
）



(

41)

明
治
十
九
年
四
月
十
五
日
庁
第
四
号
（

同
　
）

(
42)

明
治
十
九
年
六
月
一
日
庁
第
六
四
号
（

同
　
）

(

43)
明
治
十
九
年
「
本
県
布
達
留
」
自
一
月
第
壱
号
至
七
月
五
十
六
号
　
甲
号
　
附

諭
達
（
九
三
〇
一
〇
三
―
一
一
〇
七
八
）

(

44)

明
治
十
九
年
四
〜
六
月
「
庶
務
課
庶
務
部
事
務
簿
」
郡
村
之
部
　
三
番
（
九
三

〇
一
〇
三
―
〇
九
五
〇
七
）

(

45)

明
治
十
九
年
十
月
二
十
一
日
秋
田
県
達
第
一
〇
八
号
（
明
治
十
九
年
「
秋
田
県

達
」
九
三
〇
一
〇
三
―
一
一
〇
九
〇
）

(

46)

明
治
十
九
年
九
月
八
日
庁
令
第
五
号
（

同
　
）

(

47)

明
治
二
十
年
一
〜
二
月
「
第
一
部
庶
務
課
事
務
簿
」
郡
村
之
部
　
壱
番
（
九
三

〇
一
〇
三
―
〇
九
五
一
〇
）

(

48)

明
治
二
十
年
六
月
二
十
八
日
庁
第
二
四
号
（
明
治
二
十
年
「
庁
中
令
達
綴
」
九

三
〇
一
〇
三
―
一
〇
九
八
九
）

(

49)

明
治
二
十
二
年
一
〜
五
月
「
第
一
部
庶
務
課
庶
務
掛
事
務
簿
」
市
町
村
之
部

壱
番
（
九
三
〇
一
〇
三
―
〇
九
五
一
三
）

(

50)

明
治
二
十
二
年
四
月
二
十
六
日
訓
令
第
四
五
号
（
明
治
二
十
二
年
「
秋
田
県
訓

令
」
九
三
〇
一
〇
三
―
一
一
一
〇
六
）

(

51)

明
治
二
十
二
年
「
各
郡
処
務
細
則
」（
九
三
〇
一
〇
三
―
〇
一
二
一
三
）

(

52)

明
治
二
十
二
年
十
一
月
十
五
日
訓
令
甲
第
二
五
五
号
（
明
治
二
十
二
年
十
一
月

十
五
日
「
県
報
」
第
七
九
号
）

(

53)

明
治
二
十
二
年
「
各
郡
処
務
細
則
」（
九
三
〇
一
〇
三
―
〇
一
二
一
三
）

(

54)

拙
稿
「
記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察
」（『
秋
田
県
公
文

書
館
研
究
紀
要
』
第
七
号
　
二
〇
〇
一
年
）

記
録
史
料
群
に
は
組
織
性
と
連

続
性
と
い
う
二
つ
の
内
的
秩
序
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
組
織

性
の
内
的
秩
序
の
方
は
、
出
所
の
組
織
的
改
編
に
伴
い
変
化
す
る
場
合
が
あ
る
。

史
料
群
の
階
層
構
造
の
変
化
で
あ
り
、
「
経
年
変
化
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

『
秋
田
県
庁
文
書
群
目
録
』
の
編
成
に
お
い
て
は
、
経
年
変
化
に
対
処
す
る
た

め
、
県
庁
の
機
構
改
正
を
画
期
と
し
て
文
書
群
を
時
期
区
分
し
た
。

（
公
文
書
班
　
し
ば
た
と
も
あ
き
）

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討

四
〇



市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
館
機
能
の
設
置
と
課
題

煙
　
山
　
英
　
俊

市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
館
機
能
の
設
置
と
課
題

四
一

は
　
じ
　
め
　
に

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
四
日
、
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
「
公
文
書
等
の

管
理
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
「
公
文
書
管
理
法
」）
が
全
会
一
致
で
成
立
し
た
。

こ
の
法
律
に
お
い
て
は
国
立
公
文
書
館
の
役
割
が
一
層
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
と
も
に
、
地
方
自
治
体
に
お
い
て
も

（
地
方
公
共
団
体
の
文
書
管
理
）

第
三
十
四
条
　
地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
法
律
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
そ

の
保
有
す
る
文
書
の
適
正
な
管
理
に
関
し
て
必
要
な
施
策
を
策
定
し
、
及

び
こ
れ
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
も
文
書
の
作
成
か
ら
歴
史
公
文
書
の
保

存
・
利
用
ま
で
を
含
め
た
体
系
的
な
公
文
書
管
理
を
行
う
よ
う
求
め
て
い
る
。

だ
が
現
実
に
歴
史
公
文
書
の
保
存
・
利
用
と
い
う
機
能
を
担
う
公
文
書
館
施

設
を
設
置
し
て
い
る
市
町
村
は
、
秋
田
県
内
に
お
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
皆
無

で
あ
り
、
全
国
的
に
見
て
も
ま
だ
ま
だ
数
少
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、

地
方
自
治
体
が
公
文
書
管
理
法
で
示
さ
れ
た
歴
史
公
文
書
の
保
存
・
利
用
と
言

う
機
能
を
担
っ
て
行
く
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
ろ
う
か
。

秋
田
県
公
文
書
館
で
は
平
成
十
七
年
度
か
ら
十
九
年
度
に
行
っ
た
市
町
村
公

文
書
等
保
存
状
況
調
査
を
も
と
に
、
平
成
二
十
年
度
に
調
査
報
告
書
を
作
成
し

た
。
こ
の
調
査
は
公
文
書
管
理
法
が
作
ら
れ
る
以
前
に
行
わ
れ
た
も
の
で
は
あ

る
が
、
本
稿
は
こ
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
、
市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
館
機

能
の
設
置
に
つ
い
て
、
私
見
を
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
平
成
二
十
一
年
度
全

国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
全
国
大
会
で
の
報
告
を
も
と
に
し
た

も
の
で
あ
る
。

前
提
と
し
て
、
秋
田
県
内
の
自
治
体
で
は
、
広
域
合
併
の
進
行
に
よ
り
六
十

九
あ
っ
た
市
町
村
が
二
十
五
に
な
り
、
ま
た
財
政
的
に
も
苦
し
い
自
治
体
が
多

く
、
合
併
自
治
体
の
中
心
部
か
ら
は
ず
れ
た
旧
自
治
体
の
資
料
保
存
施
設
は
、

そ
の
管
理
自
体
も
難
し
く
な
っ
て
い
る
現
実
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
施
設

と
し
て
の
「
公
文
書
館
」
の
新
設
は
厳
し
い
状
況
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま

え
て
論
を
進
め
た
い
。

な
お
、
前
述
し
た
調
査
内
容
に
つ
い
て
は
報
告
書

(

１)

お
よ
び
拙
稿

(

２)

を
参
照
し
て

い
た
だ
く
と
し
て
、
本
稿
で
は
公
文
書
館
機
能
の
設
置
に
つ
い
て
紙
面
を
取
る

こ
と
と
す
る
。



一
　
公
文
書
館
と
は
何
か
？

基
本
的
な
こ
と
だ
が
、
公
文
書
館
と
は
ど
の
よ
う
な
施
設
で
あ
ろ
う
か
。
自

治
体
の
施
設
と
し
て
設
け
ら
れ
る
場
合
に
は
、
地
方
自
治
法
に
い
う
「
公
の
施

設
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
二
四
四
条
　
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
目
的

を
も
つ
て
そ
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
施
設
（
こ
れ
を
公
の
施
設
と
い

う
。）
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

で
は
公
文
書
館
と
は
何
を
も
っ
て
「
住
民
の
福
祉
を
増
進
」
す
る
施
設
で
あ

ろ
う
か
。
公
文
書
館
法
に
よ
れ
ば
、

第
四
条
　
公
文
書
館
は
、
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
（
国
が
保

管
し
て
い
た
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
そ
の
他
の
記
録
を
含
む
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
を
保
存
し
、
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ

に
関
連
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る

と
あ
り
、
公
文
書
等
の
保
存
・
閲
覧
、
ま
た
そ
の
た
め
の
調
査
研
究
の
機
能
を

も
っ
て
、
住
民
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
施
設
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
具
体
的

に
は
公
文
書
管
理
法
に

第
十
五
条
の
二
　
国
立
公
文
書
館
等
の
長
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ

い
て
、
そ
の
内
容
、
保
存
状
態
、
時
の
経
過
、
利
用
の
状
況
等
に
応
じ
、

適
切
な
保
存
及
び
利
用
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
場
所
に
お
い
て
、
適

切
な
記
録
媒
体
に
よ
り
、
識
別
を
容
易
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
上

で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
あ
り
、
移
管
さ
れ
た
公
文
書
等
の
保
存
及
び
利
用
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を

講
じ
て
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
主
な
任
務
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は

地
方
自
治
体
が
設
置
す
る
公
文
書
館
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

で
は
そ
の
よ
う
な
機
能
が
未
だ
な
い
多
く
の
自
治
体
に
お
い
て
、
公
文
書
館

的
な
機
能
を
設
置
す
る
た
め
の
道
程
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

二
　
公
文
書
管
理
法
制
定
に
と
も
な
う
課
題

秋
田
県
内
自
治
体
の
情
報
公
開
条
例
を
見
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
情
報
公

開
条
例
制
定
時
以
降
に
作
成
さ
れ
た
公
文
書
の
み
を
公
開
の
対
象
と
し
て
い
る

が
、
公
文
書
管
理
法
で
は
現
用
か
ら
非
現
用
に
至
る
ま
で
、
国
民
に
よ
る
公
文

書
の
利
用
請
求
権
を
認
め
て
お
り
、
こ
れ
に
漠
然
と
し
た
不
安
を
持
つ
自
治
体

は
多
い
。

実
際
に
調
査
に
う
か
が
っ
た
自
治
体
で
は
「
い
ろ
ん
な
人
が
見
に
来
る
と
困

る
か
ら
、
古
い
も
の
が
あ
る
な
ん
て
公
表
し
な
い
で
く
れ
」「
本
当
は
全
部
捨

て
た
い
ん
だ
け
れ
ど
、
前
任
者
が
整
理
し
て
取
っ
て
お
け
、
と
い
う
か
ら
捨
て

ら
れ
な
い
」
な
ど
の
本
音
も
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
が
条
例
の
制
定
な
ど

に
よ
り
完
全
に
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
現
場
の
不
安
は
さ
ら

に
高
ま
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

ま
た
情
報
公
開
制
度
に
対
応
す
る
現
用
文
書
の
目
録
の
作
成
が
追
い
つ
い
て

い
な
い
自
治
体
が
現
実
に
あ
り
、
さ
ら
に
非
現
用
文
書
の
分
ま
で
作
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
な
れ
ば
、
自
治
体
職
員
が
事
務
量
の
増
加
を
懸
念
す
る
の
は

市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
館
機
能
の
設
置
と
課
題

四
二



当
然
で
あ
る
。

仮
に
何
の
対
策
も
取
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
各
自
治
体
に
お
い
て
公
文
書
管
理

法
と
同
様
の
条
例
が
制
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
情
報
公
開
法
制
定
時
に
指
摘
さ

れ
た
よ
う
な
公
文
書
の
大
量
廃
棄
が
起
こ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
公
文

書
管
理
法
の
対
象
と
す
る
範
囲
は
現
在
及
び
過
去
に
存
在
し
た
公
文
書
の
全
て

で
あ
り
、
そ
れ
を
対
象
と
し
た
大
量
廃
棄
と
い
う
事
態
が
起
き
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
国
に
と
っ
て
大
き
な
損
失
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

三
　
公
文
書
館
機
能
設
置
へ
の
プ
ロ
セ
ス

①
現
用
公
文
書
管
理
の
徹
底

当
然
な
が
ら
作
成
段
階
か
ら
の
文
書
管
理
を
き
ち
ん
と
行
う
こ
と
が
公
文
書

館
機
能
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
。

公
文
書
管
理
法
に
は
現
用
公
文
書
管
理
に
関
し
て
第
二
章
（
行
政
文
書
の
管

理
）、
第
四
条
（
作
成
の
義
務
）、
第
五
条
（
現
用
文
書
の
整
理
、
保
存
期
間
及

び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
の
設
定
）
、
第
六
条
（
現
用
文
書
の
保
存
義
務
）

な
ど
の
条
項
が
あ
り
、
国
に
お
け
る
公
文
書
管
理
の
徹
底
を
図
ろ
う
と
い
う
意

思
が
見
え
る
。

各
自
治
体
に
お
け
る
行
政
文
書
管
理
規
則
な
ど
に
お
い
て
も
、
同
様
の
規
定

は
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
実
際
に
調
査
に
う
か
が
っ
た
時
点
の
事
例
で
は
、
フ
ァ

イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
な
ど
し
て
、
体
系
的
な
文
書
管
理
を
し
っ
か

り
行
っ
て
い
る
自
治
体
が
あ
る
一
方
で
、
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
保
存
年
限
や
作
成

年
度
、
作
成
部
課
な
ど
の
基
本
的
な
デ
ー
タ
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
、
公
文
書

に
文
書
番
号
が
な
い
な
ど
の
事
例
も
見
受
け
ら
れ
た
。
ま
た
情
報
公
開
制
度
に

お
い
て
作
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
公
文
書
目
録
が
、
現
実
に
は
未
整
備
の

自
治
体
も
一
部
に
は
あ
る
。

公
文
書
は
「
道
具
」
で
し
か
な
く
、
保
存
期
限
が
過
ぎ
た
ら
廃
棄
す
る
の
が

当
然
、
と
い
う
意
識
が
強
い
行
政
風
土
に
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
強
く
意
識
し

た
公
文
書
管
理
の
徹
底
を
図
る
た
め
に
は
、
職
員
へ
の
研
修
の
強
化
を
含
め
た

対
策
が
必
要
で
あ
る
。

②
保
存
公
文
書
の
把
握

庁
舎
の
狭
隘
化
や
、
市
町
村
合
併
な
ど
に
よ
る
庁
舎
機
能
の
分
散
な
ど
が
書

庫
の
点
在
化
を
招
き
、
文
書
の
存
在
情
報
の
把
握
を
困
難
に
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
文
書
の
散
逸
や
忘
却
を
招
く
原
因
に
も
な
る
。

特
に
中
間
書
庫
や
歴
史
公
文
書
を
集
中
管
理
で
き
る
保
存
書
庫
を
確
保
で
き

な
い
場
合
に
は
、
公
文
書
の
整
理
に
支
障
を
来
し
た
り
、
公
開
時
に
時
間
が
か

か
る
な
ど
、
自
治
体
が
公
文
書
館
機
能
を
果
た
す
際
の
障
害
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
。

文
書
を
保
存
・
整
理
す
る
際
に
は
最
低
限
、
目
録
に
文
書
の
「
住
所
」（
書

庫
名
・
書
架
番
号
・
段
数
な
ど
）
を
記
載
し
、
各
書
庫
毎
に
場
所
・
収
蔵
状
況
、

文
書
の
内
訳
な
ど
を
記
録
し
、
文
書
主
管
課
が
そ
の
情
報
を
把
握
し
て
お
く
こ

と
が
大
事
で
あ
る
。

市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
館
機
能
の
設
置
と
課
題

四
三



市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
館
機
能
の
設
置
と
課
題

四
四

③
書
庫
の
確
保
（
中
間
書
庫
・
保
存
書
庫
）

こ
こ
で
い
う
「
中
間
書
庫
」
と
は
、
文
書
の
保
存
機
関
が
満
了
す
る
前
に
、

自
治
体
各
組
織
の
歴
史
的
に
重
要
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
文
書
を
、
部
課
・
機

関
の
枠
を
越
え
て
横
断
的
に
集
中
管
理
す
る
書
庫
の
こ
と
で
あ
る
。

理
想
か
ら
言
え
ば
、
一
つ
の
自
治
体
に
お
い
て
、
中
間
書
庫
と
、
歴
史
的
公

文
書
を
保
存
す
る
書
庫
を
供
え
た
公
文
書
館
を
設
置
で
き
れ
ば
良
い
。
例
え
ば

久
喜
市
公
文
書
館
は
、公
文
書
館
が
中
間
庫
と
保
存
用
の
書
庫
を
持
っ
て
お
り
、

市
の
全
て
の
保
存
年
度
二
年
目
の
公
文
書
を
中
間
庫
に
集
め
、
評
価
選
別
を
行

う
ま
で
集
中
管
理
す
る
。
保
存
年
限
が
経
過
満
了
し
た
が
ま
だ
評
価
選
別
を
終

え
て
い
な
い
公
文
書
は
、
情
報
公
開
制
度
に
準
じ
て
公
開
し
、
選
別
さ
れ
て
保

存
が
決
定
し
た
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
公
文
書
は
公
文
書
館
機
能
の
も
と
に
公
開
す

る
。
文
書
が
集
中
管
理
さ
れ
て
い
る
の
で
、
市
の
職
員
に
と
っ
て
も
検
索
性
が

向
上
し
、
能
率
が
上
が
る
。
市
民
に
と
っ
て
も
利
用
請
求
権
が
保
証
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
、
す
ば
ら
し
い
シ
ス
テ
ム
だ
と
聞
い
て
い
る
。

実
際
に
は
多
く
の
自
治
体
で
は
、
そ
の
よ
う
な
施
設
を
設
け
る
こ
と
は
不
可

能
に
近
い
が
、
書
庫
の
確
保
だ
け
は
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
歴
史
公
文
書
の
保
存

は
不
可
能
で
あ
る
。
書
庫
に
つ
い
て
は
過
疎
化
、
少
子
化
が
進
ん
で
い
る
秋
田

県
の
場
合
、
小
中
学
校
の
統
合
が
進
ん
で
お
り
、「
空
き
教
室
や
空
き
校
舎
を

使
え
ば
よ
い
」
な
ど
と
い
う
声
が
あ
る
が
、
統
合
さ
れ
た
学
校
は
、
そ
の
多
く

が
市
街
地
の
中
心
部
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
に
あ
る
。秋
田
県
内
の
事
例
で
は
、

公
文
書
を
ひ
と
ま
ず
廃
校
と
な
っ
た
小
学
校
に
保
存
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
本

庁
舎
か
ら
車
で
四
十
分
も
か
か
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
不
便
し
て
い
る
と
い
う
自

治
体
が
あ
る
。

地
方
自
治
体
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
と
っ
て
本
庁
か
ら
の
距
離
は
非
常
に
重
要

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
廃
校
舎
は
建
築
さ
れ
て
か
ら
の
年
数

が
か
な
り
経
過
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
大
量
の
公
文
書
の
荷
重
に
耐

え
う
る
施
設
を
用
意
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
秋
田
県
の
よ
う
な
降
雪
地
で

は
、
冬
期
間
の
積
雪
に
よ
る
問
題
も
あ
る
。
ま
し
て
移
管
や
出
納
、
評
価
選
別

な
ど
の
便
を
考
え
る
と
、
あ
ま
り
市
街
地
か
ら
離
れ
た
場
所
は
適
切
と
は
言
え

な
い
。

そ
れ
よ
り
は
、
合
併
市
町
村
の
場
合
、
本
庁
舎
以
外
の
庁
舎
（
支
所
な
ど
）

を
使
用
す
る
方
が
、
耐
用
年
数
や
本
庁
舎
と
の
距
離
、
保
存
環
境
な
ど
の
こ
と

を
考
慮
す
る
と
現
実
的
と
思
わ
れ
る
。
特
に
議
事
室
は
二
階
以
上
に
あ
る
こ
と

が
多
く
、
ま
た
空
調
設
備
が
整
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
す
り
鉢
形
、

階
段
教
場
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
多
目
的
の
用
途
に
は
使
用
し

づ
ら
い
と
こ
ろ
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
議
会
事
務
局
が
設
置
さ
れ
て

い
た
ス
ペ
ー
ス
が
閲
覧
室
と
し
て
利
用
で
き
る
た
め
、
庁
舎
内
で
の
公
文
書
館

機
能
を
果
た
す
に
は
適
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

こ
れ
は
当
然
な
が
ら
全
て
の
自
治
体
に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
合
併

を
経
て
い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
自
立
市
町
村
や
、
合
併
し
た
自
治
体
に
お
い
て
も

新
た
な
書
庫
を
確
保
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
文
書
主
管
課

に
よ
る
情
報
の
管
理
が
大
事
に
な
っ
て
く
る
。
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④
目
録
の
作
成

秋
田
県
内
で
は
、
文
書
管
理
制
度
も
し
く
は
情
報
公
開
制
度
に
よ
り
、
全
て

の
市
町
村
に
お
い
て
現
用
公
文
書
の
目
録
作
成
が
義
務
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
目
録
類
を
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
公
文
書
と
一
緒
に
移
管
す
る
こ
と

に
よ
り
、
よ
り
短
期
間
で
の
公
文
書
館
法
に
も
と
づ
く
公
開
が
可
能
と
な
る
。

公
文
書
管
理
法
に
よ
れ
ば
、
移
管
後
の
評
価
選
別
で
廃
棄
と
な
っ
た
公
文
書
簿

冊
を
含
む
、
全
て
の
公
文
書
に
対
し
て
国
民
の
利
用
請
求
権
が
あ
る
以
上
、
文

書
が
作
成
さ
れ
た
情
報
が
利
用
者
に
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た

め
作
成
さ
れ
た
全
て
の
文
書
デ
ー
タ
が
移
管
さ
れ
、
最
終
的
に
は
公
開
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
用
段
階
で
の
目
録
作
成
が
し
っ
か
り
為
さ
れ
て
い
れ

ば
、
こ
の
部
分
は
比
較
的
容
易
に
実
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

実
際
、
秋
田
県
内
市
町
村
の
文
書
管
理
規
定
に
、
作
成
原
課
か
ら
文
書
主
管

課
等
へ
の
保
存
文
書
の
引
継
に
関
す
る
事
項
が
あ
る
の
は
二
十
五
市
町
村
中
十

八
市
町
村
、
そ
の
中
で
引
継
の
際
に
は
目
録
を
作
成
す
る
こ
と
を
義
務
化
し
て

い
る
の
が
十
七
市
町
村
あ
り
、
す
で
に
実
行
可
能
な
自
治
体
も
多
い
。

た
だ
し
す
で
に
目
録
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
歴
史
公
文
書
の
目
録
に
関

し
て
は
今
後
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
治
体
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
当

館
の
調
査
で
も
、
多
く
の
市
町
村
で
戦
前
か
ら
の
公
文
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
部
分
は
市
町
村
の
負
担
に
な
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
先
行
す
る
公
文
書
館
施
設
や
行
政
Ｏ
Ｂ
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
支
援
な
ど
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

⑤
評
価
選
別

作
成
段
階
か
ら
保
存
を
意
識
し
た
文
書
管
理
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し

た
。
国
の
よ
う
に
レ
コ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
自
治
体
で
も
で
き
れ
ば
、
こ
の

部
分
に
か
け
る
労
力
は
、
か
な
り
軽
減
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
す
で
に
保

存
さ
れ
て
い
る
文
書
に
つ
い
て
は
評
価
選
別
が
不
可
避
で
あ
り
、
文
書
作
成
原

課
で
の
評
価
選
別
に
頼
る
形
に
す
る
こ
と
自
体
に
も
問
題
が
あ
る
。

歴
史
公
文
書
の
評
価
選
別
に
つ
い
て
は
、「
歴
史
的
価
値
」
の
曖
昧
さ
か
ら
、

評
価
に
個
人
差
が
生
じ
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
が
、
行
政

Ｏ
Ｂ
、
歴
史
研
究
者
、
一
般
市
民
な
ど
、
様
々
な
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、

評
価
を
安
定
的
な
も
の
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

評
価
選
別
時
に
は
、
多
く
の
公
文
書
が
廃
棄
に
な
る
が
、
全
て
の
公
文
書
に

利
用
請
求
権
が
発
生
し
て
い
る
以
上
、
廃
棄
し
た
理
由
を
明
確
に
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
の
た
め
廃
棄
し
た
公
文
書
の
目
録
に
は
、
廃
棄
理
由
を
記
録
す
る
こ

と
が
大
事
で
あ
る
。
ま
た
作
成
原
課
が
廃
棄
を
行
う
こ
と
は
、
前
述
し
た
多
様

な
視
点
を
通
し
た
評
価
が
行
わ
れ
な
い
た
め
問
題
が
あ
る
。
公
文
書
を
廃
棄
す

る
権
限
は
首
長
ま
た
は
文
書
主
管
課
の
長
が
持
つ
こ
と
が
望
ま
し
い
。

公
文
書
の
評
価
選
別
を
行
う
こ
と
が
市
町
村
の
新
た
な
負
担
を
増
や
す
こ
と

と
な
り
、
結
果
的
に
公
開
が
遅
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
先
行
す
る
公
文
書
館
が
経
験
を
伝
え
、
各
市
町
村
の
地
域
性
を

考
慮
し
な
が
ら
実
情
に
合
っ
た
評
価
選
別
基
準
の
作
成
を
支
援
し
て
い
く
こ
と

が
有
効
で
あ
る
。
具
体
的
事
例
と
し
て
は
、
平
成
二
十
一
年
度
全
史
料
協
大
会

で
報
告
さ
れ
た
群
馬
県
市
町
村
公
文
書
等
保
存
活
用
連
絡
協
議
会
の
取
り
組
み

(

３)
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な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

⑥
公
開

秋
田
県
内
の
市
町
村
で
は
、
情
報
公
開
制
度
に
基
づ
く
公
開
は
文
書
作
成
原

課
で
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
が
、
歴
史
公
文
書
の
利
用
に
関
し
て

は
制
度
の
未
整
備
も
あ
っ
て
、「
公
文
書
館
機
能
を
一
部
果
た
し
て
い
る
」
と

い
っ
た
施
設
で
も
、
公
開
と
な
る
と
実
際
に
は
機
能
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
り
、
中
に
は
歴
史
的
公
文
書
で
あ
っ
て
も
、
情
報
公
開
制
度
で
対

応
し
て
い
る
自
治
体
も
あ
る
。

公
文
書
館
制
度
に
も
と
づ
く
歴
史
公
文
書
の
場
合
は
現
用
段
階
を
終
え
、
評

価
選
別
を
経
て
の
公
開
と
な
り
、
文
書
作
成
原
課
か
ら
文
書
管
理
担
当
課
ま
た

は
歴
史
公
文
書
担
当
部
署
へ
の
移
管
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、

担
当
職
員
の
配
置
と
専
用
窓
口
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

担
当
職
員
に
は
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
し
て
の
専
門
性
が
あ
る
こ
と
は
理
想
だ

が
、
職
員
数
の
削
減
な
ど
を
進
め
る
自
治
体
が
多
い
中
で
は
、
そ
の
よ
う
な
人

材
を
確
保
す
る
こ
と
は
現
実
的
に
難
し
い
。
現
職
に
あ
る
職
員
へ
の
研
修
の
機

会
を
充
実
さ
せ
る
な
ど
の
手
段
を
と
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

歴
史
公
文
書
を
集
中
管
理
で
き
る
書
庫
を
確
保
で
き
な
い
場
合
に
は
、
利
用

者
に
当
該
資
料
を
提
供
す
る
ま
で
に
日
数
が
か
か
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、

現
在
の
情
報
公
開
が
、
公
開
ま
で
に
数
週
間
の
日
数
を
要
し
て
い
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
歴
史
公
文
書
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
は
進
歩
と
い
え
る
。
た
だ
し
最
低

限
、
文
書
管
理
担
当
部
課
に
よ
る
歴
史
公
文
書
情
報
の
集
中
管
理
は
必
要
で
あ

る
。自

治
体
庁
舎
内
に
お
い
て
公
文
書
館
機
能
を
果
た
そ
う
と
す
る
場
合
、
特
に

情
報
公
開
制
度
と
公
文
書
館
制
度
に
よ
る
公
開
の
窓
口
が
一
緒
に
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
が
、
現
用
文
書
を
公
開
す
る
情
報
公
開
制
度
と
、
よ
り
幅
広
い
情
報

の
開
示
が
求
め
ら
れ
る
公
文
書
館
制
度
と
の
差
異
が
問
題
視
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
。
利
用
者
へ
の
説
明
を
行
う
こ
と
は
当
然
だ
が
、
職
員
全
体
が
研
修
な
ど

の
機
会
に
よ
り
、
二
つ
の
制
度
の
違
い
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

例
え
ば
情
報
公
開
制
度
と
公
文
書
館
制
度
に
お
け
る
非
公
開
情
報
の
範
囲
の

差
や
複
製
物
の
取
扱
い
の
違
い
、
閲
覧
・
撮
影
時
等
に
際
し
て
の
利
用
者
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
な
ど
、
運
用
に
関
し
て
も
様
々
な
問
題
が
出
て
く
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。

歴
史
公
文
書
を
作
成
原
課
の
職
員
が
閲
覧
利
用
す
る
こ
と
は
当
然
あ
り
、
公

文
書
館
機
能
の
充
実
に
よ
る
検
索
性
の
向
上
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
数
は
増
え

て
い
く
が
、
職
員
が
勝
手
に
公
文
書
を
持
ち
出
す
こ
と
は
、
管
理
上
非
常
に
問

題
が
あ
る
。
歴
史
公
文
書
を
職
員
が
出
納
す
る
際
は
、
文
書
管
理
担
当
部
課
を

通
し
て
行
う
形
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
　
と
　
め

地
方
自
治
体
に
お
い
て
は
今
後
の
道
程
は
暗
中
模
索
の
部
分
が
大
き
い
。
施

設
の
新
設
や
専
門
職
員
の
確
保
が
困
難
で
あ
り
、
ま
た
公
文
書
が
住
民
の
財
産

と
い
う
意
識
を
持
つ
風
土
が
な
か
っ
た
行
政
組
織
に
公
文
書
館
の
役
割
を
定
着
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さ
せ
、
永
続
的
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
は
、
決
し
て
簡
単
で
は
な
い
。

そ
の
様
な
条
件
の
中
で
公
文
書
館
機
能
を
設
置
す
る
に
は
、
自
治
体
自
身
の

努
力
が
必
要
な
こ
と
は
当
然
だ
が
、
既
設
の
公
文
書
館
や
自
治
体
の
先
行
事
例

を
取
り
入
れ
て
、
負
担
を
軽
減
す
る
方
法
を
と
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
当
然
、

先
行
す
る
公
文
書
館
施
設
か
ら
の
情
報
提
供
な
ど
に
よ
る
支
援
・
協
力
が
大
切

に
な
っ
て
く
る
。

さ
ら
に
公
文
書
管
理
法
の
制
定
で
、
改
め
て
公
文
書
館
法
に
見
直
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
部
分
が
あ
る
と
感
じ
る
。
公
文
書
が
公
開
さ
れ
る
と
言
う
こ
と

は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
公
文
書
館
と
は
ど
の
よ
う
な
施
設
で
、
何
故
に
必

要
な
の
か
。
人
員
・
財
政
的
裏
付
け
を
ど
う
す
る
の
か
。
原
点
に
立
ち
返
っ
て

い
ま
い
ち
ど
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
公
文
書
班
　
け
む
や
ま
ひ
で
と
し
）

註(

１)

秋
田
県
公
文
書
館
「
市
町
村
公
文
書
等
保
存
状
況
調
査
報
告
書
」
当
館
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

h
ttp
://w

w
w
.p
re
f.a
k
ita
.lg
.jp
/w
w
w
/co
n
te
n
ts/1
1
4
3
4
1
9
5
6
3
1
0
3
/

file
s/h
o
u
k
o
k
u
sy
o
.p
d
f)

を
参
照

(

２)

拙
稿
「
市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
保
存
〜
秋
田
県
公
文
書
館
の
取
り
組
み
を
中

心
に
〜
」（『
秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
第
十
四
号
　
平
成
二
十
年
三
月
）

(

３)

平
成
二
十
年
度
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
全
国
大
会
研
修
会

「
市
町
村
「
公
文
書
等
選
別
収
集
基
準
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
策
定
に
つ
い
て
〜

群
馬
県
市
町
村
公
文
書
等
保
存
活
用
連
絡
協
議
会
の
試
み
〜
」
小
高
哲
茂
氏

（
群
馬
県
立
文
書
館
）

※
本
稿
は
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
会
報
第
87
号
（
平
成
二
十
二
年

二
月
）
の
大
会
報
告
原
稿
に
加
筆
・
訂
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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は
　
じ
　
め
　
に

秋
田
県
公
文
書
館
（
以
下
、
当
館
）
で
は
、
所
蔵
の
古
文
書
に
つ
い
て
開
館

以
来
、
目
録
の
整
備
を
行
っ
て
き
た
が
、
今
年
度
か
ら
資
料
群
ご
と
の
目
録
を

刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

今
回
刊
行
さ
れ
た
『
秋
田
県
庁
旧
蔵
古
文
書
目
録
』
は
、
第
六
集
と
な
る
が

資
料
群
の
目
録
と
し
て
は
は
じ
め
て
と
な
る
。
当
館
の
公
文
書
・
行
政
資
料
を

の
ぞ
く
そ
の
他
の
記
録
と
し
て
の
古
文
書
に
は
、
七
〇
の
資
料
群
が
登
録
さ
れ

て
い
る
（
す
べ
て
の
目
録
は
当
館
の
Ｈ
Ｐ
で
確
認
で
き
る
）。
既
刊
の
五
冊
の

目
録
は
、
第
一
集
の
加
賀
谷
家
文
書
目
録
を
の
ぞ
く
と
、
秋
田
藩
家
蔵
文
書
目

録
・
絵
図
目
録
・
系
図
目
録
Ⅰ
・
Ⅱ
と
主
題
別
目
録
で
あ
っ
た
。

当
館
の
整
理
の
方
針
と
し
て
佐
竹
文
書
全
体
の
総
合
目
録
の
刊
行
を
め
ざ
し

て
き
て
お
り
、
資
料
群
ご
と
の
目
録
は
仮
目
録
の
形
で
一
般
に
提
供
し
て
い
た

が
、
総
合
目
録
整
備
の
前
提
と
し
て
、
各
資
料
群
の
目
録
を
整
備
し
刊
行
す
る

こ
と
に
し
た
。

な
お
、
秋
田
藩
の
藩
政
や
佐
竹
家
に
関
わ
る
資
料
群
は
、
こ
れ
ま
で
佐
竹
家

文
書
や
秋
田
藩
庁
文
書
あ
る
い
は
秋
田
藩
政
文
書
な
ど
の
呼
称
が
提
唱
さ
れ
て

き
た
が
、
秋
田
藩
の
藩
政
や
佐
竹
家
の
家
政
に
関
わ
る
も
の
を
含
め
ゆ
る
や
か

な
ま
と
ま
り
と
し
て
考
え
、「
秋
田
藩
文
書
」
の
呼
称
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

秋
田
藩
文
書
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
資
料
整
理
の
進
展
に
俟
つ
こ

と
に
な
る
が
、
秋
田
藩
庁
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
実
な
資
料
群
と
し
て
秋
田
県
庁

旧
蔵
古
文
書
（
こ
れ
ま
で
秋
田
県
庁
旧
蔵
史
料
と
よ
ん
で
い
た
も
の
）
の
目
録

を
ま
ず
刊
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
資
料
群
に
は
明
治
四
年
以
降
の
秋
田
県

庁
保
管
の
絵
図
類
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、「
秋
田
藩
関
係
文
書
」
と
し
た
。

一
　
伝
来
の
経
緯
に
つ
い
て

県
庁
旧
蔵
の
古
文
書
に
関
し
て
、
原
武
男
校
訂
『
佐
竹
家
譜
』（
東
洋
書
院
　

一
九
八
九
）
の
緒
言
に
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

「
明
治
二
年
六
月
、
佐
竹
義
堯
（
第
三
二
世
）
が
久
保
田
知
藩
事
に
任
命
さ
れ

る
に
及
び
、
城
内
に
あ
っ
た
資
料
が
佐
竹
一
家
に
関
す
る
も
の
と
、
行
政
関
係

と
に
分
け
ら
れ
、
佐
竹
氏
に
関
す
る
も
の
は
佐
竹
家
に
引
き
継
が
れ
た
。」

「
秋
田
県
庁
旧
蔵
古
文
書
」
に
つ
い
て

佐
　
藤
　
　
　
隆
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い
て
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城
内
に
あ
っ
た
資
料
（
い
わ
ゆ
る
「
秋
田
藩
文
書
」）
が
分
け
ら
れ
、
県
庁

旧
蔵
古
文
書
と
佐
竹
文
庫
（
宗
家
）
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
時
ど
の
よ
う
な
基
準
で
ど
の
よ
う
な
資
料
が
ど
う
分
け
ら

れ
た
か
は
明
確
で
は
な
い
。
そ
の
後
、
県
庁
に
保
管
さ
れ
た
古
文
書
類
は
、
戦

災
や
火
事
を
免
れ
て
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
過
程
で
郷
土
資
料
の
収

集
を
積
極
的
に
行
っ
た
秋
田
県
立
図
書
館
へ
の
貸
出
な
ど
が
あ
り
、
戦
後
に
な

っ
て
か
ら
の
再
整
理
を
経
て
、現
在
の
形
と
な
り
当
館
開
館
時
に
移
管
さ
れ
た
。

秋
田
藩
の
文
書
群
は
次
の
よ
う
な
伝
来
ル
ー
ト
を
辿
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

※
秋
田
藩
文
書
の
伝
来
ル
ー
ト

①
藩
庁→

県
庁

②
藩
庁→

県
庁→

県
立
図
書
館→

郷
土
資
料（
・
混
架
資
料
・
落
穂
文
庫
）

③
藩
庁→

個
人→

県
立
図
書
館

→

郷
土
資
料
・
混
架
資
料
・
落
穂
文
庫
・
個
人
文
庫

④
藩
庁→

佐
竹
家
別
邸→

県
立
図
書
館→

佐
竹
文
庫

⑤
そ
の
他

江
戸
藩
邸→

県
庁→

県
立
図
書
館→

郷
土
資
料
〜
「
正
保
国
絵
図
」

藩
庁→

個
人→

佐
竹
家
別
邸→

佐
竹
文
庫
〜
「
宇
都
宮
孟
綱
日
記
」

藩
士
個
人→

県
立
図
書
館→

個
人
文
庫
〜
北
家
・
西
家
・
戸
村
文
庫

⑥
江
戸
藩
邸
・
藩
庁→

佐
竹
家→

千
秋
文
庫

〜
「
佐
竹
御
文
書
」「
梅
津
政
景
日
記
」
１
冊

上
記
の
伝
来
ル
ー
ト
の
①
の
も
の
が
、
今
回
の
目
録
の
県
庁
旧
蔵
古
文
書
に

あ
た
る
。
こ
れ
に
は
、
一
度
県
立
図
書
館
へ
貸
し
出
さ
れ
返
却
さ
れ
た
も
の
を

含
ん
で
い
る
。
返
却
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
②
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
　
資
料
群
の
概
要
に
つ
い
て

（
１
）
分
類

県
庁
旧
蔵
古
文
書
は
、
現
在
の
県
庁
が
出
来
て
か
ら
は
、
県
庁
地
下
の
記
録

書
庫
と
い
う
と
こ
ろ
で
保
管
さ
れ
て
き
た
。
県
庁
記
録
書
庫
で
は
古
文
書
類
を

再
整
理
し
た
際
に
、
形
状
か
ら
次
の
三
つ
に
分
類
し
て
整
理
し
た
。

県
Ａ
…
お
も
に
簿
冊
類

県
Ｂ
…
お
も
に
一
紙
文
書

県
Ｃ
…
お
も
に
絵
図
類
（
詳
細
は
当
館
刊
行
『
絵
図
目
録
』
を
参
照
）

県
庁
か
ら
の
移
管
資
料
は
、
当
館
に
移
管
さ
れ
て
か
ら
は
、
古
文
書
と
し
て

分
類
さ
れ
て
い
た
も
の
を
古
文
書
課
が
、
行
政
文
書
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
た

も
の
（
当
館
で
は
「
秋
田
県
庁
文
書
群
」
と
呼
称
）
を
公
文
書
課
が
所
管
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。

移
管
後
に
、
県
Ａ
に
明
治
以
降
の
資
料
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
や
、
行
政
文

書
の
中
に
明
治
四
年
の
廃
藩
置
県
以
前
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

り
、
そ
れ
ら
を
古
文
書
課
に
所
属
替
し
た
。
移
管
後
に
所
属
替
さ
れ
た
資
料
は

県
Ｄ
と
し
て
分
類
し
た
。
県
Ａ
か
ら
公
文
書
と
し
て
所
属
替
さ
れ
た
資
料
番
号

は
そ
の
ま
ま
欠
番
と
し
た
。
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秋
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県
庁
旧
蔵
古
文
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」
に
つ
い
て

五
〇

（
２
）
資
料
点
数

今
回
の
整
理
で
は
、
資
料
群
を
一
括
と
せ
ず
一
点
ず
つ
を
数
え
る
（
枝
番
を

含
む
）
形
で
整
理
し
た
。
そ
の
結
果
、
資
料
点
数
は
、
県
Ａ
が
四
二
四
点
、
県

Ｂ
が
一
一
〇
四
点
、
県
Ｃ
が
一
一
〇
五
点
、
県
Ｄ
が
七
二
点
で
、
総
点
数
は
二

七
〇
五
点
と
な
っ
た
。

資
料
番
号
は
、
県
Ａ
が
一
〜
二
三
七
（
欠
番
が
二
九
）、
県
Ｂ
が
一
〜
九
七

五
（
欠
番
が
二
〇
）、
県
Ｃ
が
一
〜
七
二
一
（
欠
番
が
一
九
）、
県
Ｄ
が
一
〜
二

三
（
欠
番
な
し
）
と
な
っ
て
い
る
。

（
３
）
主
な
資
料

県
Ａ
〜
Ｄ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
な
資
料
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
県
Ａ
…
境
争
論
、
黒
印
高
帳
、
高
辻
帳
・
郷
帳
・
村
高
帳
、
国
絵
図
作
成
、

評
定
所
日
記
、
系
図
訴
訟
判
決
、
戊
辰
戦
功
、
木
山
方
覚
な
ど

領
地
に
関
す
る
も
の
と
し
て
「
黒
印
高
帳
」（
天
和
四
年
・
宝
永
二
年
・
享

保
十
四
年
）、「
御
判
物
　
拝
受
之
次
第
」
な
ど
が
あ
る
。
特
に
領
域
に
関
す
る

も
の
と
し
て
は
「
南
部
津
軽
両
御
境
目
日
記
」、「
亀
田
一
件
留
書
」、「
藪
台
山

谷
地
一
件
記
録
」、
国
目
付
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
「
御
国
御
目
付
御
用
日

記
」、
国
絵
図
作
成
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
「
正
保
三
年
出
羽
国
知
行
高
帳
」

（
由
利
郡
・
最
上
郡
・
置
賜
郡
な
ど
）、「
御
絵
図
御
用
留
書
」
な
ど
が
あ
る
。

藩
士
の
系
譜
に
関
す
る
も
の
と
し
て
「
土
屋
氏
文
書
写
」、「
近
進
並
以
下
庶

民
文
書
」、「
文
化
年
中
被
仰
渡
控
」
な
ど
が
あ
る
。
ほ
か
に
戊
辰
戦
争
に
関
す

る
「
軍
功
書
」
が
多
い
。

②
県
Ｂ
…
取
交
証
文
、
境
争
論
、
国
絵
図
作
成
、
城
修
築
許
可
、
由
緒
書
、

蝦
夷
地
、
戊
辰
戦
功
書
上
な
ど

南
部
・
津
軽
・
亀
田
・
矢
島
領
と
の
境
に
関
し
て
秋
田
藩
と
相
互
に
交
わ
し

た
書
状
が
多
い
。
ほ
か
に
城
の
修
理
の
た
め
幕
府
と
交
わ
し
た
文
書
、
北
方
と

の
交
易
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。

藩
士
の
系
譜
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、
元
禄
・
明
和
・
寛
政
期
に
そ
れ
ぞ

れ
提
出
し
た
系
譜
・
由
緒
書
・
伝
来
文
書
の
写
が
多
い
。
編
纂
物
で
あ
る
秋
田

藩
家
蔵
文
書
の
原
本
の
写
や
関
連
資
料
も
見
受
け
ら
れ
る
。
ほ
か
に
戊
辰
戦
争

に
関
す
る
「
軍
功
書
」
も
多
数
あ
る
。

③
県
Ｃ
…
国
絵
図
、
城
下
絵
図
、
給
人
町
絵
図
、
屋
敷
図
、
裁
許
絵
図
、

沽
券
図
、
木
山
絵
図
な
ど

国
絵
図
作
成
に
関
す
る
も
の
、
境
争
論
に
関
す
る
も
の
、
国
目
付
に
提
出
し

た
絵
図
の
控
な
ど
が
あ
る
。
特
に
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
の
町
絵
図
は
、

大
館
・
横
手
な
ど
領
内
の
重
要
都
市
が
そ
ろ
っ
て
い
る
（
そ
れ
ら
は
す
べ
て
県

の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
）
。
ほ
か
に
松
前
・
箱
館
な
ど
北
方
の
絵
図
、

戊
辰
戦
争
に
関
す
る
絵
図
が
あ
る
。

ま
た
、
今
回
の
整
理
で
県
立
図
書
館
か
ら
移
管
さ
れ
た
「
出
羽
一
国
御
絵
図
」

（
正
保
国
絵
図
）
と
「
出
羽
七
郡
絵
図
」（
元
禄
国
絵
図
）
を
、
元
の
所
蔵
の
県

庁
旧
蔵
と
し
、
元
の
資
料
番
号
で
あ
る
県
Ｃ
―
六
〇
二
、
六
〇
三
と
し
て
整
理

し
た
。
こ
の
二
点
は
、
藩
庁
か
ら
県
庁
に
引
き
継
が
れ
、
県
庁
か
ら
県
立
図
書

館
に
貸
し
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
出
羽
一
国
御
絵
図
の
箱
書
に
よ
る

と
、
こ
の
絵
図
が
も
と
も
と
江
戸
藩
邸
に
あ
り
、
明
治
の
は
じ
め
に
秋
田
県
庁



「
秋
田
県
庁
旧
蔵
古
文
書
」
に
つ
い
て

五
一

に
移
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
二
点
は
県
立
図
書
館
旧
蔵
の
段
階
で
資
料
番
号
が

付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
絵
図
目
録
で
は
資
料
番
号
無
し
で
記
載
し
て
い
る
。

④
県
Ｄ
…
藩
庁
日
誌
、
戊
辰
軍
功
書
、
木
山
方
覚
な
ど

「
御
評
定
所
日
記
」
・
「
藩
庁
日
誌
」
な
ど
廃
藩
置
県
直
前
の
簿
冊
が
当
館

開
館
時
の
整
理
で
公
文
書
課
か
ら
古
文
書
課
へ
所
属
替
と
な
っ
た
。

「
御
評
定
所
日
記
」
三
冊
は
、
県
Ａ
の
「
御
評
定
所
日
記
」
六
冊
と
相
互
補

完
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
褒
賞
例
書
」
九
冊
は
秋
田
図
書
館
か
ら
移

管
さ
れ
た
「
賞
之
部
」
の
う
ち
五
冊
と
合
わ
せ
る
と
、
本
来
の
ま
と
ま
り
（
一

四
冊
）
に
な
る
。

三
　
目
録
の
編
成
に
つ
い
て

（
１
）
体
裁

こ
れ
ま
で
の
刊
行
目
録
と
の
相
違
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
資
料
番
号
…
古
文
書
目
録
（
後
述
）
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
が
、
全
〇
冊

と
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
一
点
ず
つ
枝
番
を
と
っ
て
処
理
し
た
。

②
資
料
名
…
簿
冊
類
に
つ
い
て
は
表
紙
（
題
箋
）
の
記
載
が
資
料
名
と
な
る

が
、
再
整
理
の
際
に
二
重
に
表
紙
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
も
と
も
と
の
表
紙
と

違
う
資
料
名
が
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
古
い
表
紙
に
従

っ
た
。
一
紙
の
場
合
は
、
県
Ｂ
の
資
料
名
が
古
文
書
目
録
で
は
「
覚
」「
書
付
」

等
内
容
を
あ
ら
わ
さ
な
い
資
料
名
が
多
か
っ
た
が
、
内
容
を
吟
味
し
て
そ
れ
に

応
じ
た
資
料
名
に
適
宜
変
更
し
た
。

③
備
考
…
古
文
書
目
録
で
追
加
分
以
外
は
内
容
に
関
わ
る
備
考
が
記
載
さ
れ

て
お
り
、
あ
る
程
度
そ
の
内
容
を
残
し
た
が
、
間
違
い
は
訂
正
し
、
備
考
の
記

載
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
追
加
し
た
。

④
古
文
書
目
録
に
新
た
に
追
加
し
た
項
目
…
形
状
（
丁
数
）、
作
成
、
差
出
、

受
取
の
四
項
目
で
あ
る
。

形
状
は
、
利
用
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
資
料
の
形
を
お
お
よ
そ
想
像
で
き
る
よ

う
な
項
目
の
設
定
と
し
た
。
簿
冊
に
は
形
状
に
丁
数
を
括
弧
書
き
し
た
。
絵
図

に
つ
い
て
は
類
型
化
が
出
来
な
い
た
め
、
縦
横
の
長
さ
を
示
し
た
。

作
成
、
差
出
、
受
取
は
資
料
に
記
載
の
と
お
り
を
と
っ
た
。
た
だ
し
、
藩
主

の
意
向
を
家
臣
が
代
行
す
る
よ
う
な
書
状
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
が
わ
か
る
よ

う
に
と
っ
た
。

な
お
、
資
料
番
号
・
資
料
名
と
も
一
定
の
原
則
に
基
づ
い
て
付
け
直
し
を
す

る
こ
と
が
整
理
方
法
と
し
て
は
正
当
で
あ
ろ
う
が
、
当
館
開
館
以
来
十
年
以
上

に
わ
た
っ
て
現
在
の
形
で
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
仮
目
録
の
不
備
を
早
く
解

消
し
て
刊
行
目
録
と
し
て
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
優
先
し
、
仮
目
録
を
大
幅
に

変
更
し
な
い
と
い
う
方
針
で
行
っ
た
。
た
だ
し
、
県
Ｂ
の
資
料
名
は
大
幅
に
変

更
に
な
っ
て
い
る
。

（
２
）
欠
番

こ
の
目
録
は
、
古
文
書
目
録
の
資
料
番
号
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
た
め
、
欠

番
が
存
在
す
る
。
表
１
―
１
〜
７
で
そ
の
リ
ス
ト
を
示
し
た
。

表
１
―
１
は
、
移
管
の
際
に
い
っ
た
ん
古
文
書
課
の
所
管
と
な
っ
た
が
、
明



「
秋
田
県
庁
旧
蔵
古
文
書
」
に
つ
い
て

五
二

治
四
年
以
降
の
資
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
公
文
書
課
へ
所
属
替
と
な
り
、
公
文
書

の
資
料
番
号
が
付
与
さ
れ
た
も
の
の
リ
ス
ト
で
あ
る
。
公
文
書
と
し
て
九
三
〇

一
〇
三
（
戦
前
公
文
書
の
分
類
）
の
群
の
最
後
に
追
加
し
た
の
で
、
お
お
む
ね

一
一
〇
〇
〇
番
台
の
番
号
と
な
っ
て
い
る
。
明
治
四
年
以
前
で
古
文
書
と
し
て

所
属
替
え
と
な
っ
た
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
県
Ｄ
と
い
う
新
た
な
枠
を
作
っ

て
そ
こ
に
い
れ
た
。
県
Ｄ
は
本
来
県
Ａ
の
最
後
に
追
加
す
る
べ
き
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

表
１
―
２
の
資
料
は
、
古
文
書
目
録
作
成
の
段
階
（
昭
和
二
十
六
年
）
で
失

わ
れ
て
い
た
資
料
で
あ
り
、
簿
冊
に
ラ
ベ
ル
を
貼
っ
て
順
番
に
架
蔵
し
て
い
た

段
階
で
散
逸
し
た
の
で
あ
ろ
う
（
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
た
時
期
は
不
明
）。
こ
の

う
ち
、
資
料
名
が
わ
か
る
も
の
は
、
枝
番
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

表
１
―
３
と
４
は
、
古
文
書
目
録
の
表
紙
裏
に
記
載
さ
れ
た
調
査
時
に
不
明

と
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。

表
１
―
５
は
現
在
県
立
博
物
館
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
「
真
澄
遊
覧
記
」
が
、

藩
庁
か
ら
県
庁
に
移
さ
れ
、
当
館
開
館
の
際
に
博
物
館
へ
移
管
さ
れ
た
資
料
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
原
本
で
は
な
く
藩
で
保
管
し
て
い
た

写
で
あ
る
。

表
１
―
６
は
、
県
庁
で
の
再
整
理
や
当
館
で
の
整
理
の
際
に
欠
番
と
な
っ
た

資
料
で
あ
る
。
県
Ｃ
は
何
度
も
整
理
が
行
わ
れ
た
た
め
、
前
の
番
号
に
重
ね
て

新
し
い
番
号
を
付
与
し
て
い
る
例
が
あ
る
。

表
１
―
７
は
、
上
記
以
外
の
理
由
の
不
明
資
料
で
あ
る
が
、
〇
は
昭
和
三
十

九
年
の
歴
史
資
料
目
録
に
あ
り
、
×
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
〇
は
同
年
か
ら
当

館
移
管
（
平
成
四
年
）
ま
で
に
失
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
×
は
昭
和
三
十
九

年
調
査
の
際
に
欠
本
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
歴
史
資
料
目
録
に
も
載
せ
ら
れ
て
い

な
い
の
は
、
そ
れ
以
前
に
失
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
そ
の
他

目
録
作
成
の
た
め
、
以
下
の
二
点
の
作
業
を
行
っ
た
。

①
県
Ａ
に
つ
い
て
、
県
Ａ
―
一
〇
一
は
絵
図
八
枚
を
挟
み
込
ん
で
い
る
の
で
、

絵
図
目
録
で
は
枝
番
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
本
来
の
形
状
は
簿
冊
で
あ
る
の
で

枝
番
を
削
除
し
た
。

②
県
Ｃ
に
つ
い
て
、
県
Ｃ
の
追
加
分
は
歴
史
資
料
目
録
で
も
、
七
〇
七
ま
で
し

か
な
い
た
め
、
七
〇
八
以
降
は
ラ
ベ
ル
の
番
号
を
も
と
に
当
館
で
整
理
し
た
。

四
　
県
庁
旧
蔵
古
文
書
の
整
理
に
つ
い
て

（
１
）
旧
目
録
と
の
関
連

秋
田
藩
庁
の
資
料
群
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
目
録
は
、
以
下
の
二
冊
で
あ
る
。

①
「
御
文
書
并
御
書
物
目
録
」（
Ａ
Ｓ
〇
二
九
―
一
）

②
「
御
蔵
書
目
録
」（
Ａ
Ｏ
〇
二
九
―
一
）

①
は
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
の
も
の
で
、
元
禄
・
宝
永
期
の
修
史
事
業
の

過
程
で
収
集
さ
れ
た
資
料
を
収
め
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
は
天
保

三
年
（
一
八
三
二
）
の
も
の
で
、
記
録
所
が
調
査
・
整
理
を
担
当
し
た
資
料
群

に
関
す
る
目
録
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
二
点
の
目
録
は
、
明
治
二
年
（
一
八



「
秋
田
県
庁
旧
蔵
古
文
書
」
に
つ
い
て

五
三

六
九
）
以
前
の
藩
庁
に
あ
っ
た
時
点
で
の
ま
と
ま
り
を
示
し
て
い
る
が
、
秋
田

藩
の
文
書
群
全
体
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
県
庁
旧
蔵
古
文
書
と
し

て
移
管
さ
れ
た
も
の
の
中
に
は
、
こ
の
目
録
に
み
ら
れ
な
い
も
の
も
多
い
。

明
治
二
年
に
秋
田
藩
と
佐
竹
家
に
分
か
れ
た
段
階
で
の
目
録
は
存
在
し
な

い
。
こ
の
後
の
県
庁
旧
蔵
古
文
書
の
内
容
が
わ
か
る
も
の
は
、
次
の
三
点
の
目

録
で
あ
る
。

③
「
書
籍
目
録
」
三
冊
（
作
成
年
代
不
明
＝
明
治
三
十
三
年
か
）

④
「
古
文
書
目
録
」
三
冊
（
昭
和
二
十
六
年
十
月
）

文
書
課
作
成
、
永
年
保
存
の
朱
印
あ
り

⑤
秋
田
県
歴
史
資
料
収
集
協
議
会
「
秋
田
県
歴
史
資
料
目
録
第
一
集
」

（
昭
和
三
十
九
年
一
月
）

③
に
つ
い
て
は
、
公
文
書
の
簿
冊
と
し
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
九
三

〇
一
〇
三
―
一
二
二
五
三
「
新
書
籍
目
録
」、
一
二
二
五
四
「
書
籍
目
録
　
各

課
定
備
」
、
一
二
二
五
五
「
旧
書
籍
目
録
」
の
三
冊
か
ら
な
る
。
こ
の
う
ち
、

「
旧
書
籍
目
録
」
が
古
文
書
類
に
あ
た
る
。

こ
の
目
録
は
現
在
デ
ー
タ
上
で
は
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
と
な
っ
て
い
る

が
、
大
正
三
年
に
調
査
し
た
旨
の
記
載
が
あ
る
の
み
で
、
作
成
年
代
は
不
明
で

あ
る
。
菊
池
保
男
前
副
館
長
は
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
頃
と
推
定
し
て

い
る
が
（
研
究
紀
要
創
刊
号
）、
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
九
月
の
秋
田

図
書
館
貸
し
付
け
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。「
新
」
の
目
録
の
中

に
明
治
三
十
四
年
に
所
属
の
課
が
移
さ
れ
て
取
り
消
し
さ
れ
た
記
載
が
あ
り
、

明
治
三
十
四
年
以
降
の
簿
冊
の
追
加
も
あ
る
が
筆
跡
が
違
い
追
記
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。

し
か
し
、
③
の
目
録
は
図
書
館
へ
の
貸
し
借
り
の
台
帳
と
し
て
の
機
能
が
強

く
、
番
号
も
振
ら
れ
て
お
ら
ず
、
全
資
料
を
網
羅
し
て
は
い
な
い
。

④
は
県
庁
記
録
書
庫
か
ら
の
引
継
書
類
の
中
に
あ
り
、
一
般
に
は
公
開
さ
れ

て
い
な
い
。
三
冊
か
ら
な
り
、
一
冊
目
の
「
簿
冊
之
部
」
は
表
紙
に
「
補
修
編

綴
（
載
断
、
糸
と
ぢ
、
表
紙
替
、
背
紙
附
加
）
し
て
保
管
」
と
書
か
れ
、
県
Ａ

の
一
〜
二
二
六
ま
で
を
載
せ
て
い
る
。
二
冊
目
の
「
書
状
之
部
」
は
表
紙
に

「
長
軸
・
短
軸
・
台
紙
・
袋
入
に
改
装
し
て
保
存
」
と
書
か
れ
、
県
Ｂ
の
一
〜

九
二
〇
ま
で
を
載
せ
て
い
る
。
三
冊
目
の
「
古
絵
図
目
録
」
は
表
紙
に
「
収
納

袋
（
和
紙
・
ハ
ト
ロ
ン
二
重
封
筒
）
大
中
小
袋
に
分
け
保
管
」
と
書
か
れ
、
県

Ｃ
の
一
〜
六
〇
三
ま
で
を
載
せ
て
い
る
。

③
と
④
の
間
に
別
の
目
録
が
作
ら
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
作
ら
れ
て
い
な

け
れ
ば
、
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
に
な
っ
て
形
状
別
に
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
に

分
け
ら
れ
、
番
号
が
付
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

④
の
三
冊
は
、
ま
と
め
ら
れ
て
謄
写
版
に
な
っ
た
も
の
が
昭
和
三
十
六
年
に

県
庁
の
各
課
に
配
布
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
の
一
冊
に
Ａ
Ｂ
Ｃ
そ
れ
ぞ
れ
に

追
加
分
が
手
書
き
で
追
加
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。

⑤
は
④
に
追
加
分
を
加
え
、
新
た
に
並
べ
直
し
て
お
り
、
こ
れ
が
当
館
へ
の

移
管
目
録
と
な
っ
た
。
⑤
の
段
階
で
未
整
理
分
を
含
め
た
全
体
の
目
録
と
な
っ

た
が
、
整
理
さ
れ
た
形
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
あ
と
に
も
整
理
が
行

わ
れ
、
県
Ｃ
に
は
追
加
分
（
県
Ｃ
―
七
〇
八
以
下
）
が
あ
る
。

た
だ
し
、
④
か
ら
⑤
へ
は
た
だ
追
加
が
な
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。



「
秋
田
県
庁
旧
蔵
古
文
書
」
に
つ
い
て

五
四

県
Ａ
の
手
書
き
の
追
加
分
は
当
初
は
二
三
五
ま
で
で
あ
り
、
県
Ａ
―
二
三
五

は
「
町
村
字
名
称
調
」
八
冊
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
「
町
村
字
名
称
調
」

九
冊
は
現
在
は
公
文
書
と
し
て
整
理
さ
れ
て
お
り
（
九
三
〇
一
〇
三
―
九
六
三

四
〜
九
六
四
三
）、
現
在
の
県
Ａ
―
二
三
五
は
「
亀
田
御
安
土
纏
」
と
い
う
別

の
資
料
名
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
④
の
目
録
に
追
加
さ
れ
た
後
、
さ
ら
に

再
整
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

⑤
の
作
成
後
の
昭
和
五
十
四
年
（
一
九
七
九
）
に
現
物
照
合
が
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
④
の
手
書
き
の
追
加
目
録
の
表
紙
裏
の
記
載
か
ら
わ
か
っ
て
い
る

が
、
そ
の
際
に
県
Ａ
に
つ
い
て
二
三
五
を
明
治
以
降
の
公
文
書
へ
移
し
、
新
た

に
二
三
五
〜
二
三
七
を
再
追
加
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

県
Ａ
―
二
三
四
ま
で
は
資
料
番
号
が
記
さ
れ
た
古
い
ラ
ベ
ル
が
付
い
て
お

り
、「
町
村
字
名
称
調
」
に
は
同
じ
ラ
ベ
ル
で
二
三
五
と
記
さ
れ
て
い
る
。
現

在
の
県
Ａ
―
二
三
五
〜
二
三
七
に
は
ラ
ベ
ル
は
な
い
の
で
、
ラ
ベ
ル
は
④
の
作

成
か
ら
追
加
分
を
足
し
、
そ
の
後
の
再
整
理
の
前
に
貼
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
（
昭
和
二
十
六
年
か
ら
昭
和
五
十
四
年
の
間
）。

し
か
し
、
一
番
外
側
の
表
紙
は
県
Ａ
は
二
三
七
ま
で
ほ
と
ん
で
同
じ
よ
う
に

紺
色
の
厚
紙
で
装
丁
さ
れ
て
い
る
が
、「
町
村
字
名
称
調
」
の
表
紙
は
全
く
違

う
白
の
厚
紙
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
比
較
的
新
し
い
と
思
わ
れ
る
県
Ａ
の
表
紙

の
装
丁
は
、
二
三
五
以
下
の
再
追
加
以
後
に
行
わ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
（
昭
和
五
十
四
年
以
後
）。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
県
庁
旧
蔵
古
文
書
の
整
理
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な

流
れ
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅰ
　
明
治
三
十
三
年
に
県
立
図
書
館
へ
の
貸
出
が
始
ま
る
に
際
し
て
整
理
が
行

わ
れ
た
が
、
網
羅
的
で
は
な
く
、
三
分
類
に
分
け
ら
れ
て
も
い
な
か
っ
た
。

Ⅱ
　
昭
和
二
十
六
年
の
少
し
前
に
三
分
類
に
分
け
ら
れ
番
号
が
付
さ
れ
て
ラ
ベ

ル
が
貼
ら
れ
た
。

Ⅲ
　
昭
和
二
十
六
年
に
補
修
が
完
了
し
番
号
に
合
わ
せ
て
目
録
が
作
ら
れ
た

が
、
そ
の
段
階
で
未
整
理
も
あ
り
、
一
度
付
さ
れ
た
番
号
の
資
料
が
存
在
し
な

い
も
の
も
あ
っ
た
。（
④
の
目
録
に
す
で
に
欠
番
が
存
在
す
る
）

Ⅳ
　
そ
の
後
、
随
時
未
整
理
分
が
追
加
さ
れ
、
昭
和
三
十
九
年
の
歴
史
資
料
目

録
に
県
Ｂ
の
追
加
分
が
足
さ
れ
て
ほ
ぼ
整
理
は
終
わ
っ
た
が
、
県
Ａ
と
県
Ｃ
に

若
干
の
追
加
分
が
足
さ
れ
た
。（
⑤
の
目
録
は
県
Ｂ
の
追
加
分
か
ら
始
ま
っ
て

い
る
）

ち
な
み
に
、
③
の
目
録
の
追
記
か
ら
、
目
録
作
成
後
に
貸
付
書
籍
再
調
査
が
、

明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
二
月
と
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
十
一
月
の
二
回

行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
④
の
目
録
の
追
記
か
ら
、
目
録
作
成
後
に

古
文
書
保
管
現
物
照
合
が
、
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
五
月
、
昭
和
三
十

九
年
（
一
九
六
四
）
一
月
（
歴
史
資
料
目
録
第
一
集
編
纂
の
際
）、
昭
和
五
十

四
年
（
一
九
七
九
）
一
月
の
三
回
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
２
）
県
Ａ
の
簿
冊
群
と
旧
書
籍
目
録

藩
庁
か
ら
県
庁
に
引
き
継
が
れ
た
文
書
群
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、

ど
の
よ
う
な
性
格
の
資
料
群
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
解
明
す
る
手
だ
て
は
今

の
と
こ
ろ
最
も
古
い
目
録
で
あ
る
旧
書
籍
目
録
し
か
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
目



「
秋
田
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庁
旧
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古
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」
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五
五

録
に
載
せ
ら
れ
た
資
料
が
県
庁
旧
蔵
古
文
書
の
全
体
像
を
あ
ら
わ
し
て
い
な
い

こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

旧
書
籍
目
録
は
、
旧
書
籍
之
部
（
通
し
番
号
一
〜
八
六
）
・
旧
藩
引
送
諸
記

之
部
（
通
し
番
号
八
七
〜
四
四
五
）
・
旧
藩
引
送
諸
記
録
之
内
絵
図
之
部
に
分

か
れ
て
い
る
。

絵
図
之
部
は
さ
ら
に
、
人
之
部
（
一
〜
四
一
）
・
本
之
部
（
一
〜
一
二
）
・

松
之
部
（
一
〜
二
三
）
・
竹
之
部
（
一
〜
二
二
）
・
梅
之
部
（
一
〜
二
七
）
・

地
之
部
（
一
〜
七
三
）
・
信
之
部
（
一
〜
一
四
）
・
菊
之
部
（
一
〜
一
九
）
・

直
之
部
（
一
〜
三
五
）
・
元
之
部
（
一
〜
二
七
）
・
亨
之
部
（
一
〜
三
四
）
・

無
之
部
（
一
〜
七
五
）
・
鶴
之
部
（
一
〜
三
）
・
亀
之
部
（
一
〜
四
）
・
魚
之

部
（
一
〜
六
）
・
利
之
部
（
一
〜
二
一
）
・
土
形
絵
図
一
五
棹
の
計
四
五
七
点

と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
目
録
で
は
絵
図
は
魚
之
部
の
長
絵
図
の
六

点
が
軸
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
ほ
か
は
枚
を
単
位
と
し
て
お
り
、
ほ
と

ん
ど
軸
装
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

絵
図
に
関
し
て
は
、
現
在
の
県
Ｃ
お
よ
び
県
立
図
書
館
移
管
の
絵
図
と
、
旧

書
籍
目
録
の
比
較
を
し
て
い
な
い
が
、
あ
き
ら
か
に
県
立
図
書
館
移
管
の
Ａ
二

九
〇
―
一
一
四
に
分
類
さ
れ
て
い
る
絵
図
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
近
世
に
個
人

で
絵
図
を
作
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
個
人
所
蔵
の
資
料
群
に
あ
る
絵

図
を
の
ぞ
け
ば
、
県
Ｃ
と
Ａ
二
九
〇
―
一
一
四
に
併
せ
た
も
の
が
ほ
ぼ
藩
政
期

の
絵
図
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
県
Ｃ
は
さ
ら
に
明
治
期
以
降
の
県
庁
所

蔵
の
絵
図
・
地
図
を
含
め
て
い
る
。

一
方
、
旧
書
籍
目
録
の
内
容
の
分
析
か
ら
明
治
四
年
段
階
で
の
藩
庁
文
書
の

復
元
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
視
点
で
、
秋
田
藩
文
書
と
県
庁
旧
蔵

古
文
書
の
関
係
を
知
る
た
め
に
、
県
Ａ
に
つ
い
て
旧
書
籍
目
録
の
「
旧
藩
引
送

諸
記
之
部
」
に
記
載
さ
れ
た
資
料
と
の
比
較
を
し
て
み
た
の
が
、
表
２
で
あ
る
。

表
中
の
貸
付
印
の
欄
の
レ
の
記
号
は
、「
図
館
貸
附
」
の
印
が
押
し
て
あ
る

も
の
で
「
明
治
三
十
三
年
九
月
四
日
　
秋
田
図
書
館
へ
貸
付
之
分
」
と
な
っ
て

い
る
資
料
で
あ
る
。
チ
ェ
ッ
ク
欄
の
◎
は
目
録
に
あ
る
記
号
で
「
明
治
四
十
年

二
月
　
秋
田
図
書
館
へ
貸
付
書
籍
再
調
査
」
と
あ
る
。
ま
た
図
書
館
印
欄
の
角

印
は
「
図
書
館
」
の
角
印
が
押
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
が
、
家
蔵
文
書
と
諸
士
系

図
を
の
ぞ
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
が
県
庁
に
返
却
さ
れ
て
お
り
、
県
Ａ
と
し
て
整
理

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
貸
出
の
時
期
と
返
却
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

家
蔵
文
書
と
諸
士
系
図
は
例
外
的
に
図
書
館
に
移
管
さ
れ
た
ま
ま
と
な
り
郷

土
資
料
と
し
て
公
開
さ
れ
た
。
同
じ
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
た
も
の
と
し
て
正

保
の
出
羽
一
国
絵
図
と
元
禄
の
七
郡
絵
図
が
あ
り
、
こ
の
二
点
は
今
回
こ
の
目

録
に
い
れ
た
。

ち
な
み
に
、
現
在
「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
全
六
一
冊
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い

る
資
料
群
は
、
旧
書
籍
目
録
で
は
、
八
七
「
家
蔵
文
書
」
四
十
冊
、
一
七
二

「
文
書
目
録
」
一
冊
、
一
七
三
「
家
蔵
文
書
」
十
五
冊
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

旧
書
籍
目
録
は
図
書
館
へ
の
貸
出
台
帳
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
レ
や
◎
の

記
載
の
あ
る
資
料
の
大
半
が
県
立
図
書
館
に
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
み
る

と
、
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
の
図
書
館
貸
出
お
よ
び
そ
れ
以
降
の
貸
出

の
た
め
に
整
理
し
た
目
録
と
い
え
る
。

し
か
し
、
表
の
全
体
の
状
況
を
ま
と
め
る
と
、
旧
書
籍
目
録
に
記
載
さ
れ
て
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秋
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文
書
」
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て

五
六

い
る
資
料
は
二
六
四
点
あ
り
、
そ
の
う
ち
県
庁
旧
蔵
古
文
書
と
し
て
残
っ
て
い

る
の
は
一
三
八
点
（
五
二
％
）、
県
立
図
書
館
旧
蔵
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
六

七
点
（
二
五
％
）、
所
在
不
明
が
五
九
点
（
二
二
％
）
で
あ
っ
た
。

こ
の
目
録
は
県
庁
旧
蔵
古
文
書
の
全
体
を
あ
ら
わ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
見

て
み
る
と
、
現
在
県
Ａ
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
二
一
〇
点
（
枝
番
を
の
ぞ
く
）

の
う
ち
、
旧
書
籍
目
録
で
一
致
す
る
の
は
一
一
八
点
（
五
六
％
）
で
あ
る
。
旧

書
籍
目
録
作
成
の
段
階
で
は
ま
だ
半
分
が
未
整
理
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
次
の
四
点
で
あ
る
。

①
県
Ａ
に
関
し
て
は
半
分
が
そ
の
ま
ま
県
庁
に
残
さ
れ
て
い
る
し
、
目
録
で

半
分
を
確
認
で
き
る
。

②
図
書
館
に
貸
出
の
ま
ま
の
資
料
は
目
録
の
四
分
の
一
の
み
で
あ
る
。
そ
の

ほ
と
ん
ど
は
図
書
館
の
郷
土
資
料
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。

③
所
在
不
明
（
目
録
作
成
時
か
ら
現
在
ま
で
に
失
わ
れ
た
資
料
）
が
全
体
の

二
割
以
上
あ
る
。

④
目
録
作
成
後
の
追
加
分
（
目
録
作
成
時
に
未
整
理
）
が
五
割
近
く
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

最
後
に
、
今
後
の
課
題
を
示
し
て
お
く
。

①
県
立
図
書
館
貸
出
を
含
め
た
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
段
階
で
の
県
庁
旧
蔵

古
文
書
の
復
元
は
旧
書
籍
目
録
か
ら
あ
る
程
度
可
能
で
あ
り
、
さ
ら
に
表
紙
の

記
載
な
ど
か
ら
混
架
資
料
・
落
穂
文
庫
を
含
め
た
復
元
を
行
う
こ
と
。

②
個
人
文
庫
を
含
め
た
明
治
二
年
以
前
の
藩
庁
文
書
の
復
元
を
行
う
こ
と
。

③
千
秋
文
庫
所
蔵
資
料
を
含
め
た
秋
田
藩
文
書
＝
佐
竹
家
文
書
の
全
体
の
復
元

を
お
こ
な
う
こ
と
。

以
上
が
当
館
開
館
時
か
ら
め
ざ
し
て
き
た
再
整
理
の
方
向
で
あ
り
、
今
後
、

各
資
料
群
（
と
く
に
佐
竹
宗
家
旧
蔵
の
「
佐
竹
文
庫
」
と
図
書
館
の
整
理
に
よ

る
「
郷
土
資
料
」）
の
再
整
理
に
基
づ
い
て
、
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
、
め
ざ
す
方
向
へ
近
づ
く
道
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
古
文
書
班
　
さ
と
う
た
か
し
）

※
参
考
文
献

菊
池
保
男
「
館
蔵
資
料
の
伝
来
と
再
整
理
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
」

（『
秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
創
刊
号
　
一
九
九
五
年
）

伊
藤
勝
美
「
貴
重
文
書
書
庫
収
蔵
資
料
の
概
要
・
秋
田
県
庁
文
書
」

（『
秋
田
県
公
文
書
館
だ
よ
り
』
第
四
号
　
一
九
九
六
年
）

伊
藤
勝
美
「
貴
重
文
書
書
庫
の
概
要
・
佐
竹
文
庫
（
宗
家
）」

（『
秋
田
県
公
文
書
館
だ
よ
り
』
第
六
号
　
一
九
九
七
年
）
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表１　秋田県庁旧蔵古文書目録欠番リスト

表１－１　移管の段階で秋田県庁文書に入れられた資料

資 料 番 号 資　　　料　　　名 現資料番号

県Ａ－１８０ 「官軍戦死墳墓取調書」 930103－11468

県Ａ－１８１ 「 〃　　　　　」 930103－11469

県Ａ－１９１ 「戊辰之役西征之役戦死人名簿」 930103－11470

県Ａ－１９２ 「戦死者遺族扶助料願」 930103－11471

県Ａ－１９３ 「金禄公債証書預り台帳」 930103－11472

県Ａ－１９４ 「戊辰己巳之際従軍殉困した墳墓ヶ所台帳」 930103－11473

県Ａ－２００ 「御城下卒并同年限二人扶持人員調」 930103－11192

県Ａ－２０１ 「招魂社官軍霊璽姓名書上帳」 930103－11474

県Ａ－２０２ 「官軍墳墓明細帳」 930103－11475

県Ａ－２０４ 「秋田博覧会薦告」 930103－11132

県Ａ－２０５ 「震災書類」 930103－11554

県Ａ－２０６ 「旧秋田県年中祭典儀」 930103－11133

県Ａ－２０７ 「正根寺遺跡系図写」 930103－11134

県Ａ－２０８ 「旧藩山林制度寺調」 930103－11135

県Ａ－２０９ 「医生試験問題対策書」 930103－11136

県Ａ－２１０ 「尾去沢銅山開坑原油」 930103－11137

県Ａ－２１１ 「戊辰叛賊討征記」 930103－11476

県Ａ－２３０ 「羽後陸中国租税御勘定目録」（明治４） 930103－11138

県Ａ－２３３－１ 「勤王家に関する参考書類」 930103－11463

県Ａ－２３３－２ 「 〃　　　　　　」 930103－11464

県Ｂ－９２０－３ 「官軍墓地書上」（明治７） 930103－11477

表１－２　古文書目録作成の段階で欠番の資料

資 料 番 号 資　　　　料　　　　名

県Ａ－２２ 資料名不明

県Ａ－３９ 資料名不明

県Ａ－９－２２ 「亀田一件留書」

県Ａ－１３－７ 「藪台山谷地一件記録」

県Ａ－２０－１、５ 「出羽国下野国之内秋田領郷村高辻帳」

県Ｂ－７８８ 資料名不明
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表１－３　昭和35年５月調査時不明

資 料 番 号 資　　　　料　　　　名

県Ａ－６４ 「金山沢村堤論覚書」

県Ａ－６６ 「大正寺通船一件手控覚」

県Ａ－２２４ 「戊辰討賊始末」

県Ａ－７４－１ 「御境目見当山御用日記」

表１－４　昭和39年１月歴史資料目録第一集編纂の際不明

資 料 番 号 資　　　　料　　　　名

県Ａ－６０ 「寺社領目録」

県Ａ－１３３－１、２、３ 「郡方御記録」上中下

県Ａ－１５５ 「御作法諸色集目録」

県Ａ－１５６ 「当用一覧諸色集」

表１－５　秋田県立博物館へ移管

資 料 番 号 資　　　　料　　　　名

県Ａ－２２５ 「真澄遊覧記」

表１－６　資料整理による欠番

資 料 番 号 欠　 番　 の　 理　 由

県Ｂ－２７４ ２７３と同一文書であり、２７３にまとめて２７４を欠番とした

県Ｃ－３１４－１１ 古文書目録に２３枚とあり２３枚現存、３に枝番１・２あり

県Ｃ－３１５－２１ 歴史資料目録に２８枚とあり２８枚現存

県Ｃ－６３４ 県Ｃ－７１８として県庁で再整理

県Ｃ－６４５ 県Ｃ－７１９として県庁で再整理

県Ｃ－６５９ 県Ｃ－６５８－２として当館で整理
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表１－７　その他の欠番

資 料 番 号 資　　料　　名 備　　　　考 ※

県Ｂ－２７６ 「覚」 ×

県Ｂ－２９４ 「書状」 ×

県Ｂ－３０５ 「示談済ケ條通知書及び別紙覚」 ×

県Ｂ－３４５ 「書付」 ×

県Ｂ－３５６ 「書状」 ○

県Ｂ－３６３ 「書状」 ×

県Ｂ－３６７ 「書状」 ×

県Ｂ－４１５ 「松平兵蔵様被相渡候書付」 享保１７ ×

県Ｂ－４４８ 「帳面」 享保２０ ×

県Ｂ－５４７ 「覚」 ×

県Ｂ－５５７ 「覚」 元和５ ○

県Ｂ－５６７ 「村田市郎書状残簡」 ×

県Ｂ－５７０ 「覚性院書状」 ×

県Ｂ－５７６ 「保寿寺書上」 ○

県Ｂ－５８９ 「佐藤純粋書上」 ○

県Ｂ－７１９ 「口上覚」 柏甚兵衛 ○

県Ｂ－７８３ 「覚」 正徳２ ○

県Ｃ－２７５ 「秋田城」 「中身なし」メモ書きあり ○

県Ｃ－３５９ 「エトロフ図」 ○

県Ｃ－３９１ 「弘化新政摂州大政全図」 「表紙のみある」メモ書き ×

県Ｃ－４０９ 「海際絵図」 ×

県Ｃ－４１１ 「御勘定所江被差出候控御絵図」 享保１７ ×

県Ｃ－５５９ 「神山社地書上帳」 ×

県Ｃ－６３５ 「地形図」 明治３１、９枚 ○

県Ｃ－６４２ 「震災予防調査図」 明治３４ ○

県Ｃ－６７２ 「秋田領内絵図」 ○

県Ｃ－６８４ 「勅語　令旨附属アリ」 明治３９ ○

県Ｃ－６８７ 「各種記入用地図」 ○

県Ｃ－６９３ 「無地白軸　洋風仕立」 ○

県Ｃ－７０２ 「秋田郡東北部御境絵図」 ○

県Ｃ－７０８ 「郡境絵図」 ×

県Ｃ－７０９ 「太平学校付近絵図」 ×

県Ｃ－７２０ 「時代別秋田領絵図」 ×

※→○は歴史資料目録にあり、×は歴史資料目録になし
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表２　『旧書籍目録』旧藩引送諸記之部

通し番号

87 家蔵文書 40 Ａ280－69－１～61 角印

88 諸士系図 42 Ａ288.2－590－１～25、

591－１～16 角印

89 社寺文書 2 Ａ280－69－１～61 レ ◎

90 後藤祐良日記　 7 Ａ312－17－１～７ レ ◎

91 石井忠運日記 19 Ａ312－21、22－１～22 レ ◎

92 訂正田法仮字格書 5 Ａ611－80－１～５ レ ◎

93 古今華押 7 × レ ◎

94 大山不尤覚書 3 Ａ312－23－１～３ レ ◎

95 公武法令　附社寺 1 Ａ320.9－３ レ　◎

96 佐竹氏族系図引証本 1 × レ ◎

97 林家本朝通鑑抜萃　 1 Ａ288－18 レ ◎

98 吉成兵太夫一件 4 Ａ327－５－１～４ レ ◎

99 旧秋田領各郡調 6 ×

100 岡三太郎同九平太兄弟之次第争論裁許之

書附 1 × レ ◎

101 公刑録　二部 2 Ａ326－１～３ レ ◎

102 雄物川筋通船一件 1 Ａ312－39 レ ◎

103 雄物川一件御記録追加 2 Ａ312－38－１～２ レ ◎

104 関東合戦記 1 Ａ211－36 レ ◎

105 佐竹六郎義方家人江堵嫡庶争論書写 1 Ａ288.3－19 レ ◎

106 出羽秋田六郡高札場控 1 ×

107 律令要略 1 × レ ◎

108 須田裁判書 1 Ａ288.3－26 レ ◎

109 陪臣系図稿 1 × レ ◎

110 陪臣系図 3 Ａ288.2－590－28、29、

591－17

111 大目付触 4 × レ ◎

112 故譜 1 Ａ288－17 レ ◎

113 須藤茂孟日記 13 Ａ312－20－１～13 レ ◎

114 真崎隆紀日記 2 Ａ312－27－１～２ レ ◎

115 多賀谷隆家日記抄 2 Ａ312－26－１～２ レ ◎

116 忠宴日記抜書 2 Ａ312－25－１～２ レ ◎

117 梅津政景日記抄 1 Ａ312－24 レ ◎

118 藤井俊徳日記抄 5 Ａ312－16－１～５ レ ◎

119 御日記書抜 27 Ａ312－15－１～27 レ ◎

120 元文三年四月ヨリ宝暦元年十二月■御日

記抜書 3 Ａ312－15－28～30

121 土屋知虎自筆書状書抜 2 Ａ312－29－１～２ レ ◎

122 御当家令條 10 Ａ320.9－２－１～８、

Ａ322.5－２－１～２ レ ◎

123 兵庫日記抜書 1 Ａ312－28 レ ◎

124 戸村十太夫義国大阪働覚書 1 Ａ209－402 レ ◎

125 古文書写 1 県Ａ－148 レ ◎

126 刑罰式附録 2 Ａ327－４－２～３ レ ◎

127 京都御達書并公儀御触及申立書写 1 × レ ◎

128 当用式外四件合冊　 5 Ａ317－82、95

129 戸村十太夫義国書　 1 ×

130 かみのはかき　 2 × レ ◎

131 家督定名跡願例書 1 Ａ317－97

132 嫡子養子願例書 1 Ａ317－98

133 承祖願隠居願進退引願外五件例書 1 ×

資　　料　　名 数量(冊) 資料番号(県庁) 資料番号(図書館) 貸附印 チェック 図書館印
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134 家督定 2 Ａ317－91、100

135 御亀鑑 1 Ａ289－372 レ ◎

136 佐藤裁判 1 Ａ288.3－25 レ ◎

137 御判物記 1 Ａ317－96 レ ◎

138 勢州兵乱記 1 × レ ◎

139 諸家陪臣記録 1 県Ａ－113 Ａ288.3－35 レ ◎

140 土屋寺崎裁判書 1 県Ａ－97

141 在々被仰渡記 1 県Ａ－237

142 嫡庶争論之書 1 ×

143 御系図 1 県Ａ－174

144 須田戦争略図 1 ×

145 金銀銭米穀之書 1 県Ａ－98 角印

146 梅津忠昭日記抄 1 県Ａ－142 角印

147 高根彦七日記書抜 1 県Ａ－145 角印

148 御膳番所日記抜書 1 県Ａ－918

149 土屋氏文書写 1 県Ａ－147 角印

150 大館一郷御改之次第ニ付未五月以来留書 1 県Ａ－128

151 高屋五左衛門盛吉書 1 県Ａ－149 角印

152 御裁判被仰渡控 1 県Ａ－96

153 御裁判控 1 県Ａ－84 角印

154 関系図裁判 1 県Ａ－172

155 土屋家御記録草稿 1 県Ａ－171

156 御青印控草稿 2 県Ａ－124、125

157 御青印控 1 県Ａ－123

158 御評議之次第 1 県Ａ－62 角印

159 岩堀宗六同吉右衛門系図裁判書 1 県Ａ－173

160 元寛日記 4 県Ａ－143－１～４ 角印

161 秋田銅山日記 1 ×

162 城主更替記 2 ×

163 御作法諸筆集目録 2 ×（県Ａ－155） 角印

164 諏訪神社棟札写 1 Ａ175－20 角印

165 岩屋改氏被仰付候ニ付被仰返候控 1 県Ａ－175

166 年頭盃酒記 1 県Ａ－157 角印

167 御判鑑并御家老印及花押 1 県Ａ－153 角印

168 軍功賞典録 3 県Ａ－226－１～３

169 諸家陪臣記録　 1 県Ａ－113

170 御旗并御家中小旗帳　 1 県Ａ－129 角印

171 裁判帳稿　 1 県Ａ－95

172 文書目録　 1 Ａ280－69－１～61

173 家蔵文書　 15 Ａ280－69－１～61 角印

174 御分流系図 2 × 角印

175 明和年中再御吟味之節扣 1 ×

176 泰平年表 3 × 角印

177 殿居嚢 1 ＡＳ209－340－１

178 同附録 1 ＡＳ209－340－２

179 青標紙 2 ×

180 太平年表 1 ×

181 旧秋田領六郡黒印高帳　但享保十四年調 14 県Ａ－17 角印

182 六郡総高村付帳 2 県Ａ－27

183 出羽国秋田領郷帳 1 県Ａ－28

184 出羽国下野国ノ内秋田領郷村高辻帳 4 県Ａ－20

185 佐竹次郎家中分限并役儀帳 1 ×

186 秋田領郡村御黒印高帳　但宝永二年調 7 県Ａ－16 角印

通し番号 資　　料　　名 数量(冊) 資料番号(県庁) 資料番号(図書館) 貸附印 チェック 図書館印
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187 郷村御調覚書　但享保十四年調 1 県Ａ－25 角印

188 享保七年三月ヨリ郡村御吟味日記 1 ×

189 （廃棄）

190 （廃棄）

191 郷村高辻過不足高調帳　但寛延三年調 3 県Ａ－23

192 出羽国秋田領郷村石付帳 1 県Ａ－33

193 給人御黒印写 7 ×

194 郷村高辻過不足調帳附録 1 Ａ611－84、85－２

195 元禄郷村附録 1 県Ａ－32

196 出羽国之内知行高目録 1 県Ａ－58

197 下野国之内領地総帳 1 県Ａ－42

198 出羽国郡村仮名付帳 3 Ａ290－141、142

199 出羽国下野国之内領地総高目録 1 ×

200 郷村高辻帳附録 1 県Ａ－21

201 御朱印并御老中添目録拝受之次第 1 県Ａ－40－１

202 御絵図留書 1 県Ａ－88

203 御国目附御用日記 4 県Ａ－131 角印

204 御黒印吟味覚書 5 県Ａ－41

205 旧秋田領村々御黒印高帳　但宝永二年調 5 県Ａ－18－１～３

206 旧秋田領村々御黒印高帳　但天和四年調 5 県Ａ－15－１～３

207 井口長七郎差出候秋田南部領境御用書附写 5 Ａ312－36－１～10

208 井口長七郎差出候秋田南部境御用書附写

但天和二年ヨリ宝永八年迄 1 Ａ312－36－１～10

209 慶安三寅年秋田南部論地ニ付目安口上書

ヲ以テ言上覚 2 県Ａ－６

210 江戸御検使前ニテ双方拠人対決帳 1 県Ａ－104

211 南部ヨリ奉行江差出候訴書之写外四件 1 ×

212 御国目付御用ニ付御割役差出候調帳 1 ×

213 下野国薬師寺領往古ヨリ之次第云々書附

簿冊 1 県Ａ－169

214 御判物御拝受之次第 1 県Ａ－38－１

215 御青印并被仰渡次第　但天保八年調 1 Ａ317－77

216 仙北郡寺館尻引村矢嶋寺館村ト新畑出入

留書 1 県Ａ－63

217 佐竹大膳太夫領分論所先年ヨリ相済候覚書 1 県Ａ－67

218 出羽国最上山形領知行高辻帳 1 県Ａ－56

219 寺社領目録 1 ×（県Ａ－60）

220 天明七年御判物御改之次第 1 県Ａ－44

221 秋田領郷村高辻帳之内引替調帳 1 県Ａ－24

222 元禄十七年分限帳 1 ×

223 寛文四年御高辻帳差出候次第 1 県Ａ－37

224 秋田領境目方申渡書類綴込 1 ×

225 日本六十余州国割帳 2 県Ａ－102

226 下野領郷村高辻帳并古書写 1 県Ａ－139 角印

227 地名御書上取纏 1 ×

228 万治元年在々配分帳 1 県Ａ－61

229 見当山御用抜書帳　 3 県Ａ－73

230 見当山御用日記 3 県Ａ－74

231 大沢郷村替記録 13 Ａ312－33－１～13

232 河辺郡女米木村亀田領君ヶ野村御境一件 11 ×

233 亀田北野目村ト御領矢島領御境八卦通一件 5 Ａ312－18－１～５

234 御記録所御書物之内御境目御用 2 Ａ312－35－１～２

通し番号 資　　料　　名 数量(冊) 資料番号(県庁) 資料番号(図書館) 貸附印 チェック 図書館印
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235 八沢木村ヨリ滝ノ下村迄亀田御境御安地

取纏 4 Ａ312－19－１～４

236 河辺郡女米木村亀田領君ヶ野村御境一件

取纏附録 1 ×

237 亀田北野目村ヨリ御領矢島領御境八卦通

一件 5 Ａ312－32－１～５

238 藪台山谷地一件記録 11 県Ａ－12－１～11

239 金山沢村堤論覚書 2 県Ａ－65

240 宝暦九年亀田家老小川源兵衛罷越候一件

記録 1 県Ａ－12 角印

241 郷村高帳御書上ケ記録 1 県Ａ－30

242 下野領替地留書 5 ×

243 天保五年出羽下野郷村高帳 1 ×

244 文化年中開発御用留書 1 ×

245 御城下御改正取纏 1 Ａ317－142

246 八沢木村ヨリ滝ノ下村迄亀田境安地取纏 4 県Ａ－32

247 亀田表出役日記 1 県Ａ－11 角印

248 先年ヨリ論地之記録 1 県Ａ－159

249 仙北郡嶺吉川外二ケ村入会野切添田畑示

談済取纏 1 県Ａ－94

250 天保十三年諸役所備高調書附 １袋 ×

251 久保田藩支配地之内下野国二郡絵図面并

人口戸数取調 １袋 ×

252 秋田領郷帳 1 県Ａ－28

253 天保二卯年郷村高帳書上ケ記録 1 県Ａ－30

254 宝暦九年御国目付尋問ニ付答書草稿 1 × 角印

255 御高札建場所 1 県Ａ－76

256 大正寺川下一件留書 9 Ａ312－31－１～９

257 亀田一件留書 20 県Ａ－９－１～23

258 亀田一件留書抜書 3 県Ａ－９－１～23

259 亀田一件御用留書 1 ×

260 亀田一件御用主意書 1 県Ａ－10

261 大正寺通船一件手控覚 1 ×（県Ａ－66）

262 享保八年調郡村本村支村御高共調帳 6 県Ａ－19－３

263 北海道地所引渡諸書附 3 ×

264 秋田南部津軽領境関係諸帳簿 47 県Ａ－１－１～38

265 在々給人格式 3 Ａ317－140～141

266 御苗字目録 1 県Ａ－106

267 御判紙 1 県Ａ－80

268 大小姓医師鷹役之部 1 Ａ317－76

269 罰之部 1 県Ａ－107

270 賞之部 8 Ａ317－63～75

271 御高札控 4 県Ａ－140－１～３

272 御用留書 2 県Ａ－68、138、228 Ａ312－37－１～２

273 被仰渡書抜 1 県Ａ－79

274 公儀被仰渡控 1 県Ａ－86

275 公儀御届書控 1 県Ａ－85

276 御札控 6 県Ａ－78

277 武家諸法度 1 県Ａ－83 Ａ288.2－3172 角印

278 領中大小道程帳 1 県Ａ－105

279 御証拠控 2 県Ａ－81、91

280 小旗印 1 県Ａ－129

281 幕ノ紋帳 1 県Ａ－130

通し番号 資　　料　　名 数量(冊) 資料番号(県庁) 資料番号(図書館) 貸附印 チェック 図書館印
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282 掟帳 1 × 角印

283 旧藩諸控　但トノ一印 5 × レ ◎

284 文化年中被仰渡控 3 県Ａ－151－１～３ 角印

285 褒賞例書 14 県Ｄ－19－１～９

286 天保七年　旧藩町所御用記 1 ×

287 士族卒明細短冊 35 「別箱ニ入ル」、公文

書班所管

288 卒家譜 34 「別箱ニ入ル」、公文

書班所管

289 （廃棄）

290 （廃棄）

291 （廃棄）

292 仙北郡村々神社調帳 1 ×

293 平鹿郡村々神社調帳 1 ×

294 秋田郡村々神社調帳 1 県Ａ－152

295 旧秋田領出羽下野両国郷村高帳 2 ×

296 御国目付下向之節被差出候品々御絵図郷

村石付帳ヲ始メ其他品々御伺ノ為関口半

八等江文通之控 1 県Ａ－115

297 古文書写 1 県Ａ－147～149 角印

298 南家家人文書伝来ノ子孫扣 1 県Ａ－154 角印

299 太閤様唐入 1 ×

300 御陣所見分御絵図 1袋 県Ｃ－270 角印

301 御判物絵図御用留書 1 Ａ312－41

302 御裏書絵図御証文之写 1 県Ａ－112

303 出羽国由利郡郷村高辻帳 1 県Ａ－51

304 下坐見書上ケ 8 Ａ312－45－１～８

305 宇都宮家願書写 合1 ×

306 中山伝右衛門存寄申上ノ書裁写 合1 ×

307 旧藩庁日誌類 33 県Ａ－132－１～６、

県Ｄ－１～６（24冊）

308 旧藩士系図 559 Ａ288.2

309 箪笥入　旧藩士系図イロハ分 82 Ａ288.2

400 旧藩士家系関係書類一袋 29 Ａ288.2

401 古書附二袋 23通 ？　

402 秋田藩渋江内膳家人筋目書 1綴 ×　

403 小田五郎右衛門家系一件 3袋 県Ａ－170－１～３

404 同五郎右衛門家系一件 2 県Ａ－170－１～３

405 北家家人家系関係書類 1袋 県Ｂとして整理か？

406 東家家人家系関係書類 1袋 県Ｂとして整理か？

407 南家家人家系関係書類 1袋 県Ｂとして整理か？

408 石塚外四家家人家系関係書類 1袋 県Ｂとして整理か？

409 梅津二家家人家系関係書類 1袋 県Ｂとして整理か？

410 横手給人古来勤形書出 1袋 県Ｂとして整理か？

411 古書付 1括 ？　

412 大館家家人家系関係書類 1袋 県Ｂとして整理か？

413 復氏取調書類 1袋 県Ａ－176

414 旧藩士家系并古書付 30袋 県Ｂとして整理か？　 ◎

415 旧藩領界関係書付 10括 県Ｂとして整理か？　

416 藪台一件取纏 4 ×

417 旧藩領境関係古書付 16箱 県Ｂとして整理か？　

418 出羽国油利郡之内仁加保兵庫上給村々高

辻帳 1 県Ａ－52

通し番号 資　　料　　名 数量(冊) 資料番号(県庁) 資料番号(図書館) 貸附印 チェック 図書館印
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419 御家譜 1 県Ａ－109

420 出羽国由理郡郷村高辻帳 2 県Ａ－45

421 出羽国由理郡仙北郡之内生駒玄蕃同主税

知行高辻帳 3 県Ａ－160－１～２

422 出羽国由利郡村付帳 2 県Ａ－47－１～２

423 出羽国由利郡之内村高帳 3 県Ａ－51

424 出羽国由利郡仙北郡河辺郡之内郷村高帳 1 県Ａ－53

425 新御蔵入記 1 ×

426 御境目山本郡見次山御用江戸日記 1 県Ａ－162

427 亀田八島贈答状扣 1 県Ａ－93

428 日本国割帳 1 県Ａ－102 角印

429 近進並以下諸民文書 1 県Ａ－150 角印

430 土屋知虎日記 3 県Ａ－146－１～３ 角印

431 津軽御境矢立杉植継御用留 1 Ａ312－40

432 近代系図 1 県Ａ－110

433 御用留書 2 県Ａ－68、138、228 Ａ312－37－１～２

434 羽後国飽海外三郡之内郷村高帳 1 県Ａ－43

435 羽前国田川郡置賜郡村山郡之内郷村高帳 1 県Ａ－57

436 御分限帳 1 ？　

437 元朝日記抄 21 県Ａ－144－１～21 角印

438 出羽国秋田領村名并変地目録 1 県Ａ－31 Ａ312－42

439 郡方御記録　上中下　外ニ四ッ小屋御記

録一冊 3 ×　 角印

440 羽陰史略 4 県Ａ－229－１～４

441 秋藩紀年　天地 2 Ａ212－23、50

442 出羽国風土略記 10 狩129－１～10（写）

443 町触控　明和七年ヨリ明治二年十二月マテ 39 Ａ317－57－１～３ レ ◎

444 雑録 3 県Ａ－103－１～３ 角印

通し番号 資　　料　　名 数量(冊) 資料番号(県庁) 資料番号(図書館) 貸附印 チェック 図書館印



六
六

は
　
じ
　
め
　
に

こ
こ
で
紹
介
す
る
史
料
は
、
県
庁
旧
蔵
古
文
書
に
含
ま
れ
て
い
る
「
御
用
留

書
」（
資
料
番
号
　
県
Ａ
―
一
三
八
）
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
寛
政

七
年
（
一
七
九
五
）
の
郡
奉
行
設
置
に
か
か
わ
る
重
要
な
内
容
を
含
む
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
主
な
理
由
で
あ
る
。

郡
奉
行
の
設
置
は
、
秋
田
藩
九
代
藩
主
佐
竹
義
和
が
行
っ
た
藩
政
改
革
の
な

か
で
も
、
農
村
支
配
に
か
か
わ
る
重
要
な
政
治
改
革
で
あ
り
、
そ
の
意
義
に
つ

い
て
は
『
秋
田
県
史
』
な
ど
を
始
め
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。

通
説
的
に
は
、
享
保
期
以
来
藩
の
念
願
で
あ
っ
た
地
方
知
行
地
の
蔵
入
化
を
最

終
的
に
実
現
し
た
政
策
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
近
世
史
研
究
の
動
向

の
一
つ
と
し
て
、
地
方
知
行
の
蔵
入
化
が
藩
政
確
立
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
さ
れ

た
一
時
期
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
確
立
期
の
問
題
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
視
点
を

藩
政
後
期
の
問
題
に
そ
の
ま
ま
持
ち
込
む
こ
と
は
、
分
析
視
覚
に
お
い
て
大
き

な
問
題
点
を
持
つ
も
の
と
言
っ
て
よ
く
、
し
か
も
近
年
で
は
、
近
世
大
名
支
配

に
お
け
る
地
方
知
行
制
の
意
義
を
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
研
究
動
向
が

顕
著
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
秋
田
藩
の
郡
奉
行
設
置
に
つ
い
て
も
、『
秋
田

県
史
』
な
ど
の
通
説
的
理
解
を
離
れ
、
新
た
な
視
点
か
ら
そ
の
意
義
を
再
考
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
本
史
料
の
重
要
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

郡
奉
行
設
置
に
か
ん
し
て
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
、用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、

「
町
触
控
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
寛
政
七
年
の
「
被
仰
渡
」
で
あ
る
（
今
村
義

孝
・
高
橋
秀
夫
編
『
秋
田
藩
町
触
集
』）。
し
か
し
こ
の
「
被
仰
渡
」
は
、
郡
奉

行
設
置
の
基
本
方
針
を
示
し
た
も
の
で
、
具
体
的
な
指
示
を
含
む
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
点
で
は
、
本
稿
で
紹
介
す
る
「
御
用
留
書
」
は
、
郡
奉
行
設
置
に
と

も
な
う
代
官
へ
の
指
示
事
項
や
代
官
か
ら
の
伺
書
、
村
々
へ
の
「
被
仰
渡
」
な

ど
、
多
様
な
議
論
を
可
能
と
す
る
内
容
を
多
数
含
ん
で
い
る
。

同
史
料
は
、
後
掲
の
表
紙
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
寛
政
七
年
か
ら
同
十

一
年
ま
で
に
出
さ
れ
た
農
村
支
配
に
関
す
る
法
令
を
郡
方
吟
味
役
が
筆
録
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
同
史
料
中
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
郡
方
吟
味
役
は
寛
政

史
料
紹
介
「
寛
政
七
卯
年
よ
り
同
十
一
巳
年
迄
　
御
用
留
書
」

―
―

寛
政
七
年
の
郡
奉
行
設
置

―
―

金
　
森
　
正
　
也



史
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六
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「御用留目録」一覧 39

40

41

42

43

44

１

２

３

４

５

６

７

8

9

10

11

12

13

郡奉行被建置候節被仰渡并右ニ付御窺済

口之事

右同断村方江被仰渡之事

郡奉行より御代官江申渡書之事

御代官一統御改ニ付御窺書之事

御代官一統隙明ニ而御改之事

郡奉行江相窺候済口之事

御改ニ付村々江申渡之事

異国船取扱方之事

酒造室箒之儀御伺済口之事

村方取扱方御伺済口之事

御所預より懸合之義被仰渡之事

組下御足軽御用之節申遣方之事

木山御山守支配相改候事

商もの取組方被仰渡之事

御足軽郡方江被分置候事

流木之義川目通江被仰渡之事

諸収納差引早速可取極被仰渡之事

角力建方被仰渡之事

御足軽米渡方被仰渡之事

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

60

御代官被止置郡方吟味役被仰付候事

右ニ付勤方御窺之事

林役勤方被仰渡之事

御境口御青印ニ而通行之事

寺院門前家内之儀被仰渡之事

郡村境之儀ニ付御境目方江可申届被仰渡

之事

郡方御備方引落方之事

御改ニ付勤方御窺済口之事

同断、御金蔵より御窺済口之事

旅人病気等之節仕送方之事

御高割銀不納被捨下候事

御供之面々江歩伝馬差出方被仰渡之事

寛政７年

14

15

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

御役屋詰より廻村之砌之事

横死之者人主相知候而も御検使可申請事

旧借財之義被仰渡之事

御役屋詰之節御扶持被下方之事

御足軽御小人御町同心知行処御引揚御蔵

出ニ而被下置候事

農業之儀秋田郡江被仰渡之事

漂流船御検使林役江被仰付候事

鷹待新塒被禁候事

湯沢町盆中無提灯之事

郡方役所唱之事

御足軽米小間もの之事

駅場荷被仰渡之事

御蔵出小間物等被仰渡之事

御足軽御小人御町同心知行御引上御蔵入

ニ付御伺済口之事

右ニ付御所持并御物頭江被仰渡之事

右同断、御引上米八月古米并肝煎免被仰

渡之事

在々御足軽米相渡節運賃定之事

右同断、小役銀為替手形之事

諸執行者・虚無僧之類取扱方被仰渡之事

切支丹御調帳張紙御免之事

寛政８年

寛政10年

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

※　番号は原史料巻頭にある「目録」に付された

番号どおりである。途中、「15」に重複があり、

また「55」から「60」にとんでいるが、利用

のさい原本と照合しやすくするために、史料番

号のままに整理した。

※　番号に　　を付したものが、今回紹介した史

料である。

御会所役所出日被仰渡之事

御郷役銀平目ニ而可相立之事

壱石以下御高御郷役銀御取立之事

千石夫丸御改之事

御会所江役処被建置候ニ付御伺済口之事

長百姓進退被仰渡之事

午年御改ニ付御郷役銀御定之事

御伝馬渡役之儀被仰渡之事

御物川筋売米積下之義ニ付被仰渡之事

御製薬取扱方被仰渡之事

御百姓御詮議口上書江印形不致ニ付御咎

被仰渡之事

諸年賦上納限月被仰渡之事

豊年ニ付凶年備被仰渡之事

寛政11年

33

34

35

36

37

38

諸山御改被仰渡并村々江被仰渡之事

大木屋御普請処之儀ニ付被仰渡之事

他領者留置間敷被仰渡之事

自分願申立方被仰渡之事

御製薬被仰渡之事

御足軽前御引上之儀ニ付被仰渡之事

寛政９年



史
料
紹
介
「
寛
政
七
卯
年
よ
り
同
十
一
巳
年
迄
　
御
用
留
書
」

六
八

十
年
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
発
令
の
た
び
ご
と
に
載
録
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
寛
政
十
一
年
の
段
階
で
そ
れ
ま
で
の
法
令
を
ま
と
め
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
全
一
二
五
丁
か
ら
成
る
竪
帳
仕
立
て
の
冊
子
（
一
五
五
㎜
×
一

六
八
㎜
）
で
あ
る
が
、
県
庁
所
蔵
時
代
に
全
丁
が
裏
打
ち
さ
れ
、
さ
ら
に
布
張

り
の
厚
紙
の
表
紙
が
付
さ
れ
て
お
り
、
史
料
本
来
の
原
型
は
失
わ
れ
て
い
る
。

表
紙
に
続
い
て
、
七
丁
分
が
「
目
録
」（
目
次
）
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
表

記
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

寛
政
七
卯
年

壱
　
　
一
　
郡
奉
行
被
建
置
候
節
被
仰
渡
并
右
ニ
付
御
窺
済
口
之
事

二
　
　
一
　
右
同
断
、
村
方
江
被
仰
渡
之
事

…
…
…

十
一
　
一
　
御
所
預
と
懸
合
之
義
被
仰
渡
之
事

右
の
う
ち
、「
壱
」「
二
」
と
記
さ
れ
た
部
分
は
朱
書
き
で
あ
り
、
こ
れ
は
本
文

の
頭
書
部
分
に
も
同
様
の
番
号
が
付
さ
れ
て
い
て
、「
目
録
」
か
ら
即
そ
の
番

号
の
法
令
を
検
索
で
き
る
よ
う
に
工
夫
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
全
体
を

前
頁
に
表
と
し
て
示
し
て
お
く
。
た
だ
、
原
本
に
付
さ
れ
た
史
料
番
号
は
二
箇

所
に
ミ
ス
が
あ
り
（
一
五
が
重
複
し
、
五
五
か
ら
六
〇
に
と
ん
で
い
る
）、
最

終
番
号
は
「
七
三
」
で
あ
る
が
、
実
際
に
載
録
さ
れ
て
い
る
法
令
数
は
七
〇
で

あ
る
。
た
だ
し
、
実
際
の
史
料
と
の
対
応
を
優
先
し
て
、
表
に
は
そ
の
ま
ま
の

番
号
を
載
せ
て
あ
る
。

収
録
さ
れ
て
い
る
史
料
の
う
ち
、
代
官
の
伺
書
な
ど
は
別
と
し
て
、
そ
の
多

く
は
代
官
や
郡
方
吟
味
役
を
通
し
て
在
方
に
布
達
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
特
に
、
寛
政
七
年
の
一
か
ら
七
ま
で
の
法
令
は
、
郡
奉
行
の
設
置
が
じ
つ

は
代
官
制
度
の
改
革
と
い
う
側
面
を
強
く
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
て
興
味
深
い
。
ま
た
、
全
体
を
通
じ
て
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
給
人
知
行

権
を
制
限
す
る
内
容
の
法
令
が
ま
っ
た
く
含
ま
れ
て
い
な
い
点
も
留
意
す
べ
き

で
あ
る
。
問
題
は
所
預
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
十
一
番
の

ほ
か
、
代
官
や
村
へ
の
通
達
に
関
連
す
る
条
文
が
含
ま
れ
て
い
る
﹇
一
番
の
二

条
・
七
条
、
二
番
の
十
五
条
、
三
番
の
三
条
な
ど
﹈。
史
料
十
一
番
は
、
農
民

支
配
の
行
政
的
な
規
定
事
項
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
犯
罪
や
変
死
者
の
取
り

扱
い
を
め
ぐ
る
管
轄
範
囲
の
確
認
と
い
う
性
格
の
強
い
内
容
で
あ
る
。
こ
の
触

れ
に
は
、
年
貢
徴
税
に
か
か
わ
る
規
定
は
い
っ
さ
い
含
ま
れ
て
い
な
い
。
史
料

番
号
一
の
七
条
、
五
の
第
八
条
は
、
課
役
の
収
納
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
に
も
、
所
預
を
含
め
給
人
年
貢
や
小
役
銀
な
ど
は
含
ま
れ
て
い

な
い
。
郡
奉
行
設
置
の
当
初
よ
り
、
年
貢
・
諸
役
の
収
納
に
つ
い
て
は
、
郡
方

と
給
人
の
間
で
の
〝
す
み
わ
け
〞
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か

ら
、
郡
奉
行
設
置
に
と
も
な
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
に
散
見
さ
れ
る
「
一
郡
限

拙
者
（
郡
奉
行
―
注
引
用
者
）
共
支
配
」「
御
高
地
ニ
罷
在
候
者
ハ
郡
奉
行
支

配
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
犯
罪
者
の
探
索
や
吟
味
、
あ
る
い
は
変
死
者
の

取
り
扱
い
な
ど
に
限
定
さ
れ
た
も
の
、
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
る
。

郡
奉
行
設
置
の
意
義
に
つ
い
て
は
語
る
べ
き
こ
と
は
多
い
が
、
本
稿
は
史
料

紹
介
が
目
的
で
あ
る
の
で
、
私
見
を
述
べ
る
こ
と
は
以
上
に
と
ど
め
て
お
く
。

ま
た
、
紙
数
の
都
合
上
、
直
接
郡
奉
行
設
置
に
か
か
わ
る
条
文
の
み
を
紹
介
す



る
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
表
を
一
覧
す
れ
ば
お
わ
か
り
い

た
だ
け
る
よ
う
に
、
農
村
支
配
に
か
か
わ
る
多
様
な
内
容
の
法
令
が
載
録
さ
れ

て
い
る
。
ぜ
ひ
原
本
の
利
用
を
お
勧
め
し
た
い
。

な
お
、
史
料
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
助
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
者
」
に

つ
い
て
は
、「
は
」
と
発
音
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
「
は
」
と
平
仮
名
で
表
記

し
、
「
ば
」
あ
る
い
は
「
は
ば
」
と
読
む
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
「
者
」

と
表
記
し
た
。

寛
政
七
卯
年
よ
り
同
十
一
巳
年
迄

御
　
用
　
留
　
書

郡
方
吟
味
役

寛
政
七
卯
年

壱
　
郡
奉
行
被
建
置
候
節
被
仰
渡
并
右
ニ
付
御
窺
済
口
之
事

寛
政
七
卯
年
九
月
八
日
同
役
一
統
御
局
江
被
召
出
、
御
用
番
岡
本
但
馬

殿
御
演
説
之
上
被
相
渡
候
御
書
附
、
御
列
席
宇
都
宮
小
膳
殿
・
大
越
十

郎
兵
衛
殿

覚

此
度
格
別
之
以
　
思
召
以
前
ニ
被
相
復
郡
奉
行
被
建
置
、
六
郡
江
壱
人
宛

被
居
置
、
一
郡
限
支
配
被
仰
付
、
郡
村
ニ
相
預
候
儀
は
悉
皆
取
扱
被
相
任

候
ニ
付
、
各
其
属
役
ニ
被
成
置
候
、
依
之
扱
所
限
諸
事
其
一
郡
限
支
配
之

郡
奉
行
江
相
窺
得
指
図
可
被
相
勤
、
勿
論
其
扱
処
限
専
所
存
を
相
尽
、
取

扱
之
義
是
迄
之
通
相
心
得
、
能
々
入
念
可
被
相
勤
候

御
窺是

迄
私
と
も
取
扱
之
上
御
用
所
江
申
上
来
候
御
用
筋
、
此
末
各
様
江

御
窺
仕
候
義
ニ
可
有
御
座
候
哉

附
札賞

罰
且
肝
煎
進
退
共
ニ
精
々
吟
味
之
上
被
申
出
候
ハ
ヽ
猶
吟
味
之
上

可
被
仰
渡
候
、
其
外
諸
訴
等
ハ
吟
味
被
相
遂
可
被
申
聞
候

一
　
前
件
之
通
各
郡
奉
行
属
役
ニ
被
仰
付
候
事
ニ
候
得
と
も
、
是
迄
扱
処
限
取

扱
被
任
置
候
儀
、
何
ソ
此
度
被
相
改
候
事
ニ
ハ
無
之
候
処
、
万
一
事
替
候

義
相
心
得
、
前
後
猶
予
之
取
扱
致
候
而
ハ
全
思
召
ニ
相
戻
候
事
候
条
、

面
々
扱
所
限
取
扱
之
儀
は
猶
以
踏
込
専
取
扱
、御
為
ニ
相
成
候
儀
は
勿
論
、

村
方
労
煩
疾
苦
を
被
相
省
候
御
主
意
事
ニ
相
心
得
、
益
出
情
相
勤
、
兼
而

被
任
置
候
御
旨
趣
不
取
失
候
様
、
猶
以
入
念
可
被
相
勤
候

一
　
御
所
預
り
之
面
々
向
寄
村
々
支
配
候
得
共
、
以
来
村
方
之
儀
は
郡
村
御
取

扱
ニ
被
成
置
候
間
、
其
旨
可
被
相
心
得
候

御
窺御

所
預
よ
り
是
迄
横
死
之
者
有
之
か
又
ハ
村
方
よ
り
御
所
預
之
方
江

申
立
御
検
使
申
来
候
、
此
義
被
止
置
、
已
来
私
と
も
手
元
江
為
申
出
、

史
料
紹
介
「
寛
政
七
卯
年
よ
り
同
十
一
巳
年
迄
　
御
用
留
書
」

六
九



史
料
紹
介
「
寛
政
七
卯
年
よ
り
同
十
一
巳
年
迄
　
御
用
留
書
」

七
〇

各
様
江
御
伺
御
差
図
次
第
ニ
取
扱
可
申
哉

附
札拙

者
共
居
合
候
節
ハ
被
相
窺
候
上
御
検
使
可
被
相
勤
候
、
不
居
合
節

は
御
検
使
之
上
可
被
申
聞
候

一
　
村
々
諸
普
請
之
儀
は
一
郡
限
取
扱
被
　
仰
付
候
間
、
逐
一
吟
味
郡
奉
行
江

可
被
申
出
候

御
窺諸

普
請
之
願
村
方
よ
り
申
出
候
ハ
ヽ
扱
限
其
扱
之
私
と
も
精
細
遂
吟

味
、
各
様
御
窺
申
上
候
様
ニ
仕
度
奉
存
候

附
札
　
伺
之
通

一
　
毛
見
之
儀
是
又
一
郡
限
取
扱
被
仰
付
候
故
、
村
々
御
百
姓
と
も
願
申
出
候

ハ
ヽ
精
細
吟
味
之
上
郡
奉
行
江
申
出
得
差
図
可
被
取
斗
得
候

御
窺御

毛
見
願
之
儀
是
又
扱
限
精
細
吟
味
之
上
、
可
成
丈
除
高
等
為
致
候

而
、
其
扱
之
私
と
も
よ
り
各
様
迄
申
立
得
差
図
候
様
ニ
仕
度
、
左
様

無
之
候
而
ハ
村
々
之
最
様
も
差
心
得
不
申
、
取
扱
相
難
可
申
儀
ト
奉

存
候

附
札
　
伺
之
通

一
　
村
々
論
地
等
之
儀
扱
処
限
吟
味
之
上
郡
奉
行
江
可
被
申
出
候

一
　
御
郷
役
銀
・
五
斗
米
代
銀
・
山
川
役
銀
・
馬
調
銭
・
酒
役
銀
・
室
箒
役

銀
・
船
役
銭
等
ハ
一
郡
限
取
扱
被
仰
付
候
間
、
村
々
取
建
取
纏
、
御
金
蔵

江
上
納
被
仰
付
旨
郡
奉
行
江
被
仰
付
候
間
、
此
旨
可
被
相
心
得
候

御
伺右

御
取
立
銀
銭
一
郡
限
御
取
扱
被
仰
付
、
村
々
よ
り
取
纏
御
金
蔵
江

上
納
被
仰
付
旨
各
様
江
被
仰
渡
候
よ
し
、
左
候
ヘ
ハ
各
様
於
御
手
元

此
末
御
取
立
被
成
置
候
御
趣
意
可
有
御
座
哉
、
又
ハ
私
共
扱
限
と
申

事
ニ
は
無
之
、
一
郡
之
右
銀
銭
一
同
ニ
取
立
相
納
候
事
ニ
候
哉
、
孰

れ
被
仰
渡
被
下
度
奉
存
候
、
私
と
も
取
立
候
儀
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
是
又

扱
限
取
立
ニ
被
成
下
度
候
、
左
様
無
之
候
而
ハ
村
方
よ
り
帳
面
数
々

為
指
出
不
申
候
得
者
不
罷
成
事
ニ
奉
存
候
、
但
差
上
銀
は
是
迄
之
通

ニ
御
座
候
哉
、
是
又
御
窺
申
上
候

附
札扱

限
り
各
取
扱
候
儀
ニ
有
之
候
、
指
上
銀
之
儀
は
是
迄
之
通

但
山
川
役
銀
之
儀
は
追
而
可
被
仰
渡
候

一
　
保
戸
野
村
・
手
形
村
・
牛
嶋
村
右
三
ヶ
村
酒
造
役
銀
之
儀
は
当
分
是
迄
之

通
可
被
相
心
得
候

一
　
郡
奉
行
廻
在
之
儀
ハ
一
郡
之
内
当
分
は
御
百
姓
家
被
借
置
住
居
被
仰
付
候

間
、
各
之
儀
も
其
一
郡
限
郡
奉
行
住
居
之
処
江
交
代
致
可
罷
在
候
、
尤
春

秋
ニ
不
相
限
不
時
共
ニ
各
扱
処
御
用
有
之
廻
在
之
節
ハ
郡
奉
行
江
被
相
窺

可
被
得
差
図
候

但
廻
在
各
住
居
之
節
は
朝
夕
之
義
於
手
元
可
被
相
弁
候
、
猶
村
々
廻
村

之
節
は
御
賄
可
被
下
置
候

御
伺各

様
御
住
居
之
処
江
私
共
交
代
致
罷
在
候
節
、
一
郡
よ
り
申
出
候
諸



史
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訴
、
常
体
之
御
用
は
格
別
、
重
き
訴
は
以
町
送
本
主
之
同
役
江
申
達

取
扱
候
様
ニ
被
成
下
度
奉
存
候

附
札拙

者
共
詰
合
之
節
ハ
被
相
窺
可
申
、
拙
者
共
不
詰
合
之
節
は
本
扱
之

同
役
共
江
被
申
達
、
本
扱
同
役
よ
り
可
被
相
伺
候

御
窺各

様
御
詰
合
之
節
は
御
伺
可
致
、
御
詰
合
無
之
節
は
其
扱
之
同
役
江

可
申
達
旨
先
日
付
札
を
以
被
仰
渡
候
、
左
候
得
ハ
私
と
も
勤
形
之
義

は
御
存
被
成
置
候
通
、
扱
処
限
兼
而
取
扱
被
任
置
候
事
故
、
壱
人
限

之
所
存
を
以
取
扱
之
上
及
御
沙
汰
候
義
ハ
申
上
、
又
ハ
其
事
ニ
寄
推

而
願
申
出
候
義
在
之
候
而
も
難
申
立
次
第
ハ
其
筋
再
三
も
申
含
返
置

候
儀
侭
有
之
候
、
右
等
之
次
第
ハ
銘
々
扱
限
之
模
様
村
々
之
貧
富
も

指
心
得
罷
在
候
事
故
、
品
々
之
取
扱
付
置
候
処
、
他
扱
之
村
居
も
不

差
心
得
候
処
よ
り
申
出
候
訴
状
取
扱
候
而
も
不
行
届
、
私
共
決
し
而

取
扱
相
難
候
義
差
見
得
候
、
猶
又
其
扱
之
同
役
村
方
之
諸
訴
不
存
ニ

罷
在
候
事
ニ
相
成
候
而
は
、
二
ヶ
条
目
被
仰
渡
之
御
主
意
ニ
も
相
叶

不
申
様
ニ
奉
存
候
故
、
先
日
付
札
を
以
申
上
候
通
ニ
被
成
下
度
奉
存

候
附
札品

ニ
寄
其
節
ニ
向
被
申
聞
候
ハ
ヽ
指
図
可
致
候

一
　
春
農
御
助
成
并
仙
北
諸
収
納
物
御
取
立
方
猶
諸
産
物
山
林
取
建
方
等
之
儀

数
々
御
取
扱
筋
も
可
有
之
、
郡
奉
行
江
被
仰
渡
候
趣
も
有
之
間
、
委
曲
ハ

得
差
図
可
被
取
斗
得
候

御
伺仙

北
諸
収
納
物
御
取
立
方
之
儀
最
早
私
と
も
取
立
之
時
節
も
近
寄
候

事
故
、
是
迄
ト
相
違
候
御
取
立
之
筋
も
有
之
候
ハ
ヽ
近
々
被
仰
渡
被

下
度
奉
存
候
、
左
候
ハ
ヽ
被
仰
渡
ニ
向
品
々
御
伺
之
筋
も
可
有
之
哉

ニ
奉
存
候

付
札仙

北
筋
諸
収
納
取
立
之
儀
は
先
是
迄
之
通
可
被
相
心
得
候
、
近
々
可

被
仰
渡
候

一
　
起
返
新
発
荒
地
等
之
儀
は
年
々
年
之
終
ニ
一
紙
ニ
取
纏
可
差
出
、
右
書
載

は
　
御
自
見
も
被
成
置
、
扱
処
限
甲
乙
も
　
御
考
被
成
置
へ
く
　
御
内
慮

之
趣
有
之
候
ニ
付
、
郡
奉
行
江
被
仰
渡
候
間
、
其
旨
可
被
相
心
得
候

右
条
々
扱
所
限
幾
重
ニ
も
所
存
相
尽
、
下
々
艱
難
を
相
省
　
御
国
家
之

御
益
筋
ニ
相
成
候
様
ニ
出
情
可
被
取
斗
得
候
、
猶
委
曲
は
郡
奉
行
可
申

達
候
間
、
其
旨
可
被
相
心
得
候
、
以
上

九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
列
席大

森
六
郎
左
衛
門

金
　
宇
平
治

軽
部
剛
太

御
副
役
　
志
賀
九
十
九

一
　
九
月
八
日
被
仰
付
候
郡
奉
行
・
御
評
定
奉
行
兼
帯
勤
左
之
通

山
本
郡
　
　
　
　
　
大
森
六
郎
左
衛
門
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仙
北
郡
　
　
　
　
　
諸
橋
文
太
夫

秋
田
郡
　
　
　
　
　
金
　
宇
平
治

雄
勝
郡
　
　
　
　
　
軽
部
剛
太

平
鹿
郡
　
　
　
　
　
今
泉
三
右
衛
門

十
月
廿
五
日
被
仰
付
候
、
是
迄
御
評
定
奉
行
直
々
兼
帯

河
辺
郡
　
　
廻
座
　
岡
谷
兵
馬

一
　
九
月
十
三
日
、
林
役
・
郡
奉
行
物
書
兼
帯
勤
被
仰
付
候
、
左
之
通

雄
勝
郡
　
　
　
　
　
渡
部
市
三
郎
・
皆
川
早
太

秋
田
郡
　
　
　
　
　
瀬
谷
久
右
衛
門
・
信
太
左
助
・
嶋
田
惣
左
衛
門

仙
北
郡
　
　
　
　
　
高
畑
軍
蔵
・
寺
内
文
治

平
鹿
郡
　
　
　
　
　
戸
沢
作
兵
衛
・
石
川
惣
七
郎
・
御
代
善
左
衛
門

山
本
郡
　
　
　
　
　
蟹
沢
源
太
郎
・
永
井
新
右
衛
門

九
月
廿
九
日
付
被
仰
付
候

河
辺
郡
　
　
　
　
　
国
安
小
左
衛
門
・
仁
平
治
右
衛
門

二
　
郡
奉
行
被
建
置
候
ニ
付
、
村
方
江
被
仰
渡
之
事

覚

此
度
格
別
之
　
思
召
を
以
六
郡
江
壱
人
宛
郡
奉
行
被
立
置
、
支
配
処
ニ
被

仰
出
諸
事
被
相
任
候
、
御
代
官
ハ
属
役
ニ
被
仰
付
、
諸
事
指
揮
致
候
事
ニ

被
仰
渡
候
間
、
此
旨
村
々
相
心
得
可
申
候

一
　
諸
収
納
銀
是
迄
之
通
御
代
官
取
立
取
纏
候
而
、
御
金
蔵
上
納
被
仰
渡
候
、

是
ま
て
諸
役
処
江
上
納
之
節
諸
失
墜
も
有
之
事
故
、
右
費
被
相
省
候
た
め

御
金
蔵
上
納
ニ
被
成
置
候
間
、
懸
り
物
厳
ニ
相
改
、
少
し
も
費
ヶ
間
敷
無

之
様
ニ
肝
煎
・
長
百
姓
共
申
会
、
村
方
江
も
相
談
遂
置
候
而
相
改
可
申
候

一
　
銀
穀
納
方
納
月
御
法
有
之
儀
は
是
迄
之
通
ニ
候
得
と
も
、
可
相
成
丈
ハ
一

時
も
早
く
相
納
候
義
専
要
之
事
ニ
候

一
　
村
々
肝
煎
・
長
百
姓
は
不
及
申
、
小
人
共
男
女
ニ
至
迄
も
衣
服
之
事
古
来

よ
り
度
々
被
仰
渡
候
通
ニ
候
処
、
自
相
弛
候
事
ニ
相
聞
得
候
、
此
末
猶

村
々
毎
ニ
相
互
ニ
吟
味
致
、
御
百
姓
不
相
応
之
儀
無
之
様
ニ
可
致
候
、
若

古
来
被
仰
渡
相
戻
り
驕
ヶ
敷
義
有
之
候
ハ
ヽ
厳
重
ニ
可
申
付
候

一
　
春
農
御
助
成
願
之
儀
年
毎
莫
太
之
願
申
出
御
苦
柄
ニ
相
成
候
、
明
年
よ
り

ハ
年
々
御
助
成
等
不
被
差
出
候
間
、
此
節
よ
り
村
々
覚
悟
い
た
し
、
御
苦

柄
相
省
候
儀
専
要
ニ
候
、
極
々
難
立
行
村
居
ハ
無
御
拠
候
間
、
其
次
第
申

出
候
ハ
ヽ
厳
ニ
御
吟
味
之
上
公
儀
江
申
上
方
も
可
有
之
哉
ニ
候
得
と
も
、

可
成
丈
ハ
御
苦
柄
相
省
候
儀
厳
ニ
可
申
合
候

一
　
年
々
毛
見
并
諸
普
請
之
義
是
又
前
条
之
通
ニ
候

一
　
山
林
格
別
ニ
御
取
立
被
成
置
候
た
め
、
林
役
郡
切
ニ
立
置
候
、
山
林
之
儀

ハ
是
迄
之
通
御
法
相
守
、
往
々
繁
栄
ニ
相
成
　
公
義
御
益
筋
は
不
申
及

村
々
利
徳
ニ
相
成
候
義
厳
ニ
申
合
候
而
、
村
毎
ニ
申
会
形
林
役
迄
可
申
出

候
、
取
立
方
之
儀
ハ
追
々
林
役
可
申
渡
候
間
、
差
図
相
守
出
情
可
致
候
、

示
し
山
林
之
た
め
村
方
労
煩
ニ
相
成
候
事
等
有
之
候
ハ
ヽ
其
訳
林
役
江
申

出
、
猶
御
役
屋
江
も
林
役
迄
申
出
候
と
申
儀
口
上
ニ
而
届
可
申
候

一
　
此
末
取
立
之
杉
ハ
有
来
之
杉
之
通
半
々
御
割
ニ
而
被
下
候
、
漆
木
ハ
十
歩

一
之
御
役
ニ
可
相
心
得
候
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一
　
杉
・
漆
木
・
楮
其
外
諸
産
物
共
ニ
田
畑
之
間
又
ハ
屋
敷
・
垣
添
等
江
取
立

候
分
ハ
無
役
ニ
可
被
仰
付
候
、
但
し
垣
添
ト
申
儀
ハ
垣
根
よ
り
二
三
尺
ニ

限
候
事
ニ
候

一
　
桑
・
楮
は
往
々
田
畑
ニ
不
相
成
処
江
植
候
分
ハ
、
此
末
無
役
ニ
可
被
成
置

候

一
　
往
々
田
畑
ニ
不
相
成
空
地
江
ハ
杉
・
漆
ハ
不
申
及
、
楮
・
桑
之
類
明
年
よ

り
厳
ニ
御
取
立
被
成
置
候
間
、
山
ハ
不
申
及
、
里
地
共
ニ
植
立
候
場
処
具

サ
字
分
致
候
而
、
此
節
よ
り
吟
味
遂
可
書
出
候
、
地
面
ニ
向
候
而
夫
々
品

被
相
渡
、
村
方
ニ
而
植
立
可
被
仰
付
候
、
植
継
相
済
候
ハ
ヽ
林
役
被
相
廻

見
分
被
仰
付
候
、
若
植
立
不
手
入
ニ
候
得
者
又
々
植
付
被
仰
付
候
間
、
最

初
ニ
植
継
候
分
ハ
随
分
念
を
入
候
而
壱
度
見
分
ニ
而
相
済
候
様
ニ
可
致

候
、
尤
林
役
被
差
廻
候
節
物
入
等
ニ
不
相
成
候
様
可
被
成
置
候

一
　
御
代
官
此
末
壱
郡
江
壱
人
宛
交
代
ニ
而
相
詰
罷
在
候
儀
ニ
被
仰
渡
、
諸
訴

之
義
ハ
其
親
郷
ニ
而
取
次
、
其
節
之
詰
合
御
代
官
江
可
指
出
候

一
　
是
迄
御
所
預
之
面
々
江
処
下
并
向
寄
村
々
支
配
郷
と
申
義
ニ
被
仰
渡
、
不

慮
之
儀
有
之
節
は
御
検
使
等
申
請
来
候
得
と
も
、
此
度
被
相
改
村
方
ニ
相

預
候
義
は
悉
皆
郡
奉
行
支
配
ニ
被
仰
出
候
間
、
其
意
ヲ
得
、
此
末
御
検
使

等
之
義
御
役
屋
江
可
申
出
候
、
直
々
御
検
使
可
被
差
出
候
、
此
末
御
所
下

江
申
出
候
義
ニ
無
之
候
間
、
左
様
ニ
可
被
相
心
得
候

一
　
御
所
下
よ
り
御
用
之
外
歩
伝
馬
等
其
外
何
も
ニ
不
寄
申
渡
等
之
事
有
之
、

村
方
少
も
費
ニ
相
成
候
事
有
之
候
ハ
ヽ
御
役
屋
江
相
伺
得
指
図
候
様
ニ
可

被
相
心
得
候

一
　
郡
奉
行
之
儀
ハ
支
配
と
可
申
唱
候
、
御
代
官
之
義
ハ
是
迄
之
通
御
代
官
と

可
申
唱
候

右
之
件
々
相
心
得
、
小
人
共
迄
不
相
洩
候
様
ニ
可
申
渡
候
、
以
上

九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
奉
行

三
　
郡
奉
行
よ
り
御
代
官
江
申
渡
書
之
事

覚

一
　
此
度
格
別
之
以
　
思
召
六
郡
江
一
郡
限
り
郡
奉
行
被
立
置
、
各
属
役
ニ
被

仰
付
、
諸
事
差
図
致
し
可
相
勤
旨
先
頃
各
江
も
被
仰
渡
候
通
ニ
有
之
候
、

猶
其
節
被
仰
渡
候
通
、
往
々
支
配
所
限
御
役
屋
被
立
置
候
得
共
、
此
節
ハ

先
仮
御
役
屋
被
居
置
、
拙
者
共
相
詰
候
故
各
も
右
御
役
屋
近
処
江
三
十
日

交
代
ニ
被
成
置
候
間
、
可
被
相
詰
候

一
　
拙
者
共
相
詰
候
役
処
ハ
御
役
屋
ト
可
申
唱
候

御
窺私

と
も
相
詰
候
処
も
御
役
屋
ト
可
為
申
唱
候
哉

一
　
御
所
預
之
面
々
向
寄
村
々
支
配
ニ
候
得
と
も
御
引
揚
被
成
置
、
已
来
一
郡

限
拙
者
共
支
配
ニ
被
仰
付
、
仮
令
御
処
下
た
り
共
高
持
之
者
ハ
是
又
支
配

ニ
被
仰
付
候
間
、
此
旨
可
被
相
心
得
候

一
　
村
々
毛
見
之
儀
は
精
細
吟
味
之
上
拙
者
共
へ
可
被
相
伺
被
仰
渡
候
義
ハ
被

心
得
候
通
ニ
候
、
猶
又
手
元
ニ
而
も
及
吟
味
候
而
御
検
地
役
を
以
御
吟
味

被
成
候
事
ニ
此
間
被
仰
渡
候
間
、
下
吟
味
之
儀
精
細
吟
味
を
被
遂
候
義
第

一
ニ
候
、
尤
其
所
ニ
寄
各
為
立
会
候
事
ニ
被
仰
渡
候
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御
伺御

毛
見
之
儀
御
検
地
役
ト
立
会
候
義
ハ
私
共
不
心
得
之
儀
ニ
御
座
候

間
、
立
会
之
義
難
仕
御
訴
訟
ニ
奉
存
候

一
　
支
配
処
ニ
お
ゐ
て
不
慮
之
儀
有
之
御
検
使
被
指
出
候
節
ハ
、
各
詰
合
之
内

ニ
而
可
被
差
出
、
其
場
之
模
様
ニ
寄
跡
々
御
吟
味
不
被
相
遂
候
而
不
相
成

節
ハ
此
方
ニ
罷
在
候
組
合
同
役
可
被
指
遣
候
、
又
ハ
其
事
ニ
寄
林
役
被
遣

候
事
も
可
有
之
、
右
之
訴
拙
者
共
不
罷
在
候
節
ハ
各
詰
処
江
相
訴
可
申
段

兼
而
被
仰
渡
被
指
置
候
間
、
此
方
江
不
被
相
伺
直
々
御
検
使
被
相
勤
、
其

場
之
模
様
ニ
寄
仮
埋
致
候
而
不
苦
節
ハ
其
形
申
渡
、
其
次
第
町
送
を
以
可

被
申
達
候

御
窺詰

合
居
候
も
の
ゝ
御
代
官
処
ニ
而
不
慮
之
義
有
之
候
ハ
ヽ
林
役
御
検

使
ニ(

破
損)

指
遣
被
下
度
候
、
手
元
御
代
官
所
ニ
無
之
他
之
御
代
官
所
ニ

御
座
候
ハ
ヽ
御
ヶ
条
之
通
検
使
可
相
勤
候

一
　
惣
而
在
々
御
足
軽
御
用
之
砌
拙
者
共
不
罷
在
節
ハ
、
各
よ
り
其
処
之
組
頭

迄
直
々
申
達
候
而
御
用
可
相
弁
候
、
但
給
人
御
用
之
節
右
同
断

一
　
村
々
諸
普
請
一
郡
限
取
扱
形
り
先
頃
被
仰
渡
候
通
ニ
而
、
御
入
方
可
相
成

丈
ヶ
相
除
、
精
々
吟
味
之
上
可
被
相
伺
候
、
猶
吟
味
相
遂
候
上
右
付
添
可

被
仰
付
候
、
其
事
ニ
寄
御
検
使
役
見
分
ニ
無
之
候
而
ハ
不
相
成
普
請
等
ハ

見
分
被
仰
付
、
各
江
立
会
附
添
候
義
被
仰
渡
候
事
も
可
有
之
候

御
窺御

普
請
之
義
ハ
私
共
手
触
不
申
事
故
、
諸
事
■
等
之
儀
於
手
元
指
考

候
義
不
相
成
、
右
ニ
付
附
添
候
義
も
難
相
成
奉
存
候

一
　
村
々
論
地
等
も
其
事
ニ
寄
御
検
使
役
を
以
御
吟
味
可
被
遂
置
候

御
窺村

々
論
地
等
之
儀
ハ
是
迄
之
通
之
外
取
扱
方
無
御
座
御
訴
訟
ニ
奉
存

候

一
　
春
農
御
助
成
米
是
又
年
々
莫
太
之
御
助
成
米
被
差
出
候
得
と
も
、
明
春
よ

り
御
助
成
等
不
被
指
出
候
間
、
此
節
よ
り
覚
悟
致
候
而
、
御
苦
柄
相
省
候

様
ニ
先
頃
御
百
姓
共
江
被
仰
渡
候
、
其
所
ニ
寄
格
別
之
村
居
ハ
御
取
扱
被

成
置
候
事
故
、
於
各
も
右
心
得
ニ
而
被
遂
吟
味
候
而
可
被
申
出
候

御
伺此

御
箇
条
之
義
ハ
別
帳
を
以
申
上
候

一
　
酒
造
・
室
箒
年
々
増
減
之
義
願
申
出
候
ハ
ヽ
精
々
被
遂
吟
味
、
如
何
程
ニ

被
成
候
而
可
然
候
哉
、
各
差
考
形
下
ヶ
札
被
致
候
而
可
被
申
出
候

但
桶
調
之
節
是
迄
支
配
御
目
付
被
指
出
候
得
共
、
此
末
不
指
出
候
間
此

旨
可
被
相
心
得
候

御
窺酒

造
之
儀
ハ
未
タ
御
勘
定
方
よ
り
諸
帳
面
不
被
相
渡
候
事
故
、
追
而

可
申
上
候

一
　
村
々
焼
失
有
之
節
ハ
御
検
地
役
被
差
越
候
而
御
吟
味
可
被
成
置
候
、
其
事

ニ
寄
纔
之
焼
失
等
ハ
林
役
ニ
而
御
吟
味
被
仰
付
候
義
も
可
有
之
候

但
火
元
入
寺
申
出
候
ハ
ヽ
、
昼
ハ
則
入
寺
御
免
ニ
而
呵
可
被
申
渡
候
、

示
し
其
事
ニ
寄
怪
敷
模
様
ニ
相
聞
得
候
義
等
ハ
其
次
第
拙
者
共
江
町
送
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五

を
以
可
被
申
聞
候
、
居
合
之
節
ハ
直
々
可
被
相
伺
候
、
呵
差
免
候
儀
は

伺
之
上
可
差
図
致
候
、
但
夜
中
ハ
則
入
寺
御
免
ニ
被
申
渡
、
其
形
町
送

を
以
可
被
申
達
候
、
尤
居
合
之
節
ハ
被
相
伺
可
申
候

一
　
御
境
拠
人
御
堺
目
方
ニ
而
申
付
候
節
、
又
ハ
呵
等
申
渡
候
儀
等
ハ
、
此
末

拙
者
共
江
御
境
目
奉
行
申
談
候
事
ニ
被
仰
渡
候
間
、
此
旨
可
被
相
心
得
候

一
　
山
川
役
銭
之
儀
当
分
是
迄
之
通
被
成
置
候
、
追
々
吟
味
之
上
各
取
立
被
成

置
候
儀
も
可
有
之
候
、
山
川
役
人
ハ
拙
者
共
役
支
配
ニ
被
仰
付
候
間
、
此

旨
可
被
相
心
得
候

一
　
保
戸
野
村
・
牛
嶋
村
・
手
形
村
酒
造
ハ
当
分
是
迄
之
通
町
方
江
被
加
置
候

間
、
此
旨
可
被
相
心
得
候

一
　
盆
前
・
暮
一
紙
共
ニ
是
迄
ハ
御
用
処
御
勘
定
方
江
被
差
出
候
得
と
も
、
此

末
両
冊
と
も
拙
者
共
江
可
被
指
出
候

一
　
是
迄
之
郷
村
方
役
所
被
相
止
、
郡
方
御
役
所
ニ
被
成
置
、
二
・
六
之
出
日

被
相
定
、
拙
者
共
出
勤
致
候
間
、
此
旨
可
被
相
心
得
候

一
　
町
送
ハ
此
末
組
合
同
役
迄
可
被
申
達
、
組
合
同
役
よ
り
拙
者
共
江
可
被
申

聞
候御

伺同
役
共
無
残
廻
在
之
砌
ハ
各
様
江
以
町
送
可
申
上
候

一
　
諸
帳
面
此
末
何
郡
誰
支
配
処
、
御
代
官
誰
ト
相
調
候
様
ニ
可
被
相
心
得
候

一
　
拙
者
共
始
各
林
役
共
被
下
置
候
御
扶
持
方
置
米
ニ
而
、
其
村
々
ニ
お
ゐ
て

請
取
候
事
ニ
被
仰
渡
候

一
　
拙
者
共
御
役
屋
江
相
詰
罷
在
候
節
ハ
卯
時

(

マ
ヽ)

一
人
、
各
江
ハ
弐
人
、
林
役
江

ハ
壱
人
被
貸
下
候

但
右
卯
時
ハ
其
事
相
弁
候
人
物
定
詰
ニ
可
被
申
渡
候

御
窺右

卯
時
江
壱
日
壱
升
宛
之
引
米
被
下
置
候
哉
、
左
候
ハ
ヽ
右
引
米
当

秋
其
村
御
物
成
之
内
よ
り
来
八
月
卅
日
迄
之
分
引
落
ニ
可
被
成
置
候

哉
、
別
段
給
銭
ニ
而
も
不
被
下
置
候
哉

一
　
拙
者
共
廻
在
之
節
ハ
有
人
之
外
供
立
之
内
江
前
夫
為
差
出
候
事
ニ
御
伺
相

済
候
間
、
此
旨
兼
而
支
配
所
限
り
可
被
申
渡
候
、
同
役
共
支
配
処
江
為
懸

合
、
御
用
等
ニ
而
承
候
節
ハ
支
配
所
よ
り
是
又
差
出
候
事
ニ
候

一
　
此
度
林
役
被
建
置
、
御
物
書
兼
帯
ニ
被
仰
渡
候
、
此
末
各
取
担
ニ
ハ
無
之

候
得
共
心
付
候
儀
等
ハ
林
役
江
も
相
談
致
し
候
而
、
御
益
筋
ハ
不
及
申
、

村
々
往
々
利
潤
ニ
相
成
候
様
ニ
可
被
心
得
候
、
此
旨
ハ
林
役
江
も
兼
而
被

仰
渡
被
差
置
候

御
伺此

義
ハ
御
用
所
よ
り
も
被
仰
渡
有
之
様
ニ
仕
度
候

一
　
各
勤
形
之
儀
は
役
支
配
同
様
ニ
指
心
得
、
諸
事
差
図
致
候
様
ニ
被
仰
渡
候

間
、
自
分
願
筋
等
ニ
而
も
拙
者
共
江
被
差
出
披
見
之
上
被
差
出
可
申
候

御
窺此

之
義
ハ
御
用
所
よ
り
被
仰
渡
有
之
様
ニ
仕
度
候
、
其
節
ニ
向
御
用

所
江
御
答
可
申
上
候

一
　
蔵
宿
并
船
道

(

マ
ヽ)

是
迄
各
支
配
ニ
被
仰
付
居
候
へ
共
、
此
末
拙
者
共
・
町
奉

行
両
支
配
ニ
被
仰
渡
、
各
取
担
被
成
置
候
間
、
此
旨
被
相
心
得
、
其
向
江
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可
被
申
渡
候

一
　
支
配
ニ
お
ゐ
て
詮
議
者
有
之
節
ハ
、
各
詮
議
相
遂
可
被
申
出
候
、
其
事
ニ

寄
組
合
立
会
被
仰
付
、
手
間
無
之
節
ハ
林
役
助
力
被
仰
付
候
義
も
可
有
之

候
御
窺多

人
数
之
同
役
共
故
、
同
役
を
以
立
会
御
用
可
相
弁
奉
存
候

一
　
各
詰
処
指
立
候
入
用
之
諸
道
具
ハ
従
　
上
可
被
相
渡
候
、
行
々
破
損
等
ハ

不
被
相
渡
候
間
、
手
元
ニ
お
ゐ
て
可
被
相
弁
候

右
御
箇
条
之
外
追
々
可
被
仰
渡
候
、
以
上

九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
奉
行

四
　
御
改
ニ
付
同
役
一
統
御
窺
書
之
事

口
上
覚

私
共
御
役
形
之
儀
は
御
存
被
成
置
候
通
御
代
官
処
悉
皆
取
扱
被
任
置
、
至

而
重
き
義
ハ
　
上
之
御
指
揮
を
相
蒙
り
相
勤
来
候
ニ
付
、
身
不
肖
之
私
と

も
御
役
筋
御
請
仕
如
何
様
ニ
も
相
務
来
候
義
ハ
、
偏
ニ
　
上
之
御
威
光
之

程
、
重
畳
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
者
此
度
御
改
格

(

マ
ヽ)

被
成
置
、
各
様
郡
奉

行
御
役
被
仰
蒙
御
指
揮
被
成
下
候
段
、
御
百
姓
ハ
不
及
申
私
共
ニ
お
ゐ
て

も
重
畳
安
堵
之
次
第
筆
紙
ニ
難
申
上
尽
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
処
先
頃

思
召
形
件
々
御
箇
条
を
以
被
仰
渡
候
内
、役
形
之
儀
ハ
是
迄
之
通
被
成
置
、

万
一
事
替
候
事
ニ
取
請
候
而
ハ
重
キ
　
思
召
ニ
相
戻
候
ニ
付
、
此
上
所
存

程
々
踏
込
可
相
勤
段
御
言
々
相
分
候
、
被
仰
渡
身
不
肖
之
私
共
難
有
御
儀

ニ
ハ
奉
存
候
得
と
も
、
実
以
勤
形
之
程
恐
入
罷
在
候
、
乍
然
是
ま
て
被
任

置
候
御
役
形
り
故
今
更
御
辞
退
可
申
上
様
も
無
之
奉
存
候
、
然
ル
処
此
度

各
様
よ
り
六
郡
村
々
御
支
配
ニ
被
仰
付
候
ニ
付
悉
皆
御
引
請
御
勤
被
成
候

御
主
意
被
仰
渡
、
尚
又
諸
事
御
指
揮
も
可
被
成
置
候
間
、
御
窺
之
上
御
指

図
を
得
可
相
勤
打
重
被
仰
渡
候
、
左
候
得
者
前
文
之
通
御
代
官
所
不
相
替

被
任
置
候
御
主
意
尚
又
打
重
踏
込
可
相
勤
等
之
思
召
被
仰
渡
候
上
は
何
れ

ニ
向
可
相
勤
哉
、
万
一
愚
慮
之
私
共
勤
過
候
■
又
は
猶
予
之
勤
形
等
有
之

候
而
は
　
上
之
御
本
志
ニ
相
戻
候
儀
ハ
不
申
及
、
各
様
御
所
存
ニ
も
相
違

し
可
申
、
左
候
得
ハ
無
過
不
及
相
勤
候
勤
形
り
誠
ニ
以
不
行
届
、
私
共
此

之
義
当
惑
千
万
奉
存
候
、
依
而
被
為
成
候
義
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
、
御
重
役
之

各
様
故
何
事
も
悉
皆
御
引
請
御
指
揮
被
成
下
、
私
共
之
義
ハ
村
形
諸
訴
取

次
申
上
候
一
ト
通
之
御
役
形
ニ
被
成
下
候
ハ
ヽ
此
上
も
な
き
難
有
仕
合
奉

存
候
、
右
之
趣
宜
様
被
仰
上
被
下
度
奉
存
候
、
以
上

十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
北
下
筋
御
代
官

右
卯
十
月
二
日
御
用
所
ニ
而
杉
山
善
兵
衛
処
江
山
崎
甚
五
兵
衛
・
高
久
彦

右
衛
門
・
大
槻
茂
左
衛
門
出
候
、
郡
奉
行
中
江
も
惣
同
役
差
出
、
同
七
日

同
人
よ
り
返
置
申
候

五
　
御
代
官
一
統
隙
明
ニ
而
御
改
之
事

一
　
卯
十
月
七
日
、
御
代
官
弐
拾
弐
人
無
残
御
改
ニ
付
隙
明
ニ
被
仰
付
候
、
則

日
弐
拾
弐
人
御
代
官
被
仰
付
候
名
前
左
之
通
筆
並
被
仰
付
候

山
崎
甚
五
兵
衛
　
　
　
　
　
　
鈴
木
東
三
郎
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高
久
彦
右
衛
門
　
　
　
　
　
　
片
岡
三
郎
右
衛
門

安
藤
太
郎
右
衛
門
　
　
　
　
　
田
崎
助
之
丞

長
崎
四
郎
兵
衛
　
　
　
　
　
　
土
屋
吉
蔵

橋
本
甚
之
丞
　
　
　
　
　
　
　
片
岡
正
左
衛
門

綿
引
祐
蔵
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
屋
久
兵
衛

大
越
小
助
　
　
　
　
　
　
　
　
田
中
久
左
衛
門

渡
部
市
三
郎
　
　
　
　
　
　
　
山
崎
善
兵
衛

志
賀
伊
左
衛
門
　
　
　
　
　
　
水
谷
八
郎
左
衛
門

岩
屋
清
兵
衛
　
　
　
　
　
　
　
平
沢
小
七
郎

〔
十
九
日
被
仰
付
〕

桜
田
三
郎
左
衛
門
　
　
　
　
　
高
久
喜
左
衛
門

同
日
隙
明
人
数
左
之
通

宇
留
野
源
七
　
　
　
　
　
　
　
熊
谷
惣
助

池
田
宇
一
左
衛
門
　
　
　
　
　
塙
　
庄
吉

大
槻
茂
左
衛
門
　
　
　
　
　
　
小
野
岡
九
左
衛
門

森
田
仁
右
衛
門
　
　
　
　
　
　
大
森
団
右
衛
門

右
御
改
ニ
付
被
仰
渡
之
事

御
代
官
江

此
度
格
別
之
　
思
召
を
以
已
前
江
被
相
復
郡
奉
行
被
建
置
、
六
郡
江
壱
人

宛
被
居
置
一
郡
限
支
配
被
仰
付
、
郡
村
江
相
預
候
義
は
悉
皆
取
扱
被
相
任

候

一
　
郡
奉
行
役
支
配
ニ
各
被
　
仰
付
候
、
仍
而
扱
処
限
り
諸
事
其
一
郡
限
り
支

配
之
郡
奉
行
江
相
窺
得
差
図
可
被
相
勤
候
、
勿
論
其
扱
処
限
専
所
存
を
尽

取
扱
候
義
以
前
よ
り
之
勤
形
之
通
相
心
得
、
能
々
入
念
相
勤
、
村
方
労
煩

疾
苦
を
相
省
　
上
之
御
益
筋
ニ
相
成
候
儀
能
々
相
心
得
益
出
情
相
勤
候
様

ニ
と
の
御
主
意
不
取
失
様
ニ
可
相
心
得
候

一
　
各
同
役
一
郡
限
り
組
合
之
儀
是
迄
御
代
官
勤
形
之
通
ニ
可
被
相
心
得
、
尤

扱
処
限
不
重
立
義
ハ
同
役
不
及
相
談
、
郡
奉
行
得
差
図
可
相
勤
候
、
若
其

事
ニ
寄
組
合
相
談
無
之
候
而
は
不
相
成
義
は
可
及
相
談
、
惣
而
御
用
筋
之

儀
は
是
迄
ハ
同
役
一
統
及
相
談
候
義
に
有
之
候
得
と
も
、
以
来
被
相
改
組

合
同
役
相
談
之
義
は
格
別
、
組
合
之
外
同
役
一
統
相
談
之
儀
は
被
相
止
候

間
、
此
旨
可
被
相
心
得
候
、
夫
共
是
非
一
統
不
及
相
談
不
相
成
義
有
之
候

ハ
ヽ
、
其
形
郡
奉
行
江
相
窺
、
何
れ
可
被
得
指
揮
候

一
　
御
処
預
之
面
々
向
寄
村
々
支
配
ニ
候
得
と
も
、
以
来
被
相
改
、
向
寄
村
々

ハ
不
及
申
、
御
所
下
た
り
と
も
御
高
地
ニ
罷
在
候
者
ハ
郡
奉
行
支
配
ニ
被

相
改
候
間
、
此
旨
可
被
相
心
得
候

一
　
村
々
諸
普
請
之
義
ハ
一
郡
限
り
取
扱
被
仰
付
候
間
、
逐
一
吟
味
郡
奉
行
江

可
被
申
出
候

一
　
毛
見
之
儀
は
是
又
一
郡
限
り
取
扱
被
仰
付
候
故
、
村
々
御
百
姓
願
申
出
候

ハ
ヽ
精
細
吟
味
之
上
郡
奉
行
江
申
出
得
差
図
可
被
取
斗
候

一
　
村
々
論
地
等
之
儀
扱
処
限
吟
味
之
上
郡
奉
行
江
可
被
申
出
候

一
　
御
郷
役
銀
・
五
斗
米
代
銀
・
高
役
銭
・
酒
役
銀
・
室
箒
役
銀
・
船
役
銭
・

差
上
銀
等
ハ
郡
限
り
取
扱
被
仰
付
候
間
、
村
々
取
立
取
纏
御
金
蔵
江
上
納

被
仰
付
候
旨
郡
奉
行
江
被
仰
付
候
間
得
差
図
可
被
相
勤
候

一
　
郡
奉
行
廻
在
之
義
は
、
一
郡
之
内
当
分
は
御
百
姓
家
被
貸
置
住
居
被
仰
付



史
料
紹
介
「
寛
政
七
卯
年
よ
り
同
十
一
巳
年
迄
　
御
用
留
書
」

七
八

候
間
、
右
之
義
も
其
一
郡
限
り
郡
奉
行
住
居
之
処
江
交
代
い
た
し
可
罷
在

候
、
尤
春
焼
ニ
も
不
相
限
不
時
共
ニ
各
扱
処
御
用
有
之
廻
在
之
節
ハ
郡
奉

行
江
被
相
伺
可
被
得
差
図
候

但
廻
在
各
住
居
之
節
は
朝
夕
之
義
於
手
元
可
相
弁
候
、
猶
村
々
廻
在
之

節
御
賄
可
被
下
候

一
　
春
農
御
助
成
并
仙
北
諸
収
納
物
御
取
立
、
猶
諸
産
物
山
林
取
立
方
等
之
義

も
数
々
御
取
立
筋
も
可
有
之
郡
奉
行
江
被
仰
渡
候
趣
有
之
候
間
、
委
曲
ハ

得
差
図
可
被
取
斗
候

一
　
起
返
新
発
荒
地
等
之
儀
は
年
々
歳
之
終
ニ
一
紙
ニ
取
纏
郡
奉
行
迄
可
差

出
、
右
一
紙
ハ
　
御
直
見
も
被
成
置
、
扱
処
限
り
甲
乙
も
　
御
考
被
成
置

へ
く
　
御
内
慮
之
趣
も
有
之
候
ニ
付
、
郡
奉
行
江
被
仰
渡
候
間
其
旨
可
被

相
心
得
候

右
条
々
扱
処
限
幾
重
ニ
も
所
存
相
尽
下
々
艱
難
を
相
省
　
御
国
家
之
御

益
筋
ニ
相
成
候
様
ニ
出
情
可
被
取
斗
候
、
猶
委
曲
ハ
郡
奉
行
可
申
達
候

間
其
旨
可
被
相
心
得
候
、
以
上

十
月

六
　
郡
奉
行
江
相
伺
候
済
口
之
事

肝
煎
仮
役
申
渡
候
儀
は
是
迄
之
通
村
方
よ
り
人
取
為
致
、
手
許
ニ
而
申
渡

候
上
ニ
郡
奉
行
江
可
相
届
事

但
分
柄
有
之
召
放
候
等
之
節
は
御
窺
之
上
可
申
渡
事

附
札

廻
在
向
等
ニ
而
無
之
不
差
懸
候
ハ
ヽ
伺
候
事
ニ
有
之
候

一
　
廻
在
向
ニ
而
分
柄
有
之
及
吟
味
候
上
不
届
等
ニ
見
込
候
も
の
ハ
呵
置
候

而
、
吟
味
形
申
上
候
儀
是
迄
之
通
ニ
可
致
、
猶
又
其
模
様
ニ
寄
番
人
等
付

置
候
義
も
右
同
断

一
　
小
事
之
儀
ハ
是
迄
之
通
無
御
窺
所
存
程
ニ
取
極
可
申
、
尤
右
件
々
ハ
郡
奉

行
江
為
申
知
ニ
不
相
及
候
事

一
　
酒
造
高
之
内
壱
ヶ
年
限
減
石
願
相
済
候
分
、
引
潰
願
申
出
候
ハ
ヽ
、
於
手

許
委
曲
吟
味
相
遂
候
上
右
願
訴
状
可
差
出
事

一
　
肝
煎
人
取
致
本
役
之
願
申
上
候
ハ
ヽ
直
々
村
方
訴
状
差
出
、
右
人
数
之
内

誰
江
被
仰
付
可
然
之
段
演
説
可
差
添
候
事

右
之
趣
伺
之
上
相
極
、
卯
十
月
八
日

一
　
御
城
下
出
火
之
節
是
迄
之
通
可
相
心
得
候
、
御
伺
之
上
申
渡
有
之
候

一
　
廻
在
向
御
扶
持
之
儀
郡
奉
行
六
ヶ
月
、
御
代
官
・
林
役
も
十
二
ヶ
月
御
扶

持
被
居
置
、
四
季
廻
在
之
節
跡
御
扶
持
之
儀
ハ
組
合
限
無
甲
乙
配
苻
可
致

事
右
之
趣
卯
十
月
十
一
日
御
窺
之
上
相
極
候

一
　
自
分
之
願
御
用
所
江
差
出
候
分
郡
奉
行
江
内
見
ニ
入
置
候
而
、
組
合
同
役

を
以
差
出
可
申
、
若
組
合
廻
在
等
ニ
候
ハ
ヽ
林
役
相
頼
候
而
内
見
ニ
入
置

候
迄
ニ
御
用
所
江
可
申
立
事

右
は
右
同
日
右
同
断

一
　
郡
奉
行
衆
と
贈
答
之
儀
ハ
不
断
苗
字
壱
字
欠
候
事
、
廻
在
向
よ
り
町
送
等

之
節
ハ
御
用
所
江
差
出
し
、
町
送
之
例
ニ
随
ひ
苗
字
無
闕
字
、
内
ハ
様
付
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之
事
ニ
可
致
、
一
統
相
談
相
済
候

一
　
御
毛
見
之
節
御
検
地
役
と
付
添
立
会
之
儀
御
窺
申
上
候
処
、
御
毛
見
之
義

ハ
全
く
各
勤
形
ニ
無
之
事
故
、
毛
付
等
之
儀
ニ
付
御
立
会
被
成
候
義
ニ
ハ

無
之
、
根
源
村
方
取
〆
り
等
之
儀
ニ
付
各
方
被
差
遣
候
事
ニ
候

一
　
諸
普
請
之
儀
立
会
之
儀
ハ
各
吟
味
被
致
被
申
聞
候
ハ
ヽ
、
其
事
ニ
寄
吟
味

之
上
御
検
地
役
不
被
差
遣
候
得
者
不
相
成
事
ハ
差
遣
候
、
何
ソ
各
方
御
取

扱
ニ
不
相
成
事
ハ
強
而
被
仰
付
候
義
ニ
ハ
無
之
候
旨
、
列
席
之
上
山
崎
甚

五
兵
衛
・
鈴
木
東
三
郎
江
被
申
渡
候
御
ヶ
条
之
御
主
意
ト
右
演
説
之
主
意

ト
相
違
候
処
も
有
之
候
故
、
猶
更
相
認
差
置
候
、
卯
十
月
十
三
日

一
　
御
役
屋
被
明
置
候
義
不
相
成
候
、
御
用
有
之
廻
在
ニ
候
ハ
ヽ
、
跡
御
扶
持

御
差
引
も
不
被
下
候
故
廻
在
御
用
相
済
候
ハ
ヽ
三
十
日
之
内
残
日
数
有
之

候
ハ
ヽ
可
相
詰
候
事

一
　
秋
廻
在
之
節
差
上
銀
・
差
上
高
帳
・
御
本
図
帳
被
相
渡
候
上
引
合
、
違
有

之
候
ハ
ヽ
付
札
致
シ
、
同
役
共
罷
帰
候
節
其
方
江
相
渡
、
吟
味
済
候
ハ
ヽ

町
送
ニ
而
仕
送
可
遣
候
事
、
又
ハ
御
割
役
処
江
町
送
を
以
申
達
、
吟
味
之

上
又
々
以
町
送
仕
送
候
儀
も
可
有
之
候
、
右
両
様
勝
手
ニ
可
致
候

一
　
役
所
詰
合
之
節
近
村
出
火
之
砌
■

(

マ
ヽ)

人
之
義
兼
而
被
仰
渡
被
差
置
可
申
哉

但
高
挑
灯
被
備
置
可
申
哉
之
事

高
挑
灯
之
義
は
御
仕
切
之
内
ニ
而
備
可
差
置
、
拙
者
共
詰
合
之
節
ハ
出

張
可
致
、
不
詰
合
ニ
候
ハ
ヽ
各
出
張
可
被
致
候
、
■
人
之
義
ハ
廻
在
之

上
可
申
渡
候

一
　
肝
煎
退
役
之
願
申
出
候
ハ
ヽ
御
窺
之
上
可
申
渡
候
哉
、
但
廻
在
向
江
申
出

候
ハ
ヽ
是
迄
之
通
可
申
渡
候
哉
、本
肝
煎
等
病
気
退
役
之
願
申
出
候
ハ
ヽ
、

廻
在
向
ニ
有
之
候
ハ
ヽ
早
速
仮
役
申
付
、
肝
煎
願
訴
状
町
送
を
以
役
頭
江

可
申
達
、
猶
又
願
之
訳
か
ら
并
御
代
官
差
心
得
等
之
趣
是
又
以
町
送
委
く

可
申
達
候
事

一
　
村
方
重
キ
願
書
ハ
是
迄
之
通
添
書
を
以
可
申
立
候
哉

伺
之
通

右
之
三
ヶ
条
藤
三
郎
相
伺
候
処
、
脇
書
之
通
相
極
候

七
　
右
御
改
ニ
付
村
々
江
申
渡
之
事

覚

此
度
格
別
之
御
改
筋
被
仰
出
、
一
郡
限
郡
御
奉
行
被
建
置
、
手
前
共
役
頭

ニ
被
成
置
、
諸
訴
之
儀
得
御
差
図
相
勤
候
様
被
仰
渡
候
、
近
々
郡
御
奉
行

村
々
巡
見
被
成
候
ニ
付
左
之
通
可
被
相
心
得
候

一
　
御
賄
等
之
儀
は
御
重
役
之
事
故
手
前
共
廻
在
之
節
同
様
之
御
取
扱
相
成
間

敷
取
請
候
村
々
も
可
有
之
候
得
共
、
左
様
之
順
ニ
而
は
無
之
候
、
仮
令
者

本
汁
江
其
時
節
之
焼
肴
等
付
置
候
ハ
ヽ
平
・
二
ノ
汁
抔
指
上
候
義
ニ
不
相

及
、
其
節
ニ
寄
焼
肴
相
止
候
ハ
ヽ
平
な
り
と
も
指
上
候
儀
不
苦
候
、
何
も

料
理
か
ま
し
き
拵
等
不
致
、
本
汁
ハ
勿
論
平
迄
其
時
節
之
軽
品
ニ
而
可
差

上
候
事

一
　
御
窺
之
上
夕
ニ
御
酒
指
上
候
ハ
ヽ
至
而
軽
キ
肴
三
種
吸
も
の
壱
通
ニ
可
相

限
、
昼
酒
等
指
上
候
事
堅
く
可
相
禁
候
事

但
御
供
廻
江
は
軽
本
汁
江
保
太
魚
類
之
品
、
外
之
膳
菜
は
可
相
止
候
、



史
料
紹
介
「
寛
政
七
卯
年
よ
り
同
十
一
巳
年
迄
　
御
用
留
書
」

八
〇

昼
寝
酒
共
ニ
可
相
禁
事

一
　
村
々
御
廻
在
之
砌
は
其
村
よ
り
隣
郷
境
迄
長
百
姓
之
内
壱
人
宛
御
先
立
可

致
候
、
尤
肝
煎
・
長
百
姓
村
入
口
ま
て
御
出
迎
可
致
候

但
前
々
よ
り
肝
煎
其
村
ニ
寄
り
脇
指
さ
し
候
而
御
出
迎
致
来
候
ハ
ヽ
、

是
迄
之
通
に
て
不
苦
候

一
　
六
郡
一
統
全
く
郡
御
奉
行
之
御
支
配
ニ
被
仰
渡
候
故
、
村
々
肝
煎
早
速
罷

登
御
見
舞
可
仕
義
は
不
申
渡
候
而
も
心
得
可
有
之
候
得
共
、
此
方
江
登
合

罷
在
候
村
々
は
格
別
、
能
々
御
見
舞
等
ニ
罷
登
候
義
ハ
延
引
可
致
候
、
然

れ
共
御
支
配
ニ
御
目
懸
ス
罷
在
候
筋
ニ
は
無
之
事
故
、
追
々
御
用
序
等
ニ

而
罷
登
候
砌
ニ
ハ
決
而
御
見
舞
可
申
上
候
事

右
段
々
之
儀
は
何
ソ
手
前
共
申
渡
候
義
ニ
ハ
無
之
、
郡
御
奉
行
内
々
被

仰
含
候
ニ
基
キ
、
村
々
労
煩
無
之
、
諸
失
墜
も
被
相
省
度
厚
キ
御
内
慮

ニ
有
之
候
、
万
一
右
之
外
過
美
等
之
儀
有
之
候
而
は
御
呵
を
得
可
申
指

見
得
候
故
、
為
心
得
之
申
渡
候
間
、
寄
郷
村
々
江
も
急
度
可
被
申
渡
候

卯
十
月
十
九
日

十
　
村
方
取
扱
方
御
伺
済
口

御
窺
之
覚

横
死
倒
も
の
有
之
候
得
者
、
御
吟
味
之
上
旅
人
ニ
而
在
処
相
知
候
得
者
其

向
江
被
仰
達
候
砌
、
私
共
名
前
を
以
他
処
文
通
被
成
置
候
義
は
御
存
被
成

置
候
通
ニ
御
座
候
、
以
来
ハ
如
何
被
成
置
候
哉

一
　
於
他
領
御
当
領
之
者
横
死
等
有
之
節
、
向
方
よ
り
申
来
候
而
も
右
同
断

一
　
浜
辺
村
々
大
公
儀
御
触
状
返
上
又
ハ
右
ニ
付
他
処
懸
合
出
来
候
得
者
右
同

断
御
附
札

前
三
ヶ
条
是
迄
之
通

一
　
木
山
御
山
守
之
儀
は
御
代
官
支
配
ニ
御
座
候
得
と
も
、
御
本
方
御
用
も
相

抱
候
儀
有
之
候
故
、
役
申
付
候
も
召
放
候
も
御
本
方
江
為
知
指
置
候
、
此

度
御
改
被
成
置
候
故
此
末
如
何
被
成
置
候
哉

一
　
能
代
方
御
山
守
是
迄
私
共
と
両
支
配
ニ
御
座
候
、
此
末
如
何
被
成
置
候
哉

御
附
札

右
二
ヶ
条
拙
者
共
支
配
ニ
被
仰
付
候

一
　
是
迄
能
代
御
山
方
ニ
付
御
用
有
之
候
得
共
、
御
百
姓
共
直
々
才
足
尋
等
之

儀
御
座
候
得
者
直
々
引
付
吟
味
致
し
候
、
已
来
ハ
御
役
屋
被
居
置
候
事
故

能
代
よ
り
御
役
屋
迄
申
越
候
様
ニ
被
成
置
候
哉

御
附
札
　
窺
之
通

一
　
能
代
御
留
山
之
内
雑
木
立
之
分
是
迄
村
々
炭
木
山
等
ニ
願
申
立
候
節
、
私

共
江
披
見
ニ
入
候
而
其
上
能
代
方
江
願
申
立
候
事
ニ
御
座
候
、
青
木
ハ
格

別
、
雑
木
は
旧
来
相
立
候
得
者
枯
木
・
朽
木
ニ
罷
成
伐
取
候
而
も
跡
生
延

不
宜
候
故
、
雑
木
林
は
御
手
元
江
被
属
置
候
ハ
ヽ
御
百
姓
共
労
煩
も
相
省
、

猶
古
木
立
よ
り
被
明
置
若
木
立
御
労
り
之
事
ニ
被
成
置
、
往
々
番
山
立
ニ

被
成
置
候
而
も
可
宜
奉
存
候

一
　
御
本
方
ニ
而
御
取
立
林
も
右
同
断

御
附
札



史
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右
二
ヶ
条
是
迄
之
通
、
但
願
申
立
候
節
ハ
林
役
江
申
立
、
拙
者
共
江

指
出
候
事
、
林
役
江
被
仰
渡
候

一
　
千
石
夫
丸
是
迄
私
共
江
担
被
仰
付
候
而
牛
嶋
村
高
橋
市
右
衛
門
請
負
申
付

置
候
義
ハ
御
存
被
成
置
候
通
ニ
御
座
候
、
此
末
如
何
被
成
置
候
哉

御
附
札
　
是
迄
之
通

一
　
御
収
納
も
の
取
立
時
節
は
御
役
屋
江
相
詰
候
儀
ニ
ハ
相
成
兼
候
、
其
節
ハ

林
役
斗
被
指
置
候
哉
、
尤
其
詰
ニ
相
当
り
候
者
名
前
ハ
林
役
相
届
指
置
、

急
段
御
用
有
之
候
ハ
ヽ
申
達
次
第
ニ
罷
越
候
様
ニ
可
致
候

御
附
札
　
是
迄
之
通

十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
代
官

十
一
　
御
所
預
と
懸
合
之
儀
被
仰
渡
之
事

一
　
御
処
預
り
支
配
之
者
と
掛
合
之
義
有
之
、
御
所
持
之
方
ニ
而
詮
議
等
不
致

不
相
成
次
第
有
之
節
、
前
簾
誰
か
差
遣
、
御
役
処
詰
合
之
方
よ
り
可
申
渡

候
間
、
此
旨
可
被
相
心
得
候
、
且
又
片
時
も
難
差
延
召
捕
候
節
は
直
々
召

捕
候
村
居
江
宿
申
付
吟
味
可
致
段
、
御
所
持
之
方
江
も
被
仰
渡
候
間
、
此

旨
可
被
相
心
得
候
、
尤
召
捕
吟
味
致
候
義
相
互
ニ
為
知
ニ
相
及
不
申
事
ニ

被
仰
渡
候

一
　
其
事
ニ
寄
取
逃
候
儀
不
相
成
も
の
有
之
節
、
於
其
支
配
処
召
捕
宿
等
申
付

候
儀
、
其
所
之
庄
屋
・
肝
煎
江
申
談
相
弁
候
様
被
仰
渡
候
、
御
所
預
迚
も

右
同
断
ニ
候

一
　
御
代
官
所
村
々
ニ
お
ゐ
て
倒
死
之
者
有
之
節
、
御
検
使
之
儀
早
速
御
役
屋

江
可
申
出
候
、
御
所
持
支
配
地
ニ
お
ゐ
て
倒
死
之
節
ハ
御
所
持
よ
り
御
検

使
被
差
出
候

一
　
横
死
之
者
有
之
節
双
方
よ
り
御
検
使
被
指
出
候
間
、
早
速
御
役
屋
江
可
被

申
出
候

右
之
趣
相
心
得
、
寄
郷
村
々
江
も
可
被
申
渡
候
、
以
上

十
二
　
組
下
御
足
軽
御
用
之
節
申
遣
方
之
事

覚

一
　
組
下
給
人
・
御
足
軽
、
郡
奉
行
支
配
処
ニ
而
御
用
有
之
節
は
、
郡
奉
行
并

御
代
官
よ
り
其
向
組
頭
迄
申
達
、
御
用
相
弁
候
儀
ニ
先
頃
被
仰
渡
候
得
と

も
、
御
吟
味
之
訳
有
之
、
此
末
給
人
御
足
軽
御
用
有
之
節
、
御
代
官
林
役

よ
り
家
来
迄
可
申
達
候

右
之
趣
御
苗
字
之
衆
江
被
仰
渡
候
、
御
名
字
之
外
先
頃
被
仰
渡
候
通
可

被
相
心
得
候

十
三
　
木
山
御
山
守
支
配
相
改
候
事

覚

一
　
木
山
方
御
山
守
是
迄
御
代
官
支
配
ニ
候
得
と
も
御
引
上
被
成
置
、
郡
奉

行
・
御
財
用
奉
行
両
支
配
ニ
被
仰
付
候

一
　
能
代
方
御
山
守
是
迄
能
代
奉
行
・
御
代
官
両
支
配
之
処
御
引
上
被
成
置
、

郡
奉
行
・
能
代
奉
行
両
支
配
ニ
被
仰
付
候

卯
十
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
奉
行



史
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寛
政
八
辰
年

二
十
二
　
郡
方
役
所
唱
之
事

覚

拙
者
共
詰
処
ハ
郡
奉
行
所
と
申
唱
、
御
検
地
諸
取
次
役
処
ハ
郡
方
取
次
役

所
ト
此
末
唱
候
様
ニ
被
仰
渡
候
間
、
此
旨
相
心
得
可
被
申
候
、
以
上

八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
奉
行

寛
政
九
巳
年

三
十
三
　
諸
山
御
改
被
仰
渡
并
村
々
江
被
仰
渡
之
事

覚

一
　
此
度
格
別
之
御
吟
味
を
以
六
郡
木
山
、
御
直
山
・
能
代
方
御
薪
山
并
御
境

付
は
御
墨
引
三
間
下
り
以
下
、
自
今
悉
皆
一
郡
限
拙
者
共
支
配
山
ニ
被
仰

渡
候

一
　
御
境
目
御
墨
引
よ
り
三
間
迄
ハ
御
境
目
奉
行
是
迄
之
通
取
担
候
間
、
此
旨

可
被
相
心
得
候
、
当
時
御
境
可
被
分
置
候
得
共
、
新
ニ
其
向
立
会
被
仰
付

候
而
は
労
煩
物
入
も
可
有
之
事
故
、
御
用
序
連
々
被
分
置
候
、
右
三
間
下

り
以
下
麓
郷
村
々
肝
煎
取
担
被
仰
付
候
、
長
百
姓
・
小
人
共
迄
一
村
申
会

守
護
致
候
様
ニ
被
仰
渡
候

一
　
御
直
山
能
代
方
共
ニ
薪
山
・
炭
木
山
・
商
売
山
共
ニ
当
時
相
済
罷
在
候
分

ハ
直
々
是
迄
之
通
被
仰
付
候
間
、
本
御
セ
う
こ
御
役
屋
江
指
出
、
新
御
証

拠
ニ
引
替
、
其
外
御
証
文
等(

破
損)

相
渡
被
差
置
候
分
ハ
、
御
吟
味
之
上
御

書
替
被
相
渡
候
間
、
是
又
御
役
屋
江
差
出
し
候
様
に
此
度
被
仰
渡
候

一
　
御
直
山
・
能
代
方
共
ニ
是
迄
空
山
ニ
而
居
候
分
并
此
末
明
山
ニ
相
成
候
分

共
ニ
於
村
々
植
立
候
分
ハ
半
々
之
御
割
合
を
以
被
下
候
事
ニ
被
仰
渡
候

一
　
寺
社
木
ニ
限
り
風
折
雷
震
木
或
ハ
野
火
焼
等
ニ
相
成
候
分
ハ
、
三
本
以
下

ニ
候
ハ
ヽ
其
向
寄
御
役
屋
江
可
申
出
候
、
三
本
以
上
ニ
候
ハ
ヽ
是
迄
之
通

寺
社
方
江
可
申
出
被
仰
渡
候

一
　
委
曲
之
儀
は
別
紙
を
以
村
々
江
被
仰
渡
候
間
、
此
旨
被
相
心
得
、
村
々
労

煩
被
相
省
、
往
々
諸
山
盛
ニ
相
成
候
様
、
尚
林
役
江
も
被
申
会
重
キ
思
召

形
相
立
候
様
ニ
出
情
被
取
扱
可
申
候

二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
奉
行

覚

此
度
格
別
之
御
吟
味
を
以
六
郡
木
山
、
御
直
山
・
能
代
方
御
薪
山
并
御
境

付
は
御
境
御
墨
引
三
間
下
り
以
下
、
自
今
以
後
悉
皆
一
郡
限
我
等
支
配
処

ニ
被
仰
付
候

一
　
御
境
目
御
墨
引
よ
り
三
間
迄
ハ
御
境
目
奉
行
是
迄
之
通
取
担
ニ
候
間
、
此

旨
可
相
心
得
候
、
当
時
右
境
可
被
分
置
候
得
と
も
新
立
会
被
仰
付
候
而
は

労
煩
物
入
も
可
有
之
事
故
、
御
用
序
連
々
境
被
分
置
候
、
右
三
間
下
り
以

下
は
麓
郷
村
々
肝
煎
取
担
ニ
被
仰
付
候
間
、
長
百
姓
・
小
人
共
迄
急
度
相

守
候
様
ニ
一
村
申
会
守
護
可
致
候

一
　
村
々
山
守
共
御
直
山
・
能
代
山
共
ニ
其
向
被
止
置
、
一
郡
我
等
支
配
ニ
被
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仰
付
候
間
、
此
旨
可
被
相
心
得
候

一
　
御
直
山
・
能
代
山
右
両
山
取
扱
方
は
、
山
処
明
置
、
其
向
ニ
而
御
用
木
被

指
出
候
節
ハ
木
品
山
処
共
ニ
其
向
よ
り
申
達
有
之
候
得
者
、
林
取
立
役
廻

山
申
渡
、
山
分
木
分
共
吟
味
相
遂
申
出
候
上
ニ
而
山
御
差
紙
其
向
江
被
相

渡
、
杣
入
被
仰
付
候
間
、
御
山
守
共
右
証
拠
請
取
伐
出
し
中
御
検
使
可
被

指
出
候
得
と
も
、
猶
念
入
担
処
立
廻
可
申
候

一
　
是
迄
能
代
方
支
配
山
よ
り
村
々
御
普
請
木
被
差
出
候
節
、
能
代
方
江
被
仰

渡
候
而
同
処
よ
り
下
代
等
被
差
越
取
扱
被
仰
付
候
得
共
、
自
今
能
代
支
配

山
手
元
江
被
相
任
候
上
ハ
、
林
役
被
差
越
候
而
取
扱
被
仰
付
、
能
代
方
下

代
等
被
指
越
候
義
無
之
候
間
、
此
旨
可
相
心
得
候

一
　
能
代
山
・
御
直
山
共
ニ
薪
山
・
炭
山
・
商
売
山
共
ニ
当
時
相
済
居
候
分

ハ
、
直
々
是
迄
之
通
ニ
被
仰
付
候
間
、
本
御
証
拠
御
役
屋
江
指
出
、
新
御

証
拠
ニ
引
替
可
申
候
、其
外
御
証
文
等
被
相
渡
被
差
置
候
分
有
之
候
ハ
ヽ
、

御
吟
味
之
上
御
書
替
被
相
渡
候
間
、
悉
御
役
屋
江
差
出
可
申
候

一
　
前
々
よ
り
空
山
ニ
而
罷
在
候
分
并
此
末
被
明
置
候
山
共
ニ
迹
植
継
之
儀
は

出
情
植
立
可
申
候
故
、
植
立
之
分
ハ
山
処
字
処
共
ニ
御
吟
味
之
上
被
分
置

可
被
相
渡
候
間
、
此
旨
兼
而
可
相
心
得
候
、
植
立
之
分
成
木
之
上
ハ
御
直

山
・
能
代
山
と
も
に
半
々
之
御
割
合
ニ
而
被
下
置
候

一
　
杣
入
之
節
ハ
山
子
并
川
下
人
足
雇
方
等
ハ
、
御
財
用
方
・
能
代
方
ニ
而
仕

格
致
候
間
、
此
旨
可
相
心
得
候

一
　
木
品
川
下
ヶ
之
儀
流
木
等
有
之
砌
ハ
、
是
迄
之
通
川
目
通
村
々
大
切
ニ
相

心
得
、
其
向
村
々
よ
り
人
足
差
出
し
留
木
致
し
、
差
支
ニ
不
相
成
様
ニ
急

度
相
守
可
申
候
、
尤
是
迄
之
通
御
褒
美
可
被
下
置
候

一
　
増
元
米
・
木
元
米
之

(

マ
ヽ)

等
之
儀
は
是
迄
之
通
可
相
心
得
候

一
　
御
直
山
・
能
代
山
共
ニ
林
帳
字
処
相
分
并
林
立
宜
場
処
、
猶
近
年
林
立
ニ

相
成
候
場
処
共
ニ
青
木
雑
木
共
其
訳
具
サ
分
置
候
而
可
書
出
候

但
空
山
之
分
是
又
山
処
字
処
共
ニ
書
分
可
申
候

一
　
自
然
木
ニ
而
林
立
可
相
成
候
分
ハ
、
此
末
共
ニ
御
割
合
ハ
不
被
下
候
間
、

取
立
林
自
然
木
と
末
々
相
混
不
申
様
、
急
度
分
置
相
守
可
申
候

一
　
寺
社
木
ニ
限
り
風
折
雷
震
木
或
ハ
野
火
焼
等
ニ
相
成
候
分
ハ
、
三
本
以
下

ニ
候
ハ
ヽ
向
寄
御
役
屋
江
可
申
出
候
、
三
本
以
上
ニ
候
ハ
ヽ
是
迄
之
通
寺

社
方
江
可
申
出
候

右
之
通
御
改
被
成
置
候
御
趣
意
は
、
村
方
労
煩
被
相
省
、
諸
山
盛
ニ
御

取
立
被
成
置
、
往
々
村
方
潤
沢
ニ
相
成
候
様
ニ
可
被
成
置
、
重
キ
　
思

召
を
以
被
仰
渡
候
儀
ニ
候
条
、
難
有
奉
存
、
此
末
諸
山
専
取
立
候
様
ニ

村
々
出
情
可
致
候
、
御
直
山
・
能
代
山
共
ニ
林
立
之
分
ハ
、
麓
郷
村
々

御
山
守
同
様
ニ
一
村
心
を
用
、
急
度
相
守
候
様
ニ
可
致
候
、
以
上

二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
奉
行
　

村
々
　
肝
煎

御
山
守

長
百
姓
共
江



史
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八
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四
十
五
　
午
二
月
晦
日
、
御
代
官
役
被
止
置
、
直
々
郡
方
吟
味
役
ニ
被
仰
付
候

被
仰
渡

覚

此
度
格
別
之
御
吟
味
を
以
御
代
官
役
被
止
置
、
郡
方
吟
味
役
被
建
置
候
ニ

付
、
直
々
各
右
御
役
被
仰
付
、
役
列
之
儀
は
御
勘
定
吟
味
役
・
郡
方
吟
味

役
・
御
財
用
吟
味
役
と
可
相
列
候
、
勤
形
之
儀
は
諸
収
納
取
立
・
村
々
諸

訴
取
次
等
、
諸
事
郡
奉
行
得
差
図
可
相
勤
候
、
尤
取
担
御
用
筋
之
儀
ニ
付

存
寄
之
旨
無
覆
蔵
郡
奉
行
江
申
談
、
御
益
筋
之
儀
は
勿
論
、
村
々
労
煩
等

相
省
候
様
出
情
可
相
勤
候
、
尚
難
心
得
義
は
郡
奉
行
江
可
相
窺
候

二
月

猶
郡
方
吟
味
役
郡
限
り
ニ
被
相
分
候
故
、
其
郡
之
郡
奉
行
役
支
配
ニ
被
仰

付
候右

之
趣
井
口
亘
・
真
宮
内
蔵
丞
を
以
被
仰
渡
候

一
　
右
御
改
ニ
付
、
御
役
料
高
拾
五
石
・
御
合
力
・
筆
墨
紙
料
共
ニ
壱
ヶ
年
三

百
八
拾
目
被
下
置
候
、
外
ニ
同
役
被
減
置
候
節
被
下
候
七
拾
目
之
合
力
ハ

是
迄
之
通
被
下
候
段
被
仰
渡
候
、
猶
此
末
誰
扱
処
と
申
儀
無
之
趣
役
頭
衆

被
申
含
候

四
十
六
　
郡
方
吟
味
役
ニ
御
改
ニ
付
勤
形
御
窺
之
事

口
上
覚

此
度
格
別
之
御
吟
味
を
以
御
代
官
役
被
止
置
、
郡
方
吟
味
役
被
建
置
候
ニ

付
、
猶
又
勤
形
之
義
は
御
手
前
様
御
差
図
を
得
、
存
付
候
儀
も
有
之
候

ハ
ヽ
可
申
上
御
丁
寧
被
仰
付
候
ニ
付
一
統
会
評
相
遂
申
候
得
と
も
、
是
迄

之
勤
形
之
儀
は
扱
処
被
定
置
候
事
故
、
右
ニ
基
郡
限
同
役
共
一
統
之
取
扱

ニ
被
成
置
候
得
者
、
指
当
り
御
収
納
取
立
方
ニ
相
向
候
而
は
纏
方
ニ
不
相

限
収
納
取
立
筋
難
渋
仕
、
取
り
貫
り
不
申
儀
差
見
得
、
万
一
御
不
益
等
ニ

相
成
候
而
は
重
々
恐
入
候
次
第
ニ
奉
存
候
故
、
種
々
申
合
仕
候
得
と
も
如

何
共
存
付
も
無
御
座
御
坐
候
故
、
別
而
新
ニ
被
建
置
候
御
役
之
儀
ニ
御
座

候
間
、
御
手
前
様
方
御
評
議
之
上
順
宜
之
勤
方
御
定
書
を
以
御
指
揮
被
成

置
候
様
ニ
仕
度
奉
存
候
、
左
候
ハ
ヽ
右
ニ
向
存
付
候
儀
も
有
之
候
ハ
ヽ
無

服

(

マ
ヽ)

蔵
御
窺
ニ
相
及
申
度
奉
存
候
間
、
何
分
御
指
図
被
成
下
度
奉
存
候

一
　
是
迄
村
々
諸
訴
私
共
宛
処
ニ
而
申
出
候
、
此
末
如
何
被
成
置
候
哉

此
末
三
人
宛
処
ニ
而
可
為
差
出
段
、
午
三
月
六
日
被
仰
渡

一
　
一
郡
之
内
同
名
同
村
有
之
候
、
是
迄
扱
所
を
以
相
分
申
候
、
此
義
い
か
ゝ

被
成
置
候
哉

一
　
御
支
配
処
ニ
不
慮
之
儀
有
之
、
并
御
検
使
ハ
林
役
被
仰
付
被
下
度
奉
存
候
、

跡
々
御
吟
味
被
成
置
候
御
用
筋
有
之
候
ハ
ヽ
御
役
屋
詰
同
役
共
被
仰
付
被

下
度
奉
存
候

御
附
札

各
并
林
取
立
役
其
節
之
御
振
合
次
第
可
被
仰
付
候

右
ニ
付
同
役
橋
本
甚
之
丞
役
頭
御
列
席
之
処
ニ
而
相
窺
候
ハ
、
御

付
札
之
通
ニ
候
得
者
以
来
急
事
之
御
検
使
ニ
而
も
御
窺
申
上
候
哉

と
申
上
候
処
、
都
而
御
検
使
等
之
儀
吟
味
役
主
役
ニ
罷
成
、
外
村

江
廻
在
亦
ハ
御
用
有
之
御
検
使
難
仕
節
ハ
林
取
立
役
御
検
使
被
仰



史
料
紹
介
「
寛
政
七
卯
年
よ
り
同
十
一
巳
年
迄
　
御
用
留
書
」

八
五

付
候
義
ハ
是
迄
之
通
、
依
而
其
節
之
御
振
合
次
第
ト
御
付
札
被
成

候
由
被
申
含
候

四
十
七
　
林
役
江
御
用
勤
方
被
仰
渡
之
事

覚

林
役
江

各
勤
方
之
儀
は
一
昨
年
御
代
官
被
減
置
御
人
少
故
、
諸
事
役
外
之
御
用
向

相
務
候
ニ
付
、
御
合
力
等
も
被
増
置
候
処
、
当
春
中
御
代
官
役
被
止
置
郡

方
吟
味
役
被
仰
付
、
取
担
一
纏
被
致
置
候
、
然
者
各
務
形
之
儀
も
已
前
ニ

不
相
変
吟
味
役
御
役
屋
詰
合
無
之
節
ハ
、
何
之
御
用
ニ
而
も
差
懸
候
儀
ハ

不
軽
窺
互
ニ
可
被
相
務
候
致
外
之
義
ト
心
得
御
用
向
延
引
ニ
相
成
御
差
支

之
義
も
有
之
候
故
、
別
段
被
仰
渡
候
、
尤
吟
味
役
江
も
被
仰
渡
候
間
、
其

旨
可
被
相
心
得
候
、
以
上

午
四
月

五
十
三
　
御
改
ニ
付
御
金
蔵
よ
り
御
窺
之
済
口

覚

一
　
御
代
官
被
止
置
、
郡
方
吟
味
役
と
被
成
候
砌
り
御
役
処
江
被
仰
含
候
は
、

当
九
月
迄
ハ
取
扱
諸
事
是
迄
之
通
り
ニ
仕
罷
在
、
十
月
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
被

仰
含
御
趣
意
ニ
而
罷
在
候
故
、
左
之
通
御
伺
申
上
候

一
　
去
年
中
御
皆
済
ニ
相
預
候
御
証
拠
、
去
年
中
ニ
相
至
候
儀
ニ
候
得
者
、
其

年
之
年
号
月
日
ニ
而
被
指
置
候
而
宜
く
御
座
候
得
共
、
去
年
中
御
皆
済
之

儀
は
当
九
月
迄
之
分
故
、
今
年
御
改
後
ニ
相
成
候
村
方
江
被
指
出
候
御
証

拠
有
之
申
候
、
左
候
得
者
本
御
代
官
誰
と
御
証
拠
不
被
指
出
候
而
ハ
御
皆

済
ニ
全
く
引
合
不
申
候
、
御
皆
済
之
儀
ハ
是
迄
御
代
官
限
ニ
相
調
候
故
、

郡
奉
行
宛
処
斗
ニ
而
は
相
解
不
申
候
故
、
当
九
月
迄
之
分
ハ
本
御
代
官
誰

と
被
指
出
候
様
ニ
仕
度
候

付
札巳

年
分
ニ
御
皆
済
ニ
相
当
候
分
ハ
本
御
代
官
誰
と
可
被
指
出
、
当
午

年
分
よ
り
は
誰
支
配
処
何
郡
何
村
と
可
被
指
出
候

一
　
右
申
上
候
通
、
御
皆
済
之
儀
は
御
代
官
限
相
調
来
候
、
明
年
よ
り
一
郡
限

之
御
調
ニ
而
は
混
雑
可
申
様
無
之
、
随
而
村
毎
過
不
納
も
見
得
兼
、
御
百

姓
共
一
郡
限
罷
登
候
而
は
失
墜
も
可
有
之
、
且
是
迄
之
通
御
皆
済
方
も
尺

取
申
間
敷
奉
存
候
、
御
皆
済
之
儀
は
是
迄
之
通
扱
限
相
調
候
様
仕
度
候

付
札御

改
以
来
扱
と
申
は
無
之
候
故
、
扱
切
と
申
ニ
ハ
不
相
成
候
、
其
郡

之
大
小
ニ
寄
冊
数
ニ
而
可
被
差
出
候

一
　
御
収
納
御
帳
立
是
又
扱
切
ニ
不
仕
候
得
ハ
納
方
甚
相
混
過
不
納
等
有
之
、

郡
方
吟
味
役
江
懸
合
候
ニ
も
一
郡
切
ニ
而
ハ
尺
々
敷
無
之
、
諸
事
取
扱
労

煩
ニ
相
成
候
故
、
是
又
是
迄
之
通
扱
限
り
上
納
為
致
取
扱
申
度
奉
存
候

付
札
　
前
条
之
通

一
　
御
朱
印
之
儀
は
今
年
ハ
村
限
ニ
本
御
代
官
誰
と
相
認
差
出
申
候
、
是
又
右

之
通
仕
度
、
左
様
無
之
候
而
は
同
郡
同
村
有
之
節
ハ
相
分
ヶ
申
間
敷
、
夫

と
も
右
之
通
之
儀
ニ
被
成
置
候
ハ
ヽ
字
付
ニ
而
も
被
差
出
可
申
候
哉
、
右



件
々
御
附
札
を
以
被
分
置
被
仰
渡
被
下
度
奉
存
候

附
札午

年
よ
り
之
分
は
同
郡
同
村
之
分
ハ
字
分
ニ
而
可
被
指
出
候

十
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
金
蔵

右
は
午
十
一
月
六
日
、
今
泉
三
右
衛
門
殿
被
相
渡
候
、
承
り
片
岡
三
郎
右

衛
門
、
其
節
外
ニ
別
紙
ニ
而
左
之
通

御
皆
済
巳
年
迄
之
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雄
勝
郡

右
同
断
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
鹿
郡

右
同
断
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
辺
郡

右
同
断
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
本
郡

三
組
ニ
而
午
年
御
皆
済
可
指
出
候
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
北
郡

七
組
ニ
而
右
同
断
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
郡

一
　
同
名
村
字
付
ニ
而
可
差
出
候

右
之
通
御
金
蔵
江
被
仰
含
候

一
　
御
備
高
之
分
去
巳
年
分
ハ
御
皆
済
之
節
高
ニ
而
引
落
ニ
相
成
候
得
共
、
当

午
年
分
よ
り
御
蔵
分
ヶ
上
納
米
之
内
を
以
引
落
被
成
置
候
、
給
分
六
ニ
相

当
分
ハ
差
上
米
之
内
を
以
引
落
被
成
置
候
、
此
旨
可
被
相
心
得
候

寛
政
十
一
未
年

六
十
一
　
御
会
所
役
処
出
日
被
仰
渡
之
事

覚

各
役
所
此
度
被
建
置
候
ニ
付
、
二
六
ニ
出
勤
、
壱
郡
限
御
用
承
り
被
取
纏

可
申
、
二
六
之
外
ニ
も
御
用
有
之
節
は
壱
郡
限
出
勤
可
被
致
候
、
惣
同
役

不
時
ニ
立
会
有
之
節
は
、
先
達
而
被
仰
渡
之
通
手
許
江
被
相
窺
候
上
ニ
而

立
会
可
被
致
候
、
且
以
前
よ
り
仙
北
下
筋
被
相
分
、
月
並
寄
合
有
之
参
会

被
致
事
ニ
候
得
と
も
、
役
処
被
建
置
候
上
ハ
御
用
櫃
右
役
処
江
差
置
候
而
、

此
末
月
並
寄
合
は
被
相
止
、
於
役
処
ニ
御
用
被
申
会
可
申
候
、
以
上

未
二
月
六
日

（
古
文
書
班
　
か
な
も
り
ま
さ
や
）

史
料
紹
介
「
寛
政
七
卯
年
よ
り
同
十
一
巳
年
迄
　
御
用
留
書
」

八
六



彙
　
報

八
七

彙

報

（
平
成
二
十
二
年
一
月
現
在
）

一
　
展
示

○
企
画
展
「
公
文
書
館
資
料
で
見
る
近
現
代
秋
田
の

交
通
」

前
期
　
八
月
二
十
九
日
〜
九
月
二
十
三
日

後
期
　
十
一
月
十
三
日
〜
三
十
日

本
企
画
展
で
は
、
生
活
に
身
近
な
「
交
通
」
を
切

り
口
と
し
て
、
歴
史
資
料
と
し
て
貴
重
な
秋
田
県
庁

文
書
の
一
端
を
展
示
の
形
で
提
供
し
た
。
交
通
関
係

だ
け
で
も
豊
富
な
資
料
が
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

示
し
、
公
文
書
館
の
重
要
性
を
一
般
に
理
解
し
て
も

ら
う
と
共
に
、
公
文
書
館
資
料
の
効
率
的
な
利
用
方

法
を
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
解
説
す
る
な
ど
し
た
。

ま
た
、
文
書
の
他
に
も
、
館
所
蔵
の
昭
和
三
十
年

代
以
後
の
県
政
映
画
か
ら
交
通
関
係
を
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
再

編
集
し
展
示
室
で
終
日
流
す
試
み
も
、
今
回
新
た
に

行
っ
た
。

公
文
書
班
で
担
当
し
た
企
画
展
と
し
て
は
、
平
成

十
九
年
度
の
四
六
一
〇
人
に
対
し
、
六
三
三
二
人
の

観
覧
者
数
と
な
っ
た
。
増
加
の
要
因
と
し
て
は
、
テ

ー
マ
の
身
近
さ
、映
像
機
器
の
併
用
が
考
え
ら
れ
る
。

展
示
の
構
成
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

陸
上
交
通

・
人
力
車
登
場
！

・
乗
合
馬
車
走
る
！

・
鉄
道
馬
車
か
ら
路
面
電
車
へ

・
鉄
道
の
時
代
（
前
期
国
鉄
編
、
後
期
私
鉄
編
）

・
自
動
車
登
場
！

・
自
転
車
と
オ
ー
ト
バ
イ

水
上
交
通

・
河
川
交
通
の
盛
衰
と
港
湾
整
備

航
空
交
通

・
空
港
の
整
備
〜
プ
ロ
ペ
ラ
機
か
ら
ジ
ェ
ッ
ト

機
、
国
際
線
へ
〜

公
文
書
が
歴
史
資
料
に
な
る
ま
で

展
示
は
、
秋
田
県
の
陸
上
・
水
上
・
航
空
交
通
史

に
沿
っ
て
当
館
の
関
係
資
料
を
紹
介
す
る
形
を
と
っ

た
。
ス
ト
ー
リ
ー
性
が
入
り
、
ま
た
人
力
車
や
飛
行

機
な
ど
写
真
を
補
助
資
料
に
配
し
た
こ
と
で
、
観
覧

者
に
は
見
や
す
い
展
示
に
な
っ
た
。
一
方
で
、
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
に
は
「
調
べ
方
の
ツ
ボ
」
と
い
う
欄
を
設

け
た
。
例
え
ば
国
鉄
で
あ
れ
ば
、
土
木
行
政
の
簿
冊

の
他
、
秋
田
県
統
計
書
、
県
議
会
議
事
録
、
国
会
議

事
速
記
録
な
ど
を
調
べ
れ
ば
良
い
こ
と
を
紹
介
し
て

あ
る
。

今
回
の
企
画
展
も
試
行
錯
誤
の
一
つ
で
あ
る
が
、

今
後
も
公
文
書
館
へ
の
理
解
を
広
げ
、
か
つ
利
用
者

の
資
料
閲
覧
に
役
立
つ
展
示
を
目
指
し
て
ゆ
き
た

い
。

（
柴
田
　
知
彰
）

○
閲
覧
室
展
示

今
年
度
も
閲
覧
室
に
お
い
て
小
規
模
な
展
示
を
行

っ
た
。
概
要
は
次
の
通
り
。

「
公
文
書
館
所
蔵
資
料
に
見
る
湯
沢
・
雄
勝
」

八
月
四
日
〜
十
月
三
十
日

前
年
度
か
ら
続
く
、
地
域
資
料
を
紹
介
す
る
展
示

の
三
回
目
。
秋
田
藩
直
営
の
院
内
銀
山
で
御
抱
医
師

を
勤
め
た
門
屋
養
安
が
記
し
た
『
門
屋
養
安
日
記
』

や
、
近
世
・
近
代
に
作
成
さ
れ
た
絵
図
・
地
図
類
、

ま
た
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
、
現
在
の
秋
田
県

立
湯
沢
北
高
校
の
前
身
で
あ
る
湯
沢
実
科
高
等
女
学

校
が
高
等
女
学
校
と
し
て
湯
沢
町
か
ら
秋
田
県
に
移

管
さ
れ
た
際
の
公
文
書
及
び
実
家
高
等
女
学
校
か
ら

高
等
女
学
校
へ
の
編
入
試
験
問
題
な
ど
を
展
示
。

「
天
皇
陛
下
御
在
位
二
十
周
年
記
念
展
示
」

十
一
月
二
日
〜
十
二
月
二
十
七
日

天
皇
陛
下
の
御
在
位
二
十
周
年
を
記
念
し
、
天
皇

陛
下
が
秋
田
県
に
行
幸
さ
れ
た
際
の
写
真
資
料
を
中

心
に
、
公
文
書
・
県
政
映
画
な
ど
に
よ
り
、
天
皇
陛

下
が
国
民
と
共
に
歩
ま
れ
て
き
た
お
姿
を
紹
介
。

（
煙
山
　
英
俊
）

二
　
講
座

○
公
文
書
館
講
座

当
館
で
は
、
本
年
度
も
「
公
文
書
館
講
座
」
を
三

コ
ー
ス
制
で
以
下
の
と
お
り
実
施
し
た
。

Ａ
　
古
文
書
入
門
コ
ー
ス
（
全
六
回
）

は
じ
め
て
古
文
書
を
学
ぶ
方
を
対
象
に
、
古
文
書

の
基
礎
知
識
や
解
読
の
初
歩
を
学
ぶ
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
六
回
連
続
の
講
座
を
実
施
し
た
。
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実
施
日
　
六
月
二
十
七
日
・
七
月
十
一
日
・

七
月
二
十
五
日
・
八
月
八
日
・

八
月
二
十
二
日
・
九
月
五
日

（
い
ず
れ
も
土
曜
日
）

Ｂ
　
古
文
書
解
読
コ
ー
ス
（
四
回
）

こ
れ
ま
で
に
古
文
書
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
方
、

現
在
勉
強
さ
れ
て
い
る
方
、
及
び
地
域
で
活
動
し
て

い
る
方
な
ど
を
対
象
に
、
解
読
の
知
識
や
方
法
を
よ

り
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
し
た
。

第
一
回
　
七
月
二
十
八
日
（
火
）

「
藩
主
夫
人
の
手
紙
と
遺
言
状
を
読
む
」

（
講
師
　
嵯
峨
稔
雄
）

第
二
回
　
八
月
十
一
日
（
火
）

「
秋
田
藩
の
財
政
難
に
つ
い
て

〜
「
土
屋
知
虎
日
記
」
を
通
し
て
〜
」

（
講
師
　
越
中
正
一
）

第
三
回
　
八
月
二
十
五
日
（
火
）

「「
伊
頭
園
茶
話
」
が
綴
る

近
世
秋
田
の
暮
ら
し
・
続
」

（
講
師
　
渡
部
紘
一
）

第
四
回
　
九
月
八
日
（
火
）

「
八
月
十
八
日
の
政
変
と
秋
田
藩

〜
藩
官
僚
層
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
〜
」

（
講
師
　
加
藤
民
夫
）

Ｃ
　
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
コ
ー
ス
（
四
回
）

歴
史
資
料
や
公
文
書
館
の
諸
活
動
に
興
味
・
関
心

が
あ
る
方
を
対
象
に
、
当
館
の
資
料
利
用
方
法
や
、

資
料
保
存
活
動
な
ど
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
実
施
し
た
。

第
一
回
　
十
月
二
日
（
金
）

「
江
戸
後
期
の
農
村
行
政

〜
郡
方
吟
味
役
の
日
記
を
読
む
〜
」

（
講
師
　
金
森
正
也
）

第
二
回
　
十
月
十
六
日
（
金
）

「
発
見
！
秋
田
の
天
保
国
絵
図

〜
公
文
書
館
所
蔵
絵
図
の
紹
介
と
活
用
〜
」

（
講
師
　
加
藤
昌
宏
）

第
三
回
　
十
月
三
十
日
（
金
）

「
湖
上
の
決
着
　

〜
十
和
田
湖
漁
業
権
問
題
と
和
井
内
貞
行
〜
」

（
講
師
　
煙
山
英
俊
）

第
四
回
　
十
一
月
十
三
日
（
金
）

「
鉄
道
馬
車
、
秋
田
を
走
る

〜
平
成
二
十
一
年
度
企
画
展
よ
り
〜
」

（
講
師
　
柴
田
知
彰
）

な
お
、
三
コ
ー
ス
あ
わ
せ
て
三
七
八
名
の
方
に
参

加
し
て
い
た
だ
い
た
。
来
年
度
も
よ
り
充
実
し
た
講

座
を
開
講
し
た
い
。

（
加
藤
　
昌
宏
）

○
県
政
映
画
上
映
会

八
月
二
十
九
日
の
「
県
の
記
念
日
」
に
「
懐
か
し

き
昭
和
30
年
代
の
秋
田
―
『
県
政
映
画
』
上
映
会
―
」

と
題
し
、
昭
和
三
十
年
代
の
県
政
映
画
四
本
を
三
階

多
目
的
ホ
ー
ル
で
上
映
し
た
。暑
い
日
で
あ
っ
た
が
、

五
七
名
に
及
ぶ
多
く
の
参
加
者
が
あ
っ
た
。

秋
田
県
で
は
、
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
か
ら

県
事
業
の
普
及
を
目
的
に
一
〇
分
程
度
の
県
政
映
画

を
制
作
し
、
県
内
市
町
村
の
各
映
画
館
で
本
編
の
幕

間
に
上
映
を
依
頼
し
て
い
た
。
年
に
四
本
ほ
ど
制
作

さ
れ
、
短
い
時
間
の
中
で
、
そ
の
時
々
の
県
内
ニ
ュ

ー
ス
や
ト
ピ
ッ
ク
ス
を
紹
介
し
た
。

当
館
で
は
、
開
館
時
に
県
政
映
画
の
原
版
フ
ィ
ル

ム
を
引
き
継
ぎ
、
Ｖ
Ｈ
Ｓ
ビ
デ
オ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
複
製

し
、
利
用
者
の
視
聴
に
供
し
て
き
た
。
今
回
の
上
映

会
は
、
閲
覧
室
の
モ
ニ
タ
ー
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
映

画
館
の
雰
囲
気
を
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
て
大
勢
で

一
緒
に
視
る
こ
と
で
味
わ
っ
て
頂
く
目
的
だ
っ
た
。

上
映
会
で
は
、
昭
和
三
十
二
年
十
月
（
秋
）
、
三

十
四
年
一
月
（
冬
）、
三
十
六
年
三
月
（
春
）、
三
十

九
年
七
月
（
夏
）
の
「
県
政
ニ
ュ
ー
ス
」
を
選
ん
だ
。

す
べ
て
、
モ
ノ
ク
ロ
映
像
で
あ
る
が
、
ニ
ュ
ー
ス
ば

か
り
で
な
く
、
当
時
の
風
景
や
人
び
と
の
表
情
が
映

像
に
生
き
生
き
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
三
十

二
年
の
鎧
畑
ダ
ム
竣
工
、
三
十
六
年
の
南
米
移
住
者

出
発
の
映
像
は
、
会
場
の
参
加
者
に
大
き
な
感
慨
を

持
っ
て
視
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
県
政
ニ
ュ
ー
ス
」
四
本
で
わ
ず
か
四
〇
分
ほ
ど

の
上
映
会
だ
っ
た
が
、
参
加
者
の
多
く
が
懐
か
し
い

映
像
に
顔
を
和
ま
せ
、
ま
た
昔
の
映
画
館
の
よ
う
に

画
面
を
視
て
皆
で
驚
い
た
り
笑
っ
た
り
の
楽
し
い
会

に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
企
画
を
き
っ
か
け
に
、
当

館
の
県
政
映
画
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
利
用
が
さ
ら
に
増
加
す
る

こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

（
柴
田
　
知
彰
）
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○
古
文
書
相
談
日

今
年
度
半
ば
か
ら
月
に
二
回
（
第
二
・
第
四
火
曜

午
後
）
、
古
文
書
相
談
日
を
設
け
た
。
自
宅
に
古
文

書
が
あ
る
の
だ
が
何
と
か
読
み
た
い
と
い
う
方
の
要

望
に
応
え
る
た
め
、
当
館
の
古
文
書
解
読
の
専
門
家

で
あ
る
嘱
託
職
員
が
対
応
し
て
い
る
。
全
文
解
読
や

金
銭
的
な
価
値
あ
る
い
は
懸
賞
ク
イ
ズ
の
解
答
な
ど

に
つ
い
て
は
応
え
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
十
名
以

上
の
方
が
自
宅
や
近
所
に
あ
る
古
文
書
の
解
読
の
相

談
に
訪
れ
て
い
る
。

具
体
的
な
相
談
内
容
と
し
て
は
、
『
古
文
書
倶
楽

部
』
第
三
十
一
号
に
十
一
月
十
日
の
相
談
日
の
模
様

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
相
談
者
の
家
に
は
古
文
書
一

通
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
江

戸
時
代
に
そ
の
家
が
藩
主
か
ら
権
利
を
認
め
ら
れ
た

網
元
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
文
書
で
あ
っ
た
。

古
文
書
相
談
の
趣
旨
を
広
く
理
解
し
て
も
ら
い
、

息
長
く
相
談
日
を
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
こ
れ
を
契
機
に
当
館
の
普
及
の
一
助
と

な
る
と
と
も
に
、
個
人
宅
に
眠
っ
て
い
る
貴
重
な
資

料
の
発
掘
に
つ
な
が
れ
ば
、
と
願
っ
て
い
る
。

（
佐
藤
　
隆
）

三
　
研
修
・
協
議
会

○
国
立
公
文
書
館
研
修

八
月
三
十
一
日
か
ら
九
月
四
日
ま
で
、
Ｋ
Ｋ
Ｒ
ホ

テ
ル
東
京
を
会
場
に
行
わ
れ
た
研
修
（
九
月
三
日
は

国
立
公
文
書
館
の
館
内
見
学
）
に
参
加
し
た
。

今
年
度
の
講
義
内
容
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
理
念
の

説
明
、
国
立
公
文
書
館
の
業
務
説
明
、
公
文
書
管
理

法
を
主
と
し
た
諸
制
度
の
説
明
に
大
別
で
き
た
。

講
義
で
は
、
国
立
公
文
書
館
の
移
管
業
務
・
評
価

選
別
業
務
・
受
入
業
務
・
目
録
作
成
業
務
・
公
開
業

務
・
保
存
業
務
な
ど
が
非
常
に
わ
か
り
や
す
く
説
明

さ
れ
、
公
文
書
館
活
動
の
理
解
拡
大
の
た
め
に
は
、

自
館
の
業
務
を
誰
に
で
も
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
強
く
感
じ
た
。
ま
た
国
立
公

文
書
館
に
は
様
々
な
情
報
が
蓄
積
さ
れ
、
当
館
の
課

題
解
決
の
糸
口
に
な
る
情
報
も
数
多
く
あ
る
こ
と
を

あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
た
。
積
極
的
な
情
報
交
換
が

当
館
業
務
の
充
実
に
つ
な
が
る
と
感
じ
た
。

ま
た
公
文
書
管
理
法
制
定
に
よ
り
、
こ
の
法
律
に

沿
っ
た
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
条
例
化
の
進
展
も

話
題
と
な
っ
た
。
レ
コ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
制
の
導

入
な
ど
、
当
館
の
評
価
選
別
制
度
と
は
全
く
異
な
る

制
度
で
も
あ
る
が
、
管
理
法
に
沿
っ
た
文
書
管
理
を

考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
条
例
化
の
検
討
と
並
行
し
、

当
館
自
体
が
自
ら
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け

た
い
の
か
を
、
あ
ら
ゆ
る
業
務
を
総
点
検
し
た
う
え

で
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
た
。

（
加
藤
　
昌
宏
）

○
公
文
書
館
実
務
担
当
者
研
究
会
議

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
二
十
九
日
ま

で
実
施
さ
れ
、
道
府
県
公
文
書
館
職
員
や
市
区
町
職

員
を
中
心
に
計
三
十
一
名
が
受
講
し
た
。

会
議
の
テ
ー
マ
は
「
公
文
書
館
の
公
開
制
度
の
現

状
と
課
題
」
で
あ
り
、
公
文
書
の
公
開
・
非
公
開
を

判
別
す
る
基
準
の
あ
り
方
に
つ
い
て
講
義
・
事
例
報

告
・
グ
ル
ー
プ
討
議
等
が
行
わ
れ
た
。

会
議
で
は
グ
ル
ー
プ
討
議
に
最
も
重
点
が
置
か
れ

た
。
受
講
者
の
所
属
す
る
各
公
文
書
館
に
お
け
る
公

文
書
公
開
手
続
き
の
現
状
に
つ
い
て
報
告
が
な
さ

れ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
公
開
・
非
公
開
の
判
別
基
準

の
試
案
を
作
成
す
る
作
業
が
行
わ
れ
た
。
各
受
講
者

か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
判
別
基
準
に
つ
い
て
要
綱

で
は
大
枠
の
み
を
定
め
、
個
別
判
断
は
運
用
の
積
み

重
ね
で
行
っ
て
い
る
館
、
要
綱
で
判
別
基
準
ま
で
細

か
く
定
め
て
い
る
館
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
国
立
公
文
書
館
の
専
門
官
よ
り
会
議

最
終
日
に
講
評
が
あ
り
、
基
準
は
必
ず
し
も
全
国
で

統
一
す
る
必
要
は
な
く
、
各
館
で
実
情
（
閲
覧
請
求

の
頻
度
、
職
員
の
異
動
サ
イ
ク
ル
な
ど
）
に
合
っ
た

基
準
を
作
る
こ
と
が
望
ま
し
い
旨
の
助
言
が
あ
っ

た
。当

館
に
お
け
る
公
文
書
の
公
開
に
関
す
る
運
用
基

準
も
普
遍
的
で
は
な
く
、
実
情
に
即
し
た
見
直
し
の

積
み
重
ね
が
必
要
で
あ
る
が
、
今
後
問
題
点
の
洗
い

出
し
と
運
用
の
見
直
し
を
行
う
際
に
は
、
今
般
の
会

議
で
出
さ
れ
た
受
講
者
か
ら
の
意
見
や
専
門
官
か
ら

の
助
言
が
大
い
に
参
考
に
な
り
う
る
と
感
じ
た
。

（
鈴
木
　
規
人
）
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○
第
三
十
五
回
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡

協
議
会
全
国
（
福
島
）
大
会

十
一
月
十
八
日
と
十
九
日
の
二
日
間
、
福
島
県
文

化
セ
ン
タ
ー
を
会
場
に
「
わ
た
く
し
た
ち
の
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
―
公
文
書
と
地
域
資
料
―
」
を
大
会
テ
ー
マ

に
開
催
さ
れ
た
。
当
館
か
ら
は
三
名
が
出
席
し
た
。

大
会
テ
ー
マ
研
究
会
の
全
体
会
で
は
、
当
館
専
門

員
煙
山
英
俊
に
よ
り
、
秋
田
県
内
市
町
村
の
公
文
書

等
保
存
状
況
調
査
を
ふ
ま
え
て
の
報
告
が
あ
っ
た
。

（
報
告
内
容
に
つ
い
て
は
本
文
参
照
。）

従
来
の
三
日
間
か
ら
二
日
間
に
日
程
が
短
縮
さ
れ

た
が
、
研
修
会
で
は
学
校
教
育
と
の
連
携
に
よ
る
普

及
活
動
や
地
域
資
料
の
保
存
・
整
理
対
策
、
公
文
書

の
評
価
選
別
基
準
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
ま
た
機

関
会
員
に
よ
る
ポ
ス
タ
ー
展
示
な
ど
の
新
た
な
試
み

も
あ
り
、
各
機
関
に
よ
る
取
り
組
み
が
様
々
な
か
た

ち
で
紹
介
さ
れ
た
大
会
で
あ
っ
た
。

私
自
身
が
司
会
役
を
つ
と
め
た
研
修
会
で
は
、
全

史
料
協
で
議
論
さ
れ
る
内
容
や
活
動
に
つ
い
て
は
ま

だ
ま
だ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
は
な
い
と
い
う
認
識
で
、

も
っ
と
全
史
料
協
の
枠
組
み
の
外
へ
、
あ
ら
ゆ
る
市

町
村
へ
周
知
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
発
言
が
あ
っ

た
。
こ
の
指
摘
は
当
館
に
も
同
様
に
当
て
は
ま
る
も

の
で
あ
り
、
当
館
の
役
割
や
諸
活
動
に
つ
い
て
の
理

解
向
上
に
向
け
た
積
極
的
な
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
こ

と
を
強
く
感
じ
た
。

（
加
藤
　
昌
宏
）

○
市
町
村
公
文
書
・
歴
史
資
料
保
存
利
用
推
進
会
議

今
年
度
、
公
文
書
管
理
法
が
公
布
さ
れ
た
。
同
法

は
、
国
に
お
け
る
公
文
書
管
理
に
つ
い
て
定
め
る
も

の
で
あ
る
が
、
公
文
書
管
理
の
重
要
性
は
、
地
方
自

治
体
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
年
度
は
、
十
一
月
四
日
（
水
）
、
公
文

書
管
理
法
成
立
後
の「
自
治
体
に
お
け
る
文
書
管
理
」

に
つ
い
て
、
大
宮
法
科
大
学
院
大
学
の
早
川
和
宏
・

准
教
授
を
お
迎
え
し
、
基
調
講
演
を
い
た
だ
い
た
。

講
演
で
は
公
文
書
管
理
の
法
的
根
拠
か
ら
、
歴
史
資

料
と
し
て
保
存
す
べ
き
公
文
書
等
、
住
民
利
用
、
公

文
書
管
理
法
の
内
容
と
問
題
点
、
現
在
の
文
書
管
理

制
度
の
問
題
点
、
文
書
管
理
に
関
す
る
条
例
制
定
の

必
要
性
な
ど
を
解
説
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
住
民
・
組

織
・
自
治
体
職
員
の
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
、
適
切
な

公
文
書
管
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
さ

れ
た
。

情
報
交
換
で
は
庁
舎
の
統
合
が
行
わ
れ
た
八
峰

町
・
美
郷
町
か
ら
、
統
合
の
際
の
公
文
書
整
理
に
つ

い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

（
煙
山
　
英
俊
）

○
公
文
書
館
懇
話
会

昨
年
ま
で
の
委
員
は
任
期
が
終
了
し
、
今
年
度
か

ら
新
し
い
委
員
と
な
っ
て
の
二
年
間
が
ス
タ
ー
ト
し

た
（
座
長
は
渡
辺
英
夫
・
秋
田
大
学
教
授
）。

第
一
回
を
六
月
十
七
日
（
水
）
、
第
二
回
を
十
二

月
三
日
（
木
）
に
開
催
し
た
。
会
議
録
は
Ｈ
Ｐ
に
全

文
を
掲
載
し
て
い
る
。

懇
話
会
は
、
委
員
の
方
々
に
当
館
の
現
状
を
理
解

し
て
も
ら
い
、
利
用
者
と
し
て
の
声
を
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
出
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
今
後
の
当
館
の
運

営
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
年
二
回
開
催
し
て
い
る
。

今
年
度
の
懇
話
会
で
は
、
館
の
業
務
の
説
明
に
対

す
る
質
疑
、
普
及
に
関
す
る
意
見
、
公
文
書
管
理
法

に
つ
い
て
の
県
や
市
町
村
の
対
応
な
ど
が
話
し
合
わ

れ
た
。
図
書
館
・
博
物
館
な
ど
に
比
べ
て
一
般
の
認

知
度
が
低
い
公
文
書
館
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
一
般

の
利
用
者
を
拡
大
し
て
い
く
か
は
最
大
の
課
題
で
あ

る
が
、
委
員
の
方
々
の
意
見
を
真
摯
に
受
け
止
め
て

今
後
の
館
業
務
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

（
佐
藤
　
隆
）

四
　
資
料
調
査

○
県
外
古
文
書
所
在
調
査

平
成
二
十
一
年
十
一
月
九
〜
十
日

国
文
学
研
究
資
料
館
（
東
京
都
立
川
市
）

「
出
羽
国
平
鹿
郡
角
間
川
村
本
郷
家
文
書
」
に
つ

い
て
調
査
を
行
っ
た
。
本
資
料
は
、
十
八
世
紀
後
半

に
お
け
る
在
郷
商
人
の
地
主
化
と
そ
の
経
営
の
一
端

を
示
す
資
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

「
出
羽
国
秋
田
郡
大
館
中
田
家
文
書
」
に
つ
い
て

は
、「
勘
定
方
支
配
」「
学
館
方
支
配
」
な
ど
の
近
進

諸
役
や
郷
士
の
名
前
・
禄
高
を
記
録
し
た
「
秋
藩
分

限
帳
」
を
調
査
し
た
。
当
館
の
資
料
調
査
や
レ
フ
ァ
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レ
ン
ス
の
参
考
資
料
と
し
て
も
貴
重
で
あ
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
十
七
〜
十
九
日

国
立
公
文
書
館
つ
く
ば
分
館
（
茨
城
県
つ
く
ば
市
）

昭
和
十
年
に
秋
田
営
林
局
が
購
入
し
た
「
賀
藤
家

文
書
」
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。
本
資
料
は
、
秋

田
藩
木
山
方
吟
味
役
と
し
て
活
躍
し
た
賀
藤
景
林
・

景
琴
父
子
が
遺
し
た
資
料
を
中
心
と
し
、
近
世
後
期

の
秋
田
藩
林
政
に
関
す
る
貴
重
な
資
料
群
で
あ
る
。

（
加
藤
　
昌
宏
）

○
県
内
古
文
書
所
在
調
査

昨
年
度
か
ら
二
廻
り
目
の
調
査
に
は
い
っ
た
が
、

今
年
度
は
調
査
対
象
が
二
市
に
と
ど
ま
っ
た
。

①
九
月
十
七
日
（
木
）
鹿
角
市
教
育
委
員
会

鹿
角
市
立
花
輪
図
書
館

②
十
二
月
二
日
（
水
）
男
鹿
市
教
育
委
員
会

男
鹿
市
歴
史
資
料
収
蔵
庫

鹿
角
市
で
は
、
花
輪
図
書
館
と
史
料
調
査
室
が
中

心
と
な
っ
て
、
一
万
点
以
上
の
「
山
本
家
文
書
」
の

整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。

男
鹿
市
で
は
、
平
成
十
九
年
に
廃
校
に
な
っ
た
小

学
校
を
利
用
し
て
、
歴
史
資
料
収
蔵
庫
（
考
古
資
料

を
含
む
）
を
開
設
し
た
。
図
書
館
や
教
育
委
員
会
に

収
蔵
さ
れ
て
い
た
資
料
を
含
め
、
五
家
の
個
人
寄
贈

資
料
と
合
併
前
の
支
所
の
公
文
書
が
収
蔵
さ
れ
、
順

次
目
録
化
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
の
市
で
も
、
緊
急
雇
用
対
策
事
業
で
未
整

理
資
料
の
整
理
作
業
が
行
わ
れ
て
お
り
、
臨
時
の
予

算
で
あ
る
が
、
各
地
域
で
資
料
整
理
が
進
む
こ
と
を

期
待
し
た
い
。
昨
年
と
合
わ
せ
て
五
市
の
調
査
を
終

了
し
た
。
今
後
と
も
各
市
町
村
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

な
お
、
男
鹿
市
教
育
委
員
会
所
蔵
の
目
黒
家
文
書

に
つ
い
て
は
、
今
年
度
の
複
製
化
の
事
業
と
し
て
マ

イ
ク
ロ
撮
影
を
行
っ
た
。

（
佐
藤
　
隆
）

五
　
寄
贈
資
料

○
「
鈴
木
家
文
書
」
一
式

亀
田
藩
八
田
村
の
肝
煎
を
つ
と
め
た
鈴
木
家

の
伝
来
文
書
。
事
前
調
査
で
確
認
し
た
一
六
八

点
を
中
心
と
す
る
。

（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
五
日
付
）

六
　
当
館
刊
行
物

（
刊
行
物
に
つ
い
て
は
年
度
内
の
も
の
を
示
す
）

○
『
秋
田
県
庁
旧
蔵
古
文
書
』
目
録

（
秋
田
藩
関
係
文
書
Ⅰ
）
所
蔵
古
文
書
目
録
第
六
集

○
『
秋
田
県
庁
文
書
群
目
録
』
第
七
集

大
正
十
五
年
〜
昭
和
十
年

○
『
宇
都
宮
孟
綱
日
記
』
第
五
巻

安
政
二
年
八
月
〜
安
政
五
年
四
月

○
『
公
文
書
館
だ
よ
り
』
第
二
十
四
〜
二
十
五
号

○
『
古
文
書
倶
楽
部
』
第
二
十
八
〜
三
十
三
号

七
　
受
贈
刊
行
物

（
二
〇
〇
九
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
分
を

次
ペ
ー
ジ
以
下
に
示
す
）
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〈 各 公 文 書 館 か ら の 受 贈 刊 行 物　〉

発　行　機　関
北海道立文書館
福島県歴史資料館

茨城県立歴史館

栃木県立文書館

群馬県立文書館

埼玉県立文書館

千葉県文書館

東京都公文書館
神奈川県立公文書館
新潟県立文書館
富山県公文書館

福井県文書館

長野県立歴史館

岐阜県歴史資料館

京都府立総合資料館
兵庫県公館県政資料館
和歌山県立文書館

鳥取県立公文書館
岡山県立記録資料館

広島県立文書館
山口県文書館

徳島県立文書館
香川県立文書館

大分県公文書館
沖縄県公文書館
大阪市公文書館
広島市公文書館
福岡市総合図書館

北海道立文書館研究紀要　第22号
福島県歴史資料館収蔵資料目録　第40集　県内諸家寄託文書(34)
福島県歴史資料館研究紀要　第31号
茨城県立歴史館報　第36号
茨城県史研究　第93号
茨城県行政文書目録　(1970～1971)/(8) 行政資料目録13
茨城県立歴史館史料目録　53 かすみがうら市雪入　石塚家文書目録（二）
茨城県立歴史館史料叢書　12 鹿島神宮文書Ⅱ
茨城県立歴史館運営要覧　平成21年度
栃木県史料所在目録　第38集　大島延次郎家文書
学校教材史料集　第５号　―授業に使うとちぎの史料―
栃木県立文書館研究紀要　第13号
栃木県立文書館年報　平成20年度/第23号
群馬県立文書館双文　第1,2,5,8～10,26号
ぐんま史料研究　第26号
群馬県行政文書件名目録　第20集　明治期会計・戸籍・通信・運輸・建築編
群馬県立文書館収蔵文書目録　27 吾妻地区諸家文書（2）
埼玉県立文書館収蔵文書目録　第48集　諸家文書目録ｧ
埼玉県立文書館紀要　第22号
埼玉県立文書館要覧　平成21年度/第27号
千葉県文書館収蔵文書目録 第二十二集 袖ヶ浦市奈良輪 鳥飼家文書目録(下)
千葉県の文書館　第14号
東京都行政資料集録　平成19年度
神奈川県立公文書館年報　平成20年度
新潟県立文書館年報　平成20年度/第17号
富山県公文書館年報　（平成19年度）/第21号
富山県公文書館文書目録　歴史文書　二十四
福井県文書館研究紀要　第６号
福井県文書館資料叢書　３　若狭国小浜町人の珍事等書留日記
福井県文書館年報　平成20年度/第６号
長野県立歴史館企画展示図録　開館15周年春季企画展　「善光寺信仰―流転と遍
歴の勧化―」
長野県立歴史館研究紀要　第15号
長野県立歴史館年報　2008年度/第11号
長野県立歴史館収蔵文書目録　8 佐久郡臼田村井出家文書（2-6） 更級郡南
牧村文書（7-8） 埴科郡矢代村柿崎家文書（7-18） 埴科郡矢代宿本陣柿崎家
文書（7-21）
長野県立歴史館企画展示図録　信濃史料刊行40周年記念　長野県立歴史館開館15
周年記念夏季展　「信州 知の遺産の系譜―歴史を記録した先人たち―」、平成21
年度/開館15周年秋季企画展　「山を越え川に沿う―信州弥生文化の確立―」
岐阜県歴史資料館報　第32号
岐阜県行政文書目録　平成20年度版　昭和57年度・明治26年～昭和54年度/総務
部補遺編
京都府立総合資料館紀要　第37号
新兵庫県の歴史　第１号
和歌山県立文書館だより　第24号　永久保存版　紀の国へのいざない
和歌山県立文書館収蔵史料目録　八　御坊市藤田町　瀬戸家文書目録
鳥取県立公文書館研究紀要　第５号
岡山県記録資料叢書　４　岡山県史料　四（小田県史・上）
岡山県立記録資料館紀要　第４号
広島県立文書館紀要　第10号　〈開館20周年記念号〉
山口県文書館研究紀要　第36号
山口県文書館行政文書件名目録　２　山口県布達達書Ⅱ　―明治11～14年―
山口県文書館諸家文書目録　９　平生町佐合島佐川家文書　第二分冊
山口県文書館年報　平成20年度
徳島県立文書館年報　平成20年度/第12号
香川県立文書館紀要　第13号
香川県立文書館収蔵文書目録　第12集　讃岐国高松松平家中　小夫家文書目録
小夫孝之助家文書目録
大分県公文書館事業年報　平成20年度
沖縄県公文書館研究紀要　第11号
大阪市公文書館研究紀要　開設20周年記念号　第21号
広島市公文書館所蔵資料目録　第39集　砂谷・上水内・水内村外役場文書目録
福岡市公文書資料目録　平成20年度版/〔CD-ROM版〕
福岡市総合図書館古文書資料目録　平成20年度版/14
福岡市総合図書館研究紀要　第９号

資　　　　　料　　　　　名
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発　行　機　関
小山市文書館
藤沢市文書館

寒川文書館
松本市文書館
尼崎市立地域研究史料館

小山市文書館要覧　平成20年度/第１号
藤沢市文書館紀要　第31号
藤沢山日鑑　第27巻
藤沢市史ブックレット　１　回想の湘南　昭和史50選
寒川文書館年報　平成20年度/第２号
松本市文書館紀要　松本市史研究　第19号
尼崎市立地域研究史料館紀要　地域史研究　第38巻第２号（通巻107号）、第39巻
第１号（通巻108号）

資　　　　　料　　　　　名

〈 県 内 市 町 村 史 関 連 図 書　〉

発　行　機　関
秋田市

横手市

大館市

湯沢市
鹿角市

大仙市
八峰町

秋田市歴史叢書　３　森川源三郎史料
秋田市久保田城跡　―秋田駅西北地区土地区画整理事業都市計画道路千秋久保田
町線に伴う三の丸堀跡発掘調査報告書―、―千秋公園再整備計画黒門再建に伴う
発掘調査報告書―
秋田市河原崎遺跡　―経営体育成基盤整備事業に伴う発掘調査報告書―
秋田市遺跡確認調査報告書　平成20年度
秋田市湊城跡　―秋田都市計画道路事業（土崎駅前線）に伴う発掘調査報告書
（平成20年度調査区）―
藤倉水源地ものがたり　
黒澤家日記解読資料集　天保五年/（十） 黒澤家日記
秋田市の図書館要覧　2009
秋田市青少年センターの概要　平成21年度/第９号
横手市郷土資料館紀要　平成20年度/横手市郷土資料館資料集　第４集
横手市史　史料編　近世Ⅱ
大館郷土博物館研究紀要　火内　第９号
大館市文化財調査報告書　第３集　土飛山館跡発掘調査報告書
佐竹南家御日記　自 宝永六年　至 正徳五年/第七巻
鹿角市文化財調査資料　95 秋田県鹿角市遺跡詳細分布調査報告書―高屋地区ほ
場整備事業関連遺跡分布調査―　―高屋館跡・三ツ権現｡遺跡範囲確認調査―、
96 特別史跡大湯環状列石発掘調査報告書(25)
上津野　第34号
六郷御役屋御用日記　天保七年申年二月改同十一年十二月迄/壱番
八峰町の古文書　第24号　塙村文書　第一集

資　　　　　料　　　　　名

〈 国 機 関 か ら の 受 贈 刊 行 物　〉

発　行　機　関
宮内庁
防衛省

外務省
財務省

厚生労働省

国会
国立公文書館

その他

書陵部紀要　第60号
戦史研究年報　第12号
NIDS戦争史研究国際フォーラム報告書　平成20年９月18日/太平洋戦争と連合国
の対日戦略―開戦経緯を中心として―
外交史料館報　第22号
租税史料年報　平成19年度版
租税史料室特別展示図録　平成20年度/特別展示　「納税者の声とその実現」
租税史料叢書　第三巻　所得税関係史料集～導入から申告納税制度以前まで～
秋田労働局雇用施策実施方針　平成21年度/県が実施する雇用施策との緊密な連
携
労働市場年報　平成20年度
国立国会図書館月報　平成20年12月号/№573～平成21年11月号/№584
アーカイブズ　第34号～第37号　―特集：公文書等の管理に関する法律―
公文書館専門職員養成課程修了研究論文集　平成20年度
国立公文書館年報　平成20年度/第38号
北の丸　国立公文書館報　第41号
国文学研究資料館紀要　アーカイブズ研究篇　第５号（通巻第40号）
国文学研究資料館史料目録　第88集　信濃国松代真田家文書目録（その９）、第
89集　信濃国松代真田家文書目録（その10）
水産総合研究センター所蔵古文書目録　―村上茂夫家文書（宮崎県気仙沼市）―
歴博　第152号　特集 思い出と博物館～第157号　特集 前方後円墳
国立歴史民俗博物館要覧　平成21年度版

資　　　　　料　　　　　名
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〈 県 外 自 治 体 史　〉

発　行　機　関
北海道

青森県

岩手県

宮城県

山形県
福島県

栃木県
群馬県
埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要　第15号
北海道立アイヌ民族文化研究センター調査研究報告書　５　鵡川地方に伝承され
るアイヌの音楽についての調査研究
北海道立アイヌ民族文化研究センター、北海道立文学館、（財）北海道文学館、
北海道大学アイヌ・先住民研究センター共同企画展解説図録　企画展　「語り、
継ぐ。―アイヌ口承文芸の世界」
北海道立アイヌ民族文化研究センター年報　2008（平成20年度）
札幌市文化資料室研究紀要　創刊号　―公文書館への道―
札幌市公文書館基本構想　
青森県史叢書　平成20年度/南部の仏像　上北・三八地方寺社所蔵文化財調査報
告書
青森県史　資料編　近現代５　復興と改革の時代
新編八戸市史　考古資料編、近現代資料編｣
岩手県立博物館調査研究報告書　第24冊　東北地方北部および北海道出土刀剣類
の形態と組織からみた日本刀成立過程
岩手県立博物館研究報告　第26号
岩手県立博物館収蔵資料目録　第21集　民俗Ⅲ　森口コレクションⅠ
岩手県立博物館年報　平成20年度
岩手県立博物館企画展示図録　第61回企画展　「野生動物と生きる～岩手のシカ
とクマ～」
仙台市史　通史編7 近代2
市史せんだい　Vol.19 特集　政令指定都市20年あれこれ
東北歴史博物館研究紀要　10
東北歴史博物館年報　平成20年度
東北歴史博物館特別展示図録　開館10周年記念特別展　「東北の群像―みちのく
祈りの名宝―」
諸家文書目録　XI 秋野家文書
会津若松市史　10 歴史編10 戦後現代　会津、戦後から明日へ　戦後・平成・
そして未来、20-2 文化編７美術工芸２　会津、刀剣の美　刀剣・刀装具、25
民俗編５生活　人の一生と暮らし　人生儀礼・民間信仰　
北会津村史　第三巻　自然・通史編
氏家町史　史料編　古代・中世、近世、近現代
新編倉渕村誌　第四巻　通史編
埼玉県史料叢書　６（下） 入間・熊谷県史料二
さいたま市新聞記事目録　平成19年版
行田市郷土博物館報　平成17・18年度/第14号、平成19・20年度/第15号
行田市郷土博物館研究報告　第６集
行田市郷土博物館企画展示図録　市制施行60周年記念　第23回企画展　「徳川三
代と忍藩」
千葉県の歴史　通史編　近現代３　県史８、別編　年表　県史39
佐倉市史研究　第22号
松戸市立博物館紀要　第16号
松戸市立博物館企画展示図録　平成21年度/企画展　「人生儀礼の世界」
伊能忠敬記念館年報　平成19年度/第10号
鈴木三右衛門日記　幕末江戸町人の記録
東京市史稿　産業篇　第五十
狩野派研究資料目録　改訂版
東京都江戸東京博物館研究報告　第15号
東京都江戸東京博物館調査報告書　第20集　増補改訂版　館蔵地図目録１　江戸
の地図、第21集　大伝馬町名主の馬込勘解由
東京都江戸東京博物館資料目録　錦絵（目録編）
荒川ふるさと文化館企画展示図録　第２回企画展日暮里・舎人ライナー開通１周
年記念「日暮里SAIKO（最高・再考）1868-2009」
歴史民俗研究　第６輯　―櫻井徳太郎賞受賞論集―
豊島区立郷土資料館研究紀要　第18号　生活と文化
豊島区地域地図　第７集　近世（村絵図Ⅱ）編
豊島区立郷土資料館企画展示図録　2008年度/企画展　「一粒入魂！～日本の農
業をささえた種子屋～」、2009年度/企画展　「トキワ荘のヒーローたち～マンガ
にかけた青春～」
品川歴史館紀要　第23号
町田市立自由民権資料館紀要　自由民権22 特集 シンポジウム民権運動再考Ⅱ
「地域から描く自由民権」
民権ブックス　22 武相の結社
しょうけい館年報　平成18年度/（第１号）～平成20年度/（第３号）
昭和の横浜　写真集　横浜開港百五十周年記念出版
新横須賀市史　資料編　近現代Ⅱ、別編　文化遺産

資　　　　　料　　　　　名
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発　行　機　関
神奈川県

石川県
長野県

静岡県

愛知県

三重県

京都府

大阪府

兵庫県
岡山県

山口県

愛媛県

高知県
福岡県

長崎県
熊本県

大分県
宮崎県

横須賀市史資料所在目録　第４集　―若命寿男家文書（旧秋谷村）―
市史研究横須賀　第８号
海老名市史　８　通史編　近代・現代
海老名市史資料所在目録　第18集　新聞記事目録Ⅷ　神奈川新聞　昭和55年
（1980）１月～昭和59年（1984）12月
横浜開港資料館紀要　第27号
横浜開港資料館企画展示図録　平成21年度/第２回企画展示　「横浜開港150周年
記念　横浜中華街150年―落地生根の歳月」
金澤文庫研究　第322号
寒川町史研究　第22号
石川県史資料　近世篇（8） 諸士系譜（一）
松代　2008年/〈付・年報〉 第22号
真田宝物館収蔵品目録　精選　絵図集成
沼津市明治史料館史料目録　37 沼津兵学校関係人物・旧幕臣資料目録,38 重須
関家書籍・江原素六旧蔵書籍目録、40 沼津兵学校出身者資料目録,41 上石田井
口家・下石田青木家・井田高田家文書目録
愛知県史研究　第13号
新修名古屋市史　資料編　民俗、近代２
須成祭総合調査報告書　
新県立博物館基本計画　―ともに考え、活動し、成長する博物館―　（付　概要
版）
三重県史研究　第24号
三重県史資料調査報告書　23 三重県いなべ市川瀬家文書調査報告書
京都市歴史資料館紀要　第22号
宇治市史年表　
物集女村陵墓関係史料集　
向日市文化資料館特別展示図録　開館25周年記念特別展　「むこうしの文化遺産
―みぢかな歴史のモノがたり」
新修大阪市史　史料編　第16巻　近代Ⅲ経済１
大阪の歴史　第71号,第72号
兵庫県史　史料編　中世九　古代補遺、幕末維新一、幕末維新二
倉敷の歴史　第19号
邑久町史　通史編
山口県史　史料編　中世４
山口県史研究　第17号
愛媛県歴史文化博物館展示図録　平成20年度/特別展　「掘り出されたえひめの
江戸時代―くらし百花繚乱―」
愛媛県歴史文化博物館研究紀要　第14号
愛媛県歴史文化博物館資料目録　第17集　絵画資料目録
高知市立自由民権記念館紀要　第17号
福岡県地域史研究　第25号
柳川文化資料集成　第五集　柳川の漢詩文集
柳川市史　史料編Ⅵ　山門郡行政・上
長崎県文化財調査報告書　第200集　対馬宗家文庫史料一紙物目録(1)～(3)
本渡市古文書史料集　天領天草大庄屋木山家文書　御用触写帳　第一巻～第七巻
本渡市古文書史料集　天領天草大庄屋木山家文書　万覚　第一巻～第三巻
天草市歴史資料調査報告書　第１集　肥後国天草郡本戸馬場村　木山家文書目録
～第４集　肥後国天草郡下河内村・都呂々村　佐藤・酒井家文書目録
大分県立先哲史料館研究紀要　第13号
佐土原藩嶋津家江戸日記　（十）
宮崎県文化講座研究紀要　平成20年度/第35輯　（旧宮崎県地方史研究紀要）

資　　　　　料　　　　　名

発　行　機　関
弘前大学大学院地域社会研究科 弘前大学大学院地域社会研究科年報　第５号
弘前大学地域社会研究会 地域社会研究　第２号
弘前大学国史研究会 国史研究　第126，127号
日本近代史研究会 近代史料研究　第８号
歴史人類学会 史境　第56～59号

新潟大学人文学部
にいがた地域映像アーカイブ　第１号　蘇る―にいがたの生活―家族と身体の記
憶

和歌山大学紀州経済史文化史研
究所

紀州経済史文化史研究所紀要　第29号

奈良女子大学史学会 寧楽史苑　第54号
秋田大学史学会 秋大史学　第55号
九州大学附属図書館付設記録資
料館　九州文化史資料部門

九州文化史研究所紀要　第52号

東京大学史料編纂所 東京大学史料編纂所報　(2007年度)/第43号
東京大学史料編纂所研究紀要　第19号

資　　　　　料　　　　　名

〈 大 学 か ら の 受 贈 刊 行 物　〉
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発　行　機　関

「佐賀学」創成プロジェクト
活動報告書「佐賀学」創成プロジェクト　平成20年度/「佐賀学」創成にむけた
地域歴史文化の総合的研究　第１回　地域学シンポジウム報告集　地域学と地域
史研究

佐賀大学地域学歴史文化研究セ
ンター

佐賀大学地域学歴史文化研究センター研究紀要　第３号
佐賀大学・小城市交流事業特別展図録　特別展　「中世小城の歴史・文化と肥前
千葉氏」

東北大学学術資源研究公開セン
ター史料館

東北大学史料館紀要　第４号

熊本史学会 熊本史学　第89・90・91号合併号
山形大学歴史・地理・人類学研
究会

山形大学歴史・地理・人類学論集　第10号

滋賀大学経済学部附属史料館 滋賀大学経済学部附属史料館研究紀要　第42号
京都大学大学文書館 『第三高等学校関係資料』解説・目録

THE HISTORY OF KYOTO UNIVERSITY 常設展　「京都大学の歴史」
『吉田寮関係資料』解説・目録　平成20年度/総長裁量経費プロジェクト
京都大学大学文書館研究紀要　第６，７号

信大史学会 信大史学　2008年/第33号
広島史学研究会 史学研究　第263～266号
京都大学総合博物館 土山家文書目録
広島大学文書館 広島大学文書館紀要　第11号

（財）三菱財団人文科学研究助成研究成果報告書　（平成19年度）/被爆地広島の
復興過程における新聞人と報道に関する調査研究
広島大学文書館研究叢書　1 地方国立大学にとっての国立大学法人化

高知海南史学会 海南史学　第47号
千葉大学文学部史学料菅原研究
室

丹後国加佐郡上安久村安久家文書目録　第二集　（現京都府舞鶴市上安久）

東北大学大学院文学研究科東北
文化研究室

東北文化研究室紀要　2008年度/通巻第50集
東北文化資料叢書　第４集　縄文土器基準資料　石巻市梨木畑貝塚出土資料

秋田公立美術工芸短期大学 秋田公立美術工芸短期大学紀要　2008/第13号
秋田公立美術工芸短期大学2009
年卒業・修了制作展実行委員会

秋田公立美術工芸短期大学卒業・修了制作作品集

高崎経済大学地域政策学会 地域政策研究　第11巻第３，４号、第12巻第１，２号

高崎経済大学経済学会
高崎経済大学論集　第51巻第３号（通巻182号）、第52巻第１号（通巻184号）、第
２号（通巻185号）

洛北史学会 洛北史学　2009年/第11号
米沢史学会 米沢史学　第25号
ノースアジア大学総合研究セン
ター教養・文化研究所

教養・文化論集　第４巻第１号（通巻第６号），第２号（通巻第７号)

ノースアジア大学総合研究セン
ター経済研究所

経済論集　第５，６号

宮城学院 宮城学院資料室年報　2007年度/第14号，2008年度/第15号　『信・望・愛』
宮城学院最近10年史　1997-2006

大阪商業大学商業史博物館 大阪商業大学商業史博物館紀要　第９，10号
大阪商業大学商業史博物館資料目録　第12集　中谷コレクション３　明治時代の
新聞、大正時代の新聞、昭和時代の新聞、新年元旦号の新聞、国民新聞、特殊新
聞、大阪の新聞、阪神淡路大震災、朝日新聞の記念号、大正・昭和の重要記事、
新聞付録

国史学会 国史学　第196～198号
東北芸術工科大学東北文化研究
センター

真澄学　第４号

東北学院大学東北文化研究所 東北学院大学東北文化研究所紀要　別冊　境澤文書目録、第40号
関西大学史学・地理学会 史泉　第109，110号
武蔵大学人文学会 武蔵大学人文学会雑誌　神尾正俊教授記念号　第40巻第３，４号、第41巻第１号
三田史学会 史学　第77巻第２・３，４号、第78巻第１・２，３号
東北芸術工科大学文化財保存修
復研究センター

人と文化遺産保存継承ミーティング　第１回　「地域の文化遺産を災害から救出
する活動を学ぶ」
全国文化遺産防災サミット＆フォーラムin山形報告書　第１回

駿台史学会 駿台史学　第135，136，137号
南山学園 南山学園史料集　４　南山大学インターナショナル・ディヴィジョン史料集　下
南山大学史料室 アルケイア　―記録・情報・歴史―　第３号
専修大学図書館 上野国新田郡大島村大島家文書目録　専修大学図書館所蔵
専修大学歴史学会 専修史学　第46，47号
神奈川大学大学院歴史民俗資料
学研究科

歴史民俗資料学研究　第14号

神奈川大学日本常民文化研究所 民具マンスリー　第41巻11，12号、第42巻１～７号
武蔵野美術大学 武蔵野美術大学年報　2005～2007(平成17～19)年度版

武蔵野美術大学のあゆみ　1929-2009
武蔵野美術大学大学史史料室 武蔵野美術大学大学史史料集　昭和一〇（一九三五）年/第六集　金原省吾日記
法政大学史学会 法政史学　第71号　栃木利夫先生退職記念号，第72号
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発　行　機　関
創価大学人文学会 創価大学人文論集　第21号　小林修教授退任記念号
早稲田大学史学会 史観　第160，161冊
神戸女子大学史学会 神女大史学　第25号
学習院大学史学会 学習院史学　第47号
中央大学史料委員会専門委員会 中央大学史紀要　第14号

中央大学史資料集　第21集
明治大学 大学史紀要　第13号　明治大学人権派弁護士研究｢　山崎今朝弥・布施辰治研究
明治大学史資料センターグルー
プ

大学史資料センターグループ報告　第30集　大学史活動　特集 大学史活動の広
まり・深まり

帝京大学文学部史学科 帝京史学　第24号
立正大学史学会 立正史学　第105号
日本大学史学会 史叢　第79，80号
青山学院大学文学部史学研究室 青山史学　第27号
国士館大学日本史学会 国士館史学　第13号
京都西山短期大学 西山学苑研究紀要　第４号
鷹陵史学会 鷹陵史学　第35号　田中文英教授古稀記念号

資　　　　　料　　　　　名

〈 関 係 機 関 か ら の 受 贈 刊 行 物　〉

発　行　機　関
知事公室 行啓誌　第52回　国民体育大会冬季大会スキー競技会　あきた鹿角国体

行幸啓誌　第59回　全国植樹祭
総務企画部 秋田県税務統計書　平成19年度/№56

県税のあらまし　平成21年度
あきた21総合計画　第４期実施計画
あきた県政概況　2009

学術国際部 毎月勤労統計調査地方調査報告　平成19年/―賃金・労働時間・雇用の動き―
秋田県の工業　平成19年/―工業統計調査結果―
工業統計調査結果速報　平成20年
産業技術総合研究センター業務年報　2007年(平成19年度)
秋田県産業技術総合研究センター業務年報　平成20年度
健康環境センター年報　平成19年度/第３号
秋田県農林水産技術センター畜産試験場研究報告　第23号

健康福祉部 国民健康保険事業状況　平成19年度
地域ケア体制構築のための連携ハンドブック　
秋田県健康福祉部医務薬事課業務概要　平成21年度
女性相談の概要　平成21年度/（平成20年度実績）

生活環境文化部 環境白書　平成20年版/（本編）、（資料編）、概要版
秋田県水道施設現況調査　平成19年度
あきたの男女共同参画　平成21年度/年次報告

農林水産部 作況ニュース　平成20年度/第８号　総括編
秋田県「水と緑」の基本計画　豊かな「水と緑」の創造と未来への継承
大豆指導指針
稲作指導指針　平成21年度
秋田県農林水産業関係施策の概要　平成21年度
農林水産業及び農山漁村に関する年次報告　平成20年度

産業経済労働部 秋田県観光統計　平成20年/（秋田県観光客入込・動態調査）
秋田県計量検定所業務概要　平成20年度

建設交通部 大館能代空港管理事務所業務概要　2009
出納局 公有財産内訳書　平成21年３月31日現在
地域振興局 鹿角地域振興局農林部普及年報　平成20年度

仙北地域振興局普及年報　平成20年度
能代山本の農林水産業　平成21年度
秋田地域農林業施策の概要　平成21年度
由利地域の農林水産業　平成21年度
北秋田地域振興局業務概要　平成20年度

教育庁各課 秋田県文化財調査報告書　2008/第447集　払田柵跡調査事務所年報　払田柵跡
第137次・138次調査概要
秋田県文化財調査報告書　第448集　払田柵跡｣―長森地区―　【本編】、【別編】
出羽路　第144，145号

図書館 秋田県立図書館要覧　平成21年度
生涯学習センター 生涯学習センター要覧　平成21年度
博物館 秋田県立博物館研究報告　第34号

秋田県立博物館展示案内　秋田の自然と人のくらし
埋蔵文化財センター 秋田県埋蔵文化財センター研究紀要　第23号

秋田県埋蔵文化財センター年報　平成20年度/27
秋田県文化財調査報告書　第442集　柏木岱Ⅱ遺跡―高速交通関連道路整備事業
県道琴丘上小阿仁線に係る埋蔵文化財発掘調査報告書―～第446集　遺跡詳細分
布調査報告書
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発　行　機　関
その他 秋田県立増田高等学校研究紀要　平成20年度

祝 高体連創立60周年　昭和33年第４回秋田県高等学校総合体育大会　昭和59年
度全国高校総合体育大会秋田県
秋田県小児寮育センター業務概要　H21

議会事務局 秋田県議会十一月臨時会十二月定例会会議録（写） 平成20年
秋田県議会四月臨時会五月臨時会六月定例会会議録（写） 平成21年
秋田県議会八月臨時会九月定例会会議録（写） 平成21年

人事委員会事務局 労働基準法及び労働安全衛生法関係事務の手引
人事委員会年報　（平成20年度版）

資　　　　　料　　　　　名
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ホームページ　http://www.pref.akita.lg.jp/kobunsyo/

Ｅメール　koubun@apl.pref.akita.jp

開　 館　 時　 間

休　　 館 　　日

●平日 (４月～１０月） ･ ･ ･ ･午前１０時～午後８時

　　　 (１１月～３月） ･ ･ ･ ･午前１０時～午後７時

●土曜・日曜日・祝日  ･ ･ ･ ･午前１０時～午後６時

●毎月１回（平日の初日〈12月、１月を除く〉）

●年末年始（12月28日～１月３日）

●特別整理期間
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